
第３章 消防用設備等別審査基準 

第１節 消防用設備等の設置指導基準 

第１ 消火器具（令第10条、規則第５条の２及び第６条から第11条まで、条例第45条及び第46条関係） 

１ 用語の定義 

 (1) 令第10条第１項第１号ロに規定する「火を使用する設備又は器具（防火上有効な措置として総務省令で定め

る措置が講じられたものを除く。）を設けたもの」とは、業として飲食物を提供するため、当該飲食物の調理

を目的として、法第９条に規定する「火を使用する設備」又は「火を使用する器具」（防火上有効な措置をし

て総務省令で定める措置が講じられたものを除く。）を設けたものをいう。 

なお、火を使用する設備又は器具に、同条に規定する「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」

又は「その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具」は含まれない。 

 (2) 規則第５条の２に規定する「防火上有効な措置」とは、次に掲げる装置を設けることをいう。 

  ア 「調理油過熱防止装置」とは、鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消

す装置をいう。 

  イ 「自動消火装置」とは、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関す

る条例の制定に関する条例の制定に関する基準を定める省令」（平成14年総務省令第24号）第11条第７号に

規定するもののうち、火を使用する設備又は器具を防護対象物（自動消火装置によって消火すべき対象物を

いう。）とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいう。 

  ウ 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装

置」とは、加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコン

ロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいう。 

    なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消

え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減

する安全機能を有する装置」に該当しない。 

エ 家庭用ガスコンロを飲食店等の厨房設備又は器具として使用する場合において、当該家庭用ガスコンロに

組み込まれているグリルに次のいずれかの機能が設けられているときは、「防火上有効な措置」が講じられ

たものとして取り扱う。 

 (ア) グリル過熱防止機能（グリル庫内やグリル受け皿の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給

を停止し、火を消す機能） 

 (イ) グリル消し忘れ消火機能（グリルの火を消し忘れた場合でも一定時間経過後に自動的にガスの供給を

停止し、火を消す機能）及び炎あふれ防止機能（グリル庫内で発火した場合でも、グリル庫内からの炎

あふれを防止する機能） 

２ 設置場所等 

(1) 令第10条第２項第２号に規定する「使用に際して容易に持ち出すことができる箇所」については、規則第６

条第６項の規定を満足する範囲で、廊下、通路、室の出入口付近とすること。 

(2) 規則第９条第２号に規定する消火器具に支障となるおそれが少ない箇所の例は、次の場所であること。 

ア 容器又はその他の部品が腐食するおそれのない場所 

イ 消火器に表示された使用温度範囲外となるおそれのない場所 

ウ 乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩は、雨水等がかからない措置を講じるとともに、地盤面又は床面から
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の高さが10cm以上となる台所等の場所 

(3) 水槽に付置する消火用バケツは、当該水槽の直近の場所に設けること。 

３ 付加設置その他 

(1) 規則第６条第３項に規定する少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取り扱う数量の算定は、「危険物規制事

務審査基準」（平成２年７月５日消危第125号）第２章第１節の第３の例によること。 

(2) 規則第６条第４項に規定する「変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備」とは、次に掲げるものをい

うものであること。 

 なお、条例第45条第２項第２号の規定についても、これを準用する。 

ア 蓄電池設備（定格容量と電槽の数の積の合計が、4,800Ａｈ・セル（アンペアアワー・セル）以上のもの

に限る。） 

イ 直流にあっては750Ｖ以上、交流にあっては600Ｖ以上の電路に接続する電気機器で、次に掲げるもの（可

搬式のものを含む。） 

（ア）発電機、配電盤又は電動機 

（イ）変圧器（出力が５ｋＶＡ以上のものに限る。） 

（ウ）溶接機（出力が５ｋＶＡ以上のものに限る。） 

（エ）静電装置設備 

（オ）整流器（出力が５ｋＶＡ以上のものに限る。） 

（カ）その他（ア）から（オ）までに類するもの 

ウ 急速充電設備（全出力20ｋＷ以下のもの及び全出力200ｋＷを超えるものを除く。） 

(3) 規則第６条第５項に規定する「その他多量の火気を使用する場所」とは、条例第74条第１項第１号から第４

号の２までに規定する設備（第３号の２ちゅう房設備にあっては、入力の合計が117ｋＷ以上のものを含むも

のとする。）を設置する場所をいうものであること。 

  なお、条例第45条第２項第３号の規定についても、これを準用する。 

(4) 令第10条第１項第１号ロに掲げる防火対象物で延べ面積が150㎡未満のものについては、規則第６条第５項

の規定による能力単位の合計数の加算を行わないこと。 

(5) 令第10条第１項又は条例第45条第１項の規定に基づき防火対象物に設置される消火器が規則第６条第４項又

は第５項、条例第45条第２項に基づき電気設備、ボイラー室等に設置される消火器と同一の適応性を有し、か

つ、能力単位及び歩行距離を満足する場合にあっては、重複設置は必要ないものとして取り扱うこと。 

 

（例１）令第10条第１項による消火器の設置義務のある防火対象物に規則第６条第４項又は第５項に規定する部分が

存する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)項イ 延べ面積380㎡ 

（各階190㎡） 耐火建築物 

○建物について 

380≧150（令第10条第１項の設置基準面積） 

380 
    ＝3.8→４単位 

100 

○多量の火気使用場所について 

20 
    ＝O.8→Ｂ１単位 

25 
     ２Ｆ ２単位 

設置例 
     １Ｆ ２単位＋Ｂ１単位 

２ＦにはＡ火災適応消火器を設置すればよく、１Ｆについては、各部分か

ら歩行距離20ｍ以下であれば、Ａ、Ｂ火災適応消火器を設置すれば、ボイ

ラー室専用の消火器はなくてもよい。 
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（例２）条例第45条第１項による消火器の設置義務のある防火対象物に同条第２項に規定する部分が存する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 条例第45条の規制対象となる小規模特定飲食店等の能力単位の計算方法については、次の例による。 

 

（例）複合用途防火対象物（16項イ／延べ面積150㎡：令第10条及び条例第45条適用）  

・３階は50㎡以上、１階及び２階は「小規模特定飲食店等」に該当＝政令規制あり。  

・延べ面積150㎡の複合用途防火対象物＝条例規制あり。  

※ただし、３階は、第45条第１項ただし書により条例での設置対象外 

 

 

 

４ 標識 

 規則第９条第４号に規定する標識の形状等は、次によること。● 

(1) 標識の大きさは、短辺８cm以上、長辺24cm以上とすること。 

(2) 地を赤色、文字を白色とすること。 

(3) 文字の大きさは５cm角以上とすること。 

５ 簡易消火用具 

(1) 材質等 

ア 水バケツ及び消火専用バケツの容量は、10Ｌ以下で、かつ、容易に変形しないものであること。 

イ 膨張ひる石は、ＪＩＳ Ａ 5009に、膨張真珠岩（真珠岩を材料としたものに限る。）は、ＪＩＳ Ａ 5007

にそれぞれ適合するものであること。 

(2) 設置の能力単位 

 設置する箇所ごとに、規則第６条第１項に定める能力単位が１以上になるように設けること。 

(16)項ロ 延べ面積240㎡ 

（各階120㎡） 

○建物について 

240≧150（条例第45条第１項の設置基準面積） 

消火器設置義務あり 

○ボイラー室について 

条例第45条第２項該当 

２Ｆには、Ａ火災適応消火器を設置し、１Ｆについては、各部分から歩

行距離20ｍ以下であれば、Ａ、Ｂ火災適応消火器を設置すればボイラー

室専用の消火器はなくてもよい。 

ボイラー室20㎡ 

 
 
能力単位の計算 
 
【３階部分の事務所（政令規制）】 
・規則第６条の規定に基づき、200㎡で除す。 
 50㎡÷200㎡＝0.25 
・３階部分に必要とされる能力単位は、0.25となる。 
 
【１階及び２階の飲食店（政令＋条例規制）】 
［政令規制］ 
・規則第６条の規定に基づき、100㎡で除す。 
 100㎡÷100㎡＝１・・・① 
［条例規制］ 
・条例第45条の規定に基づき、１階及び２階の合計面積を150㎡で除す。 
 100㎡÷150㎡＝0.67・・② 
・１階及び２階は、政令及び条例双方の基準を満たす必要があるため、

必要とされる能力単位は、１となる。 
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第２ 屋内消火栓設備（令第11条、規則第12条、条例第47条、平成９年告示第８号、平成13年告示第19号、平成20年

告示第32号及び平成25年告示第２号関係） 

１ 水源 

(1) 水源には、減水した場合、自動的に補水できる装置を設けること。● 

(2) 水源は、常時有効水量を貯えることができ、かつ、規定水量が連続して取水できるものとすること。 

(3) 水源の有効水量は、他の消防用設備等と兼用する場合にあっては、それぞれの規定水源水量を加算して得た

量以上とすること。ただし、消防用水と兼用する場合にあっては、水源の使用方法が異なることから、(4)イ

を準用し、消防用水の有効水量を確保すること。 

(4) 水源の有効水量の算定は、次によること。 

ア 消防用設備等専用の場合 

（ア）水槽の側面又は底部に送水管又は吸水管を設けるもの 

 有効水量の算定は、第２－１図又は第２－２図の例によること。 

 

第２－１図                    第２－２図 

（イ）水槽上部から吸水管で吸水するもの 

 有効水量の算定等は、第２－３図又は第２－４図の例によること。 

ａ サクションピットを設ける場合 

 

第２－３図 
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ｂ サクションピットを設けない場合又は連通管を設ける場合 

 

第２－４図 

（注）有効水量の下辺部が連通管の下辺部より下方にある場合は、水位差は連通管の下辺部からとるもの

とする。この場合、連通管の断面積は、次式で算定した数値以上とすること。（連通管の長さＬは、

1.5ｍ以下とする。） 

 

Ａ：管内断面積（㎡） 

Ｄ’：連通管内径（ｍ） 

Ｑ：連通管の流量（ｍ3／sec） 

ｇ：重力の加速度 9.80ｍ／sec2 

Ｈ：水位差（ｍ） 

イ 雑用水等の水源と併用する場合 

（ア）当該雑用水等の用に供する水量が、電気的に自動制御されるものにあっては、当該制御される水位まで

を有効水量とすること。 

 

第２－５図 
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（イ）加圧送水装置にポンプを用いる場合にあっては、当該消火設備のフート弁の上部に他のポンプのフート

弁を、高架水槽を用いる場合にあっては、当該消火設備の送水管の上部に他の設備の送水管を設け、その

間の水量を有効水量とすること。 

 

第２－６図 

 

第２－７図 

ウ 加圧送水装置に水中ポンプを用いる場合は、最低運転水位を有効水量の最低水位とすること。 

(5) 水槽と外気との間には、管の呼びが100Ａ以上の通気管を水槽ごとに設けること。ただし、当該通気管を設

けた水槽と水槽間を連通管の断面積の10分の１以上の断面積を有する通気管により接続された水槽については、

この限りでない。● 

(6) 水槽は、鉄筋コンクリート、ステンレス鋼板製等耐食性及び耐熱性のあるものとすること。ただし、２(1)

イ（イ）ａからｄまでに定めるいずれかに設ける場合は、繊維強化プラスチック製等のもの（以下「ＦＲＰ製

等」という。）とすることができる。 

２ 加圧送水装置 

 加圧送水装置にポンプを用いるものにあっては、次によること。 

(1) 設置場所 

ア 令第11条第３項第１号ホに規定する「点検に便利な箇所」とは、機器の点検ができる空間、照明、排水等

を確保できる場所にあること。 

イ 水中ポンプ以外のポンプ 

（ア）ポンプは凍結するおそれのない場所に設けること。 

（イ）令第11条第３項第１号ホに規定する「火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所」とは、次

のａからｄまでに定めるいずれかの場所であること。 
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ａ 加圧送水装置等（ポンプ、電動機と制御盤、呼水装置、水温上昇防止逃し装置、ポンプ性能試験装置、

起動用水圧開閉装置等及びその附属機器をいう。以下同じ。）の専用の不燃室 

ｂ 飲料、雑排水等に用いる加圧送水装置等を併置した専用の不燃室 

ｃ 屋外、主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上等で加圧送水装置等を点検に支障がないよう不燃材

料（ガラスにあっては網入りガラスに限る。）で区画した場所 

ｄ その他、火災による被害を受けるおそれがないよう、特に有効な措置を講じた場所 

(注) 不燃室とは、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井（天井のない場合にあっては、はり及び屋根）

で区画され、かつ、窓、出入口等に防火設備を設けた室をいう。ただし、ボイラー設備等の火気使用

設備のある室及び可燃性の物質が多量にある室については、該当しないものであること。 

なお、不燃材料で造った壁、床又は防火設備に接する外壁について、当該外壁のうちこれらに接す

る部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とし、又は外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひ

さし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においても、不燃室とし

て取り扱うことができる（準耐火構造としなければならない部分に窓、出入口等がある場合において

は、防火設備を設けなければならない。以下第２において同じ。）。 

（ウ）湿気が滞留するおそれのない場所に設けること。● 

ウ 水中ポンプ 

（ア）水中ポンプは点検のためのふたの真下に設けること。 

（イ）水中ポンプは貯水槽の底面から５cm以上の位置に設置し、貯水槽の壁面から当該ポンプの中心までの距

離は、ポンプストレーナー部分の外径の２倍以上とすること。 

(2) 機器 

ア 設置することのできる加圧送水装置 

 規則第12条第１項第７号ニに規定する加圧送水装置は、認定品とすること。● 

 なお、中継ポンプとして用いる加圧送水装置等にあっては、押し込み圧力を考慮したものとすること。 

第２－１表 加圧送水装置の認定区分（例） 

機器       区分 基本型 ユニットⅠ型 ユニットⅡ型 ユニットⅢ型 単独制御盤 

ポンプ ○ ○ ○ ○  

電動機 ○ ○ ○ ○  

フート弁 ○ ○ ○ ○  

圧力計、連成計 ○ ○ ○ ○  

呼水槽  ○ ○ ○  

制御盤   ○ ○ ○ 

ポンプ性能試験装置  ○ ○ ○  

バルブ類  ○ ○ ○  

水温上昇防止用逃し装置  ○ ○ ○  

非常動力装置    ○  

イ 附属装置等の変更 

 前アの加圧送水装置等の附属装置等は、次に定めるところにより変更できるものとする。ただし、設置後

の改修等におけるポンプ、電動機、附属装置等の交換は、同一仕様又は同一性能のものとすること。 

（ア）ポンプの設置位置が水源より低い場合における水温上昇防止用逃し配管の位置の変更（ただし、流水量

に著しい影響をおよぼさないこと。） 

（イ）立上り管の頂部位置が当該加圧送水装置より低い場合、ポンプ吐出圧力計を連成計への変更 

（ウ）水源水位がポンプより高い場合のフート弁の変更 

（エ）非常電源による加圧送水装置の起動を行う場合の制御盤リレーの変更 

81



（オ）排水場所に合わせた場合の流量試験配管の変更（ただし、流水量に著しい影響をおよぼさないこと。） 

（カ）圧力調整弁等を設ける場合のポンプ吐出側配管部の変更 

（キ）耐圧の高性能化を図る場合のポンプ吐出側止水弁の変更 

ウ 吐出量 

（ア）地階を除く階数が５以上の防火対象物（各階に設置する屋内消火栓が１個の場合に限る。）にあっては、

次によること。 

ａ 令第11条第３項第１号に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備（以下「１号消火

栓」という。）にあっては、300Ｌ／min以上とすること。 

ｂ 令第11条第３項第２号イに掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備（以下「２号消

火栓」という。）にあっては、140Ｌ／min以上とすること。 

ｃ 令第11条第３項第２号ロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備（以下「広範囲

型２号消火栓」という。）にあっては、180Ｌ／min以上とすること。 

（イ）同一防火対象物で他の消火設備と加圧送水装置を併用するものにあっては、各消火設備の規定吐出量を

加算して得た量以上の量とすること（併用は、規則第12条第１項第６号イ及び第７号ハ（ニ）の措置がで

きる場合に限る。）。 

（ウ）棟が異なる防火対象物（同一敷地内で、管理権原が同一の場合に限る。）で加圧送水装置を共用するも

のにあっては、それぞれの防火対象物ごとに必要となる規定吐出量を加算して得た量以上とすること。た

だし、次のいずれかに該当する防火対象物にあっては、当該防火対象物のうち規定吐出量が最大となる量

以上の量とすることができる。 

ａ 隣接する防火対象物のいずれかが耐火建築物又は準耐火建築物であるもの 

ｂ 防火対象物相互の１階の外壁間の中心線から水平距離が１階にあっては３ｍ以上、２階にあっては５

ｍ以上の距離を有するもの 

エ 放水圧力が0.7ＭＰaを超えないための措置 

 規則第12条第１項第７号ホに規定する「放水圧力が0.7ＭＰaを超えないための措置」は、次によること。 

（ア）高架水槽の高さを考慮して設ける方法 

 

第２－８図 
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（イ）ポンプ揚程を考慮し、配管を別系統にする方法 

 

第２－９図 

（ウ）中継ポンプを設ける方法 

 

第２－10図 

（エ）減圧機構を有する消火栓開閉弁を設ける方法 

（オ）減圧弁又はオリフィス等による方法 

ａ 減圧弁は、減圧措置のため専用の弁とすること。 

ｂ 減圧弁は、水圧により自動的に流過口径が変化し、圧力制御を行うものであること。 

ｃ 減圧弁の接続口径は、取付け部分の管口径と同等以上のものであること。 

ｄ 設置階は、当該設備の設置される最下階から３階層（地階を含む。）以内とすること。 

 なお、中継ポンプの吐出側直近の当該ポンプの受けもつ階層についても同様であること。 

ｅ 設置位置は、枝管ごとに開閉弁等の直近とし、点検に便利な位置とすること。 

ｆ 減圧弁には、その直近の見やすい箇所に当該設備の減圧弁である旨を表示した標識を設けること。 

（カ）その他の屋内消火栓設備の機能に支障のない方法 
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オ 水中ポンプ 

（ア）水中ポンプの吐出側配管には、逆止弁、仕切弁及び連成計を設け、かつ、当該ポンプ吐出口から逆止弁

に至る配管の最頂部には、自動空気抜き弁を設けること。 

（イ）ポンプ駆動用配線で水槽内の配線は、耐食、耐水、絶縁性の十分あるものとすること。 

カ 制御盤 

 種別ごとに次の表により設置すること。 

第２－２表 

制御盤の区分 設  置  場  所 

第１種制御盤 特に制限なし 

第２種制御盤 不燃室 

そ  の  他 
不燃室（電気室、機械室、中央管理室、ポンプ専用室その他これらに類する室に

限る。） 

３ 配管 

(1) 連結送水管の放水口が設置された階のすべて

の屋内消火栓の直近に放水口が設けられている

ものについては、規則第12条第１項第６号イた

だし書により、当該連結送水管と兼用して差し

支えないものであること。この場合、第20連結

送水管２(1)アからウまで及び第２－11図の配

管系統図によること。 

※ 屋内消火栓に減圧の措置をする場合は、ポ

ンプ等は、減圧を考慮した性能とすること。 

 

第２－11図 

(2) ５以上の階を受けもつ立ち上がり配管の口径は、１号消火栓にあっては65Ａ以上、２号消火栓にあっては40

Ａ以上、広範囲型２号消火栓にあっては50Ａ以上とすること。●ただし、連結送水管の配管を兼用するものに

あっては、100Ａ以上とすること。（第20 連結送水管２(5)により連結送水管の主管の内径の特例を適用する

ものにあっては、当該口径とすることができる。） 

(3) 配管は、高架水槽又は補助用高架水槽（以下「高架水槽等」という。）に連結するか、若しくは起動用圧力

タンクにより常時充水すること。 

(4) 高架水槽等の材質は、鋼板又はＦＲＰ製等とし、吐出部直近には、仕切弁、逆止弁及び可撓継手を設けるこ

と。 

(5) 補助用高架水槽の容量は次によること。● 

ア 屋内消火栓設備単独の補助用高架水槽 

 １号消火栓及び広範囲型２号消火栓の場合にあっては0.5ｍ3以上、２号消火栓の場合にあっては0.3ｍ3以

上とすること。ただし、当該水槽の水位が低下した場合に呼び径25Ａ以上の配管により自動的に給水できる

装置を設けた場合にあっては、当該容量を0.2ｍ3以上とすることができる。 

イ 他の水系消火設備と兼用の補助用高架水槽 

スプリンクラー設備と兼用する場合にあっては１ｍ3以上、スプリンクラー設備以外の設備と兼用する場

合にあっては、0.5ｍ3以上（この場合、前アのただし書を準用できる。）とすること。 

(6) 高架水槽等へ連結する配管径は、立上り管の配管径の２分の１以上とすること。● 

(7) 止水弁及び逆止弁は、容易に点検できる場所に設け、かつ、当該弁である旨の表示を直近の見易い位置に設
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けること。 

(8) 配管には、空気だまりが生じないような措置を講ずること。 

(9) 配管は、専用支持金具にて堅固に固定されていること。 

(10)建築物の接続部分等で、地震動による曲げ又はせん断力を生ずるおそれのある部分の配管施工は、極力行わ

ないこと。ただし、建築物の構造、形態等から、これら部分を配管貫通する場合は、可とう継手を設け、配管

の保護を施すこと。 

(11)屋上又は最遠部には、試験用テスト弁を設けること。●ただし、最上階の消火栓より放水試験ができる場合

は、この限りでない。 

(12)屋外配管等直接外気に面する部分に設ける配管等で凍結するおそれのある部分には、凍結防止のための措置

を講じること。● 

(13)配管には、排水弁を設け、管内の排水ができるようにすること。●ただし、消火栓開閉弁等から有効に排水

できるものにあっては、この限りでない。 

(14)配管の材質は、規則第12条第１項第６号ニ（イ）の規定によるほか、定格全揚程時における配管部分の圧力

が1.6ＭＰa以上となるものにあっては、ＪＩＳ Ｇ 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）又はこれと同等以上の強度、

耐食性及び耐熱性を有する配管を使用すること。 

(15)管継手の材質は、規則第12条第１項第６号ホ（イ）の規定によるほか、当該管継手の設置場所の使用圧力値

以上の圧力値に耐える仕様のものを設けること。 

(16)規則第12条第１項第６号ニ（ロ）及びホ（ロ）に規定する合成樹脂製の管及び管継手は、認定品とすること。

● 

(17)バルブ類の材質は、規則第12条第１項第６号ト（イ）及び（ロ）の規定によるほか、当該バルブ類の設置場

所の使用圧力値以上の圧力値に適用するものを設けること。  

(18)配管工事完了後、主配管は屋内消火栓設備に使用する最高吐出圧力の1.1倍の空気若しくはガス圧又は1.5倍

の水圧を３分間以上加えた場合、接続部等から漏水（漏えい）又は破損等を生じないよう施工すること。 

(19)配管に設ける止水弁等には、常時開又は常時閉の表示をすること。 

(20)配管は、原則として土中に埋設しないものとするが、やむを得ず埋設する場合は、次のいずれかによること。 

ア 日本水道鋼管協会のＷＳＰ-041（消火用硬質塩化ビニール外面被覆鋼管）又はＷＳＰ-044（消火用ポリエ

チレン外面被覆鋼管）を用い、接続部分は専用継手（異種鋼管にあっては絶縁性のものとする。）により施

工する。 

イ 前(14)の配管にポリエチレン等の塗覆装を施し又はこれと同等以上の耐食性を有するものを使用する。 

ウ 埋設後毎月１回以上前(18)に準じた試験を実施する。 

(21)棟が異なる防火対象物で加圧送水装置を共用する場合で、各棟に至る配管を埋設した場合にあっては、各棟

の立ち上がり配管の地上部分に止水弁を設け、「常時開」の表示をすること。 

４ 起動装置 

(1) 起動装置として起動用水圧開閉装置を用いる場合は、規則第12条第１項第７号ヘに定める遠隔操作できるも

のとみなし、その機能等は、次によるものとすること。 

ア 消火栓開閉弁を開放することにより起動すること。 

イ 専用とし、加圧送水装置の直近に設けること。 

ウ 水圧開閉器は、当該開閉器の位置における配管内の圧力が次の（ア）又は（イ）のいずれか高い圧力の値

に低下するまでに起動するよう調整されたものであること。 

（ア）最高位又は最遠部の消火栓の開閉弁の位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差（Ｈ1）に

よる圧力に次の数値を加えた圧力 
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  ａ １号消火栓の場合：Ｈ１＋0.2ＭＰa 

  ｂ 易操作性１号消火栓の場合：Ｈ０＋Ｈ１＋0.2ＭＰa 

  ｃ ２号消火栓の場合：Ｈ０＋Ｈ１＋0.3ＭＰa 

  ｄ 広範囲型２号消火栓の場合：Ｈ０＋Ｈ１＋0.2ＭＰa 

  ※ Ｈ０は、易操作性１号消火栓、２号消火栓又は広範囲型２号消火栓の弁・ホース・ノズル等の摩擦損

失としてあらかじめ算定された機器仕様書等に明示された数値をいう。 

（イ）高架水槽等の位置から、起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差（Ｈ2）による圧力に0.05MPaを加

えた値の圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－12図 

 

 

(2) 押しボタン式等の遠隔操作部は、保護カバーが取り付けられていること。ただし、消火栓箱内に設けられた

ものにあっては、この限りでない。 

(3) 防災センター等にポンプが起動した旨を的確に移報すること。● 

(4) 雨水等の浸入するおそれのある場所に設けるものにあっては、有効な防護措置を講ずること。 

５ 貯水槽等の耐震措置 

 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等（以下「貯水槽等」という。）の耐震措置は、次によること。 

(1) 加圧送水装置の吸入管側（床上槽から接続される管又は著しく横引き部分が長い管に限る。）、吐出管側に可

撓継手を用いて接続すること。 

(2) 貯水槽等は、地震による振動等により破壊、移動、転倒を生じないように固定用金具、アンカーボルト等で

壁、床、はり等に堅固に固定すること。 

Ｈ２＋0.05MPa ※Ｈ１＋0.2 MPa 

    

 

※易操作性１号消火栓の場合 

Ｈ０＋Ｈ１＋0.2 MPa 

※２号消火栓の場合 

Ｈ０＋Ｈ１＋0.3 MPa 

※広範囲型２号消火栓の場合 

Ｈ０＋Ｈ１＋0.2 MPa 
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６ 非常電源、配線等 

(1) 非常電源、配線等は、第23非常電源の基準によること。 

(2) 常用電源回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次により敷設すること。 

ア 低圧のものにあっては、引込み開閉器の直後から分岐し、専用配線とすること。 

イ 特別高圧又は高圧による受電のものにあっては、変圧器二次側に設けた配電盤から分岐し、専用配線とす

ること。 

７ 消火栓箱等 

(1) １号消火栓（イからカまでについては、易操作性１号消火栓を除く。） 

ア 設置対象 

令第11条第３項第１号に定める防火対象物以外のものであっても、可燃性物品が多量に存在するものにつ

いては、努めて１号消火栓又は易操作性１号消火栓とすること。● 

イ 消火栓箱の位置 

（ア）消火栓は、容易に使用ができ、かつ、避難口又は階段に近い場所に設けること。● 

（イ）消火栓箱から防火対象物のすべてに消火可能であること。この際、消火可能かどうかについては、ホー

スを延長する経路、ホースの長さ、放水距離等を総合的に勘案し判断すること。 

ウ 消火栓箱の構造 

 次によること。● 

（ア）大きさは、収納された弁の操作及びホースの使用に際し、ホースのねじれ、折れ、ひっかかりその他に

障害を生じないものであること。 

（イ）扉は、容易に開放でき、ホース延長活動に支障がなく、かつ、避難上障害とならないものであること。 

（ウ）消火栓箱は、不燃材料で造られていること。 

（エ）消火栓箱の色は、努めて認識しやすいものとすること。 

（オ）排水することのできる排水口等が設けられていること。 

エ 消火栓 

（ア）規則第12条第１項１の２号に規定する消火栓は、認定品とすること。● 

（イ）開閉弁のハンドルは、当該弁を容易に開閉できるように設けること。 

（ウ）連結送水管と配管を共用する場合にあっては、減圧機構付き（呼び16Ｋ）の開閉弁とすること。 

オ 筒先及びホース 

（ア）筒先は、開閉装置付きのものとすること。● 

（イ）ホースは呼称40又は50のもので、長さ15ｍを２本、ノズルは、口径が呼称13㎜以上のものを１本、それ

ぞれ接続して設置すること。ただし、消火栓箱から半径15ｍ以内にその階のすべての部分が包含される小

規模の防火対象物等に設置する場合にあっては、長さ10ｍのホースを２本とすることができる。 

カ 灯火及び表示 

（ア）消火栓箱に表示する「消火栓」の文字の大きさは、１字につき、20cm2以上とすること。● 

（イ）消火栓箱の赤色の灯火は、消火栓箱の上部に設けること。ただし、消火栓箱扉表面の上端部に設ける場

合は、この限りでない。 

（ウ）前（イ）の赤色の灯火は、円錐型、平面型又はリング型等で、省令第12条第１項第３号ロ又はハ（イ）

の規定に適合すること。● 

（エ）消火栓箱の表面又は扉を開放したときの見やすい箇所に操作方法をわかりやすく表示すること。● 

（オ）連結送水管の放水口を併設収納する消火栓箱の表面には、直径10㎝以上の消防章又は前（ア）に規定す

る文字の大きさで「放水口」と表示すること。 
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(2) 易操作性１号消火栓、２号消火栓及び広範囲型２号消火栓 

ア 設置対象 

 旅館・ホテル・社会福祉施設・病院等、就寝施設を有する防火対象物及び物品販売業を営む店舗にあって

は、努めて易操作性１号消火栓、２号消火栓又は広範囲型２号消火栓とすること。● 

イ 設置方法 

 同一防火対象物には、同一操作性のものを設置すること。● 

ウ 消火栓箱の位置 

  ７(1)イを準用すること。 

エ 消火栓箱の構造 

  ７(1)ウを準用すること。 

オ 灯火及び表示 

  ７(1)カ（（エ）を除く。）を準用すること。 

カ 機器 

  認定品とすること。● 

８ 総合操作盤 

(1) 規則第12条第１項第８号ハの規定により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、

別記の「消防法施行規則第12条第１項第８号ハに規定する防火対象物の指定」（平成19年３月23日安全管理局

告示第１号。以下「局告示第１号」という。）によること。 

  なお、局告示第１号２に規定する「防火対象物の規模、利用形態、防火管理体制、消防用設備等の設置状況

等から判断して、消防用設備等の監視、操作等に支障がないと認めるもの」とは、次に掲げるものが想定され

ること。 

 ア 無人又は無人に近い収容人員の防火対象物で火災予防上支障がないと認められるもの 

 イ 傾斜地、段地の敷地に存し、最下階に消防車両が接近できる地盤面（以下「消防活動面」という。）を有

している防火対象物で、次のいずれかによるもの 

 （ア）消防活動面にスプリンクラー設備等の送水口が設置され、地階部分の各階の消火活動に際しては、地上

階と同等に活動できると判断されるもの 

 （イ）規則第５条の２の規定を準用し、地階部分のすべての階が普通階と同等の開口部（幅員２ｍ以上のドラ

イエリア等に面する開口部を含む。）の面積を有しているもの 

ウ 局告示第１号２(2)の規定に該当する防火対象物のうち、水噴霧消火設備、泡消火設備等が設置される部

分（地上階に設置される部分を含む。）の床面積の合計が地階部分の床面積の合計のおおむね10％未満の面

積で、防火管理体制により火災予防上支障がないと認められるもの 

エ 局告示第１号２(3)の規定に該当する防火対象物のうち、規則第30条に規定する排煙機又は給気機が設置

されていないもの 

 (2) 総合操作盤は、第24総合操作盤の基準によること。  
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別記 

安全管理局告示第１号 

                                             

           消防法施行規則第12条第１項第８号ハに規定する防火対象物の指定 

                          

 消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第12条第１項第８号ハ（第14条第１項第12号、第16条第３項第６号、

第18条第４項第15号、第19条第５項第23号、第20条第４項第17号、第21条第４項第19号、第22条第11号、第24条第９

号、第24条の２の３第１項第10号、第25条の２第２項第６号、第28条の３第４項第12号、第30条第10号、第30条の３

第５号、第31条第９号、第31条の２第10号及び第31条の２の２第９号において準用する場合を含む。）の規定に基づ

き、消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定し、平成19年４月１日から施行する。 

      平成19年３月23日（最近改正 平成27年９月30日 消防局告示第２号） 

                                                  横浜市安全管理局長  橘川 和夫 

 

１  消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第１(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、

(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物（小規模特定用途複合防火対象物を除く。）で、次のいずれかに該当す

るもの 

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物 

(2) 地階を除く階数が５以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の防火対象物 

２ 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物（令別表第１(5)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象

物（同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、小規模特定用途複合防火対象物のうち、同表(5)項ロに掲げる

防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の90パーセント以上であり、かつ、

当該用途以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものに限る。）を除く。）

で、次のいずれかの消防用設備等が設置されているもの。ただし、消防長又は消防署長が防火対象物の規模、利用

形態、防火管理体制、消防用設備等の設置状況等から判断して、消防用設備等の監視、操作等に支障がないと認め

るものにあっては、この限りでない。 

(1) 令第12条第１項又は横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号。以下「条例」という。）第48条第

１項の規定に基づくスプリンクラー設備 

(2) 令第13条第１項又は条例第49条第１項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備（移動式のものを除く。）、

不活性ガス消火設備（移動式のものを除く。）、ハロゲン化物消火設備（移動式のものを除く。）又は粉末消火

設備（移動式のものを除く。） 

(3) 令第28条第１項の規定に基づく排煙設備 
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第３ スプリンクラー設備（令第12条、規則第12条の２から第15条まで、昭和48年告示第７号、平成８年告示第６号、

平成10年告示第５号、平成13年告示第19号及び第37号、平成20年告示第32号、平成25年告示第２号関係） 

１ 用語の定義 

(1) 令第12条第１項第１号ハに規定する「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者」（以下第３

において「総務省令で定める者」という。）とは、乳児、幼児のほか、規則第５条第５項に該当する者（障害支

援区分が４以上の者）であって、規則第12条の３第１号から第６号までのいずれかに該当する者をいう。 

「主として入所させるもの」とは、総務省令で定める者の数が利用者のおおむね８割を超える施設をいう。 

(2) 規則第13条の２第４項第１号ホに規定する「易燃性の可燃物」とは、危険物、指定可燃物のほか、ウレタンホ

ーム、錦糸、マッチ類、化学繊維類など、着火性が高く、延焼速度の速いもの又は同様の状態にあるものをいう

（書物、書類等を除く。）。 

２ 水源 

第２ 屋内消火栓設備１を準用すること。 

３ 水量及び性能 

(1) 一のスプリンクラー設備に異なる種別のスプリンクラーヘッドが使用される場合の水源水量、ポンプの吐出量

等にあっては、その値が最大となる種別のスプリンクラーヘッドに係る規定により算出すること。 

(2) 標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）及び側壁型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の水源水量を求める 

場合のスプリンクラーヘッドの設置個数について、乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられている場合には、

規則第13条の６第１項第１号及び第３号に規定する個数に1.5を乗じて得られた個数とされているが、結果が小数

点以下の数値を含む場合にあっては、小数点以下を切上げ整数とすること。 

(3) 小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備については、乾式又は予作動式（乾式のものに限る。）の流水検

知装置の使用を想定していないことから、水源水量の割り増し規定が設けられていないものであること。 

４ 加圧送水装置 

第２ 屋内消火栓設備２（(2)ウ（ア）を除く。）を準用するほか、補助ポンプ（配管内の水圧を規定の圧力に保

持するためのポンプ）を用いる場合は次によること。● 

(1) 補助ポンプは専用とすること。 

(2) 水源は、呼水槽と兼用しないもので、かつ、自動給水装置を設けること。 

(3) 起動圧力に減少した時又は停止圧力に達した時には、確実に起動・停止が行われること。 

(4) 補助ポンプは、加圧送水装置の止水弁の二次側配管に接続することとし、当該接続配管に止水弁及び逆止弁を

設けること。 

(5) 補助ポンプの作動中にスプリンクラーヘッドが開放した場合、起動装置の作動及び放水性能に支障が生じない

ものであること。 

５ 配管 

第２ 屋内消火栓設備３（(1)、(2)、(5)及び(11)を除く。）を準用するほか、次によること。 

(1) 配水管又は枝管の管径が第３－１表の例により設けられた場合にあっては、規則第12条第１項第６号チに定め

る「水力計算により算定された配管の呼び径」とみなすことができる。この場合、枝管（直接ヘッドの取付けら

れる管。）に取り付けられるヘッドの個数は、片側５個を限度とする。 

なお、こう配屋根や建築構造上やむを得ず片側５個を超える場合は、片側８個を限度とし、ヘッドの許容数は

（ ）内の数とする。 
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第３－１表 

管の呼び 
区 分 

25 32 40 50 65 80 

許
容
ヘ
ッ
ド
数 

同時開放ヘッド数10まで 
２ 

（２） 
以下 

３ 
（３） 
以下 

５ 
（５） 
以下 

10 
（８） 
以下 

－ － 

同時開放ヘッド数20まで 
２ 

（２） 
以下 

３ 
（３） 
以下 

５ 
（５） 
以下 

10 
（８） 
以下 

20 
 

以下 
－ 

同時開放ヘッド数30まで 
２ 

（２） 
以下 

３ 
（３） 
以下 

５ 
（５） 
以下 

10 
（８） 
以下 

20 
 

以下 

40 
 

以下 

（注）ラック式倉庫を除く。 

(2) 送水口からスプリンクラー設備の配管に至る配管の口径は、100Ａ以上とすること。● 

(3) 送水口の直近の配管に止水弁及び逆止弁を設けること。● 

(4) 補助用高架水槽の容量は、１ｍ3以上とすること。● 

(5) 配管をリング状に結合（以下「ループ配管」という。）した場合の摩擦損失計算については、「ループ配管の摩

擦損失計算例（別記１参照）」による計算方法によることもできること。 

６ 起動装置 

起動装置は、規則第14条第１項第８号の規定によるほか、次によること。 

(1) 起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動するものにあっては、当該起動用水圧開閉装置の水

圧開閉器の位置における配管内の圧力が、次のいずれか大きい方の圧力の値に低下するまでに、起動するよう調

整されたものであること。また、当該起動用水圧開閉装置は、専用とし加圧送水装置の直近に設けること。（第

３－１図参照） 

ア 最高位のヘッドの位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差（Ｈ1）による圧力に0.15ＭＰaを加

えた値の圧力 

イ 補助用高架水槽又は中間水槽の位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差（Ｈ2）による圧力に

0.05ＭＰaを加えた値の圧力 

ウ 補助散水栓を設置するものは、次の（ア）、（イ）を合計した数値に0.3ＭＰaを加えた値の圧力 

（ア）最高位の補助散水栓の位置から起動用水圧開閉装置の水圧開閉器までの落差（Ｈ3） 

（イ）補助散水栓の弁・ホース・ノズル等の摩擦損失としてあらかじめ算定された機器仕様書等に明示された数

値（Ｈ0） 

(2) 流水検知装置（自動警報弁に限る。）の作動と連動して加圧送水装置を起動するものにあっては、補助用高架 

水槽からの最高位のヘッドの位置までの落差（Ｈ）による圧力が0.15ＭＰa以上とすること。（第３－２図参照） 
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第３－１図      第３－２図 

７ 送水口 

(1) 機器 

ア 規則第14条第１項第６号ロに規定する送水口の結合金具は、差込式のものとすること。 

イ 規則第14条第１項第６号ヘに規定する送水口は、認定品とすること。● 

(2) 設置方法 

ア 個数 

（ア）規則第13条の６第１項第１号に定める同時開放個数又は同時放水個数が30個以下のものにあっては、第３

－２表の例によること。（それぞれのヘッドの吐出量が80Ｌ／minとなる場合）● 

第３－２表 

スプリンクラーヘッドの同時 

開放個数又は同時放水個数 
送水口の設置個数 

10個以下 １ 

11個以上 ２ 

（イ）同時開放個数又は同時放水個数が30個を超えるものにあっては、当該設備に必要な加圧送水装置の送水量

又は吐出量（いずれも単位をｍ3／minとする。）を1.6ｍ3／minで除して得た値の個数とすること。● 

（ウ）前（ア）、（イ）に該当しないもの（小区画型、側壁型、放水型等）にあっては、当該設備に必要な加圧送

水装置の送水量、吐出量を勘案した個数とすること。● 

イ 位置 

送水口の設置位置は、当該建築物又は工作物等が面する道路側で、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近し

て送水操作ができる位置とすることとし、２以上の送水口を設置するものにあっては、当該送水口をそれぞれ

相離れた位置に設けること。ただし、送水源の位置が限定される場合にあっては、相離れた位置としないこと

ができる。 

ウ 連絡装置 

条例第68条の２第１項の各号に掲げる防火対象物にあっては、送水口付近に防災センターと連絡可能な通話

装置を設けること。● 
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８ 流水検知装置及び自動警報装置 

(1) 流水検知装置の受け持つ区域は、次によること。 

ア 一の流水検知装置等が受け持つ区域は、3,000㎡以下（工場、作業所等で主要な出入口から内部を見とおすこ

とができる場合にあっては、12,000㎡以下）とすること。● 

イ 次の（ア）及び（イ）に適合する場合にあっては、２以上の階を受け持つことができるものであること。 

（ア）防火対象物の階又は塔屋で設置されるヘッドの個数が10個未満である場合 

（イ）前（ア）の階が自動火災報知設備の技術上の基準に従い有効に警戒されている場合 

(2) 流水検知装置の一次側直近に、制御弁を設けること。 

(3) 流水検知装置は、次に掲げる場所に設けること。● 

ア 点検等に際し、人が容易に出入りできる場所であること。 

イ 火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない場所であること。 

(4) 小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、規則第14条第１項第４号の２により湿式のも

のとされており、流水検知装置の二次側の配管を乾式とすることはできないこと。また、予作動式のものを使用

する場合には、湿式とすることが必要であること。 

(5) 規則第14条第１項第４号ニに定める受信部には、ヘッドが開放した階又は放水区域を表示する機能を備えた自

動火災報知設備の受信機も含まれるものであること。 

(6) 放送設備を令第24条の基準に従い、又は基準の例により設置した防火対象物にあっては、スプリンクラー設備 

の有効範囲に存する自動火災報知設備の感知器と連動で当該放送設備が鳴動する措置が講じられている場合には、

規則第14条第１項第４号ただし書の「自動火災報知設備により警報が発せられる場合」と同等に取り扱うことが

できるものであること。また、令第21条第３項の規定により、スプリンクラー設備等の有効範囲内の部分の自動

火災報知設備の感知器を設置しない場合には、当該スプリンクラー設備等の作動した旨の信号と連動して当該放

送設備を鳴動する措置が講じられている場合には、前記と同様の取扱いができるものであること。 

９ 試験装置 

(1) 末端試験弁は、容易に点検できる場所に設けること。● 

(2) 末端試験弁は、みだりに開放することができない措置を施すとともに、その付近に十分に排水できる措置を講

ずること。● 

(3) 排水に専用の配管を用いる場合は、末端試験弁の配管の口径以上の管径のものとし、かつ、排水ます等へ有効

に排水できること。 

(4) 規則第14条第１項第１号ニに定める「作動を試験するための装置」は、弁及び排水管を用いたもの等によるこ

と。 

(5) 同一階の配管系に放水量の異なるスプリンクラーヘッド又は補助散水栓が設けられる場合の当該配管の末端に

設ける末端試験弁は、当該流水検知装置の検知流水定数に相当する放水性能を有するオリフィス等の試験用放水

口を設ければ足りるものであること。 

10 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 

(1) 規則第13条第３項に掲げるスプリンクラーヘッドの設置を要しない部分については、次により運用すること。 

ア 第１号の「その他これらに類する場所」とは、化粧室、洗濯場、脱衣場、掃除具洗い場及び汚物処理室等が該

当するものであること。ただし、火を使用する設備が設けられている場合を除く。 

イ 第２号の「その他これらに類する室」とは、電話交換機室、電子計算機室に附帯するデータ保管室、関係資

料室、放送室、防災センター（総合操作盤を設置するものに限る。）、中央管理室等が該当するものであるこ

と。 
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ウ 第３号の「その他これらに類する室」とは、ポンプ室、空調機械室、冷凍機室、ボイラー室等が該当するもの

であること。 

エ 第４号の「その他これらに類する室」とは、蓄電池、充電装置、配電盤、リアクトル、電圧調整器、開閉器、

コンデンサー、計器用変成器等が該当するものであること。 

オ 第５号の「その他これらに類する部分」とは、ダクトスペース、メールシュート、ダストシュート、EPS、小

荷物専用昇降機の昇降路等が該当するものであること。 

カ 第６号の「その他外部の気流が流通する場所」とは、外気に面するそれぞれの部分からおおむね５ｍ以内の

箇所をいうものであること。ただし、はり、たれ壁等の形態から判断して、火災の発生を有効に感知すること

のできる部分を除くものとする。 

キ 第７号の「その他これらに類する室」とは、次に掲げる室等が該当するものであること。 

（ア）回復室、洗浄滅菌室、器材室、器材洗浄室、器材準備室、滅菌水製造室、無菌室、洗浄消毒室（蒸気を熱源

とするものに限る。）、陣痛室、沐浴室、既消毒室（既滅菌室）、ＭＥ機器管理供給センター室 

（イ）無響室、心電室、心音室、筋電室、脳波室、基礎代謝室、ガス分析室、肺機能検査室、超音波検査室、採液

及び採血室、天秤室、細菌検査室、培養室、血清検査室及び保存室、血液保存に供される室、解剖室、光凝固

室 

（ウ）人工血液透析室に附属する診療室、検査室、準備室、透析機械室 

（エ）特殊浴室、蘇生室、バイオクリン室（白血病、臓器移植、火傷等治療室）、新生児室、未熟児室、授乳室、

調乳室、隔離室、観察室（未熟児の観察に限る。）、遺体用冷蔵室、水治療室 

（オ）製剤部の無菌室、注射液製造室、洗浄・滅菌室（蒸気を熱源とするものに限る。） 

（カ）医療機器を備えた診療室、医療機器を備えた理学療法室（温熱治療室、結石破砕室等）及び霊安室 

(2) ヘッド配置 

ア 標準型ヘッドを設ける場合のヘッドの配置については、原則として格子配置（正方形又は矩形）とすること。

● 

第３－３図 格子配置の例 

その１ 各部分からの水平距離2.3ｍの場合 

 

  

単位：ｍ 

○スプリンクラーヘッド 
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その２ 各部分からの水平距離2.3ｍの場合 

 

第３－４図 

イ 傾斜天井等の配置の間隔 

（ア）スプリンクラーヘッドを取り付ける面の傾斜が17°を超えるもの 

屋根又は天井の頂部より当該頂部に最も近いヘッドに至るまでの間隔を当該傾斜面に平行に配置されたヘ

ッド相互間の間隔の１／２以下の値とし、かつ、当該頂部からの垂直距離が１ｍ以下となるように設けるこ

と。ただし、この場合、当該頂部ヘッドが設けられるものにあっては、この限りでない。（第３－５図参照）

● 

正方形又は矩形配置の場合 

 

第３－５図 

（イ）スプリンクラーヘッドを取り付ける面の傾斜が45°を超えるもの 

屋根又は天井の頂部にヘッドを設ける場合にあっては、当該屋根又は天井と当該ヘッドとの水平離隔距離

を0.6ｍ以上とることにより、当該屋根又は天井の頂部からの垂直距離が１ｍを超えて設けることができる。

（第３－６図参照）● 

 

第３－６図 

  

単位：ｍ 

○スプリンクラーヘッド 
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(3) 設置方法 

ア 共通事項 

（ア）はり、たれ壁等がある場合のヘッドの設置は、第３－７図及び第３－３表の例によること。ただし、同図

Ｈ及びＤの値については、ヘッドからの散水が妨げられる部分が他のヘッドにより有効に警戒される場合に

あっては、この限りではない。● 

第３－３表 

Ｄ（ｍ） Ｈ（ｍ） 

0.75未満 ０ 

0.75以上 

1.00未満 
0.10未満 

1.00以上 

1.50未満 
0.15未満 

1.50以上 0.30未満 

第３－７図 

（イ）ルーバー等（取付けヘッドの作動温度以下で溶融等し、かつ、熱感知の障害とならないものを除く。）の開

放型の飾り天井が設けられる場合にあっては、飾り天井の下方にもヘッドを設けること。ただし、格子材等

の厚さ、幅及び状態が著しく散水を妨げるものではなく、開放部分の面積の合計が飾り天井の70％以上であ

り、かつ、ヘッドのデフレクターから飾り天井の上部までの距離が0.6ｍ以上となる場合にあっては、下方の

ヘッドを設けないことができる。 

（ウ）スプリンクラーヘッドは表示温度の区分による識別表示以外の塗装はしないこと。 

（エ）開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心から離隔距離が壁面に対して、0.lｍ以上0.45

ｍ以下となるよう設けること。 

（オ）種別の異なるスプリンクラーヘッド（放水量、感度の種別等）は同一階の同一区画（防火区画されている

部分、たれ壁で区切られた部分等であって、当該部分における火災発生時において当該部分に設置されてい

るスプリンクラーヘッドが同時に作動すると想定される部分をいう。）内に設けないこと。ただし、感度の

種別と放水量が同じスプリンクラーヘッドにあっては、この限りでない。 

イ ラック式倉庫に設けるスプリンクラーヘッド 

（ア）「ラック式倉庫の防火安全対策のガイドラインについて」（平成10年７月24日消防予第119号。以下この号

において「ガイドライン」という。別記２参照）により設置すること。 

なお、ガイドライン第４、11(1)イ（ウ）の自衛防災資機材（可搬防災ポンプ、ポンプ自動車等）を備えた

自衛消防隊としては、条例で定める自衛消防隊が該当すること。 

（イ）規則第13条の５第５項第３号に規定する、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止

するための措置を防護板とする場合は、次により設けること。ただし、スプリンクラーヘッドを天井、小屋

裏等に設ける場合にあっては、設けないことができる。 

ａ 防護板の構造は、金属製のものとし、その大きさは1,200cm2以上のものとすること。 

ｂ 防護板の下面より、デフレクターまでの距離は、O.3ｍ以内とすること。 

ｃ 上部のヘッドからの消火水により感熱に影響を受けない箇所に設置すること。 

ウ 小区画型ヘッドにあっては、次によること。 

（ア）規則第13条の３第２項第１号に規定する「宿泊室等」には、宿泊室、病室、談話室、娯楽室、居間、寝室、

教養室、休憩室、面会室、休養室等が該当すること。 

（イ）小区画型ヘッドは、規則第13条の３第２項第３号の規定により「各部分の一のヘッドまでの水平距離が2.6
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ｍ以下で、かつ、一のヘッドにより防護される部分の面積が13㎡以下」となるように設けることとされてい

るが、同一の宿泊室等に二以上のヘッドを設ける場合には、次によること。 

ａ ヘッド相互の設置間隔が、３ｍ以下とならないように設置すること。 

ｂ 小区画型ヘッドのデフレクターから下方0.45ｍ以内で、かつ、水平方向の0.3ｍ以内には、何も設けられ、

又は置かれていないこととされているが、放水した水が宿泊室等の周囲の壁面等の床面から天井面下0.5ｍ

までの範囲を有効に濡らすことが必要であることから、当該ヘッドのデフレクターから下方O.45ｍ以内で、

かつ、水平方向の壁面までの間の範囲には、何も設けられ、又は置かれていないこと。● 

 

エ 側壁型ヘッドを用いるスプリンクラー設備について 

（ア）規則第13条の３第３項第１号に規定する「廊下、通路その他これらに類する部分」には、廊下、通路、フロ

ント、ロビー等が該当すること。 

（イ）側壁型ヘッドのデフレクターから下方0.45ｍ以内で、かつ、水平方向0.45ｍ以内には何も設けられ、又は

置かれていないこととされているが、そのうち水平方向については、次の例によること。● 

 

(4) 補助散水栓 

ア 補助散水栓は、規則第13条各項の部分が有効に警戒できるように設置すること。この際、有効に警戒できる

かどうかについては、ホースを延長する経路、ホースの長さ及び放水距離等を総合的に勘案し判断すること。 

イ 補助散水栓を設置した部分は、令第11条第４項、令第19条第４項、令第20条第５項第２号及び第３号におい

て、スプリンクラー設備と同等に扱えること。 

ウ 規則第13条の６第３項第７号に規定する補助散水栓は、認定評価品とすること。● 

エ 同一防火対象物には、同一操作性のものを設置すること。● 

オ 表示灯は、規則第12条第１項第３号ロによるほか、第２ 屋内消火栓設備７(1)カ（イ）及び（ウ）の例によ

ること。● 

カ 補助散水栓の配管は、各階の流水検知装置又は圧力検知装置の２次側から分岐設置すること。ただし、スプ

リンクラーヘッドを設けない階に補助散水栓を設置する場合で、次による場合は、５階層以下を一の流水検知
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装置から分岐することができる。 

（ア）地上と地下部分で別系統とすること。 

（イ）補助散水栓で警戒する部分は、自動火災報知設備により有効に警戒されていること。 

（ウ）補助散水栓の１次側には階ごとに仕切弁を設置すること。 

（エ）規則第14条第１項第11号ニに定める措置が講じられていること。 

 

第３－８図 

11 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備 

(1) 放水部の性能 

ア 放水区域の選択及び放水操作は、原則として自動放水とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合に

あっては、手動とすることができること。 

（ア）当該防火対象物の防災要員により、当該高天井の部分における火災の監視及び現場確認並びに速やかな火

災初期対応を行うことができる場合 

（イ）当該高天井の部分の利用形態により、非火災報が発生しやすい場合 

（ウ）その他、当該高天井の部分の構造、使用形態、管理方法等の状況に応じ、放水操作を手動で行うことが適

当と判断される場合 

     なお、上記（ア）から（ウ）までの場合にあっては、次に揚げる要件をすべて満足すること。 

（エ）管理、操作等のマニュアルが作成されていること。 

（オ）防災センター等において、自動又は手動の状態が表示されること。 

（カ）操作者は、当該装置について習熟した者とすること。 

イ 前アによるほか、次のすべてに適合するものについては、防災センター等以外の場所において手動で操作で

きるものとすること。 

（ア）操作可能なそれぞれの場所において、その時点での操作権のある場所が明確に表示されること。 

（イ）操作可能なそれぞれの場所において、操作状況が監視できること。 

（ウ）操作可能な場所相互間で同時に通話できる設備を設けること。 

（エ）操作可能な場所には、放水型ヘッド等により警戒されている部分を通過することなく到達できること。 

(2) 高天井部分の取扱い 

令第12条第２項第２号ロ並びに規則第13条の５第６項及び第８項の規定により放水型ヘッド等を設けることと

されている部分（以下「高天井の部分」という。）については、次によること。 
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ア 床面から天井までの高さについては、次により測定すること。 

（ア）天井のない場合については、床面から屋根の下面までの高さ（令第12条第１項第５号参照） 

（イ）防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当該防火対象物内の同一の空間としてと

らえることのできる部分（防火区画等されている部分）の床面から天井までの平均高さではなく、個々の部

分ごとの床面から天井までの高さ 

（ウ）天井が開閉する部分については、当該天井が閉鎖された状態における床面からの高さ 

イ 次のいずれかに該当する部分については、高天井の部分に該当しないものであること。 

（ア）階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹き抜け状の部分（おおむね50㎡未満） 

（イ）天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面から天井までの高さが、局所的に令第12

条第２項第２号ロ並びに規則第13条の５第６項及び第８項の規定に掲げる高さとなる部分（おおむね50㎡未

満） 

(3) 高天井の部分とそれ以外が同一空間となる場合の取扱い 

高天井の部分と高天井の部分以外の部分とが床、壁等により防火区画されていない場合には、次により設置す

ること。 

ア 火災を有効に消火できるように、それぞれの部分に設置されたスプリンクラーヘッドの放水区域等が相互に

重複するように設置すること。 

イ 境界部分にたれ壁を設ける等、それぞれの部分に設置されたスプリンクラーヘッドの感知障害、誤作動等を

防止するための措置を講じること。 

ウ 一のスプリンクラー設備に放水型ヘッド等と放水型ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドが使用される場合

であって、それぞれの種別のスプリンクラーヘッドから同時に放水する可能性のある場合にあっては、当該ス

プリンクラー設備の水源水量、ポンプの吐出量等については、それぞれの種別のスプリンクラーヘッドについ

て規定される量を合算した量とすること。 

なお、防火区画内に設置した放水型ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドの設置個数が、規則第13条の６第

１項に規定する個数に満たない場合の算出は、次によることができるものとする。 

（ア）水源水量にあっては、次の内最大のもの 

ａ 高天井の部分の防火区画内に設置した放水型ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドの設置個数に1.6㎥

を乗じて得た水量に当該防火区画内に設置した放水型ヘッド等に必要な水量を合算した水量 

ｂ 防火対象物の放水型ヘッド等以外のスプリンクラー設備に必要な水量 

ｃ 防火対象物の放水型ヘッド等に必要な水量 

（イ）ポンプの吐出量にあっては、次の内最大のもの 

ａ 高天井の部分の防火区画内に設置した放水型ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドに必要な性能及び当

該防火区画内に設置した放水型ヘッド等に必要な性能を同時に得られる吐出量 

ｂ 防火対象物の放水型ヘッド等以外のスプリンクラー設備に必要な吐出量 

ｃ 防火対象物に設置された放水型ヘッド等に必要な吐出量 

エ 高天井の部分の床面が、隣接する高天井の部分以外の部分に設置された閉鎖型スプリンクラーヘッドにより

有効に包含される場合には、当該高天井の部分については、放水型ヘッド等を設置しないことができること。 

オ 高天井の部分以外の部分の床面が、隣接する高天井の部分に設置された放水型ヘッド等により有効に包含さ

れる場合には、当該高天井の部分以外のスプリンクラーヘッドを設置しないことができること。この場合にお

いて、高天井の部分以外の部分に係る感知障害がないように特に留意すること。 
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12 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 

前２から９までによるほか、次によること。 

(1) ポンプ吐出量 

ポンプを併用又は共用する場合にあっては、第２屋内消火栓設備２(2)ウ（イ）及び（ウ）の例によるものであ

ること。ただし、閉鎖型スプリンクラー設備のポンプと共用する場合にあっては、両設備の設置部分が有効に防

火区画されている場合に限り、所要吐出量の大きい方が吐出量とすることができるものとする。 

(2) 放水区域 

ア ２以上の放水区域を設ける場合の一の放水区域の面積は、100㎡以上とすること。● 

イ 放水区域を分割する場合は、第３－９図の例によること。 

観　客　席

① ② ③ ④

舞台部

② ③

① ④

舞台部

観　客　席
 

第３－９図 

ウ 各放水区域が接する部分のヘッドの聞隔は、第３－10図によること。 

② ③

④①

0.5m以内

0.5m以内

 

第３－10図 

(3) 一斉開放弁又は手動式開放弁 

一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁（30秒以内に全開できるものに限る。）は、一の放水区域につき２

以上を異なる場所に設けること。● 

(4) ヘッド配置 

ア 開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部、スタジオ部分及び脇舞台の天井（ぶどう棚が設けられる場合にあ

っては、当該ぶどう棚の下面）に設けること。 

イ ぶどう棚の上部に電動機、滑車及びワイヤーロープ等以外の可燃性工作物を設ける場合は、ぶどう棚の上部

に閉鎖型スプリンクラーヘッドを設置すること。 

ウ 火災感知用ヘッドは、10(2)及び(3)の例により設けること。 

(5) 起動装置 

  感知器からの信号により自動的に放水を開始するシステムとなっているものについては、複数の信号（例：煙
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感知器及び熱感知器からの信号）により放水するシステム（AND回路）とすること。● 

13 乾式又は予作動式の流水検知装置を用いるスプリンクラー設備 

(1) 設置することができる場所 

次のア又はイに定める場所以外の場所には、原則として湿式のものとすること。 

ア 常時配管内を湿式とすることにより、凍結による障害が生じるおそれがある場所 

イ 水損による被害が著しく多いと認められる場所（予作動式に限る。） 

(2) 流水検知装置の二次側配管 

ア 規則第14条第１項第10号イに規定する「亜鉛メッキ等による防食処理を施す」とは、第３－４表に示す管及

び管継手を用いる配管施工をいうものであること。 

第３－４表 

 JIS規 格・ 名 称 

管 
ＪＩＳ Ｇ 3442 （水道用亜鉛メッキ鋼管） 

ＪＩＳ Ｇ3452 （配管用炭素鋼鋼管のうち白管） 

管 

継 

手 

ＪＩＳ Ｂ2210 （鉄鋼製管フランジ基準寸法のうち呼び圧力５Ｋ、

10Ｋ又は16Ｋの使用圧力に適合する基準寸法のもの

で、溶融亜鉛メッキを施したねじ込み式に加工され

たもの） 

ＪＩＳ Ｂ2301 （ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のうち、メッキを施

したもの） 

イ 規則第14条第１項第10号ロに規定する「配管内の水を有効に排出できる措置」とは、次の（ア）及び（イ）の

措置をいうものであること。 

（ア）配管の勾配を250分の１以上とること。 

（イ）排水用の弁を設けること。 

ウ 配管の内容積は最遠の位置に取り付けられるヘッドが作動してから１分以内に当該ヘッドより放水できる容

積とすること。この場合、ヘッド開放後30秒以内に流水検知装置の弁体が開くときの容積を第３－５表に示

すので、これを参考とすること。 

第３－５表 

内径（mm） 二次側配管の内容量（Ｌ） 

 50   70 

 65  200 

 80  400 

100  750 

125 1200 

150 2800 

200 2800 

(3) 流水検知装置の設置場所等 

流水検知装置は、８(3)によるほか、凍結のおそれのある場所に設ける場合には、適切な防護措置を講じること。 

(4) 加圧装置 

乾式スプリンクラー設備又は予作動式スプリンクラー設備（予作動式の流水検知装置の二次側に圧力の設定を

必要とするもの）は、次によること。 

ア 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側の空気を加圧するための加圧装置は、専用のコンプレッサーを用

いる方式とすること。 

イ 加圧装置の能力は、乾式又は予作動式の流水検知装置二次側配管の圧力設定値まで加圧するために要する時
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間が30分以内のものであること。 

ウ 加圧装置の配管は、規則第12条第１項第６号に規定される材料を用いるほか、亜鉛メッキ等による防食処理

を施すこと。 

エ コンプレッサーの常用電源回路は、専用回線とし、他の動力回路の故障による影響を受けるおそれのないも

のにあっては、非常電源を設けないことができること。 

(5) 感知用ヘッド 

予作動式の流水検知装置を用いるスプリンクラー設備の感知部に感知用ヘッド又は定温式スポット型感知器を

使用するものは、当該感知部の警戒区域に設けられているスプリンクラーヘッドの標示温度よりも低い標示温度

又は公称作動温度のものとすること。 

(6) 減圧警報装置 

乾式スプリンクラー設備又は予作動式スプリンクラー設備（予作動式の流水検知装置の二次側の圧力の設定を

必要とするもの）の規則第14条第１項第４号の５の「圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置」は、常

時人のいる場所に警報及び表示ができるものであること。● 

(7) 補助散水栓 

乾式又は予作動式の流水検知装置を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設置する場合は、10(4)によるほ

か、次によること。 

ア 補助散水栓の配管は、乾式又は予作動式の流水検知装置等の二次側からは分岐しないこと。 

イ 補助散水栓の配管は、補助散水栓専用の流水検知装置等の二次側配管から分岐すること。 

(8) 配線等 

予作動式の制御盤等（受信機を含む。）から電磁弁までの配線は、耐熱措置を講ずるとともに、予作動式の制御

盤等及び電磁弁には非常電源を設置するものとし、全ての電源が遮断された場合には予作動弁が開放する方式と

すること。 

14 表示 

(1) 制御弁の直近には、次により表示すること。 

ア 表示の大きさ等は、次によること。● 

 

 

 

第３－11図 

イ 一の階に放水区域が２以上となる場合は、制御弁の受け持つ区域図を表示すること。 

ウ 配管室、専用室等内に制御弁を設ける場合は、当該扉又は点検口前面等にもアの表示を設けること。 

(2) 末端試験弁の直近には、次により表示をすること。 

ア 表示の大きさ等は、次によること。● 

 

 

 

第３－12図 

イ 配管室、専用室等内に末端試験弁を設ける場合は、当該扉又は点検口前面にもアの表示を設けること。 

(3) 放水型ヘッド等には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。ただし、（オ）

及び（カ）についてはケースに入れた下げ札に表示することができる。 

大きさ 30cm×10cm以上 

文 字 ３cm以上 

色   生地：赤色  文字：白色 

大きさ 30cm×10cm以上 

文 字 ３cm以上 

色   生地：赤色  文字：白色 

ス プ リ ン ク ラ ー 

制 御 弁 

スプリンクラー試験弁 

（又は末端試験弁） 
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ア 表示事項 

（ア）製造者名又は商標 

（イ）製造年 

（ウ）種別、形式 

（エ）使用圧力範囲（ＭＰa）及び放水量（Ｌ／min） 

（オ）有効放水範囲（㎡） 

（カ）取扱方法の概要及び注意事項 

イ 下げ札は、放水型ヘッド等の付近の見やすい場所に設置すること。この場合において、同一種類の放水型ヘ

ッド等が複数存する場合には、当該表示の確認に支障のない範囲で下げ札を兼用してさしつかえないものであ

ること。 

ウ 下げ札について、当該放水型ヘッド等の表示に係るものであることが明らかとなるようにしておくこと。 

エ 下げ札による表示は、当該防火対象物の使用開始までの間行うこととし、使用開始後、下げ札は防災センタ

ー等において保管すること。 

(4) 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の手動起動装置部分には、次により表示をすること。

● 

ア 起動装置である旨の表示及び操作方法を簡潔に記載した表示を設けること。 

イ ２以上の放水区域を設けるときは、各手動起動装置の受け持つ放水区域図を表示すること。この場合、当該

手動起動装置についても、放水区域図の受持ち区域と同一の色分けを施す等明示すること。 

(5) 送水口に設ける標識は、次によること。● 

 

第３－13図 

15 貯水槽の耐震措置 

第２ 屋内消火栓設備５を準用すること。 

16 非常電源、配線等 

第２ 屋内消火栓設備６を準用すること。 

17 総合操作盤等 

第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

18 開口部に設けるドレンチャー設備の技術的基準 

建基令第109条第１項に規定するドレンチャー設備の技術的基準は、規則第15条の規定によるほか、規則第14条第

１項第１号から第４号まで、第４号の４及び第５号の規定を準用し、かつ、次に掲げるところによること。 

(1) ヘッド配置 

ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、突出物及び障害物を考慮し、開口部前面に水幕が十分覆うよう配置

すること。 

(2) 配管 

大きさ 30cm×10cm以上 

文 字 ３cm以上 

色   生地：赤色  文字：白色 

※ Ｌ、ＭＰaについては、ポンプの定格吐出量（Ｌ／min）と 

定格全揚程にあたる圧力を記入（ポンプと送水口の位置を考 

慮すること。） 

スプリンクラー送水口 

○○ℓ×○○Ⅿ㎩ 
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規則第12条第１項第６号並びに第２ 屋内消火栓設備３(7)から(10)まで及び(12)から(21)までを準用するほ

か、次によること。 

ア 配管の口径は、ヘッド口径及びヘッド設置個数に応じ、第３－６表による口径以上とすること。この場合、

配水管上のヘッドの取付け問隔が3.6ｍを超えるものは、最低許容口径より１ランク上の口径以上とすること。 

第３－６表 

管の呼び径 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 

取

付

け

許

容

ヘ

ッ

ド

数 

ヘッド口径9.5

㎜ 
２ ４ 

６ 10 20 36 55 72 100 

100を 

超え

る 

  〃  8.0

㎜ 
３ ６ 

  〃  6.5

㎜ 
５ ６ 

イ 配管方式は、中央給水方式とし、片側の配管上のヘッド数は６個以下とすること。 

(3) 放水区域 

２以上の放水区域を設ける場合の一の放水区域の長さは、25ｍ以上とすることとし、可能な限り、設置建築物

の１の側面は同一放水区域とすること。（第３－14図参照） 

 

第３－14図 

(4) 同時放水個数 

同時放水個数は、ドレンチャーヘッドを設置する建築物の側面のうち、設置ヘッド数の合計が最大となる面に

存するヘッド数の合計とすること。ただし、地階を除く階数が３以上である建築物にあっては、連続する２の階

の建築物の当該側面に設けるヘッド数の合計のうち、最大のものとすることができる。 

(5) 水源 

水源は、第２ 屋内消火栓設備１を準用するほか、水源水量については前(4)で得た数に0.4ｍ3を乗じた量以上

とすること。 

(6) 加圧送水装置 

加圧送水装置は、第２ 屋内消火栓設備２（(2)ウ（ア）及びエを除く。）を準用するほか、同時放水個数のヘ

ッドから放水した場合に放水圧力0.１MPa以上で、かつ、それぞれのヘッドにおいて放水量20Ｌ／min以上となる

吐出量及び全揚程を有するものを選定すること。 

(7) 起動装置 

自動式及び手動式によることとし、自動式にあっては規則第14条第１項第８号イ（イ）、手動式にあっては同

号ロ（イ）及び（ロ）の規定の例により設けること。 

(8) 自動警報装置 

８（(1)を除く。）を準用すること。 
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(9) 試験装置 

一斉開放弁には、９(4)の例により作動試験装置を設けること。 

(10)表示 

14（(2) 及び(3)を除く。）を準用すること。この場合、「スプリンクラー」を「ドレンチャー」と読み替える

ものとする。 

(11)貯水槽等の耐震措置 

第２ 屋内消火栓設備５を準用すること。 

(12)非常電源、配線等 

第２ 屋内消火栓設備６を準用すること。 

(13)総合操作盤 

第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

19 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に関する事項 

横浜市水道局と調整した結果を踏まえ、次のとおり運用する。 

(1) 設置・維持に関する技術上の細目 

ア 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の類型としては、第３－７表のようなものが考えられること。この

場合において、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を構成する配管系統の範囲は、水源（水量を貯留する

ための施設を設けないものにあっては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管）からス

プリンクラーヘッドまでの部分であること。ただし、配水管が水源であり、水道法施行規則（昭和32年厚生省

令第45号）第12条の２第２号に掲げる水道メーターが設置されている場合にあっては、水源から水道メーター

までの部分を除く。 

イ 規則第14条第１項第５号の２に規定する「放水圧力及び放水量を測定できるもの」については、放水圧力等

の測定装置を必ずしも配管の末端に設ける必要はないこと。ただし、この場合において、末端における放水圧

力及び放水量を計算により求めることとし、所要の放水圧力及び放水量が満たされていることを確認すること。 

ウ 常用の給水装置において増圧のために用いられている装置（ブースターポンプ等）は、特定施設水道連結型

スプリンクラー設備の加圧送水装置には該当しないものであること。 

エ 第３－７表のうち、No.７直結・受水槽補助水槽併用式の類型の特定施設水道連結型スプリンクラー設備につ

いては、加圧送水装置の補助水槽の水量と配水管から補給される水量を併せた水量が、規則第13条の６第１項

第２号及び第４号に規定する水量並びに同条第２項第２号及び第４号に規定する放水量を得られるように、確

保しなければならないこと。この場合において、補助水槽には、規則第13条の６第１項第２号及び第４号に規

定する水量の２分の１以上を貯留することが望ましいこと。 

オ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る配管、管継手及びバルブ類の基準（平成20年告示第27号。以

下この項において「配管等告示」という。）第１号から第３号までにおいて、準用する規則第12条第１項第６号

ニ、ホ及びトに掲げる日本産業規格に適合する配管等に、ライニング処理等をしたものについては、当該規格

に適合する配管等と同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして取り扱うこととして差し支えない

こと。 

カ 壁又は天井（内装仕上げを難燃材料でしたものに限る。）の裏面に設けられている場合又はロックウール50

㎜等以上により被覆された配管、管継手及びバルブ類については、配管等告示第４号に規定する「火災時に熱

を受けるおそれがある部分に設けられるもの」には該当しないものであること。 

(2) 運用上の留意事項 

特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち、水道法第３条第９項に規定する給水装置に直結する範囲（以
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下「水道直結式スプリンクラー設備」という。）については、水道法の適用等を受けることにかんがみ、次により

円滑な運用を図ること。 

ア 水道直結式スプリンクラー設備については、水道法施行令（昭和32年政令第336号）第５条及び「給水装置の

構造及び材質の基準に関する省令」（平成９年厚生省令第14号）に定められた給水装置の構造及び材質の基準

に適合する必要があること。また、空気又は水の停滞を防止するための措置を講ずるとともに、末端に給水装

置の給水栓等を設けること。 

イ 給水装置を分岐しようとする配水管又は既存の給水能力の範囲内で水道直結式スプリンクラー設備を設置し

ようとする場合は、その設置にあたり、水道法第14条の規定に基づき水道事業者が定める供給規定の手続きに

従い、水道事業者への設置工事申込み及び水道事業者から工事承認を受ける等の必要があること。水道直結式

スプリンクラー設備は正常な作動に必要な水圧、水量を得られるものであること。また、それが満たされない

場合は、配水管から分岐する給水管口径を増径すること、水槽等による水源の確保や加圧送水装置を利用する

こと及び防火対象物の内装を火災予防上支障のないものとすることなどにより、スプリンクラー設備の正常な

作動に必要な水圧、水量を得られるようにすること。 

ウ イの際に、配水管から分岐する給水管口径を増径する方法、水槽等による水源の確保や加圧送水装置を利用

する方法による場合にあっては、事前に水道事業者に確認することが適当であること。 

(3) 届出等に関する留意事項等 

ア 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の給水装置については、指定給水装置工事事業者等（横浜市指定水

道事業者）が水道局等へ申請を行い、検査を受けることとなっていることに留意すること。 

イ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の工事（設置に係るものに限る。）又は整備は、消防法の規定によ

り必要な事項については消防設備士が責任を負うことから、指定給水装置工事事業者等（横浜市指定水道事業

者）が消防設備士の指導の下に行うものとし、給水装置が水道法の規制を受ける場合は、指定給水装置工事事

業者等（横浜市指定水道事業者）が給水装置の責任を負うことになり、消防設備士はヘッドの配置等について

責任を負うことになること。 

ウ 放水圧力及び放水量を計算する際、水道局、各地域サービスセンター（以下「水道局等」という。）に提出す

る書類中に水理計算の添付が義務づけられていることから「工事整備対象設備等着工届出書」等の申請時にお

いて、その写しを添付することにより引き込み給水管の圧力を確認することで足りることとする。この場合、

原則として配水支管等の最小動水圧が、0.20ＭＰa以上0.25ＭＰa以下の区域は設計水圧を0.20ＭＰa、0.25ＭＰ

a以上の区域は0.25ＭＰaとすること。 

配管の損失計算は、消防法令で使用しているハーゼン・ウィリアムの式及び水道法令で使用されているウェ

ストンの式とされているが、両者ともほぼ同等の結果が得られることからウェストンの式の計算で足りるもの

であること。 

エ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の水理計算にあたっては、他の給水用具（水栓等）を閉栓した状態

で計算しても差し支えないものであること。 

オ 次の内容を見やすいところに表示するよう関係者（所有者、使用者、防火管理者等）に対して指導すること

とし、また、断水等した場合の防火対象物における人的対応について、消防計画等に盛り込むよう指導するこ

と。 

（ア）水道が断水のとき、配水管の水圧が低下したときは正常な効果が得られない旨の内容 

（イ）水栓からの通水の状態に留意し、異常があった場合には、水道事業者又は設置工事をした者に連絡する旨

の内容 

（ウ）その他維持管理上必要な事項 
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（エ）連絡先（設置工事をした者、水道事業者） 

（オ）その他必要な事項 
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第３－７表 
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別記１ 

ループ配管の摩擦損失計算例 

１ ループ配管の摩擦損失計算では、分岐点から合流点までにおけるそれぞれの配管内の摩擦損失水頭が等しくなるよ

うに流量を配分すること。 

なお、摩擦損失計算には複数の手法が考えられるが、その一つとして次のような手法を示すので参考とすること。 

(1) ループ配管の流入部側分岐点を設定するとともに、当該分岐点から最遠となる流出部側合流点を設定する。 

(2) ループ配管に流れる流量を仮想値で設定し、摩擦損失基準に基づき仮想摩擦損失水頭を計算する。 

(3) 流水の摩擦損失は、配管の長さに比例し、流量の1.85乗に正比例することから、ループ配管で圧力の不均衡が生

じた場合の修正流量（ｑ）は次式で表せることが分かっている。 

ｑ≒ 　　　

Ｑ

Ｐ
　Ｓｕｍ　　

　　　　ＳｕｍＰ　　　

85.1
 

ｑ：修正流量（Ｌ／min） 

Ｐ：配管摩擦損失水頭（ｍ） 

Ｑ：流量（＋又は－方向の仮想流量） 

そこで、(2)で仮想した流量及び仮想摩擦損失水頭の値を用いて、修正流量を求める。 

(4) (2)で設定した仮想流量及び(3)で求めた修正流量を踏まえ、再度ループ配管に流れる流量を設定し、ループ配管

の流出部側合流点における摩擦損失水頭の数値の合計（絶対値）が0.05ｍ未満となるまで、(3)の計算を繰り返す。 

なお、摩擦損失計算の計算例を次に示す。 

＜計算例＞ 

次図のようにスプリンクラー設備の配管をループにし、最も遠いヘッドまでの水量が二系統に分かれる場合の 

配管の摩擦損失計算の算出方法等の例は、次のとおりである。 

なお、計算条件として、ループ配管はＳＧＰ（配管用炭素鋼管）50Ａを用いるものとし、流入部の総水量は 

1,000Ｌ／min、①の配管は直管200ｍに相当する圧力損失があり、②の配管は直管150ｍに相当する圧力損失があ 

るものとする。 

① ＳＧＰ50Ａ 200ｍ 

 

1,000Ｌ/min 1,000Ｌ/min 

 

 

② ＳＧＰ50Ａ 150ｍ 
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ア ループ部の流入部（Ａ）を設定するとともに最遠となる流出部（Ｂ）を設定する。 

イ 流入部（Ａ）と流出部（Ｂ）間の配管の摩擦損失水頭を求めるために次の手順により計算する。 

なお、流入部（Ａ）を基点として時計回りを＋、反時計回りを－とし、流入部に最も近いスプリンクラーヘッドの

分岐点をＣ、流入部に最も近いスプリンクラーヘッドをＤとする。 

① ＳＧＰ50Ａ 200ｍ 

 

1,000Ｌ/min Ａ Ｂ 1,000Ｌ/min 

 

  

② ＳＧＰ50Ａ 150ｍ 

ａ 配管①及び②に流れる仮想流量（任意の値を設定）をそれぞれ500Ｌ／minと想定し、配管の摩擦損失水頭を

摩擦損失基準により求める。 

第一次計算 

区間 
配管口径 

 （Ａ） 

    流量 

（Ｌ／min） 

  直管相当長 

  （ｍ） 

摩擦損失水頭 

   （ｍ）  
計算式※ 

  配管① 

 （＋側） 
50 500 200 ＋70.807 

100
200

29.5

500
2.1

87.4

85.1

××  

  配管② 

 （－側） 
50 500 150 －53.105 

100
150

29.5

500
2.1

87.4

85.1

××  

               ＋側及び－側の摩擦損失水頭の合計（ｍ）           ＋17.702 

※ 摩擦損失基準第二に規定される Ｈ＝ � Ｈｎ

Ｎ

n=1

    Ｈ＝１.２
Ｑｋ

1.85

Ｄｋ
4.87

�
Ｉ'k+Ｉ"k

100
�の計算式による。 

 

Ｈ：配管の摩擦損失水頭（ｍ） 

Ｎ：配管の摩擦損失計算に必要なＨｎの数 

Ｑｋ：大きさの呼びがｋである配管内を流れる水の流量（Ｌ／min） 

Ｄｋ：大きさの呼びがｋである管の基準内径（cm）の絶対値 

Ｉ'k：大きさの呼びがｋの直管の長さの合計（ｍ） 

      Ｉ"k：大きさの呼びがｋの管継手及びバルブ類について、当該管継手及びバルブ類の大きさの呼びに応じ

て使用する管の類別ごとに定めた摩擦損失基準別表第一から別表第三までに定める値により直管相

当長さに換算した値の合計（ｍ） 

  

▽ 

Ｃ 

Ｄ 

＋ 

－ 
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ｂ 仮想流量（＝500Ｌ／min）に対する修正流量を以下の式で求める。 

ｑ≒（＋側－側のＰの値の合計）÷（＋側－側の（1.85／Ｑ）式の値の合計） 

 

∴ ｑ≒

Ｑ

Ｐ
Ｓｕｍ　　

　　ＳｕｍＰ　　　

85.1
 

 

① ＋側の配管摩擦損失水頭＝＋70.807 

② －側の配管摩擦損失水頭＝－53.105 

③ ＋側及び－側の配管摩擦損失水頭の合計（ＳｕｍＰ＝①＋②）＝＋17.702 

④ ＋側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×70.807／500）＝0.262 

⑤ －側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×53.105／500）＝0.196 

⑥ ＋側及び－側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値の合計（Ｓｕｍ（1.85／Ｑ）＝④＋⑤）＝0.458 

⑦ ③で求めた値を⑥で求めた値で除すと、修正流量（ｑ）が求められる。 

＝17.702／0.458≒38.650 

この結果、＋側では仮想流量500Ｌ／minに対し38.650Ｌ／min多く、－側では仮想流量500Ｌ／minに対し

38.650Ｌ／min少ないということとなる。 

ｃ ＋側と－側の仮想流量（＝500Ｌ／min）修正流量（＝38.650Ｌ／min）を考慮し、新たな仮想流量（＝＋側461.350

Ｌ／min、－側538.650Ｌ／min）として、再度計算する。 

※ これを繰り返して、＋側及び－側の摩擦損失水頭の数値の合計（絶対値）が0.05未満になるまで計算する。 

第二次計算 

区間 
配管口径 

 （Ａ） 

修正流量 

(Ｌ／min) 

流量 

(Ｌ／min) 

直管相当長 

 （ｍ） 

摩擦損失水頭 

  （ｍ）  
計算式 

  配管① 

 （＋側） 
50 

38.650 

461.350 200 ＋61.015 
100
200

29.5

35.461
2.1

87.4

85.1

××  

  配管② 

 （－側） 
50 538.650 150 －60.948 

100
150

29.5

65.538
2.1

87.4

85.1

××  

               ＋側及び－側の摩擦損失水頭の合計（ｍ）           ＋0.067 

① ＋側の配管摩擦損失水頭＝＋61.015 

② －側の配管摩擦損失水頭＝－60.948 

③ ＋側及び－側の配管摩擦損失水頭の合計（ＳｕｍＰ＝①＋②）＝＋0.067 

④ ＋側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×61.015／461.350）＝0.244 

⑤ －側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値（＋－関係なく絶対値）＝（1.85×60.948／538.650）＝0.209 

⑥ ＋側及び－側の（1.85Ｐ／Ｑ）式の値の合計（Ｓｕｍ（1.85／Ｑ）＝④＋⑤）＝0.453 

⑦ ③で求めた値を⑥で求めた値で除すと、修正流量（ｑ）が求められる。 

＝0.067／0.453≒0.147 

この結果、＋側では仮想流量461.350Ｌ／minに対し0.147Ｌ／min多く、－側では仮想流量538.650Ｌ／min

に対し0.147Ｌ／min少ないということとなる。  

ｑ：修正流量（Ｌ／min） 

Ｐ：配管摩擦損失水頭（ｍ） 

Ｑ：流量（＋又は－方向の仮想流量） 
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第三次計算 

区間 
配管口径 

 （Ａ） 

修正流量 

(Ｌ／min) 

流量 

(Ｌ／min) 

直管相当長 

 （ｍ） 

摩擦損失水頭 

  （ｍ）  
計算式 

  配管① 

 （＋側） 
50 

0.147 

461.203 200 ＋60.979 
100
200

29.5

203.461
2.1

87.4

85.1

××  

  配管② 

 （－側） 
50 538.797 150 －60.978 

100
150

29.5

797.538
2.1

87.4

85.1

××  

               ＋側及び－側の摩擦損失水頭の合計（ｍ）         －0.05＜0.001＜0.05 

ｅ ＋側と－側の摩擦損失水頭の合計の絶対値が0.05未満となった数値（≒61.0ｍ）が当該ループ配管Ａ～Ｂ間

における配管摩擦損失水頭となる。 

ウ 流入部に最も近いスプリンクラーヘッド（Ｄ）における放水圧力が規定圧力（1.0ＭＰa）を超えないことを以下

の手順により確認する。 

ａ スプリンクラーヘッド１個が作動し、放水圧力が1.0ＭＰａ時の放水量を以下の式によって求める。 

Ｐ

Ｐ
＝ＱＱ １

１

 

ここに、 

Ｐ：放水量80Ｌ／min時のスプリンクラーヘッドの放水圧力（＝0.1ＭＰa） 

Ｑ：放水圧力0.1ＭＰa時のスプリンクラーヘッドの放水量（＝80Ｌ／min） 

Ｐ１：放水圧力1.0ＭＰa 

Ｑ１：放水圧力1.0ＭＰa時の放水量 

とする。 

＝ 253
1.0
0.180 =  

故に放水圧力1.0ＭＰaでは、放水量は253Ｌ／min時の揚程を求める。 

ｂ 加圧送水装置の揚程曲線（Ｐ－Ｑ曲線）から、流量253Ｌ／min時の揚程を求める。 

ｃ 加圧送水装置から流量253Ｌ／min時のＡ点までの摩擦損失水頭を求める。 

ｄ ループ配管部Ａ－Ｂ－ＣとＡ－Ｃにおいて上記ループ配管の計算の例等を用いて流量253Ｌ／min時の摩擦損失

水頭を求める。 

ｅ ｂで求めた加圧送水装置の揚程から、Ａ点まで、ループ配管部（Ａ－Ｃ間、ｄで求められた値）まで及びＣ点

から直近のスプリンクラーヘッドの（Ｄ点）までの摩擦損失水頭、その他落差等を差し引くと、流量253Ｌ／min

時のスプリンクラーヘッドにおける放水圧力が求められる。 

｛（ｂで求めた加圧送水装置の揚程）－（（加圧送水装置からＡまでの摩擦損失水頭）＋（ＡからＣまでの摩擦損

失水頭）＋（ＣからＤまでの摩擦損失水頭）＋（その他落差等））｝／100＝Ｄのスプリンクラーヘッド放水圧力

（ＭＰa） 

ｆ Ｄ点のスプリンクラーヘッドにおいて1.0ＭＰaを超えていなければ可とし、超えている場合は不可となり減圧

措置を講じる必要がある。 

 

113



２ ループ配管の口径について 

将来的にループ部からの配管の増設等の可能性がある場合には、ループ配管部の口径の大きさに余裕をもたせる等

の指導を行うこと。 

３ その他 

(1) ループ配管にあっては、上記１の例に示すとおり単にループにしているもの以外に、複雑なループ形式をしてい

る配管やグリッド配管（複数の配管が並列に並んでいる）が見られるが、本計算例は単純なループ配管の場合の例

に限定した計算例であること。 

(2) 上記１の例については、ループ部分の配管の摩擦損失水頭を求めているが、ループ配管から末端の放出口までの

配管の摩擦損失水頭を含めた合計摩擦損失が最大となる部分が配管の摩擦損失水頭の最大値となるので、ポンプの

全揚程等の計算の際には注意が必要であること。 

例えば、次図で配管口径及び材質が全て同じ場合は、ループ部分のみから判断すると摩擦損失水頭はＡ－Ｂ間の

方がＡ－Ｄ間より大きいが、Ｄ－Ｅ間の摩擦損失水頭とＢ－Ｃ間の摩擦損失水頭との差は、Ａ－Ｂ間の摩擦損失水

頭とＡ－Ｄ間の摩擦損失水頭との差より大きいため、合計損失ではＡ－Ｂ－Ｃ間よりＡ－Ｄ－Ｅ間の方が大きくな

り、最遠部はＥで最大の摩擦損失水頭はＡ－Ｄ－Ｅ間となる。 

 

Ａ        Ｂ   Ｃ 

 

 

 

 

  

Ｄ 

＋ 

－ 

末端放出口 

末端放出口 

Ｅ 
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別記２  

 

ラック式倉庫の防火安全対策ガイドラインについて 

（平成10年７月24日付け消防予第119号） 

平成７年11月に埼玉県の製缶工場で発生したラック式倉庫の火災を踏まえ、消防庁では、学識経験者、消防関係者等

から構成される「ラック式倉庫のスプリンクラー設備あり方検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置してラ

ック式倉庫におけるスプリンクラー設備に係る技術基準のあり方について検討を行い、平成９年４月にその検討結果が

とりまとめられた。この検討結果については、「『ラック式倉庫のスプリンクラー設備あり方検討報告書』の送付につ

いて」（平成９年６月５日付け消防予第104号）により通知しているところである。 

また、ラック式倉庫の防火安全対策のうち、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、

消防法施行規則の一部を改正する省令（平成10年自治省令第31号）及びラック式倉庫のラック等を設けた部分における

スプリンクラーヘッドの設置に関する基準（平成10年消防庁告示第５号。以下「告示」という。）により、整備を図った

ところである。 

今般、検討委員会における検討結果を踏まえ、ラック式倉庫に係るなお一層の防火安全対策の充実を図るため、「ラ

ック式倉庫の防火安全対策ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を別添のとおりとりまとめたので、貴都道

府県内の市町村に対してこの旨を通知するとともに、その指導に万全を期されるようよろしくお願いする。 

 

１ ラック式倉庫について、設置に係る事前相談等がなされた場合にあっては、次の事項に留意して対応すること。 

(1) ガイドラインは、ラック式倉庫の防火安全対策を更に充実するための対策及びラック式倉庫にスプリンクラー

設備を設置する場合の運用についてまとめたものであり、関係者等に対する指導に当たって活用されたいこと。 

(2) ラック式倉庫において火災が発生した場合には、当該倉庫における消火活動が著しく困難になるとともに、周

囲に対する影響も大きいことから、特に出火防止等の観点からの防火安全対策の充実を図ることが必要である。

このため、個別のラック式倉庫の使用形態等に応じて、ガイドライン第２に掲げる防火安全対策を参考に、対応

可能な範囲で措置を講じることが望ましいこと。 

また、既存のラック式倉庫及び消防法施行令（以下「令」という。）第12条第１項第５号に規定する規模に達し

ないラック式倉庫については、改正後のスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準に適合させる

法的義務は存しないものであり、スプリンクラー設備の整備等はラック式倉庫の関係者の自主的な判断により実

施されるべきものであるが、その際には次に掲げる防火安全対策を参考とされたいこと。 

ア スプリンクラー設備が設置されているラック式倉庫にあっては、次によること。 

（ア）収納物等に応じて、スプリンクラーヘッドを増設すること。 

なお、スプリンクラーヘッドの増設が困難である場合にあっては、設置されているスプリンクラーヘッド

の直上に水平遮へい板を設けること。 

（イ）水源水量の増設を行うこと。 

イ 高さ10メートル以下のラック式倉庫についても、ラック等が設けられている部分の面積が大きいなど火災発

生時における消火活動が困難となることが予想される場合にあっては、消防法の規定によるスプリンクラー設

備の設置、ＥＳＦＲ（Early Suppression Fast Response，早期制圧・速動スプリンクラーヘッド。ＮＦＰＡ２

３１Ｃ参照。）を用いたスプリンクラー設備の設置等、防火安全対策の充実を図ること。 

(3) 令第12条第１項第５号に掲げるラック式倉庫については、パレットラック（主にパレットに積載された物品の
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保管に用いるラック等をいう。以下同じ。）のうち、国内の物流において標準的に使用されているサイズのパレ

ット（概ね１ｍ～1.2ｍ角程度）に対応するものを用いた倉庫が多数を占める状況にあるが、各分野における物流

効率化に伴い、次のようなタイプの倉庫も出現してきていること。これらについても、その使用形態、火災危険

性等からしてラック式倉庫に該当するものであること。 

ア 国内において標準的に使用されているパレットラックと異なるサイズのパレットラックを用いたラック式倉

庫 

イ パレットラック以外のラック等を用いたラック式倉庫（床を設けずに多層的にコンベアを設け、当該コンベ

アにより物品の保管・搬送を行うもの等） 

(4) ガイドライン第４、11に掲げる要件に該当するラック式倉庫については、令第32条の規定を適用して、スプリ

ンクラー設備の設置免除は認めてさしつかえないこと。 

(5) ラック式倉庫において指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、市町村条例の技術基準、届出に係る規定

が適用されるが、指定可燃物の量の算定については、収納物のほかに収納容器、梱包材等も対象となること。 

２ ラック式倉庫において火災が発生した場合には、消火活動に困難が伴うことが考えられることから、当該ラック

式倉庫の実態等を把握するとともに、あらかじめ警防計画等を作成しておくことが、望ましいものであること。 

３ ラック式倉庫の構造、使用形態が特殊であること等により、その取扱いについて疑義が生じた場合にあっては、

適宜当庁に照会されたいこと。 
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〈別添〉 

ラック式倉庫の防火安全ガイドライン 

第１ 趣旨 

ラック式倉庫は、搬送、保管、仕分けについて小スペース化、物流効率化の観点から優れた特性を有するものであり、

特に近年設置数が増加している。 

一方、ラック式倉庫は、床を設けずラック等を当該防火対象物全体に多層的に天井付近まで設け、物品を集積・搬送

するものであるため、万一火災が発生した場合には、煙突効果により燃焼速度が非常に速いこと、天井が高くなると屋

内消火栓設備では消火できないこと、空間が少なく消防活動が困難であること等の火災危険性を有する。このため、高

さが10メートルを超え、かつ、延べ面積が700平方メートル以上のラック式倉庫については、固定式の自動消火設備であ

るスプリンクラー設備の設置が義務づけられているとともに、その特性に対応したスプリンクラー設備の設置及び維持

に関する技術上の基準が他の防火対象物とは別に定められている。 

このガイドラインは、ラック式倉庫の防火安全性を確保するため、出火防止対策等に係る防火安全対策をとりまとめ

るとともに、スプリンクラー設備を消防法施行令（以下「令」という。）第12条、消防法施行規則（以下「規則」とい

う。）第13条の５から第14条まで並びにラック式倉庫のラック等を設けた部分におけるスプリンクラーヘッドの設置に

関する基準（平成10年消防庁告示第５号。以下「告示」という。）の規定により設置する場合の運用についてとりまとめ

たものである。 

第２ ラック式倉庫の防火安全対策について 

ラック式倉庫において火災が発生した場合には、当該倉庫における消火活動が著しく困難になるとともに、周囲に対

する影響も大きいことから、消防法令に基づく消防用設備等の設置に加え、当該ラック式倉庫の使用形態に即した出火

防止対策、延焼拡大防止対策を充実させる等、火災による危険性を低減することができる効果的な防火安全対策を講じ

ることが必要である。また、ラック式倉庫の出火原因としては、①内部からの出火及び②外部から持ち込まれる火源の

２つが考えられるが、これらを防止する対策が特に重要となる。 

ラック式倉庫の防火安全対策については、収納物等の種類、使用形態、管理形態等に即してラック式倉庫の関係者の

自主的な判断により実施されるべきものであるが、その際に参考とすべき基本的な考え方は、次のとおりである。 

１ 出火防止対策 

火災の発生を未然に防止するとともに、万一出火しても本格的な火災にまで拡大させないための対策であり、次

のような事項が考えられること。 

(1) 内部からの出火防止 

ラック式倉庫内部からの出火の主な原因は、使用されている設備・機器によるものであると考えられることか

ら、①出火しにくい設備・機器の選定、②電気設備その他の出火のおそれのある設備・機器に対する安全制御（過

熱防止、漏電防止等）、③適正な設置（設置位置、施工管理者）の確保等の対策を講じること。 

(2) 外部からの火源の持ち込み防止 

ラック式倉庫内への収納物等の搬入を無人で行うもの（収納物等の搬入路となる部分又は搬入口において、有

人により火災監視が行われるものは含まない。）にあっては、収納物等の搬入時における火災感知手段の整備、

火災発生時の速やかな初動体制の確保等の火源侵入防止措置を講じること。 

(3) 管理上の対策 

出火防止を担保するため、次に掲げる事項について、具体的な計画を作成するとともに、実施体制を確保する
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こと。 

ア 倉庫内での火気管理の徹底に関すること。 

イ 倉庫内の適正な維持管理（設備・機器の定期点検、整理・清掃等）に関すること。 

ウ 定期的な巡回監視等、異常が起きた場合の早期発見体制に関すること。 

エ 収納物等の出入庫管理に関すること。 

２ 延焼拡大防止対策 

火災拡大を防止するための対策であり、次のような事項が考えられること。 

(1) ラック式倉庫における延焼拡大防止 

ラック式倉庫における延焼拡大を防止するため、次に掲げる対策を講じること。 

ア ラック等が設けられている部分と他の部分とを防火区画すること。 

イ ラック式倉庫の外壁に設ける開口部、区画貫通部等に防火措置を講じること。 

(2) 周囲への延焼拡大防止 

ラック式倉庫の周囲への防火塀の設置、空地の確保等により他の防火対象物等への延焼拡大防止を図ること。 

(3) 防災体制の充実 

速やかな防災活動を担保するため、自衛防災資機材（可搬消防ポンプ、ポンプ自動車等）を確保するとともに、

自衛消防隊を組織する等、防災体制を整備すること。 

第３ ラック式倉庫の延べ面積、天井の高さ等の算定について 

ラック式倉庫の延べ面積、天井の高さ等の算定については、次により取り扱うこととする。 

１ 延べ面積等の算定について 

ラック式倉庫の延べ面積等の算定については、次によること。 

(1) ラック式倉庫の延べ面積は、原則として各階の床面積の合計により算定すること。この場合において、ラック

等を設けた部分（ラック等の間の搬送通路の部分を含む。以下この１において同じ。）については、当該部分の

水平投影面積により算定すること。 

(2) ラック式倉庫のうち、①ラック等を設けた部分とその他の部分が準耐火構造の床又は壁で区画されており、当

該区画の開口部には防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は火災の発生と連動して自動的に

閉鎖するものに限る。）が設けられているもの又は②ラック等を設けた部分の周囲に幅５メートルの空地が保有

されているものにあっては、次により算定することができること。 

ア ラック等を設けた部分の面積により算定すること。 

イ 当該算定方法により令第12条第１項第５号に掲げる規模に達するラック式倉庫にあっては、ラック等を設け

た部分に対してスプリンクラー設備を設置すれば足りること。この場合において、令第12条第５号の適用につ

いては当該倉庫の構造によることとしてよいこと。 

(3) ラック等を設けた部分の面積が、延べ面積の10パーセント未満であり、かつ、300平方メートル未満である倉庫

にあっては、当該倉庫全体の規模の如何によらず、令第12条第１項第５号に掲げるラック式倉庫に該当しないこ

と。 

２ 天井の高さの算定について 

ラック式倉庫の天井の高さの算定については、次によること。 
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(1) ラック式倉庫の天井（天井のない場合にあっては、屋根の下面。以下同じ。）の高さは、原則として当該天井

の平均の高さ（軒の高さと当該天井の最も高い部分の高さの平均）により算定すること。 

(2) ユニット式ラック等を用いたラック式倉庫のうち、屋根及び天井が不燃材料で造られ、かつ、ラック等と天井

の間に可燃物が存しないものであって、ラック等の設置状況等から勘案して、初期消火、本格消火等に支障がな

いと認められるものにあっては、ラック等の高さにより算定することができること。 

第４ スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の運用について 

ラック式倉庫におけるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、次により運用するもの

とする。 

１ 用語の意義について 

用語の意義については、令、規則及び告示の規定によるほか、次によること。 

(1) 「ラック式倉庫」、「ラック等」及び「搬送装置」 

ア 「ラック式倉庫」は、令第12条第１項第５号において、「棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納

物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。」と定義されているほか、「消防法施行令の一部を改正する政令の

施行について」（昭和47年３月27日付け消防予第74号）において、「倉庫で床を設けずに棚、レール等を設け、

エレベーター、リフト等の昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えたもの」とされていること。 

イ 「ラック等」とは、規則第13条の５第５項第１号において、「棚又はこれに類するもの」と定義されているこ

と。これには、パレットラック（主にパレットに積載された物品の保管に用いるラック等をいう。以下同じ。）

のほか、収納物を保管等するレール、コンベア等が含まれるものであること。（別紙１参照） 

ウ 「搬送装置」とは、告示第２第８号において、「昇降機により収納物の搬送を行う装置をいう。」と定義され

ているが、これには、スタッカークレーン（主にパレットラックから収納物を出し入れし、搬送するために用

いられる装置をいう。以下同じ。）のほか、収納物を搬送するエレベーター、リフト、レール、コンベア等が含

まれるものであること。 

(2) 「連」、「段」及び「列」、「双列ラック等」及び「単列ラック等」、「連間スペース」及び「背面スペース」

並びに「搬送通路」 

「連」、「段」及び「列」、「双列ラック等」及び「単列ラック等」、「連間スペース」及び「背面スペース」

並びに「搬送通路」の用語の意義については、告示第２のとおりであり、具体的には別紙２のとおりであること。 

２ スプリンクラーヘッドの種別について 

スプリンクラーヘッドの種別については、規則第13条の５第３項の規定によるほか、次によること。 

(1) スプリンクラーヘッドの感度種別は、ラック等の部分及び天井部分においてそれぞれ同一のものとすること。 

また、ラック等の部分に設けるスプリンクラーヘッドの感度種別と天井部分に設けるスプリンクラーヘッドの

感度種別は、同一のものとするか又は異なる場合にあっては天井部分に設けるスプリンクラーヘッドの感度種別

を２種のものとすること。 

(2) 放水圧力を制御することにより、114リットル毎分以上の放水量を確保することができる場合にあっては、令第

32条の規定を適用し、ヘッドの呼びが15のスプリンクラーヘッドの設置を認めてさつしかえないこと。 

(3) 等級Ⅳのラック式倉庫のうち、収納物、収納容器、梱包材等がすべて難燃材料であり、かつ、出火危険が著し

く低いと認められるものにあっては、令第32条の規定を適用し、ヘッドの呼びが15のスプリンクラーヘッドを設

置して、80リットル毎分以上の放水量を確保することをもって足りることとしてさつしかえないこと。 
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３ ラック式倉庫の等級について 

ラック式倉庫の等級については、規則第13条の５第４項の規定によるほか、次によること。 

(1) 「収納物」とは、当該ラック式倉庫において貯蔵し、又は取り扱う主たる物品をいうものであること。 

(2) 「収納容器、梱包材料等」とは、収納物を保管搬送等するために用いる容器、梱包材、パレットその他の物品

をいうものであること。 

(3) 「高熱量溶融性物品」とは、指定可燃物のうち燃焼熱量が34キロジュール毎グラム（8,000カロリー毎グラム）

以上であって、炎を接した場合に溶融する性状の物品とされているが、その性状については、次により判断する

こと。 

ア 燃焼熱量の測定は計量法に基づく特定計量器として確認された性能を有するボンベ型熱量計又はこれと同等

の測定が行うことができるものを用いて行うこと。 

なお、発熱量の測定に関するJIS規格としては、次に掲げるものが存すること。 

○ JIS K 2279（原油及び石油製品一発熱量試験方法及び計算による推定方法） 

○ JIS M 8814（石炭類及びコークス類の発熱量測定方法） 

イ 炎を接した場合に溶融する性状については、令第４条の３第４項第５号及び規則第４条の３第７項に掲げる

方法に準じて確認すること。 

(4) 「その他のもの」には、次に掲げるものが含まれること。 

ア 収納物 

危険物の規制に関する政令（以下「危政令」という。）別表第４に定める数量の100倍（高熱量溶融性物品に

あっては30倍）未満の指定可燃物及び指定可燃物以外のもの 

イ 収納容器、梱包材等 

危政令別表第４に定める数量の10倍未満の高熱量溶融性物品及び高熱量溶融性物品以外のもの 

(5) 一のラック式倉庫において、異なる種類の収納物及び収納容器、梱包材等が混在する場合にあっては、次表に

より等級を判断すること。 

なお、危政令別表第４に掲げる品名を異にする２以上の物品を貯蔵し、又は取り扱う場合において、それぞれ

の物品の数量を危政令別表第４の数量欄に定める数量で除し、その商の和が表中の要件に掲げる数値となるとき

は、当該要件に該当するものとみなすこと。 

収納物等の種類 該   当   要   件 

収 
 

 
 

納 
 

 
 

物 

危政令別表第４に定める数量の

1,000倍（高熱量溶融性物品にあ

っては、300倍）以上の指定可燃物 

次のいずれかに適合 

○ 指定可燃物(高熱量溶融性物品を含む。)の貯蔵・取扱量の合計が、

危政令別表第４に定める数量の1,000倍以上 

○ 高熱量溶融性物品の貯蔵・取扱量の合計が危政令別表第４に定め

る数量の300倍以上 

危政令別表第４に定める数量の

100倍（高熱量溶融性物品にあっ

ては30倍）以上の指定可燃物 

次のいずれかに適合 

○ 指定可燃物(高熱量溶融性物品を含む。)の貯蔵・取扱量の合計が、

危政令別表第４に定める数量の100倍以上1,000倍未満 

○ 高熱量溶融性物品の貯蔵・取扱量の合計が危政令別表第４に定め

る数量の30倍以上300倍未満 

その他のもの 次のすべてに適合 

○ 指定可燃物(高熱量溶融性物品を含む。)の貯蔵・取扱量の合計が、

危政令別表第４に定める数量の100倍未満 

○ 高熱量溶融性物品の貯蔵・取扱量の合計が危政令別表第４に定め

る数量の30倍未満 
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収
容
容
器
、
梱
包
材
等 

危政令別表第４に定める数量の

10倍以上の高熱量溶融性物品 

○ 高熱量溶融性物品の貯蔵・取扱量の合計が危政令別表第４に定め

る数量の10倍以上 

その他のもの ○ 高熱量溶融性物品の貯蔵・取扱量の合計が危政令別表第４に定め

る数量の10倍未満 

(6) 収納物及び収納容器、梱包材等の具体例は、別紙３に示すとおりであること。 

４ スプリンクラーヘッドの設置方法について 

スプリンクラーヘッドの設置方法については、規則第13条の５第５項第１号及び第２号並びに告示の規定による

ほか、次によること。 

(1) スプリンクラーヘッドは、著しい感知障害及び散水障害が生じないように収納物等と離して設けること。 

(2) スプリンクラーヘッドの設置方法の具体例は、別紙４に示すとおりであること。 

(3) 等級Ⅳのラック式倉庫のうち、収納物等がすぺて難撚材料であり、かつ、出火危険が著しく低いと認められる

ものにあっては、令第32条の規定を適用し、告示第３に定める通路面ヘッドの設置間隔について、同一の搬送通

路に面する側につき４連以下ごととしてさしつかえないこと。 

５ ラック等に設けるスプリンクラーヘッドの被水防止措置について 

ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドの被水防止措置（他のスプリンクラーヘッドから散水され

た水がかかるのを防止するための措置をいう。）については、規則第13条の５第５項第３号の規定によるほか、次

によること。 

(1) 水平遮へい板は、その直下に設けられるスプリンクラーヘッドに係る被水防止措置にも該当するものであるこ

と。 

(2) ラック等の部分に設けるスプリンクラーヘッドのうち水平遮へい板直下の段以外の段に設けられるものにあっ

ては、その上部に被水を防止するための板等を設けること。 

６ 水平遮へい板について 

水平遮へい板については、規則第13条の５第５項第４号の規定によるほか、次によること。 

(1) 水平遮へい板の材質の具体例としては、鋼板、ブリキ板、トタン板、ＰＣ板、ＡＬＣ板等があげられること。 

なお、難燃材料を用いる場合にあっては、燃焼時に容易に溶融、落下等しないものとすること。 

(2) 消火配管の設置、ラック等の免震化、ラダー、電気計装設備、ケーブル設備の設置等により水平遮へい板を設

けることが技術的に困難となることにより生ずる、背面スペース、連間スペース等の部分のすき間については、

延焼防止上支障とはならないものとして取り扱ってさしつかえないものであること。 

(3) 水平遮へい板は、火災の上方に対する拡大を防止するとともに、その直下のスプリンクラーヘッドの早期作動

にも効果を有するものであること。したがって、等級Ⅲ及び等級Ⅳのラック式倉庫における水平遮へい板の設置

については防火対象物の関係者の自主的な選択によるべきものであるが、設置する方法を選択した方がより効果

的に被害の軽減に資することが期待できるものであること。 

７ 同時開放個数について 

乾式の流水検知装置を用いるスプリンクラー設備の同時開放個数については、規則第13条の６第１項第１号の規

定により、同号の表の下欄に定める個数に1.5を乗じて得た個数とされているが、次の要件を満たす場合にあっては、

令第32条の規定を適用し、ラック式倉庫のうち等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのものにあっては30、等級がⅣのものにあって
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は20とすることができること。 

(1) ラック等の部分及び天井部分に設けるスプリンクラーヘッドの感度種別は、１種のものであること。 

(2) 水平遮へい板が、規則第13条の５第５項第４号の規定により設けられていること。 

８ 送水口について 

送水口については、規則第14条第１項第６号の規定によるほか、規則第13条の６第１項第１号のスプリンクラー

ヘッドの個数が30を超えることとなるラック式倉庫にあっては双口形の送水口を２以上設けること。 

９ 配管について 

配管については、規則第14条第１項第10号の規定によるほか、次によること。 

(1) 一系統の配管に設けるスプリンクラーヘッドの個数は、概ね千個以内とすること。 

(2) ラック式倉庫のうち主要構造部とラック等の構造が一体となっていないもの（ユニット式ラックを用いたラッ

ク式倉庫等）にあっては、ラック等の部分に設げるスプリンクラーヘッドに係る配管と天井部分に設けるスプリ

ンクラーヘッドに係る配管はそれぞれ別系統とすること。 

10 ラック等の構造が特殊なラック式倉庫の取扱いについて 

国内のラック式倉庫は、国内の物流において標準的に使用されているサイズのパレット（概ね１ｍ～1.2ｍ角程度）

に1.5ｍ程度の高さで積載された収納物等に対応するパレットラックを用いたものが一般的であり、これらを前提と

してスプリンクラー設備の技術基準が整備されているが、これ以外のラック等を用いるラック式倉庫であって、規

則及び告示の規定によりがたいものにあっては、次により取り扱うことができること。 

(1) サイズの異なるパレットラックを用いるラック式倉庫 

収納物の寸法の関係等から、標準的なパレットラックとサイズの異なるパレットラックを用いるラック式倉庫

であって、規則第13条の５及び告示の規定によりがたいものにあっては、次により弾力的な運用を図ることとし

てさしつかえないこと。 

ア ラック等の部分に設けるスプリンクラーヘッドの設置間隔については、告示により２連以下とされているが、

令第32条の規定を適用し、次表に掲げる連の幅に応じ、それぞれ定める設置間隔としてさしつかえないこと。 

連の幅[㎜] 設置間隔等 

600以下 ８連以下 

600を超え900以下 ６連以下 

900を超え1,200以下 ４連以下 

1,200を超える ２連以下 

＊規則第13条の５第５項第１項の規定により、一のスプリンクラ 

ーヘッドまでの水平距離は2.5ｍ以下とする必要がある。 

イ 連の幅の寸法が1,200ミリメートルを超える場合であって、別紙４の例によりスプリンクラーヘッドを配置し

ても、ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が2.5メートル以下となら

ない場合にあっては、次によること。 

（ア）双列ラック等 

別紙４の配置列に加え、ラック等を設けた部分の各部分から、一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離

が2.5メートル以下となるように、通路面ヘッド及び背面ヘッド（水平遮へい板が設けられた等級Ⅱ、Ⅲ及び
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Ⅳのラック式倉庫について、水平遮へい板直下の段に設ける場合にあっては、連間スペースに設けるスプリ

ンクラーヘッド）で補完すること。 

（イ）単列ラック等 

別紙４の配置例に加え、ラック等を設けた部分の各部分から、一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離

が2.5メートル以下となるように、単列ラック等の背面となる部分にスプリンクラーヘッドを設け補完するこ

と。 

ウ スプリンクラーヘッド及び水平遮へい板の設置高さについては、規則第13条の５第５項第１号及び第４号の

規定により定められているが、収納物等の寸法の関係等から、これらの規定によりがたいものにあっては、令

第32条の規定を適用し、次により取り扱うこととしてさしつかえないこと。 

（ア）等級１のラック式倉庫について高さ４メートル以内ごとに水平遮へい板を設けることができない場合にあ

っては、２段以下、かつ、６メートル以内ごとに水平遮へい板を設け、当該水平遮へい板の直下に通路面ヘ

ッド及び背面ヘッドを設けるとともに、水平遮へい板直下の段以外の段にも通路面のヘッド及び背面ヘッド

を設置すること。ただし、２段以下、かつ、５メートル以内ごとに水平遮へい板を設ける場合にあっては、当

該水平遮へい板の直下に通路面ヘッド及び背面ヘッドを設置することで足りること。 

（イ）等級Ⅱ及びⅢのラック式倉庫について高さ８メートル以内ごとに水平遮へい板を設けることができない場

合にあっては、概ね４段以下、かつ、高さ10メートル以内ごとに水平遮へい板を設けることができること。

この場合において、スプリンクラーヘッドについても高さ５メートル以内ごとに設けることができること。 

（ウ）等級Ⅳのラック式倉庫について高さ12メートル以内ごとに水平遮へい板を設けることができない場合にあ

っては、概ね６段以下、かつ、高さ15メートル以内ごとに水平遮へい板を設けることができること。この場

合において、スプリンクラーヘッドについても高さ7.5メートル以内ごとに設けることができること。 

(2) パレットラック以外のラック等を用いたラック式倉庫 

パレットラック以外のラック等を用いたラック式倉庫にあっても、原則として、規則及び告示の現定によりス

プリンクラー設備を設置する必要があること。ただし、ラック等の形状により、これらの技術基準に従ってスプ

リンクラーヘッドを設けることができない場合にあっては、令第32条の規定を適用し、弾力的な運用を図ること

としてさしつかえないこと。 

11 スプリンクラー設備の設置を省略することができる場合の要件 

令第12条第１項第５号の規定によりスプリンクラー設備の設置対象となるラック式倉庫のうち、次に掲げる要件

に該当する等、火災による危険性が十分低減されていると認められるものにあっては、令第32条の規定を適用し、

スプリンクラー設備（水平遮へい板を含む。以下この11において同じ。）の設置免除を認めてさしつかえないこと。 

(1) 防火安全対策を強化したラック式倉庫 

令第12条第１項第５号に掲げるラック式倉庫のうち、次に掲げる防火安全対策が講じられているものにあって

は、令第32条の規定を適用し、スプリンクラー設備の設置を免除してさつしかえないこと。 

ア 出火防止対策 

（ア）内部からの出火防止 

ａ 出火しにくい設備・機器が選定されていること。 

ｂ 電気設備その他の出火のおそれのある設備・機器について、過熱防止、漏電防止等の安全対策が講じら

れていること。 

ｃ 設備・機器の適正な設置（設置位置、施工管理等）が確保されていること。 

（イ）外部からの火源の持ち込み防止 

123



ａ ラック式倉庫内への収納物等の搬入を無人で行うもの（収納物等の搬入路となる部分又は搬入口におい

て、有人により火災監視が行われるものは含まない。）にあっては、搬入路となる部分又は搬入口に、搬入

される収納物等の火災を有効に感知することができるよう炎感知器等が設けられていること。この場合に

おいて、収納物等の形状等を考慮して、感知に死角が生じないものであること。 

ｂ 火災を感知した場合には、当該収納物等の搬入を直ちに自動停止するとともに、当該部分及び常時人が

いる部分に警報を発することができるよう措置されていること。 

ｃ 搬入路となる部分又は搬入口には、消火器等の初期消火手段が備えられていること。 

（ウ）管理上の対策 

ａ 倉庫内が火気使用禁止であること。 

ｂ 倉庫内での火気使用について、当該事業所の防火管理部門で一括した管理体制（事前確認制度を設ける

等）が整備されていること。また、倉庫の改修、増改築等の工事中における火気管理計画が策定されてい

ること。 

ｃ 倉庫内の設備・機器について、実施計画に基づき定期点検が適正に行われていること。 

ｄ 定期的な巡回監視等、異常が起きた場合の早期発見体制が整備されていること。 

ｅ 収納物等の出入庫管理が適正に行われていること。この場合において、倉庫内の収納物等について、出

火危険性の観点から分別して収納する等、被害軽減に係る措置が講じられていること。 

イ 延焼拡大防止対策 

（ア）ラック式倉庫における延焼拡大防止 

ａ ラック等が設けられている部分と他の部分（荷さばき場、梱包作業場等）が、準耐火構造の床又は壁で

防火区画されていること。また、当該区画に開口部を設ける場合には、特定防火設備である防火戸とする

とともに、有効に冷却することにより延焼防止できるスプリンクラー設備、ドレンチャー設備等が設けら

れていること。 

ｂ ラック式倉庫の外壁の開口部（出入口等）に防火措置が講じられていること。 

ｃ 配管、配線等の区画貫通部に防火措置が講じられていること。 

（イ）周囲への延焼拡大防止 

ラック式倉庫の周囲への防火塀の設置、空地の確保等により他の防火対象物等への延焼のおそれがないこ

と。 

（ウ）防災体制の充実 

自衛防災資機材（可搬消防ポンプ、ポンプ自動車等）を備えた自衛消防隊が組織されていること。 

(2) ラック等の部分が可動するラック式倉庫 

ラック等の部分が可動するラック式倉庫のうち、次の要件を満たすものにあっては、令第32条の規定を適用し、

スプリンクラー設備の設置を免除してさしつかえないこと。 

ア 屋内消火栓設備又はドレンチャー設備が設けられていること。 

イ ラック等のうち火災が発生した箇所を容易に識別し、当該箇所を屋内消火栓設備又はドレンチャー設備によ

り消火することができる位置に移動することができるものであること。 

ウ ラック等を可動するために用いる電気設備等については、耐火措置が講じられていること。 

(3) 冷蔵の用に供されるラック式倉庫 

冷蔵の用に供されるラック式倉庫（庫内の温度が氷点下であるものをいう。）のうち、次の要件を満たすもの

にあっては、令第32条の規定を適用し、スプリンクラー設備の設置を免除してさしつかえないこと。 

ア 冷蔵室の部分における火気使用その他出火危険がないこと。 
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イ 冷蔵室の部分とその他の部分とが、準耐火構造の床又は壁で防火区画されてされていること。また、当該区

画に開口部を設ける場合には、特定防火設備である防火戸とするとともに、当該開口部には、有効に冷却する

ことにより延焼防止できるスプリンクラー設備、ドレンチャー設備等が設けられていること。 

ウ 冷蔵室の壁、床及び天井の断熱材及びこの押さえが、次のいずれかに該当するものであること。 

（ア）冷蔵室の壁体、天井の断熱材料に不燃材料（岩綿、グラスウール等）を使用し、かつ、これらの押さえを不

燃材料でしたもの 

（イ）冷蔵室に使用される断熱材料をコンクリート若しくはモルタル（塗厚さが２センチメートル以上のものに

限る。）又はこれと同等以上の防火性能を有するもので覆い、かつ、当該断熱材料に着火するおそれのない

構造としたもの 

（ウ）前（ア）又は（イ）と同等以上の防火性能を有するもの 

エ ラック等を設けた部分に、必要に応じ、難燃材料の遮へい板が設けられていること。 

オ 当該防火対象物の周囲への防火塀の設置、空地の確保等により他の防火対象物への延焼のおそれがないこと。 

  

125



別紙１ 

ラ ッ ク 等 の 分 類 

 一 般 的 特 徴 形     態 

ビ 

ル 

式 

ラ 

ッ 

ク 

・ラック等の主要構造部によって、建物の屋根及び壁

が支えられている構造のものである。 

・大型保管システム 

・収納物等の入出庫は、スタッカークレーンで自動搬

送する。 

 

ユ 

ニ 

ッ 

ト 

式 

ラ 

ッ 
ク 

・建物と独立して屋内にラック等が自立して設けられ

る構造のものである。 

・一般倉庫あるいは工場等の建屋内の部分の設置が多

い。 

・入庫までフォークリフトで搬送するケースが多いが

以降庫内はスタッカークレーンで自動搬送する。 

 

流 

動 

ラ 

ッ 

ク 

・建物と独立して、屋内にラック等が自立して設けら

れる構造のものである。 

・単列ラック等、双列ラック等の区別がない。 

・フォークリフトによる搬送が一般的であるが、自動

搬送を行うものもある。庫内は傾斜を用いて自然に

流動する。 
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 一 般 的 特 徴 形     態 

回 

転 

ラ 

ッ 

ク 

・建物と独立して、屋内にラック等が自立して設け

られる構造のものである。 

・ラック等が移動する。 

・荷をラック等に格納後、当該ラック等による自動

搬送を行う。 

・クレーン等の機械搬送機は使用しない。 

 

積 

層 

コ 

ン 

ベ 

ヤ 

保 

管 

シ 

ス 

テ 

ム 

・建物と独立して、屋内にラック等が自立して設け

られる構造のものである。 

・コンベヤにより、保管・搬送を行う。 

・衣類、小物の搬送・保管に用いる。 

・コンベヤによる自動搬送 

 

ド 

ー 

リ 

ー 

搬 

送 

保 

管 

シ 

ス 

テ 

ム 

・建物と独立して、屋内にラック等が自立して設け

られる構造のものである。 

・衣類、小物の搬送保管に用いる。 

・走行台車で自動搬送 
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別紙２ 

ラ ッ ク 等 の 各 部 分 の 名 称 

 

<平面図> 

 

<側面図〉 
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別紙３ 

収納物及び収納容器、梱包材等の具体例 

１ 収納物の具体例 

区 分 具  体  例 

指定可燃物 

（高熱量溶 

融性物品を 

除く。） 

○ 綿花類（不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料） 危政令別表第４に 

定める数量 

200kg 

○ 木毛及びかんなくず（木綿、木繊維（しゅろの皮、やしの実の繊維等）、か

んなくず等） 

400kg 

○ ぼろ及び紙くず（古雑誌、古新聞、製本の切れ端、古段ボール、廃衣服、油

布・油紙等） 

１ｔ 

○ 糸類（綿糸、毛糸、麻糸、化学繊維の糸、スフ糸、釣り糸等） １ｔ 

○ わら類（俵、こも、縄、むしろ、畳表、ござ等） １ｔ 

○ 可燃性固体類（高熱量溶融性物品に該当するものを除く。） ３ｔ 

○ 石炭・木炭類（石炭、木炭、コークス、豆炭、練炭等） 10ｔ 

○ 可燃性液体類（高熱量溶融性物品に該当するものを除く。） ２ｍ３ 

○ 木材加工品及び木くず（製材した木材及びそれを組み立てた家具等の木工

製品、製材過程における廃材、おがくず、木端等） 

10ｍ３ 

○ 合成樹脂類（高熱量溶融性物品に該当するものを除く。） 

・ 酸素指数26未満の固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及

び合成樹脂くず（ゴム製のものを含む。）（繊維、布、紙及び糸並びにこれら

のぼろ及びくずを除く。）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ） 

・ 酸素指数26未満の合成樹脂（エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリ

アセタール、ポリウレタン、ポリビニルアルコール、メタクリル樹脂等） 

○発泡させたもの 

20ｍ３ 

 

○その他のもの 

３ｔ 

高熱量溶融 

性物品 

 燃焼熱量が34キロジュール毎グラム（8,000カロリー毎グラム）以上であって、

炎を接した場合に溶融する性状の物品であり、次のようなものがある。 

 

○ 酸素指数26未満の固体である合成樹脂の製品、半製品、原料及びくず（繊

維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。） 

・ アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン樹脂（ＡＢＳ樹脂） 

・ ポリエチレン（ＰＥ） 

・ ポリプロピレン（ＰＰ） 

・ ポリスチレン（ＰＳ） 

・ スチレン／アクリロニトリル樹脂（ＳＡＮ樹脂） 

・ スチレン／ブタジエンゴム（ＳＢＲ） 

○ 可燃性固体類（当該性状を有するものに限る。） 

○ 可燃性液体類（当該性状を有するものに限る。） 

 

 

 

○発泡させたもの 

20ｍ３ 

 

○その他のもの 

３ｔ 

 

 

 

３ｔ 

２ｍ３ 

その他のも 

の 

○ 食品（肉類、魚肉類、果物、野菜、乳製品、ビール、ワイン等） 

○ ガラス製品（空のガラス瓶、不燃性液体入りガラス瓶等） 

○ 金属製品（金属机（プラスチックの表面を有するものを含む。）、電気コイル、薄く被覆された

細い電線、金属外装の電気機器、ポット、パン、電動機、乾電池、金属部品、空き缶、ストーブ、

洗濯機、ドライヤー、金属製キャビネット等） 

○ 皮革製品（靴、ジャケット、グローブ、鞄等） 

○ 紙製品（本、雑誌、新聞、紙食器（コーティングされたものを含む。）、ティッシュ製品、ロー

ル紙、ＰＰＣ用紙、段ボール、セロハン等） 

○ 布製品（衣服、じゅうたん、カーテン、テーブルクロス、布張家具・寝具（発泡させた合成樹脂

類を詰めたものを除く。）等） 

○ 酸素指数26以上の合成樹脂（フェノール樹脂、ふっ素樹脂、ポリアミド、ポリ塩化ビニリデン、

ポリ塩化ビニル、尿素樹脂、けい素樹脂、ポリカーボネート、メラミン樹脂等） 

○ その他（袋入りセメント、電気絶縁物、石膏ボード、不活性顔料、乾燥殺虫剤、白熱電球、蛍光

灯、石鹸、洗剤等） 

＊ 高熱量溶融性物品の酸素指数、燃焼熱量等は、一般的に使用されているものの値を掲げたものであり、個別の物品

によっては異なることがある。 
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２ 収納容器、梱包材等の具体例 

区 分 具  体  例 

高熱量溶融 

性物品 

 燃焼熱量が34キロジュール毎グラム（8,000カロリー毎グラム）以上であって、

炎を接した場合に溶融する性状の物品であり、次のようなものがある。 

 

○ 酸素指数26未満の固体の合成樹脂の収納容器、梱包材、パレット等 

・ 収納容器（プラスチック缶・瓶、プラスチックケース等） 

・ 梱包材（プラスチックフィルム、合成樹脂のひも、縄等） 

・ パレット（ポリエチレン製パレット、ポリプロピレン製パレット等） 

危政令別表第４に 

定める数量 

 

○発泡させたもの 

20ｍ３ 

○その他のもの 

３ｔ 

その他のも 

の 

○ 収納容器（板紙容器、紙袋、布袋、金属缶、ガラス瓶、木製容器、陶器等） 

○ 梱包材（段ボール、包装紙・布、ひも、縄等） 

○ パレット（木製パレット、金属製パレット） 
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別表４ 

ラック等に設けるスプリンクラーヘッド等の配置例 

 

１ 等級Ⅰ 

（水平遮へい板有り） 別図１－１～３ 

 

２ 等級Ⅱ 

（水平遮へい板有り） 別図２－１～３ 

 

３ 等級Ⅲ 

（水平遮へい板有り） 別図３－１～３ 

 

４ 等級Ⅲ 

（水平遮へい板無し） 別図４－１～３ 

 

５ 等級ⅣV 

（水平遮へい板有り） 別図５－１～３ 

 

６ 等級Ⅵ 

（水平遮へい板無し） 別図６－１～３ 

 

７ 等級Ⅳ （延焼拡大危険性が著しく低いもの） 

（水平遮へい板有り） 別図７－１～３ 

 

８ 等級Ⅳ （延焼拡大危険性が著しく低いもの） 

（水平遮へい板無し） 別図８－１～３ 

 

＊ 別図中のラック、収納物等の寸法は、国内において一般的に用いられているものの例によるものであること。 

また、スプリンクラーヘッド及び水平遮へい板の配置については、規則及び告示のほか、本ガイドラインによる運

用の内容を含むものであること。 
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１．等級Ⅰ 

条 件  １．水平遮へい板  ：有り 

２．水平遮へい板間隔：高さ≦@4,000 

３．双列ラック   ：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

４．単列ラック   ：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

５．天井又は小屋裏 ：ｒ≦2,100 

６．収納物等    ：Ｗ1,200×Ｄl,200×Ｈ1,500 

７．ラック高    ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図１－１／３ 
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別図１－２／３ 
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別図１－３／３ 
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２．等級Ⅱ 

条 件  １．水平遮へい板  ：有り 

２．水平遮へい板問隔：高さ≦@8,000 

３．双列ラック 

水平遮へい板直下：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

中段部     ：背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

４．単列ラック（水平遮へい板直下、中段部共） 

：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

５．天井又は小屋裏 ：ｒ≦2,100 

６．収納物等    ：Ｗ1,200×Ｄl,200×Ｈl,500 

７．ラック高    ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図２－１／３ 
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別図２－２／３ 
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別図２－３／３ 
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３．等級Ⅲ 

条 件  １．水平遮へい板  ：有り 

２．水平遮へい板間隔：高さ≦@8,000 

３．双列ラック 

水平遮へい板直下：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

中段部     ：背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

４．単列ラック（水平遮へい板直下、中段部共） 

：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

５．天井又は小屋裏 ：ｒ≦2,100 

６．収納物等    ：Ｗl,200×Ｄ1,200×Ｈ1,500 

７．ラック高    ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図３－１／３ 
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別図３－２／３ 
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別図３－３／３ 
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４．等級Ⅲ 

条 件  １．水平遮へい板 ：無し 

２．双列ラック（通路面ヘッドと背面ヘッドの併用） 

：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

：背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

３．単列ラック  ：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@4,000 

４．天井又は小屋裏：ｒ≦2,100 

５．収納物等   ：Ｗ1,200×Ｄ1,200×Ｈ1,500 

６．ラック高   ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図４－１／３ 
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別図４－２／３ 
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別図４－３／３ 
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５．等級Ⅳ 

条 件  １．水平遮へい板  ：有り 

２．水平遮へい板間隔：高さ≦@12,000 

３．双列ラック等 

水平遮へい板直下：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

中段部     ：背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

４．単列ラック（水平遮へい板直下、中段部共） 

：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

５．天井又は小屋裏 ：ｒ≦2,1OO 

６．収納物等    ：Ｗ1,200×Ｄ1,200×Ｈl,500 

７．ラック高    ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図５－１／３ 
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別図５－２／３ 
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別図５－３／３ 
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６．等級Ⅳ 

条 件  １．水平遮へい板 ：無し 

２．双列ラック（通路面ヘッドと背面ヘッドの併用） 

：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

：背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

３．単列ラック  ：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

４．天井又は小屋裏：ｒ≦2,100 

５．収納物等   ：Ｗ1,200×Ｄ1,200×Ｈ1,500 

６．ラック高   ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図６－１／３ 
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別図６－２／３ 
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別図６－３／３ 
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７．等級Ⅳ（延焼拡大危険性が著しく低いもの） 

条 件  １．水平遮へい板  ：有り 

２．水平遮へい板間隔：高さ≦@12,000 

３．双列ラック等 

水平遮へい板直下：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、４連以下、Ｈ≦@6,000 

中段部     ：背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

４．単列ラック（水平遮へい板直下、中段部共） 

：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、Ｈ≦@6,000 

５．天井又は小屋裏 ：ｒ≦2,100 

６．収納物等    ：Ｗ1,200×Ｄ1,200×Ｈ1,500 

７．ラック高    ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図７－１／３ 
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別図７－２／３ 
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別図７－３／３ 

  

152



８．等級Ⅳ（延焼拡大危険性が著しく低いもの） 

条 件  １．水平遮へい板 ：無し 

２．双列ラック（通路面ヘッドと背面ヘッドの併用） 

：通路面ヘッド、ｒ≦2,500、かつ、４連以下、H≦@6,000 

：背面ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、H≦@6,000 

３．単列ラック  ：連間ヘッド、 ｒ≦2,500、かつ、２連以下、H≦@6,000 

４．天井又は小屋裏：ｒ≦2,100 

５．収納物等   ：Ｗ1,200×Ｄ1,200×Ｈ1,500 

６．ラック高   ：約26ｍ、通路幅：約1.4ｍ 

 

別図８－１／３ 
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別図８－２／３ 
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別図８－３／３ 
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第４ 泡消火設備（令第15条、規則第18条、条例第49条、平成13年告示第19号関係） 

１ 水源 

 第２ 屋内消火栓設備１を準用すること。ただし、飲料水用の水源とは兼用しないものとする。 

２ 加圧送水装置 

 第２ 屋内消火栓設備２（(2)ウ（ア）を除く。）を準用すること。 

３ 配管 

 第２ 屋内消火栓設備３（(1)から(6)まで、(11)を除く。）を準用すること。 

４ 固定式 

(1) ポンプの吐出量は、次によること。（高発泡用泡放出口を用いるものを除く。） 

ア 隣接する二放射区域（(13)項ロの防火対象物にあっては、一放射区域）に設ける泡ヘッドの設置個数が、

最大となる部分に設けられたすべての泡ヘッドから、設計圧力の許容範囲で放出できる量以上とすること。

● 

イ 防火対象物の同一階に固定式と移動式の泡消火設備を設置し、加圧送水装置を兼用する場合は、両方式の

必要吐出量を合算したものとすること。 

(2) 水源の水量 

ア 前(1)アに定める泡ヘッドを同時に使用した場合に標準放射量で10分間放射することができる泡水溶液を

作るのに必要な量以上の量とすること。 

イ 防火対象物の同一階に固定式と移動式の泡消火設備を設置した場合の水源の水量は、両方式を合算した量

以上とすること。 

(3) 放射区域 

ア フォームヘッドを用いる泡消火設備 

（ア）放射区域は、原則として、不燃材料で作られた壁又は天井より0.4ｍ以上突き出したはり等により区画

された区域とするよう設けること。● 

（イ）不燃材料の壁等により火災の区域が限定される場合にあっては、放射区域を50㎡未満とすることができ

るものであること。 

イ フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いる泡消火設備 

 令別表第１(13)項ロの防火対象物にあっては、当該部分の床面積の３分の１以上の面積であること。また、

200㎡以上（当該面積が200㎡未満となる場合にあっては、当該床面積）となるように設けること。● 

(4) 泡消火薬剤混合装置等 

ア 混合方式は、プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式、プレッシャー・プロポーショナー方式、ポ

ンプ・プロポーショナー方式等とし、使用する泡消火薬剤の種別に応じ、規定される希釈容量濃度が確実に

得られるものであること。 

（ア）プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式 

    送水管系統の途中に圧入器を設け、泡消火薬剤貯蔵槽から泡消火薬剤ポンプで泡消火薬剤を圧送して指 

  定濃度の泡水溶液とするものである。 

 

 

 

 

 

         第４－１図 
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（イ）プレッシャー・プロポーショナー方式 

    送水管系統の途中に泡消火薬剤比例混合槽（ベンチュリー作用により流水中に泡消火薬剤を吸い込むも 

  の）と置換吹込器を接続して、水を泡消火薬剤貯蔵槽内に送り込み、泡消火薬剤との置換と送水管への泡 

消火薬剤吸入作用との両作用によって流水中に泡消火薬剤を混合させて指定濃度の泡水溶液とするもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

      

 第４－２図 

 

（ウ）ポンプ・プロポーショナー方式 

    加圧送水装置のポンプの吐出側と吸水側を連絡するバイパス 

を設け、そのバイパスの途中に設けられた吸込器にポンプ吐水 

の一部を通し、泡消火薬剤調量弁でその吸込量を調節し、泡消 

火薬剤貯蔵槽からポンプ吸込側に泡消火薬剤を吸引して指定濃 

度の泡水溶液とするものである。 

 

             第４－３図 

 

（エ）ライン・プロポーショナー方式 

    送水管系統の途中に吸込器を接続し、泡消火薬剤を流水中に 

吸い込ませ、指定濃度の泡水溶液として送水管によりヘッド、 

ノズル等に送り、空気を吸い込んで泡を発生させるものである。 

 

 

              第４－４図 

 

イ 設置場所は、第２ 屋内消火栓設備２(1)に準じた場所とすること。ただし、泡消火薬剤及び水を混合さ

せる部分に用いるベンチュリー管等の機器（以下「混合器」という。）又は泡消火薬剤及び水を混合させる

部分の配管結合は、放射区域を受け持つ一斉開放弁の直近に設けること（一斉開放弁までの配管内に規定濃

度の泡水溶液を常時充水する配管設備とする場合を除く。）。 

ウ 起動装置の作動から泡放出口の泡水溶液の放射までに要する時間は、おおむね１分以内であること。 

(5) フォームヘッド 

ア 使用するフォームヘッドの取付け高さ及び取付け間隔は、フォームヘッドの性能評定によるものとし、か

つ、放射区域の各部分から一のフォームヘッドまでの水平距離が2.1ｍ以下となるように設けること。● 

157



イ はり、たれ壁等がある場合のフォームヘッドの設置は、第４－５図及び第４－１表の例によること。ただ

し、当該ヘッドからの放射が妨げられる部分が他のフォームヘッドにより有効に警戒される場合にあっては、

この限りでない。● 

第４－１表 

 

第４－５図 

 

(6) 起動装置 

ア 自動式の起動装置 

（ア）閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いる場合● 

ａ スプリンクラーヘッドは、放射区域ごとに次により設けること。 

（ａ）標示温度は、79℃未満のものを使用し、１個の警戒面積は、20㎡以下とすること。 

（ｂ）取付面の高さは、床面から５ｍ以下とし、火災を有効に感知できるように設けること。 

ｂ 起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動するものにあっては、第３ スプリンクラ

ー設備５(1)アの例によること。 

（イ）感知器を用いる場合● 

ａ 感知器は放射区域ごとに規則第23条第４項に規定される基準の例により設けること。 

ｂ 感知器の種別は、熱式の特種（定温式に限る。）、１種又は２種とすること。 

イ 手動式の起動装置 

 起動装置の操作部は、次によること。 

（ア）火災の際、容易に接近できる位置に設けること。 

（イ）自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分（以下「駐車場等の部分」

という。）に設けるものにあっては、放射区域ごとに１個以上設けること。 

（ウ）令別表第１(13)項ロの防火対象物にあっては、放射区域ごとに火災の表示装置の設置場所及び放射区域

の直近で操作に便利な場所に集結してそれぞれ１個以上設けること。 

（エ）押しボタン、バルブ、コック等により一動作で起動操作が行えるものとすること。（防護装置をはずす

等の動作を除く。） 

ウ フォームヘッドによる固定式泡消火設備（駐車場等の部分に設けるもの）は、自動式及び手動式の起動装

置を設けること。 

(7) 流水検知装置及び自動警報装置 

 第３ スプリンクラー設備８（(1)を除く。）を準用するほか、次によること。 

ア 一の流水検知装置が警戒する区域の面積は3,000㎡以下とすること。●ただし、主要な出入口から内部を

見とおすことができる場合にあっては、当該面積を3,000㎡以上とすることができる。●また、２以上の階

にわたらないこと。 

Ｄ（ｍ） Ｈ（ｍ） 

0.75未満 ０ 

0.75以上 

1.00未満 
0.10未満 

1.00以上 

1.50未満 
0.15未満 

1.50以上 0.30未満 
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イ 一斉開放弁を電気的に作動させるものにあっては、信号回路が断線した場合に自動的に警報を発する装置

を設けること。 

(8) 試験装置 

 一斉開放弁には、第３ スプリンクラー設備９(4)の例により作動試験装置を設けること。● 

(9) 泡消火薬剤の貯蔵量 

 規則第18条第３項に規定される泡消火薬剤の貯蔵量（高発泡用泡放出口を用いるものを除く。）は、(2)ア又

はイに定める泡水溶液の量に泡消火薬剤の種別に応じた希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。 

(10)泡消火薬剤貯蔵タンク 

ア 泡消火薬剤に適した材質で造られたもの又はこれに代わる措置が講じられたものとすること。 

イ 加圧送水装置若しくは泡消火薬剤混合装置の起動により圧力が加わるもの又は常時加圧された状態で使用

するものにあっては、圧力計を設けること。 

ウ 泡消火薬剤の貯蔵量が容易に確認できる液面計又は計量棒等を設けること。 

エ 労働安全衛生法の適用を受けるものにあっては、当該法令に規定される基準に適合するものであること。 

オ 貯蔵槽の設置場所は、搬入、点検又は補修に必要な空間及び通路、換気、室温（使用泡消火薬剤に適した

室温をいう。）、照明並びに排水口を確保すること。 

５ 機械式駐車装置に設ける固定式泡消火設備 

 機械式駐車装置（複数の段に駐車できるもの）に固定式泡消火設備を設ける場合は、前４によるほか、次によ

ること。 

(1) フォームヘッドは、各段とも有効に防護できるように設けること。 

(2) 火災感知部は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるものとし、天井面等の感知しやすい部分に取り付ける

こと。 

(3) 規則第18条第４項第５号の規定の適用にあたっては、機械式駐車装置の据えられた部分の水平投影面積とす

ること。 

６ 移動式 

(1) 設置場所 

 規則第18条第４項第１号に規定する「火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所」とは、次のいずれ

かの場所以外の場所が該当するものであること。 

ア 駐車場等の部分に設けるもの 

（ア）外気に開放された屋上駐車場 

（イ）高架下の駐車場等で周壁がなく柱のみである部分又は周囲の鉄柵のみで囲まれている部分 

（ウ）壁面について、常時直接外気に開放されている場所で、かつ、当該開口部の合計面積（天井高のおおむ

ね２分の１より上方で算定する。）が、見付壁面積の合計の20％以上となるもの（開口部が著しく偏在す

る場合を除く。） 

（エ）壁面の長辺の一辺について常時直接外気に開放されており、かつ、他の一辺について当該壁面の面積の

２分の１以上が常時直接外気に開放されているもの 

  ※ 「長辺の一辺について常時直接外気に開放」とは、柱、はり等の部分を除き当該壁面の前面が常時直

接外気に開放されていることをいう。   

（オ）構造上必要な柱及びはり（500㎜未満に限る。）を除き、壁面の四辺の上部500mm以上の部分が常時外気

に直接開放されているもの 

（カ）屋根（これに相当するものを含む。）に直接外気に開放された開口部を有する場所で、かつ、当該開口

部の合計面積が当該場所の床面積の10％以上となるもの（開口部が著しく偏在する場合を除く。） 

159



（キ）地上１階にある防護区画のうち外部から容易に開放することができる開口部を有するもので、かつ、当

該開口部の有効開口面積の合計（階高のおおむね２分の１より上方で算定する。）が見付壁面積の合計の

25％以上となるもの 

（ク）火災時の煙発生量、防火対象物の形態、排煙機能等を総合的に勘案し、火災の際、煙を有効に排除でき、

かつ、安全に消火活動等が実施できると認められる場所 

（ケ）別記「多段式の自走式自動車車庫に係る消防用設備等の設置について」に掲げる基準に適合するもの 

(注) ・（ウ）及び（キ）において、有効開口面積の算定を行う際、500㎜未満のはりについては無視して差し

支えないものとする。 

・壁面の開口部については、建築物、工作物等の煙の排出の障害となるもの又は隣地境界線から１ｍ以

上離れていること。 

・内部に防火区画が存する場合は、区画された部分ごとに、それぞれの基準に該当するかを判断するこ

と。 

・内部に煙の排出に支障となるシャッター等により囲まれている部分が存する場合、当該部分は、「火

災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所」に該当するものとする。 

・同一の防火区画内において、次に掲げるものに該当する部分が存する場合は、当該部分ごとに判断し

て差し支えないものとする。 

① 外部の誘導路（ランプ）とその他の部分など、防火対象物の形態、排煙機能等が異なり、部分ご

とに判断することが適当であると認められる場合 

② 車路と荷捌場など、使用形態等が異なる隣接部分に移動式以外の水噴霧消火設備等が設置されて

いる場合 

イ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫等に設けるもの 

 令別表第１(13)項ロの防火対象物又は屋上部分で回転翼航空機等の発着の用に供されるもののうち、次に

掲げる部分 

（ア）前アに準じた場所（令別表第１(13)項ロの防火対象物にあっては、主用途部分の床面積の合計が1,000

㎡以上のものを除く。） 

（イ）格納位置が限定されるもので、当該格納位置以外の部分 

(2) ポンプの吐出量 

 規則第18条第４項第９号ハ（イ）に規定されるポンプの吐出量は、次の量とすること。 

ア 駐車場等に設けるもの 

（ア）同一階におけるノズルの設置個数が１のものにあっては、130Ｌ／min以上の量 

（イ）同一階におけるノズルの設置個数が２以上のものにあっては、260Ｌ／min以上の量 

イ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫等に設けるもの 

 同一階又は屋上部分でノズルの設置個数が１のものにあっては、260Ｌ／min以上、２以上のものにあって

は、520Ｌ／min以上の量 

(3) ポンプの全揚程 

 規則第18条第４項第９号ハ（ロ）に規定されるノズル先端の放射圧力換算水頭は、35ｍ以上とすること。 

(4) 泡消火薬剤混合装置等 

ア 混合方式は、プレッシャー・プロポーショナー方式、プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式、ラ

イン・プロポーショナー方式（ピックアップ式を除く。）とすること。 

イ プレッシャー・プロポーショナー方式の混合器及び泡消火薬剤槽は、泡放射用器具の格納箱内に収納して

おくこと。 
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ウ プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式の混合器（２管式のものに限る。）は、泡放射用器具の格

納箱内に収納するか又はその直近（おおむね５ｍ以内）に設置すること。 

エ 泡消火薬剤の貯蔵量及び泡消火薬剤貯蔵タンクは、４(9)及び(10)の例によること。 

(5) 起動装置 

 第２屋内消火栓設備４を準用すること。ただし、４(1)ウ（ア）中の数値は、0.4ＭＰaと読み替えるものと

する。 

(6) 泡放射用格納箱 

 第２ 屋内消火栓設備７(1)（ア、オ及びカを除く。）を準用するほか、次によること。 

ア 火災の際、容易に到達でき、かつ、使用できる場所に設けるほか、次によること。 

（ア）壁際に設ける場合等で、直近の火災の際に容易に到達できないことが予想される場所にあっては、他の

移動式消火設備で当該場所を有効に警戒できるよう配置すること。● 

（イ）車両の移動等により損傷を受けるおそれのある場所に設ける場合にあっては、適当な防護対策を施すこ

と。● 

イ 加圧送水装置の始動を明示する表示灯を箱の内部又は直近に設けること。ただし、規則第18条第４項第４

号ロに規定する赤色の灯火が点滅することにより、始動を確認できる場合は、この限りでない。 

ウ 長さ20ｍ以上のホース及びノズルを収納するものであること。 

７ 表示 

(1) 制御弁の直近及び手動起動装置部分には、第３ スプリンクラー設備14(1)及び(4)を準用し、表示をするこ

と。この場合、「スプリンクラー」を「泡消火設備」と読み替える。 

(2) 混合器及び送液ポンプには、送液方向を示すこと。● 

(3) 消火薬剤貯蔵タンクを設置した場所には、薬剤の種別、希釈容量濃度、薬剤量等を表示すること。● 

(4) 泡放射用具格納箱又はその直近に、当該設備の操作方法を表示すること。● 

８ 貯水槽の耐震措置 

 第２ 屋内消火栓設備５を準用すること。 

９ 非常電源、配線等 

 第２ 屋内消火栓設備６を準用すること。 

10 総合操作盤 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 
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別記  

 

                     多段式の自走式自動車車庫に係る消防用設備等の設置について 

              

 

次の１から４までの全ての基準に適合する多段式自動車車庫にあっては、規則第18条第４項第１号「火災のとき著し

く煙が充満するおそれのある場所」以外の場所及び規則第19条第６項第５号「火災のとき著しく煙が充満するおそれの

ある場所以外の場所」に含まれるものであり、また、その他の規定にかかわらず、泡消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置する場合にあっては、移動式の消火設備とすることができること。 

 

１ 建基法第68条の26に基づき、建基令第108条の３第１項第２号及び第４項に規定する国土交通大臣の認定を受けて

いること。 

２ 自走式自動車車庫部分の外周部の開口部の開放性は、次の(1)から(3)までの全ての基準を満たしていること。ただ

し、この場合において外周部に面して設けられる付帯施設が面する部分の開口部及び外周部に面して設けられている

スロープ部（自動車が上階又は下階へ移動するための傾斜路の部分。以下同じ。）であって、当該スロープ部の段差

部に空気の流通のない延焼防止壁などが設けられている場合、当該空気の流通のない延焼防止壁などを外周部に投影

した当該部分の開口部は開口部とみなさないこと（別図１及び２参照）。 

 (1) 常時外気に直接開放されていること。 

 (2) 各階における外周部の開口部の面積の合計は、当該階の床面積の５％以上であるとともに、当該階の外周長さに

0.5ｍを乗じて得た値を面積としたもの以上とすること。 

 (3) 車室の各部分から水平距離30ｍ以内の外周部において12.0㎡以上の有効開口部（床面からはり等の下端（はり等

が複数ある場合は、最も下方に突き出したはり等の下端）までの高さ１／２以上の部分で、かつ、はり等の下端か

ら50cm以上の高さを有する開口部に限る（別図３参照）。）が確保されていること。（別図１参照） 

３ 直通階段（建基令第120条に規定するものをいう。スロープ部を除く。）は、いずれの移動式の消火設備の設置場 

所からその一の直通階段の出入口に至る水平距離が65ｍ以内に設けてあること。 

４ 隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部の間に0.5ｍ以上の距離を確保し、各階の外周部に準不燃材料で

造られた防火壁（高さ1.5ｍ以上）を設けること（1.0ｍ以上の距離を確保した場合を除く。）。ただし、五層六段以

上の自走式自動車車庫については、隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物との距離は２ｍ以上とし、各階の外周部

に準不燃材料で造られた防火壁（高さ1.5ｍ以上）を設けること（３ｍ以上の距離を確保した場合を除く。）。 
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    別図１ 
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    別図３ 
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第５ 不活性ガス消火設備（令第16条、規則第19条、条例第49条、昭和51年告示第２号及び第９号、平成７年告示第

１号、第２号、第３号及び第７号、平成13年告示第38号、令和４年告示第８号関係） 

 １ 防火対象物又はその部分に応じた放出方式、消火剤の種類 

   二酸化炭素のほか、二酸化炭素以外の不活性ガス（以下「イナートガス」という。）が使用できる部分は、令 

第13条及び条例第49条の表中に掲げられているが、二酸化炭素及びイナートガスの特性を踏まえ、次表により取 

り扱うこと。 

 

第５－１表 不活性ガス消火設備の部分ごとの放出方式・消火剤の種類 
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２ 固定式 

(1) 全域放出方式 

 ア 消火剤（イナートガスを放射するものに限る。） 

 （ア）消火剤の貯蔵量は、放射した場合の防護区画内の濃度が、消炎濃度に適切な安全率を見込んだ濃度（以

下「設計消火剤濃度」という。）以上で、かつ、生態に対する影響の観点から許容できる濃度（以下「許

容濃度」という。）以下となる量とすること。 

第５－２表 

消火剤の種別 設計消火剤濃度 許容濃度 

窒素 40.3％ 52.3％ 

ＩＧ－55 37.9％ 43％ 

ＩＧ－541 37.6％ 43％ 

 

 （イ）放射する消火剤の量は、個々の防護区画ごとに規則第19条第４項第１号ロの規定により求められる量で

あって、複数の防護区画がある場合に同項第３号の規定により求められる最大の量でないこと。したがっ

て、複数の防護区画がある場合には、各防護区画内の濃度が第５－２表の範囲内に入り、個々の防護区画

で放射すべき消火剤の量が異なるものであること。 

イ 貯蔵容器の設置場所 

（ア）防護区画を通ることなく出入りできる場所であること。● 

（イ）不燃材料で造った壁、柱、床又は天井（天井のない場合にあっては、屋根）で区画し、開口部には防火

戸を設けた室であること。 

（ウ）振動、衝撃、腐食等を受けるおそれの少ない場所であること。● 

（エ）搬入、点検又は補修に必要な空間、換気及び照明を確保すること。● 

（オ）出入口には、二酸化炭素又はイナートガスの貯蔵容器置場である旨及び「立入禁止」と表示するほか、

当該設置場所には、次により概要表示等をすること。● 

ａ 消防用設備等の概要 

１ 設置場所 

２ 防護容積 

３ ヘッドの種別及び数量 

４ 放出方式及び放射時間 

５ 消火薬剤の種別・数量 

６ 加圧ガスの種別・数量 

７ その他必要な事項 

８ 設置年月 

９ 施工者名 

（注）防護区画が２以上の場合は、設置場所、

防護容積等に、それぞれ防護区画が分か

るよう区別表示をすること。 

ｂ 消火薬剤（加圧用ガスを含む。）の表示 

二酸化炭素消火薬剤（及び加圧用ガス） 

１ 種別 

２ 薬剤量 

３ 充てん比又は充てん圧力 

４ 充てん年月 
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30cm 

（カ）規則第19条第５項第19号イ（ホ）により室の外側に設ける標識は、次の例によること（二酸化炭素を放

射するものに限る。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５－１図 ＪＩＳＡ8312（2021）の図Ａ．１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５－２図 標識の例（貯蔵容器の設置場所、防護区画） 

ウ 貯蔵容器の性能 

 高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）及び同法に基づく命令に定める検査に合格したもので、高圧式

のものにあってはゲージ圧力24.5ＭＰa以上の耐圧試験に合格したものであること。 

エ 選択弁 

（ア）規則第19条第５項第11号ニに規定する選択弁は、認定品とすること。● 

（イ）貯蔵容器の直近又は火災の際容易に接近することができ、かつ、人がみだりに出入りしない場所に設け

ること。● 

（ウ）貯蔵容器から各防護区画へは、３以上の選択弁を経由しないこととし、複数の選択弁を経由する場合は、

次によること。● 

ａ 選択弁の起動をガス圧で行うものは、次によること。 

（ａ）選択弁ごとに起動ガスボンベを設置すること。 

大きさ：縦30cm以上、横30cm以上 

地 色：白色 

人  ：黒色 

煙  ：黄色 

文 字：「CO₂」及び「二酸化炭素

CARBON DIOXIDE」は黒色、

「危険」及び「DANGER」は黄

色とする。 

シンボル：地色は黄色、枠は黒色、感

嘆符は黒色とする。 

30cm 

この室は、 

二酸化炭素消火設備が設置されています。  

消火ガスを吸い込むと死傷のおそれがあります。  

消火ガスが放出された場合は入室しないこと。  

室に入る場合は、消火ガスが滞留していないことを

確認すること。 

大きさ：縦20cm以上 

横30cm以上 

地 色：黄色 

文字色：黒色 
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（ｂ）起動ガスボンベ用ソレノイドに至る配線は耐熱配線とすること。 

ｂ 系統選択弁（貯蔵ボンベ室集合管からの一次弁）は貯蔵ボンベ室内に設置すること。 

ｃ 貯蔵ボンベの開放は、系統選択弁用の起動ガスによること。 

ｄ 区画選択弁（系統選択弁からの二次弁）を貯蔵ボンベと異なる場所に設置する場合は、次によること。 

（ａ）専用の機器室又はパイプシャフト等に設置すること。 

（ｂ）パイプシャフト等を他の配管と共用する場合には、保護箱（不燃材料製）で覆い、区画選択弁であ

る旨の表示をすること。 

（ｃ）専用の機器室又はパイプシャフトの扉は不燃材料製とし、扉の表面には区画選択弁である旨の表示

をすること。 

ｅ 系統選択弁と区画選択弁の間には、相互に作動状態を表示する装置（表示灯等）及び相互通話装置を

設置すること。 

オ 放出弁 

 規則第19条第５項第10号に規定する放出弁は、認定品とすること。● 

カ 容器弁等 

 規則第19条第５項第６号の２、第８号、第９号ニ、第12号及び第13号ハに規定する容器弁、安全装置及び

破壊板は、認定品とすること。● 

キ 容器弁開放装置 

 手動でも開放できる構造であること。● 

ク 配管 

（ア）起動用ガス容器と貯蔵容器を接続する操作管には、起動用ガス容器内のガスの漏えいにより貯蔵容器が

開放しないよう誤作動防止のための逃がし弁（起動用ガス容器内のガス漏えい時の低圧では開放して操作

管内の圧力上昇を防止し、起動用ガス容器開放時の高圧では閉止する機能を有する弁をいう。以下同

じ。）を設けること。ただし、操作管への逃がし弁の設置以外の方法により操作管内の圧力上昇による誤

作動を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない（二酸化炭素を放射するものに限

る。）。● 

（イ）前（ア）により設ける逃がし弁は、「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」（令和４年11月24

日消防予第573号）別紙に適合するものとすること。● 

（ウ）配管径は、落差損失及び摩擦損失を計算の上、各ヘッドにおいて規定値以上の放射圧力で放射時間内に

放射できるものであること。 

（エ）閉止弁は、規則第19条第５項第19号イ（ハ）により、「不活性ガス消火設備等の閉止弁の基準」（令和４

年告示第８号）に適合するものを設置するほか、閉止弁の閉止状態を作業員等が十分判別できるよう、操

作箱に点滅する表示灯を設け、かつ、受信機又は制御盤にも点滅する表示灯を設けること（二酸化炭素を

放射するものに限る。）。● 

（オ）前（エ）に示す表示灯による点滅表示ができない場合は、作業員等が閉止弁の閉止状態を判別するため

の警報音を付加すること（二酸化炭素を放射するものに限る。）。● 

ケ 噴射ヘッド 

  規則第19条第２項第４号に規定する噴射ヘッドは、認定品とすること。● 

コ 防護区画の構造等 

（ア）防護区画は、２以上の居室等にまたがらないこと。●ただし、通信機器室、電子計算機室の附室等で次

のすべてに該当する場合は、同一の防護区画として取り扱うことができる。 

ａ 他の消火設備の設置又は有効範囲内の部分とすることが構造上困難であること。 
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ｂ 廊下、休憩室等の用に供されないこと。 

ｃ 主たる部分と同一防護区画とすることに構造、機能上妥当性があること。 

（イ）防護区画の避難上主要な扉は、避難の方向に開くことができるものとし、放出された消火剤が漏えいし

ない構造とすること。 

（ウ）開口部にガラスを用いる場合にあっては、網入りガラス、線入りガラス又はこれらと同等以上の強度を

有するものとすること。 

（エ）防護区画には、２方向避難ができるよう２以上の出入口を設けるとともに、原則として当該防護区画の

各部分から一の避難口までの歩行距離は30ｍ以下であること。● 

（オ）防護区画に設ける出入口の扉は、当該防護区画の内側から外側に開放される構造のものとするとともに、

ガス放出による室内圧の上昇により容易に開放しない自動閉鎖装置付きのものとすること。● 

（カ）防護区画内には、避難経路を明示することができるよう誘導灯を設けること。●ただし、非常照明が設

置されているなど十分な照明が確保されている場合にあっては、誘導標識によることができる。 

（キ）ダクト等の開口部はダンパー等を設け、不活性ガス消火設備の起動と連動して閉鎖すること。ただし、

消火効果を減ずるおそれのないもの又は保安上危険がないものにあっては、この限りでない。 

（ク）ダンパー等を復旧するための操作部は、防護区画外で容易に接近できる場所又は中央管理室等に設ける

こと。● 

（ケ）気体燃料又は液体燃料を使用する機器は、起動装置と連動して燃料を自動的に遮断する機構を設けるこ

と。● 

（コ）前（キ）と（ケ）の閉鎖及び遮断にガス圧を用いるものにあっては、起動用ガス容器のガスを用いない

方式であること。 

（サ）規則第19条第５項第４号イ（ロ）及びロに規定する自動閉鎖装置は、次に定める機能及び構造を有する

こと。 

ａ 防火戸は、随時閉鎖することができ、かつ、起動装置と連動して閉鎖できるものであること。 

ｂ 防火戸は、消火剤の放射圧力に耐え、かつ、放射された消火剤が著しく漏えいしない構造のものであ

ること。 

ｃ 防火戸を電気により閉鎖させるものにあっては、非常電源を附置したものであること。 

（シ）規則第19条第５項第22号の２に規定する「防護区画内の圧力上昇を防止するための措置」として避圧口

を設ける場合の開口部の面積算定方法は、次の式によること（イナートガスを放射するものに限る。）。 

    Ａ＝134Ｑ ／ Ｐ－ΔＰ  

      Ａ：避圧口面積（㎠） 

      Ｑ：噴射ヘッドからの最大流量（㎥／分） 

      Ｐ：防護区画の許容圧力（Ｐa） 

     ΔＰ：ダクトの損失（Ｐa） 

 

（ス）避圧口に接続されるダクトは、避圧口以上の大きさを有するものとし、避圧に影響を及ぼす曲折部を設

けないこと。ただし、避圧の影響を考慮した避圧口を設置する場合には、曲折部を設けることができる

（イナートガスを放射するものに限る。）。 

（セ）避圧口には、外気が防護区画内に流入しないようレリーフダンパー等を設けること（イナートガスを放

射するものに限る。）。 

（ソ）避圧口からの排出先は、ソ（イ）ｇ（ａ）から（ｃ）までに定める屋外の安全な場所とすること（イ

ナートガスを放射するものに限る。）。 
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（タ）防護区画を構成する区画壁は、消火剤が漏えいするおそれがない構造とすること。特に、ＡＬＣパネル、

押出成形セメント板等の工場生産された規格部材等による施工方法を用いたものにあっては、モルタル塗

り等による仕上げ、目地部分へのシーリング材等の充てんその他の必要な漏えい防止を講じること。● 

サ 防護区画に隣接する部分の構造等（二酸化炭素を放射するものに限る。） 

 防護区画に隣接する部分は、次によること。 

 なお、規則第19条第５項第19号の２ただし書の「防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区

画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合」としては、隣接する部分が

直接外気に開放されている場合又は外部の気流が流通する場合、隣接する部分の体積が防護区画の体積の３

倍以上である場合（防護区画及び当該防護区画に隣接する部分の規模・構造から判断して、隣接する部分に

存する人が高濃度の二酸化炭素を吸入するおそれのある場合を除く。）その他漏えいした二酸化炭素が滞留

し人命に危険を及ぼすおそれがない場合が該当するものであること。 

（ア）防護区画に隣接する部分に設ける出入口の扉（当該防護区画に面するもの以外のものであって、通常の

出入り又は退避経路として使用されるものに限る。）は、当該部分の内側から外側に容易に開放される構

造のものとすること。● 

（イ）防護区画に隣接する部分には、防護区画から漏えいした二酸化炭素が滞留するおそれのある地下室、

ピット等の窪地が設けられていないこと。● 

（ウ）防護区画に隣接する部分には、エレベーター（非常用エレベーターを除く。）の乗降ロビーの設置を避

けること。● 

 なお、やむを得ず設置する場合にあっては、不活性ガス消火設備の作動と連動してエレベーターが当該

階に停止しないようにするとともに、二酸化炭素放出後におけるエレベーターの運行、人員管理等の対応

を的確に行うこと。この場合において当該エレベーター内の放出表示灯については、設置を免除して差し

支えないこと。 

シ 制御盤等 

（ア）不活性ガス消火設備には、次の制御盤及び火災表示盤を設けること。ただし、自動火災報知設備の受信

機又は制御盤が火災表示盤の機能を有するものにあっては、火災表示盤を設けないことができる。 

ａ 制御盤 

  規則第19条第５項第19号の３に規定する制御盤は、認定品とすること。● 

ｂ 火災表示盤 

 制御盤からの信号を受信し、次の表示等を行うものであること。● 

（ａ）防護区画ごとの音響警報装置の操作及び感知器の作動を明示する表示灯並びにこれと連動するベル、

ブザー等の警報器を設けること。ただし、音響警報装置の操作と感知器の作動の表示灯は、兼用する

ことができる。 

（ｂ）手動式の起動装置（以下第５において「手動起動装置」という。）の作動を明示する表示灯 

（ｃ）消火剤が放出された旨を示す表示灯 

（ｄ）自動式の起動装置（以下第５において「自動起動装置」という。）を有するものにあっては、自動

手動切替表示灯 

（イ）制御盤等の設置場所は、火災による影響、振動、衝撃又は腐食のおそれのない場所で、かつ、点検に便

利な位置に設けるほか、次によること。 

ａ 制御盤は、貯蔵容器の設置場所又はその直近の防護区画を通ることなく出入りできる部分に設けるこ

と。ただし、火災表示盤の機能を有するものをｂの場所に設けた場合は、この限りでない。 

ｂ 火災表示盤は、守衛室等常時人のいる場所に設けること。 
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ス 起動装置 

（ア）規則第19条第５項第14号イ（イ）のただし書により、自動式とすることができる場所は、次のａ又はｂ

に該当するものとする。この場合、ｂにあっては、無人となる時間帯以外は、手動式とすること。 

ａ 常時人のいない防火対象物で二次的災害の発生するおそれのないもの 

ｂ 夜間等防火対象物が無人となる時間帯で、かつ、二次的災害の発生するおそれのないもの 

（イ）手動起動装置は、次によること。 

ａ 手動起動装置の操作部は、防護区画外の主要な出入口付近に設けること。 

ｂ 手動起動装置は、誤って操作することがないよう容易に破壊できる保護カバーを設けること。 

ｃ 手動起動装置は、振動、衝撃、腐食等の影響を受けるおそれがなく、かつ、容易に接近できる場所に

設けること。 

ｄ 起動装置が設けられている場所には、起動装置及び表示が容易に識別できる照明を設置すること。● 

ｅ 起動装置は、照明スイッチ、非常ベル等他の操作と紛らわしい操作方法を避け、消火のために起動さ

せる明確、かつ、冷静な意志に基づかなければ起動できないものとすること。● 

ｆ 手動起動装置は、操作後自動的に復旧しないものとし、起動表示灯等により起動した旨の確認ができ

ること。 

ｇ 規則第19条第５項第15号ニによる表示は、次の例によること。 

 

                         生地：赤色、文字：白色 

文字の大きさ：１文字20mm以上 

 

第５－３図 規則第19条第５項第15号ニによる表示の例 

ｈ 緊急停止装置の表示には、緊急停止装置の操作部の旨表示すること。● 

（ウ）手動起動装置又はその直近の箇所に表示する保安上の注意事項は、次に掲げる内容を盛り込むこと。● 

  ａ 火災又は点検のとき以外は、当該手動起動装置に絶対に手を触れてはならない旨 

ｂ 手動起動装置を設置した場所は、防護区画において放出された消火剤が流入するおそれがあるため、

不活性ガス消火設備を起動した後、速やかに安全な場所へ退避することが必要である旨(当該場所につ

いて、消火剤が流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合を除く。)（二酸化炭素を放

射するものに限る。） 

 

第５－４図 保安上の注意事項の例 

（エ）自動起動装置は、次によること。 

ａ 複数の火災信号の受信により起動する方式とし、一の信号は当該消火設備専用として防護区画ごとに

警戒区域を設けること（イナートガスを放射するものは●）。 

生地：赤色、文字：白色 

文字の大きさ：１文字20mm以上 
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ｂ 感知器の種別は、熱式の特種、一種若しくは二種又は光電式の二種とし、規則第23条第４項の例によ

り設けること。この場合、感知器の種別の異なるものを使用することが望ましい。 

ｃ 複数の火災信号を受信する方式は、次のいずれかによるＡＮＤ回路方式とすること（イナートガスを

放射するものは●）。 

（ａ）一の火災信号は、自動火災報知設備の感知器から、他の火災信号は、消火設備専用の感知器から、

それぞれ制御盤に入力される方式 

（ｂ）消火設備専用の複数の感知器から制御盤に入力される方式 

ｄ 自動的に起動した装置の復旧は、手動操作によること。 

ｅ 感知器の回路が断線した場合、自動的に警報を発する措置を講じること。 

ｆ 定期的な点検で防護区画内に作業員が入る場合には、起動装置を手動起動に切り替えること。この場

合においては、作業員が安全に避難でき、かつ、早期に消火が行えるよう措置を講じること。 

ｇ 自動起動方式となっている場合は、その旨の注意文章を自動火災報知設備の受信機及び不活性ガス消

火設備の制御盤に表示すること。● 

ｈ 自動起動方式の不活性ガス消火設備に設ける手動起動装置は、不活性ガス消火設備起動用の感知器の

作動と手動起動装置の作動で放出するものとすること。● 

セ 音響警報装置 

 規則第19条第５項第17号及び第19号の２ハの規定に基づく音声による警報装置は、次によること。 

（ア）規則第19条第５項第17号ニに規定する音響警報装置は、認定品とすること。● 

（イ）規則第19条第５項第17号及び第19号の２ハの規定に基づく音声による警報装置は、次により設けること。 

ａ 増幅器、再生装置等は、火災の際延焼のおそれのない場所で、かつ、維持管理が容易にできる場所に

設けること。● 

ｂ 拡声器は、当該防護区画の各部分から拡声器までの水平距離が25ｍ以下となるよう反響等を考慮して

設けること。● 

ｃ 注意音による警報がなされた後、音声による警報を発することを繰り返し行える性能とし、音声の内

容は次の例によること。 

「火事です。火事です。消火剤を放出します。危険ですので避難してください。」 

ｄ 前ｃの音声による警報は、防護区画内のいずれの部分においても明瞭に聞き取れること。 

ｅ 騒音の大きい防護区画等で警報装置だけでは効果が期待できない場合は、赤色回転灯等の視覚による

警報装置を併設すること。● 

ｆ 防護区画を経由しなければ退避することのできない部分が存する場合は、当該防護区画の起動装置の

作動と連動する音声警報装置を設けること。● 

ｇ 防護区画に隣接する部分に設ける音声警報装置の警報の内容については、防護区画に設ける音声警報

装置のものと同一とすることができること。また、防護区画の音響装置と同時に作動すればよいもので

あること。 

ｈ 防護区画内の見やすい位置に、保安上の注意事項を表示した注意銘板を次の例により設置すること。

● 

二酸化炭素を放射するものにあっては、あわせて２⑴イ（カ）第５－１図を設置すること。● 
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第５－５図 注意銘板の例(防護区画内) 

ｉ 音響警報装置を復旧した場合、最初の注意から音声による警報を発することができる構造とすること。

● 

ｊ 「防護区画に隣接する部分」に隣接する部分（第５－６図 Ａの部分）が通常の使用状態において有

人である場合には、当該区画についても二方向避難を確保するか、又は音響警報装置を設けること（二

酸化炭素を放射するものに限る。）。● 

ｋ 音響警報装置からの音声メッセージが発せられている間は、当該防護区画及び防護区画に隣接する部

分については、自動火災報知設備又は非常警報設備の鳴動を自動的に停止し、又は設置位置、音圧レベ

ルの調整等により、音声メッセージ等の内容の伝達に支障をきたさないよう措置すること。● 

 

第５－６図 防護区画に隣接する部分の様式図 

ソ 排出装置 

 規則第19条第５項第18号及び第19号の２イに規定する「放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排

出するための措置」は、自然排気又は機械排出装置により、次に掲げるものとすること。 

（ア）自然排出による場合は、直接外気に開放することのできる開口部を次により設けること。 

ａ 局部滞留を起こさないよう配置された開口部の面積（防護区画の高さの３分の２以下の位置に存する

部分に限る。）の合計が当該防護区画の床面積の10％以上であること。 

ｂ 操作部は、防護区画及び当該防護区画に隣接する部分を経由せずに到達できる場所に設けること。 

（イ）機械排出を行う場合は、次によること。 

ａ 放出された消火剤を排出できるよう、排出ファン（ポータブルファンを含む。以下同じ。）等を設け

ること。 

ｂ 原則として専用のものとすること。ただし、防護区画等から排出した消火剤が他室に漏えいしない構

造のものにあっては、この限りでない。 

ｃ ａの排出ファンの容量は、二酸化炭素を放射するものにあっては１時間あたり５回（ポータブルファ

ンにあっては10回）以上、イナートガスを放出するものにあっては１時間あたり３回（ポータブルファ

ンにあっては５回）以上の換気ができるものとすること。 

危険 

ここには、二酸化炭素消火設備が設置されています。 

消火ガスを吸い込むと死傷のおそれがあります。 

消火ガスを放出する前に退避指令の放送を行います。 

放送の指示に従い室外へ退避すること。 

大きさ：縦27cm以上 

横48cm以上 

地  色：黄色 

文字色：黒色 

Ａ Ａ 

Ａ 

Ａ 
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ｄ 操作部は、防護区画及び当該防護区画に隣接する部分を経由せずに到達できる場所に設けること。 

ｅ ポータブルファンを使用する場合は、防護区画の壁の床面から高さ１ｍ以内の箇所に、当該ポータブ

ルファンを接続させるための接続孔を設けること。この場合、接続孔は、常時閉鎖しており、かつ、

ファン使用時に接続部以外の部分から消火剤が著しく漏えいしない構造とすること。 

ｆ 排出のための設備のうち、動力源に電気を用いるものにあっては、非常電源を第23非常電源の例によ

り設けること。 

ｇ 規則第19条第５項第18号に規定する「安全な場所」は、放出された消火剤及び燃焼ガスが著しく局部

滞留を起こさない場所で、かつ、人が直接吸入するおそれのない場所であり、次に掲げるものとするこ

と。ただし、消火剤及び燃焼ガスの排出時に、周囲の人に音声警報又は赤色灯により注意喚起がなされ、

かつ、人が立ち入れないよう措置を施し、安全対策を確立した場合はこの限りでない。 

（ａ）排出場所は、延焼のおそれのある部分以外の部分であること。 

（ｂ）袋小路又は吹き抜け等、滞留を起こすおそれのある部分以外の場所であること。 

（ｃ）道路等不特定多数の人が通行する部分に排出する場合の排出口の高さは、おおむね３ｍ以上とする

こと。 

（ウ）消火剤排出装置及びダンパー等復旧操作を要する自動閉鎖装置の操作部には、その直近に当該装置であ

る旨の標識をすること。 

タ 保安措置等 

 規則第19条第５項第19号イ（ニ）及び第19号の２ロに規定する「保安のための措置」は、次によること。 

（ア）消火剤が放出された旨を表示する表示灯（以下「放出表示灯」という。）は、次の例により設けること。 

なお、放出表示灯回路の配線が、当該防護区画内を経由する場合は、耐熱配線とすること。 

防護区画に係る放出表示灯と防護区画に隣接する部分に係る放出表示灯は、同一仕様のものを設置する

ことができること。また、同時に作動すればよいものであること（二酸化炭素を放射するものに限る。）。 

 

 

 

    

 

（注） 「二酸化炭素」の部分は消火剤ごとに読み替えるものとする。 

第５－７図 放出表示灯の例 

（イ）放出表示灯は、防護区画又は防護区画に隣接する部分（二酸化炭素を放射するものに限る。）の出入口

等のうち、通常の出入り又は退避経路として使用される出入口の見やすい箇所に設けること。 

（ウ）保安上の注意事項を表示した注意銘板を次の例により設置すること。 

ａ 防護区画の出入口の外側に設置するものは、２⑴イ（カ）によること（イナートガスを放射するもの

は●）。 

ｂ 防護区画に隣接する部分の出入口の見やすい箇所には、次の例により注意銘板及び⑴イ（カ）第５

－１図を設けること（二酸化炭素を放射するものに限る。）。● 

 

 

 

 

 

地色：白、文字色：赤（消灯時は白） 

大きさ：縦８cm以上・横28cm以上 
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第５－８図 注意銘板の例（防護区画に隣接する部分） 

（エ）放出表示灯の点灯のみでは、十分に注意喚起が行えないと認められる場合にあっては、放出表示灯の点

滅、赤色の回転灯の附置などの措置を講ずること。● 

（オ）規則第19条第５項第19号イ（ロ）に規定する「（イ）で定める時間内に消火剤が放出しないような措

置」は、次によること（二酸化炭素を放射するものに限る。）。 

ａ 消火設備の放出機構の作動を停止し、起動装置作動前の状態に復することのできる非常停止装置を設

けること。 

ｂ 非常停止装置の復旧操作を行わなくとも、再び起動できるものであること。 

ｃ 非常停止装置の操作部は、手動起動装置の直近又はその内部に設けること。 

（カ）遅延時間は、規則第19条第５項第19号イ（イ）の規定のほか、次によること（二酸化炭素を放射するも

のに限る。）。● 

ａ 退避時の歩行速度等、各部分の条件を考慮し、十分な遅延時間を設定すること。 

ｂ 遅延時間は、次の（ａ）又は（ｂ）のいずれか小さい方の時間により算出すること。 

（ａ）次の計算式により算出する遅延時間 

 

（ｂ）次の計算式により算出する最大遅延時間 

 

ｃ ｂ（ａ）により算出した時間が、ｂ（ｂ）の最大遅延時間を超える区画にあっては、次のいずれか

の対応をとること。 

危険 

ここは、隣室に設置された二酸化炭素消火設備の消

火ガスが流入するおそれがあり、吸い込むと死傷のお

それがあります。 

消火ガスが放出された場合は、退避すること。 

近づく場合は、消火ガスが滞留していないことを確認

すること。 

大きさ：縦20cm以上 

横30cm以上 

地 色：黄色 

文字色：黒色 
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（ａ）二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備以外の消防用設備等の設置 

（ｂ）ｂ（ａ）により算出する時間が最大遅延時間を超えないような区画の大きさへの変更 

チ 非常電源、配線 

（ア）非常電源、配線等は、第23非常電源によること。 

（イ）常用電源回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次により施設すること。 

ａ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。 

ｂ 電源の開閉器には、消火設備用のものである旨を表示すること。 

ツ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓８を準用すること。 

テ 不活性ガス消火設備の維持管理及び安全対策● 

  不活性ガス消火設備の維持管理については、規則第19条の２の規定によるほか、次によること。 

（ア）防護区画及び当該防護区画に隣接する部分（二酸化炭素を放射するものに限る。以下テにおいて同

じ。）の利用者、利用状況等について、十分な管理をすること。 

（イ）維持管理点検等のために、関係者のみが出入りする場所にあっては、当該部分の関係者以外の者が出入

りできないように出入口の管理の徹底を図ること。 

また、閉止弁を閉止せずに防護区画内に人が立ち入ることを禁止すること。 

（ウ）防火管理者、利用者及び作業員等に対して、二酸化炭素の人体に対する危険性、設備の適正な取り扱い

方法、作動の際の通報及び警報音並びに避難経路、方法等について、周知徹底すること。 

（エ）工事等のため防護区画内に立ち入る場合は閉止弁を閉止することとなるため、工事又は点検実施中に火

災が発生した場合の対応について、計画を定め、作業員等に周知徹底すること。 

（オ）建物関係者が不在となる夜間等の時間帯において、機械式駐車場等のメンテナンス等のため緊急的に作

業員等が防護区画に立ち入ることが想定される建物にあっては、閉止弁が設けられた部分に当該作業員等

が立ち入って閉止弁を確実に閉止することができるよう、所要の計画等を定めておくこと。 

（カ）工事等の終了後は、閉止弁を確実に開放すること。 

（キ）不活性ガス消火設備が作動し、消火剤が放出された場合には、直ちに消防機関への通報、当該設備の設

置・保守点検等に係る専門業者等への連絡を行うとともに、消火剤が放出された防護区画及び当該防護区

画に隣接する部分への立入りを禁止すること。 

（ク）消火剤が放出された防護区画及び当該防護区画に隣接する部分に立ち入る場合にあっては、消防機関、

専門業者等の指示に従うとともに、次の事項に留意すること。 

ａ 消火剤の排出は、消火が完全にされていることを確認した上で行うこと。 

ｂ 防護区画及び当該防護区画に隣接する部分に入室する場合は、消火剤が十分に排出されていることを

確認した後とすること。 

（ケ）避難訓練等で音響警報装置の警報音を聞く機会を設けること。 

（コ）次に示す図書を備え付けること。 

ａ 機器構成図 

ｂ 系統図 

ｃ 防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図 

ｄ 閉止弁の開閉操作手順及び手動自動切替え装置の操作手順 

ト 不活性ガス消火設備が設置されている部分で工事等を行う場合の留意事項● 

不活性ガス消火設備が設けられている付近で、他の設備機器の設置工事、改修工事（特にはつり工事等）

又はメンテナンスが行われる場合は、テ及び「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」(平成
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３年８月16日消防予第161号・消防危第88号)第３、５によること。 

(2) 局所放出方式 

   ア 設置場所 

     第５－１表に定める部分で、予想される出火箇所が特定の部分に限定され、全域放出方式又は移動式の消火

設備の設置が不適当と認められる場合に限り設置することができるものであること。 

     なお、防護空間内が常時人がいない部分であれば、人が出入りする区画があっても設置することができるも

のであること。ただし、当該防護対象物の周囲における安全対策に留意すること。 

イ 貯蔵容器の設置場所 

 (1)イ（（カ）にあっては●）によること。 

  なお、(1)イ（オ）の規定の「二酸化炭素又はイナートガスの貯蔵容器置場」を「二酸化炭素の貯蔵容器

置場」と読み替えること。 

ウ 貯蔵容器の性能 

 (1)ウによること。 

エ 選択弁 

 (1)エによること。 

オ 放出弁 

 (1)オによること。 

カ 容器弁等 

 (1)カによること。 

キ 容器弁開放装置 

 (1)キによること。 

ク 配管 

   (1)クによること。 

なお、貯蔵容器と選択弁の間の集合管又は起動用ガス容器と貯蔵容器の間の操作管に閉止弁を設置するこ

と。● 

ケ 噴射ヘッド 

          規則第 19条第３項第４号に規定する噴射ヘッドは、認定品とすること。● 

コ 制御盤等 

 制御盤等を設ける場合は、(1)シによること。ただし、規則第19条第５項第19号イ（イ）に定める遅延装

置は、設けないことができる。 

サ 起動装置 

 (1)スによること。 

シ 音響警報装置 

 (1)セ（ア）によること。ただし、音声警報装置とする場合は、(1)セ（イ）ａからｃまで、ｅ、ｈ及びｉ

によること。 

ス 排出装置 

 (1)ソによること。 

セ 非常電源、配線 

 (1)チによること。 

ソ 総合操作盤等 

 (1)ツによること。 
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３ 移動式 

(1) 設置場所 

ア 第５－１表に定める部分に設置すること。 

イ 規則第19条第６項第５号に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおれのある場所以外の場所」とは第

４ 泡消火設備６(1)ア又はイのいずれかに該当する場所であること。 

(2) ホース等 

 規則第19条第６項第６号に規定するホース､ノズル､ノズル開閉弁及びホースリールは､認定品とすること｡● 

(3) 位置 

 火災の際、容易に到達でき、かつ、使用できる場所に設けるほか、次によること。● 

ア 壁際に設ける場合等で、直近の火災の際に容易に到達できないことが予想される場所にあっては、他の移

動式消火設備で当該場所を有効に警戒できるよう配置すること。 

イ 車両の移動等により損傷を受けるおそれのある場所に設ける場合にあっては、適当な防護対策を施すこと。 

(4) 操作方法 

 操作方法を表示すること。 

４ 冷凍室又は冷蔵室に設置する二酸化炭素 

 冷凍室又は冷蔵室に設置する二酸化炭素は、２(1)によるほか、次によること。 

(1) 消火剤の貯蔵量は、防護区画の内容量１ｍ3につき0.536kg以上の割合とすること。 

(2) 配管は、呼び径20以上のものを使用すること。 

(3) 放射時間は、15分を標準とすること。 

(4) 選択弁は手動式とし、各防護区画の出入口付近に設けるものに限り、音響警報装置については、当該出入口

付近に設置することで足りるものであること。 

(5) 屋内から出入口の扉を開放でき、容易に退避できるものに限り、音響警報装置については、当該出入口付近

に設置することで足りるものであること。 

(6) 噴射ノズルは、凍結防止のため、錫箔等で密封すること。 

５ データベース登録の周知 

不活性ガス消火設備は、地球温暖化防止対策として、その設置状況を把握する必要かあることから、法第17条

の14の規定に基づく工事着工の届出の際に、「ガス系消火剤のデータベース登録に関する消防機関の対応につい

て」（平成18年３月27日消防予第121号・消防危第87号）別添「データ登録ガイドブック」を活用し、特定非営利

活動法人消防環境ネットワークのデータベースに登録する必要があることを届出者である消防設備士に対して周

知すること。 
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第６ ハロゲン化物消火設備（令第17条、規則第20条、条例第49条、昭和51年告示第２号及び第９号、平成７年告示

第１号、第２号、第３号及び第７号、平成13年告示第38号関係） 

１ 防火対象物又はその部分に応じた放出方式、消火剤の種類 

  ハロン1301、ハロン2402及びハロン1211（以下「ハロン消火剤」という。）並びにＨＦＣ-23及びＨＦＣ-227ｅ

ａ（以下「ＨＦＣ消火剤」という。）のほか、ＦＫ-５-１-12消火剤が使用できる部分は、令第13条及び条例第49

条の表中に掲げられているが、ハロン消火剤、ＨＦＣ消火剤又はＦＫ-５-１-12消火剤の特性を踏まえ、次表に

より取り扱うこと。 

 

 

   

第６－１表 ハロゲン化物消火設備の部分ごとの放出方式・消火剤の種類 
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２ 固定式 

(1) 全域放出方式 

    ア 消火剤（ＨＦＣ消火剤又はＦＫ-５-１-12消火剤を放射するものに限る。）  

    （ア）消火剤の貯蔵量は、放射した場合の防護区画内の濃度が、消炎濃度に適切な安全率を見込んだ濃度（以 

      下「設計消火剤濃度」という。）以上で、かつ、生態に対する影響の観点から許容できる濃度（以下「許 

     容濃度」という。）以下となる量とすること。   

 

第６－２表 

消火剤の種別 設計消火剤濃度 許容濃度 

ＨＦＣ－23 16.1％ 24％ 

ＨＦＣ－227ｅａ ７％ ９％ 

ＦＫ－５－１－12 5.8％ 10％ 

 

       （イ）放射する消火剤の量は、個々の防護区画ごとに規則第 20条第３項第１号ロの規定により求められる量

であって、複数の防護区画がある場合に同項第３号の規定により求められる最大の量でないこと。したが

って、複数の防護区画がある場合には、各防護区画内の濃度が第６－２表の範囲内に入り、個々の防護区

画で放射すべき消火剤の量が異なるものであること。 

イ 貯蔵容器の設置場所 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)イ（カを除く。）を準用すること。 

  なお、第５ 不活性ガス消火設備２(1)イ（オ）の規定の「二酸化炭素又はイナートガス消火剤の貯蔵容

器置場」を「ハロン消火剤、ＨＦＣ消火剤又はＦＫ-５-１-12消火剤の貯蔵容器置場」と読み替えること。 

ウ 貯蔵容器の性能 

 貯蔵容器は高圧ガス保安法及び同法に基づく命令に定める検査に合格したものとすること。 

エ 選択弁等 

 規則第20条第４項第10号に規定する選択弁は、認定品とするほか、第５ 不活性ガス消火設備２(1)エ      

（イ）及び（ウ）を準用すること。● 

オ 放出弁 

 規則第20条第４項第４号ロの放出弁は認定品とすること。● 

カ 容器弁等 

 規則第20条第４項第４号イ、第６号の２、第８号及び第11号に規定する容器弁、安全装置及び破壊板は、

認定品とすること。● 

キ 容器弁開放装置 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)キを準用すること。 

ク 配管等 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)ク（ア）から（ウ）までを準用すること。 

ケ 噴射ヘッド 

          規則第 20 条第１項第４号に規定する噴射ヘッドは、認定品とすること。● 

コ 防護区画の構造等 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)コ（（エ）及び（シ）を除く。）を準用するほか、次によること。 

      （ア）防護区画には、２方向避難ができるよう２以上の出入口を設けるとともに、原則として当該防護区画の各

部分から一の避難口までの歩行距離は 50ｍ以下であること（ＨＦＣ消火剤又はＦＫ-５-１-12 消火剤を放
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射するものにあっては、歩行距離 30ｍ以下）。● 

      （イ）規則第 20条第４項第 16号の２に規定する「防護区画内の圧力上昇を防止するための措置」として避圧口

     を設ける場合の開口部の面積算定方法は、次の式によること。 

                Ａ＝Ｋ・Ｑ／ Ｐ－ΔＰ          

                    Ａ：避圧口面積（㎠） 

          Ｋ：消火剤による定数（ＨＦＣ－23：2,730 

ＨＦＣ－227ｅａ：1,120 

ＦＫ-５-１-12：580） 

          Ｑ：噴射ヘッドからの最大流量（ｋｇ／秒） 

          Ｐ：防護区画の許容圧力（Ｐａ） 

         ΔＰ：ダクトの損失（Ｐａ） 

   （ウ）指定可燃物のうち、ゴム類等を貯蔵し、又は取り扱うものの防護区画の開口部は、階段室、非常用エレ 

      ベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けないこと。 

      サ 制御盤等 

     規則第 20条第４項第 14号の２に規定する制御盤は、認定品とするほか、第５ 不活性ガス消火設備２(1)

シ（（ア）ａを除く。）を準用すること。● 

      シ 起動装置 

        第５ 不活性ガス消火設備２(1)スを準用すること。 

      ス 音響警報装置 

     規則第 20 条第４項第 13 号に規定する音響警報装置は、認定品とするほか、第５ 不活性ガス消火設備２

    (1)セ（（ア）及び（イ）ｊを除く。）を準用すること。● 

セ 排出措置等 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)ソ（（ア）ａ及び（イ）ｃを除く。）を準用するほか、次によること。 

ａ 自然排出による場合でハロン消火剤を放出するものにあっては、局部滞留を起こさないよう配置され

た開口部の面積（防護区画の高さの３分の２以下の位置に存する部分に限る。）の合計が当該防護区画の

床面積の１％以上とすることができること。 

ｂ 機械排出を行う場合の排出ファンの容量は、ハロン消火剤又はＨＦＣ消火剤を放射するものにあって

は１時間あたり３回（ポータブルファンにあっては５回）以上、ＦＫ-５-１-12消火剤を放射するものに

あっては１時間あたり５回（ポータブルファンにあっては10回）以上の換気ができるものとすること。 

ソ 保安措置 

 規則第20条第４項第14号に規定する「保安のための措置」は、第５ 不活性ガス消火設備２(1)タ（（ウ）    

ｂを除く。）を準用すること。 

タ 非常電源、配線 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)チを準用すること。 

チ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

ツ ハロゲン化物消火設備の維持管理及び安全対策 

  第５ 不活性ガス消火設備２(1)テを準用すること。● 

テ ハロゲン化物消火設備が設置されている部分で工事等を行う場合の留意事項 

  第５ 不活性ガス消火設備２(1)トを準用すること。● 

(2) 局所放出方式 
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ア 設置場所 

 第６－１表に定める部分で、予想される出火箇所が特定の部分に限定され、全域放出方式又は移動式の消    

火設備の設置が不適当と認められる場合に限り設置することができるものであること。 

イ 貯蔵容器の設置場所 

 (1)イによること。 

なお、「ハロン消火剤、ＨＦＣ消火剤又はＦＫ-５-１-12消火剤の貯蔵容器置場」を「ハロン消火剤の貯蔵

容器置場」と読み替えること。 

ウ 貯蔵容器の性能 

 貯蔵容器は高圧ガス保安法及び同法に基づく命令に定める検査に合格したものとすること。 

エ 選択弁 

 (1)エによること。 

オ 放出弁 

 (1)オによること。 

カ 容器弁等 

 (1)カによること。 

キ 容器弁開放装置 

 (1)キによること。 

ク 配管等 

 (1)クによること。 

ケ 噴射ヘッド 

 規則第20条第２項第２号に規定する噴射ヘッドは、認定品とすること。● 

コ 制御盤等 

 (1)サによること。この場合、遅延装置を設けないことができる。 

サ 起動装置 

 (1)シによること。 

シ 音響警報装置 

 (1)スによること。 

ス 排出措置等 

 (1)セによること。 

セ 非常電源、配線 

 (1)タによること。 

ソ 総合操作盤等 

 (1)チによること。 

３ 移動式 

(1) 設置場所 

 第６－１表に定める部分に設置するほか、第５ 不活性ガス消火設備３(1)イを準用すること。 

(2) ホース等 

 規則第20条第５項第３号に規定するホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、認定品とすること。

● 

(3) 位置 

 第５ 不活性ガス消火設備３(3)を準用すること。 
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(4) 操作方法 

 第５ 不活性ガス消火設備３(4)を準用すること。 

(5) 放出弁 

  (1)オによること。 

４ 表示 

 第５ 不活性ガス消火設備を準用する場合の各表示については、「不活性ガス消火設備」等を「ハロゲン化物

消火設備」等として表示すること。 

５ 使用の制限等 

(1) ハロゲン化物消火設備に使用される消火剤のうち、ハロン消火剤は、「特定物質の規制等によるオゾン層の 

  保護に関する法律（昭和63年法律第53号）」において特定ハロンとして指定されていることから、使用を抑制

するものであること。（別記「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制について」（平成

13年５月16日付け消防予第155号・消防危第61号（一部改正：平成17年12月26日付け消防予第411号・消防危第

312号））参照） 

(2) ハロゲン化物消火設備・機器に使用されるハロン消火剤の回収、管理及び既存設備への供給を適正かつ効率

的に実施するため、特定非営利活動法人消防環境ネットワークが設立されていることから、関係者や設置業者

にハロンの回収、再生及び再利用について協力を求めること。 
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〈参考〉         特定非営利活動法人消防環境ネットワークの運用フロー 

 

①ハロンの供給の申請 

②ハロンの供給の承認 

④ハロンの供給の連絡 

⑥廃棄予定ハロン回収の指示 

⑧廃棄予定ハロン回収の連絡 

③ハロンの供給 

⑦廃棄予定ハロンの回収 

⑤ハロン廃棄予定の連絡 

⑤ハロン廃棄予定の連絡 ⑤ハロン廃棄予定の連絡 

⑩データベース変更等の連絡 

⑫データベースの送付 

⑨立入検査 

防火対象物 

の関係者 

又は 

危険物施設 

の所有者等 

特定非営利活

動法人消防環

境ネットワー

ク 

TEL 

03-5404-2180 

⑪データベー

スの作成・管理 

設置業者等 

消防機関 

消 

防 

庁 

①ハロンの供給の申請…………ハロン貯蔵容器(以下「ハロン」という。)の新設、移動又は補充(以下「ハロンの供

給」という。）に対する承認を申請する。 

②ハロンの供給の承認…………ハロンの供給量、需要量等必要事項を審査して、供給の承認を行う。 

③ハロンの供給…………………ハロンの供給を行う。 

④ハロンの供給の連絡…………ハロンの供給を行った旨を協議会に連絡する。 

 

⑤ハロンの廃棄予定の連絡……ハロンの廃棄予定を直接又は消防機関を通じて連絡する。 

⑥廃棄予定ハロン回収の指示…設置業者等にハロンの回収を行うように指示する。 

⑦廃棄予定ハロンの回収………廃棄予定ハロンの回収を実施する。 

⑧廃棄予定ハロン回収の連絡…廃棄予定のハロンを回収した旨を連絡する。 

 

⑨立入検査………………………随時立入検査をし、データベースどおりのハロンの施設状況か確認する。 

 

⑩データベース変更等の連絡…立入検査の結果、データベースとハロンの設置状況が相違している場合に連絡する。 

⑪データベース作成・管理……④、⑧、⑩をもとに、データベースを作成し、管理を行う。 

⑫データベースの送付…………ハロンの設置状況をデータベースから作成し、各消防機関へ送付する。 

ハ
ロ
ン
供
給
関
係 

ハ
ロ
ン
回
収
関
係 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
関
係 

 

(3) ハロゲン化物消火設備に使用される消火剤のうち、ＨＦＣ消火剤及びＦＫ-５-１-12消火剤のデータベース

登録の周知については、第５ 不活性ガス消火設備５を準用すること。  
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別記  

 

                  ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について 

（平成13年５月16日消防予第155号・消防危第61号） 

 

 ハロゲン化物消火設備・機器に使用される消火剤であるハロン2402、ハロン1211及びハロン1301（以下「ハロン消

火剤」という。）は、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」に基づき、その具体的規制方法を定めた「オゾン層を

破壊する物質に関するモントリオール議定書」において、オゾン層を破壊する特定物質（特定ハロン（ハロン1211、

ハロン1301及びハロン2402））として指定され、生産量及び消費量の規制が平成４年（1992年）１月１日より開始さ

れ、クリティカルユース（必要不可欠な分野における使用）を除き、平成６年（1994年）１月１日以降生産等が全廃

されているところです。消防庁においては、このような状況を踏まえ、平成２年からハロン等抑卸対策検討委員会

（委員長 消防庁予防課長）等において検討を行うとともに、「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制について」 

（平成３年８月16日消防予第161号・消防危第88号。以下「抑制通知」という。）等によりハロン消火剤の使用抑制方

法等について示してきたところです。 

 さて、平成10年11月に開催された第10回モントリオール議定書締約国会合において、各締約国は「国家ハロンマネ

ジメント戦略」を策定することとされたため、我が国においても「国家ハロンマネジメント戦略」を策定し、平成12

年７月に国連環境計画（ＵＮＥＰ）に提出したところですが、これを受けて、ハロン等抑制対策検討委員会において

は、クリティカルユースの明確化等今後のハロン消火剤の抑制対策等について検討を行いました。 

 この結果を踏まえ、今後のハロン消火剤の抑制対策等について、下記のとおりとりまとめたので通知します。つき

ましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いいたします。 

 

記 

 

第１ ハロン消火剤の使用抑制について 

 

１．クリティカルユースの明確化について 

 ハロン消火剤を使用するハロゲン化物消火設備・機器の設置の抑制については、抑制通知等により、設置を抑

制する防火対象物・使用用途の種類を示してきたところである。 

 ハロン代替消火剤を用いるガス系消火設備については、知見の十分蓄積された一部のものについて平成13年４

月から一般基準化が行われたところであるが、未だハロン消火剤を全ての分野において完全に代替できるものに

はなっていない。このため、必要不可欠な分野（クリティカルユース）に限り、引き続きハロン消火剤を十分な

管理のもとに使用していくことが必要である。このクリティカルユースの運用については、人命安全を図るため

の不特定の者の利用の観点、他の消火設備による代替性の観点等についてさらに明確化が必要である。 

 このため、ハロン消火剤を使用するハロゲン化物消火設備・機器の設置については、以下の考え方に従って、

当該設置がクリティカルユースに該当するか否かを判断することとし、クリティカルユースに該当しないものに

あっては設置を抑制するものとする。 

 なお、設置の抑制は法令によるものではないため、消防同意、危険物施設の設置許可等の際に防火対象物及び

危険物施設の関係者に対して、ハロン抑制の趣旨を十分に説明され、その周知徹底を図られたいこと。 

(1) クリティカルユースの判断 

 クリティカルユースの判断に当たっては、次の原則に従って判断を行うものとする。 

① 設置対象の考え方 
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ア ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器は、他の消火設備によることが適当でない場合にの

み設置することを原則とする。 

イ 設置される防火対象物全体で考えるのではなく、消火設備を設置する部分ごとにその必要性を検討する。 

ウ 人命安全の確保を第一に考え、人の存する部分か否かをまず区分して、ハロン消火剤の使用の必要性に

ついて判断する。 

② クリティカルユースの当否の判断 

 クリティカルユースに該当するか否かの判断は、次のとおり行うものとする。なお、判断フローの参考図

を別図第１に示す。 

ア 人が存する部分の場合 

 当該部分は、基本的にはガス系消火設備を用いないことが望ましいことから、水系の消火設備（水噴霧

消火設備・泡消火設備を含む）が適さない場合に限り、ハロン消火剤を用いることができることとする。 

イ 人が存しない部分の場合 

 当該部分は、基本的にガス系消火設備を用いることが可能であることから、水系消火設備及びハロン消

火剤以外のガス系消火設備が適さない場合に限り、ハロン消火剤を用いることができることとする。 

※１ 「人が存する部分」とは、次の場所をいう。 

①不特定の者が出入りするおそれのある部分 

・不特定の者が出入りする用途に用いられている部分 

・施錠管理又はこれに準ずる出入管理が行われていない部分 

②特定の者が常時介在する部分又は頻繁に出入りする部分 

・居室に用いられる部分 

・人が存在することが前提で用いられる部分（有人作業を行うための部分等） 

・頻繁に出入りが行われる部分（おおむね１日２時間以上） 

※２ 水系の消火設備が適さない場合 

（ｗ１）消火剤が不適である（電気火災、散水障害等）。 

（ｗ２）消火剤が放出された場合の被害が大きい（水損、汚染の拡大）。 

（ｗ３）機器等に早期復旧の必要性がある（水損等）。 

（ｗ４）防護対象部分が小規模であるため、消火設備の設置コストが非常に大きくなる。 

※３ ハロン以外のガス系消火設備が適さない場合 

（ｇ１）消火剤が放出された場合の被害が大きい（汚損・破損（他のガス系消火剤による冷却、高圧、

消火時間による影響等）、汚染の拡大（原子力施設等の特殊用途に用いる施設等で室内を負圧で

管理している場所に対し、必要ガス量が多いこと等））。 

（ｇ２）機器等に早期復旧の必要性がある（放出後の進入の困難性等）。 

 なお、これらの考え方に基づいてクリティカルユースの判断を行った場合の使用用途の種類と、

抑制通知別表第１の使用用途の種類との対応関係を別表第１に示す。 

(2) 留意事項 

① クリティカルユースの当否の判断は、新たにハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器を設置す

る場合に行うものとし、既設のハロゲン化物消火設備・機器は対象としない。この場合、当該消火設備・機

器へ充填するハロン消火剤はクリティカルユースとして取り扱い、当該消火設備・機器が設置されている防

火対象物の部分等において大規模な改修等が行われる機会に適宜見直しを行われたいこと。 

② 消防法令に基づく義務設置の消火設備・機器のほか、消防法令に基づく他の消火設備の代替として設置さ

れるもの、任意に設置されるものも、これらの考え方にクリティカルユースの当否の判断を行い、該当しな
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いものは抑制の対象とすること。 

③ クリティカルユースの当否の判断について疑義が生じた場合にあっては、防火対象物の関係者がハロン消

火剤の供給の申請を行う際に、特定非営利活動法人消防環境ネットワーク（以下「消防環境ネットワーク」

という。）においても個別にチェックを行うので、参考とされたい。 

２．代替消火設備・機器について 

 ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の代替となる消火設備・機器を設置する場合の消火等に係

る適応性の基本的考え方は、別表第２及び別表第３に示したとおりであるので、これらを参考にして、代替消火

設備・機器の設置指導を行い、他に適当な消火設備がない場合にのみハロン消火剤を設置すること。 

 なお、代替消火設備を設置する場合の各消火設備の留意事項は、次のとおりであるので、指導上の参考とされ

たいこと。 

(1) スプリンクラー設備 

① 電気絶縁性がない。 

② 水損が大きい（排水設備が必要）。 

③ 制御装置等の機器内、フリーアクセス床内等の隠蔽されていて水が回らない部分への対応が困難。 

(2) 水噴霧消火設備 

① 電気絶縁性がない。 

② 水損が大きい（排水設備が必要）。 

③ 機械式駐車場に設置する場合、配管施工が困難で設置コストが非常に大きくなる場合がある。 

(3) 泡（高発泡）消火設備 

① 電気絶縁性がない。 

② 人の出入りする場所では、安全対策が必要である。 

③ 泡の積み上げ高さに限度がある（実績では20ｍまで）。 

④ 駐車場、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所及び危険物施設では、形態がさまざまであり、個々の設

置対象について技術的な検討が必要となる。 

⑤ 消火後の泡の処理の負担が大きい。 

(4) 泡（低発泡）消火設備 

① 電気絶縁性がない。 

② 機械式駐車場に設置する場合、配管施工が困難で設置コストが非常に大きくなる場合がある。 

③ 消火後の泡の処理の負担が大きい。 

(5) 不活性ガス消火設備 

① 二酸化炭素を用いる場合 

ア 常時人のいない部分に設置する設備である（移動式を除く）。全域放出方式のものは、人の出入りする

区画には設置しないこと（局所放出方式のものは、人の出入りする区画であっても防護空間内が無人であ

れば設置できる。）。ただし、迅速に避難・無人状態の確認が確実に行えること、誤操作等による不用意な

放出が防止されていることなど、極めて高い安全対策が施されていることを、個々の設置対象毎に評価等

した場合に限り、人の出入りする区画に全域放出方式のものを、令32条を活用して例外的に設置できる場

合がある。 

イ 冷却効果が非常に高いため、油絵等の美術品など、温度変化に対して脆弱な物品に消火薬剤が直接放射

された場合、破損・変質する可能性がある。 

ウ 消火薬剤貯蔵容器を置く場所の面積が、ハロン消火剤のおおむね三倍程度となる。 

② 窒素、ＩＧ-55、ＩＧ-541を用いる場合 
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ア 常時人のいない部分に設置する設備であり、人の出入りする区画、体積・面積が大きい区画には設置し

ないこと。ただし、極めて迅速に避難・無人状態の確認が確実に行えること、誤操作等による不用意な放

出が防止されていることなど、高い安全対策が施されていることを、個々の設置対象毎に評価等した場合

に限り、令32条を活用して例外的に設置できる場合がある。 

イ 区画内の圧力上昇が急激かつ大きいため、耐圧強度の小さい区画壁等が破損する可能性がある。 

ウ 消火薬剤貯蔵容器を置く場所の面積が、ハロン消火剤のおおむね５倍から10倍程度となる。 

(6) ハロン消火剤以外を用いるハロゲン化物消火設備 

① 常時人のいない部分に設置する設備であり、人の出入りする区画、体積・面積が大きい区画には設置しな

いこと。ただし、極めて迅速に避難・無人状態の確認が確実に行えること、誤操作等による不用意な放出が

防止されていることなど、高い安全対策が施されていることを、個々の設置対象毎に評価等した場合に限り、

令32条を活用して例外的に設置できる場合がある。 

② 区画内の圧力上昇が急激かつ大きいため、耐圧強度の小さい区画壁等が破損する可能性がある。 

③ 消火時にフッ化水素等のガスが発生するため、化学反応に敏感な物品が存在する場合、変質する可能性が

ある。 

(7) 粉末消火設備 

① 人の出入りする場所では、安全対策が必要である。 

② 装置機器内に付着した消火薬剤を除去することが困難である。 

③ 第三種粉末については、腐食性が大きい。 

④ 機械式駐車場に設置する場合、配管施工が困難で設置コストが非常に大きくなる場合がある。 

⑤ フリーアクセス床内等の隠蔽されていて消火剤が有効に回らない部分への対応が困難。 

 

第２ 消防環境ネットワークの運用等について 

１．消防環境ネットワークの運用等について 

 消防環境ネットワークの運用等については、引き続き「ハロンバンクの運用等について」（平成６年２月10日

消防予第32号・消防危第９号）のとおり行われること。 

２．ハロンの注意書きシールについて 

 ハロンの注意書きシールについては、ハロンのリサイクルの趣旨についてより効果的に周知を図る観点及び連

絡先の変更により、平成13年７月より別図第２のとおり変更されること。 

 この際、旧注意書きシールが貼付されているハロン容器については、設置業者等により、新注意書きシールに

貼り替えられる（旧注意書きシールが貼付されていないハロン容器については新注意書きシールを貼付する）こ

ととなっており、消防機関においては、その旨防火対象物の関係者に対し周知を図られたいこと。 

 （今後消防環境ネットワークの名称を記載したものを作成する予定であるが、当分の間、現行のシールを使用す

ることで差し支えないものとする。（平成17年12月26日付け消防予第411号・消防危第312号）） 

３．データべ一スの構築について 

 従来、ハロンのデータベースに加え、二酸化炭素消火設備、ハロン代替消火設備についてもデータベースを構

築していたが、今後の適切なハロン管理・代替設備の検討等に資するため、引き続き不活性ガス消火設備及びハ

ロゲン化物消火設備についてデータベースを構築することとしているので、設置の際に防火対象物の関係者に対

し協力をお顧いされたい。また、設置防火対象物の取り壊し等に伴い、不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消

火設備が撤去される際にも、データベースの運営上管理が必要であり、防火対象物の関係者に対し、併せて設備

の撤去の際にも届出の協力をお願いされたい。 

 なお、データベースの運営の詳細については、追って通知する。 
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別表第１ 

クリティカル・ユース用途例 

※ 本表は例示として便宜的に表記したものであり、クリティカルユースの当否については個々の設置対象の実状に

応じてそれぞれ判断を行うものである。 

 

 

使 用 用 途 の 種 類 用  途  例 

通 

信 

機 

関 

係 

等 

通信機器室等 

通信機器室、無線機室、電話交換室、磁気ディスク室、電算機室、サーバ室、信号機器室、テレックス

室、電話局切替室、通信機調整室、データプリント室、補機開閉室、電気室（重要インフラの通信機器

室等に付属するもの） 

放送室等 
ＴＶ中継室、リモートセンター、スタジオ、照明制御室、音響機器室、調整室、モニター室、放送機材

室 

制御室等 電力制御室、操作室、制御室、管制室、防災センター、動力計器室 

発電機室等 発電機室、変圧器、冷凍庫、冷蔵庫、電池室、配電盤室、電源室 

ケーブル室等 共同溝、局内マンホール、地下ピット、ＥＰＳ 

フィルム保管庫 フィルム保管庫、調光室、中継台、ＶＴＲ室、テープ室、映写室、テープ保管庫 

危険物施設の計器室等 危険物施設の計器室 

歴史的遺産等 美術品展示室等 重要文化財、美術品保管庫、展覧室、展示室 

その他 加工・作業室等 輪転機が存する印刷室 

危 

険 

物 

関 

係 

貯蔵所等 
危険物製造所（危険物製造作業室に限る。）、危険物製造所（左記を除く。）、屋内貯蔵所（防護区画内に

人が入って作業するものに限る。）、屋内貯蔵所（左記を除く。）、燃料室、油庫 

塗装等取扱所 充填室、塗料保管庫、切削油回収室、塗装室、塗料等調合室 

危険物消費等取扱所 
ボイラー室、焼却炉、燃料ポンプ室、燃料小出室、詰替作業室、暖房機械室、蒸気タービン室、ガスター

ビン室、鋳造場、乾燥室、洗浄作業室、エンジンテスト室 

油圧装置取扱所 油圧調整室 

タンク本体 
タンク本体、屋内タンク貯蔵所、屋内タンク室、地下タンクピット、集中給油設備、製造所タンク、イン

クタンク、オイルタンク 

浮屋根式タンク 浮屋根式タンクの浮屋根シール部分 

ＬＰガス付臭室 都市ガス、ＬＰＧの付臭室 

駐
車
場 

自動車等修理場 自動車修理場、自動車研究室、格納庫 

駐車場等 
自走式駐車場、機械式駐車場（防護区画内に人が乗り入れるものに限る。）、機械式駐車場（左記を除

く。）、スロープ、車路 

そ 
 
 

の 
 

 

他 

機械室等 エレベーター機械室、空調機械室、受水槽ポンプ室 

厨房室等 フライヤー室、厨房室 

加工、作業室等 
光学系組立室、漆工室、金工室、発送室、梱包室、印刷室、トレーサ室、工作機械室、製造設備、溶接

ライン、エッチングルーム、裁断室 

研究試験室等 
試験室、技師室、研究室、開発室、分析室、実験室、計測室、細菌室、電波暗室、病理室、洗浄室、放

射線室 

倉庫等 倉庫、梱包倉庫、収納室、保冷室、トランクルーム、紙庫、廃棄物庫 

書庫等 書庫、資料室、文書庫、図書室、カルテ室 

貴重品等 金庫室、宝石・毛皮・貴金属販売室 

その他 事務所、応接室、会議室、食堂、飲食室 

 

＊     は、クリティカルユースに係るもの。 
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別表第２ 

設置場所ごとの代替消火設備・機器（１） 

（法令上設置が認められる消火設備） 

 

上段：現状で設置可（○：固定式、●：移動式に限る、△：常時人がいるものを除く）、ブランク：設置不可 

下段：安全対策レベル □：必要、ブランク：特段の配慮は不必要 

 一 般 防 火 対 象 物 危 険 物 施 設 

自
動
車
の
修
理
又
は
整
備
の 

用
に
供
さ
れ
る
も
の 

駐     車     場 可
燃
性
固
体
類
、 

可
燃
性
液
体
類
又
は 

合
成
樹
脂
類 

発電機・変
圧器・その
他これらに
類する電気
設備 

通
信
機
器
室 

指定可燃物 電
気
設
備 

製
造
所 

一
般
取
扱
所 

屋
内
貯
蔵
所 

屋
外
タ
ン
ク 

20
号
タ
ン
ク 

垂
直
循
環
方
式 

多
層
循
環
方
式 

水
平
循
環
方
式 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
方
式 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

ス
ラ
イ
ド
方
式 

平
面
往
復
装
置 

自
走
立
体
方
式 

自
走
平
面
方
式 

多
段
方
式
を
含
む 

地
下
方
式 

自
動
車
用 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
方
式 

屋 
 

上 

可
燃
性
固
体
類
、 

可
燃
性
液
体
類
又
は 

合
成
樹
脂
類 

木
材
加
工
品 

及
び
木
く
ず 

ガ
ス
タ 

―
ビ
ン 

そ
れ
以
外 

第２類の引火性固体 
及び 

第４類危険物 

水噴霧 
 ○     ○ ○        ○ ○  ○ ○ ○ ○  

                       

泡 
(高発泡) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○  ○ ○ ○   

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □      □ □  □ □ □   

泡 
(低発泡) 

○ ○     ○ ○   ●     ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

                       

不活性ガス 
(二酸化炭素に限る) 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △  △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○  ○ 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ 

不活性ガス 
(二酸化炭素を除く) 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △    △ △         

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □    □ □         

ハロゲン化物 
(ハロンを除く) 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △    △ △         

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □    □ □         

粉  末 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □  □ 

 

※ 本表は基本的な考え方を示したものであり、個別の防火対象物の実状も踏まえ判断すべきものである。 
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別表第３ 

設置場所ごとの代替消火設備・機器（２） 

（条例により又は自主的に設置する消火設備） 

 

上段：現状で設置可（○：固定式、●：移動式に限る、△：常時人がいるものを除く）、ブランク：設置不可 

下段：安全対策レベル □：必要、ブランク：特段の配慮は不必要 

 一    般    防    火    対    象    物 危険物施設 

機
械
室 

展
示
室 

厨 

房 

図
書
館
・
博
物
館
・ 

美
術
館
等 

電
子
計
算
機
室 

倉    庫 テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の 

放
送
施
設 

航
空
管
制
室
・
制
御 

室
等 

ケ
ー
ブ
ル
室
等 

フ
ィ
ル
ム
等
保
管
庫 

印
刷
機
室 

浮
屋
根
タ
ン
ク 

シ
ー
ル
部 

金
庫
室
等 

ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム 

ラ
ッ
ク
式 

そ
の
他 

スプリンクラー 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○     

              

水噴霧 
○ ○ ○ ○       ○ ○   

              

泡 
(高発泡) 

○       ○    ○   

□       □    □   

泡 
(低発泡) 

○              

              

不活性ガス 
(二酸化炭素に限る) 

△ △  △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  

□ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

不活性ガス 
(二酸化炭素を除く) 

△ △  △ △ △ △  △ △ △ △ △  

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □ □  

ハロゲン化物 
(ハロンを除く) 

△ △  △ △ △ △  △ △ △ △ △  

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □ □  

粉  末 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  

□ □ □ □ □ □ □  □ □  □ □  

 

※ 本表は基本的な考え方を示したものであり、個別の防火対象物の実状も踏まえ判断すべきものである。 
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186 

 

別図１ 

クリティカル・ユースの判断フロー 

  
○ 水噴霧消火設備等の設置 
 が義務付けられている部分 
（屋内消火栓設備、スプリン 
 クラー設備が適さない） 

 
○ 屋内消火栓設備、スプリ 
 ンクラー設備の設置が義務 
 付けられている部分で、他 
 の消火設備で代替する場合 
○ 任意に設置する場合 
 

水系またはハロン 
以外のガス系統消火設備 

が適するか？ 

水 系 ハロン 

水系の消火設備 
（水噴霧・泡）が 
 適するか？ 

Yes No(＊２) 

水系・ガス ハロン 

Yes No(＊３) 

人がいる部分か？ 
Yes(＊１) No 

 

＊１ 「人がいる部分」とは、次の場所をいう。 

① 不特定の者が出入りするおそれのある部分 

② 特定の者が常時介在する部分又は頻繁に出入りする部分 

＊２ 水系の消火設備が適さない場合 

（ｗ１）消火剤が不適である（電気火災）。 

（ｗ２）消火剤が放出された場合の被害が大きい。 

ア 水損 

イ 汚染の拡大 

（ｗ３）機器等に早期復旧の必要性がある。 

（ｗ４）防護対象部分が小規模であるため、消火設備の設置コストが著しく大きくなる。 

＊３ 次の両方該当する場合 

(1) 水系の消火設備が適さない場合 

＊２に同じ。 

(2) ハロン以外のガス系消火設備が適さない場合 

（ｇ１）消火剤が放出された場合の被害が大きい。 

ア 汚損、破損（冷却、高圧、消火時間による影響） 

イ 汚染の拡大（必要ガス量が多い） 

（ｇ２）機器等に早期復旧の必要性がある（放出後の進入が困難）。 
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別図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 オゾン層を保護するため消火以外にはハロンを放出しないで下さい。 

 ハロンの設置量・設置場所はデータ管理されています。 

 不要になったハロンは、リサイクル又は破壊することが必要ですので、 

 撤去する１０日前までに所轄消防署又は下記の消防環境ネットワーク 

 まで連絡して、ハロンの回収にご協力下さい。 

 消防環境ネットワーク ＴＥＬ.０３-５４０４-２１８０ 

オゾン層の保護にご協力下さい 
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第７ 粉末消火設備（令第18条、規則第21条、条例第49条、昭和51年告示第２号及び第９号、平成７年告示第１号、

第２号、第３号、第４号及び第７号関係） 

１ 固定式の粉末消火設備 

(1) 全域放出方式の粉末消火設備 

ア 消火剤 

 消火剤の成分及び性状は、「消火器用消火剤の技術上の規格を定める省令」（昭和39年自治省令第28号）第

７条に適合した検定品であること。 

イ 貯蔵容器の設置場所 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)イ（カを除く。）を準用すること。 

  なお、第５ 不活性ガス消火設備２(1)イ（オ）の規定の「二酸化炭素又はイナートガス消火剤の貯蔵容

器置場」を「粉末消火剤の貯蔵容器置場」と読み替えること。 

ウ 貯蔵容器の性能 

（ア）貯蔵タンクは、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）により定められた「圧力容器の構造」の

板厚算定基準に適合するものであるほか、最高使用圧力の1.5倍以上の耐圧試験に合格したもの又は貯蔵

タンクに加わる圧力が1.0ＭＰaを超えるものにあっては、高圧ガス保安法に定める基準に適合した圧力容

器であること。 

（イ）貯蔵容器等は、消火剤が円滑に流動し、かつ、放出用ガスが分離しにくいもので、使用した場合充てん

量の90％以上を放出できる構造のものであること。 

エ 選択弁等 

  規則第21条第４項第11号に規定する選択弁は、認定品とするほか、第５ 不活性ガス消火設備２(1)エ

（イ）及び（ウ）を準用すること。● 

オ 放出弁 

  規則第21条第４項第３号ニ及び同項７号ホ（ヘ）の放出弁は、認定品とすること。● 

カ 容器弁等 

 規則第21条第４項第３号ロ及びハ、第５号の２並びに第12号に規定する容器弁、安全装置及び破壊板は、    

認定品とすること。● 

キ 容器弁開放装置 

  第５ 不活性ガス消火設備２(1)キを準用すること。 

ク 配管 

 規則第21条第４項第７号の規定及び第５ 不活性ガス消火設備２(1)ク（ア）から（ウ）までによるほか、

次によること。 

（ア）同時放射した場合に、噴射ヘッドの放射圧力が均一になるように、噴射ヘッドの取付枝管に至るまでの

配管をトーナメント方式にすること。 

 

第７－１図 
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（イ）配管を分岐する場合は、第７－１図のような貯蔵容器又は貯蔵タンク側にある屈曲部から分岐管までの

長さを、当該管径の20倍以上とすること。 

（ウ）規則第21条第４項第７号へのただし書の措置とは、第７－２図の配管の組合わせ又は特別継手を用いる

場合をいうものであること。 

 

第７－２図 

 

ケ 噴射ヘッド 

     規則第 21 条第１項第３号に規定する噴射ヘッドは、認定品とすること。●  

コ 防護区画の構造等 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)コ（（シ）から（タ）までを除く。）を準用すること。 

サ 制御盤等 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)シを準用すること。 

シ 圧力調整器 

（ア）圧力調整器には、指示圧力が一次側にあっては24.5ＭＰa以上、二次側にあっては調整圧力に見合った

圧力計を取り付けること。 

（イ）容器開放の際、二次圧力をおおむね1.5ＭＰaないし2.0ＭＰaに減圧し、貯蔵容器等に導入すること。 

（ウ）圧力調整器は、有効放出時間において、放射圧力の15％減まで維持できる流圧性能を有するものである

こと。 

ス 定圧作動装置 

 規則第21条第４項第９号ハに規定する定圧作動装置は、認定品とすること。● 

セ 起動装置 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)スを準用すること。 

ソ 音響警報装置 

 規則第21条第４項第15号に規定する音響警報装置は、認定品とするほか、第５ 不活性ガス消火設備２

(1)セ（（イ）ｊを除く。）を準用すること。● 

タ 保安措置 

 規則第21条第４項第16号に規定する「保安のための措置」は、第５ 不活性ガス消火設備２(1)タ（（ウ）

ｂを除く。）を準用すること。 

チ 非常電源、配線 

 第５ 不活性ガス消火設備２(1)チを準用すること。 

ツ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

(2) 局所放出方式 

ア 設置場所 

 令第13条第１項又は規則第20条第４項第１号に定めるところにより全域放出方式とすることとされた部分
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以外の部分で、予想される出火箇所が特定の部分に限定され、全域放出方式又は移動式の消火設備が不適当

と認められた場所 

イ 消火剤 

 (1)アによること。 

ウ 貯蔵容器の設置場所 

 (1)イによること。 

エ 貯蔵容器の性能 

 (1)ウによること。 

オ 選択弁 

  (1)エによること。 

カ 放出弁 

  (1)オによること。 

キ 容器弁等 

 (1)カによること。 

ク 容器弁開放装置 

  (1)キによること。 

ケ 配管等 

 (1)クによること。 

コ 噴射ヘッド 

  規則第21条第２項第２号に規定する噴射ヘッドは、認定品とすること。● 

サ 制御盤等 

 (1)サによること。この場合、遅延装置を設けないことができる。 

シ 圧力調整器 

 (1)シによること。 

ス 定圧作動装置 

 (1)スによること。 

セ 起動装置 

 (1)セによること。 

ソ 音響警報装置 

 (1)ソによること。 

タ 非常電源、配線 

 (1)チによること。 

チ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

２ 移動式 

(1) 設置場所 

 第５ 不活性ガス消火設備３(1)イを準用するほか、別記「機械式駐車装置の取扱いについて」によること。

ただし、防火対象物の部分（内部）に設置する場合は、床面の上で２段までのものに限ること。 

(2) ホース等 

 規則第21条第５項第３号に規定するホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、認定品とすること。

● 
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(3) 位置 

 第５ 不活性ガス消火設備３(3)を準用すること。 

(4) 操作方法 

 第５ 不活性ガス消火設備３(4)を準用すること。 

(5) 放出弁 

    規則第21条第５項の放出弁は、認定品とすること。● 

３ 表示 

 第５ 不活性ガス消火設備を準用する場合の各表示については、「不活性ガス消火設備」等を「粉末消火設

備」等として表示すること。 
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別記  

 

                            機械式駐車装置の取扱いについて 

           

 

 

１ 消防用設備等の設置単位について 

(1) 令第13条に規定する「機械式駐車装置で10台以上収容するもの」とは、次のものが該当するものとして取り

扱うこと。 

ア 単独の機械式駐車で10台以上収容するもの 

イ 複数の機械式駐車装置がある場合で、相互間が６ｍ以下となるものの合計で10台以上収容するもの 

(2) (1)イで同一の機械式駐車装置として取り扱うもののうち、次の場合は、それぞれ別の単位として取り扱う

こと。 

ア 地下ピット内に複数の機械式駐車装置を設け、その内部を耐火構造（１時間耐火）の壁で区画した場合。

（別添図１参照） 

イ 屋内駐車場内に複数の機械式駐車装置を設け、その内部を耐火構造（１時間耐火）の壁で区画した場合。

（別添図２参照） 

(3) (2)ア又はイの適用の際、次のものにあっては、有効に区画されているものとして取り扱うことができるこ

と。 

ア 電気配線が建築基準法施行令第112条第20項に規定する措置を施して貫通しているもの 

イ 雨水処理のためのドレーンが(2)ア又はイの適用範囲外で集合的に処理されているもの（別添図３、４参

照） 

２ 消火設備の設置について 

(1) 地下ピット１層部分及び地上部分 

 次のいずれかによること。 

ア 通路、消火足場*等から全ての車両に接近できる*ものは、地盤面、消火足場等の操作の支障のない位置に、

駐車スペースの各部分を水平讐戒できるよう消火設備を設置すること。ただし、地上３段以上の部分につい

てはホースの延長距離を考慮し各部分まで有効な消火ができるよう設置すること。（別添図５参照） 

 なお、地下ピット１層部分については上記のほか次によること。 

（ア）地盤面から消火剤を放射できるようノズル放射口等を設けること。 

（イ）車両に接近できない部分は、下記(2)イによること。 

＊ 消火足場は２段以内ごとに設置すること。 

＊ 接近できるとは、消火活動する通路や消火足場等から周囲１台分までとする。以下同じ。 

イ 車両が火災になった場合であっても、地盤面の消火可能な位置（接近できる位置とする。）に当該車両を

移動することができるように制御盤、電動機、駆動装置及び配線等について耐火耐熱保護*を施したものは、

地盤面の操作の支障のない位置に駐車スペースの各部分を水平警戒できるよう消火設備を設置すること。

（別添図６参照） 

＊ 耐火耐熱保護については、炎上中の車両を消火可能な位置に移動するために可動することとなるパ

レット等すべてに施すこと。 

(2) 地下ピット２層以下部分 

 次のいずれかによること。 
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ア 地下ピット部分が昇降のみによって車両が移動するものは、前(1)イによること。（別添図７参照） 

イ 地下ピット２層部分については、消火剤の放出のための配管等を設け、駐車スペースの各部分まで有効な

消火ができるような対策を講じたものは、地盤面の操作の支障のない位置に駐車スペースの各部分を水平警

戒できるよう消火設備を設置すること。 
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別添図１ 

地下ピット内部を耐火構造の壁で区画する場合 

 

(1) 断面図 

 

 

(2) 水平投影図 
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別添図２ 

屋内駐車場内部を耐火構造の壁で区画する場合 

 

(1) 断面図 

 

 

(2) 水平投影図 
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別添図３ 

地下ピット内駐車場集合ドレーン施工例（水平投影図） 

 

(1) 

 

 

(2)  
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別添図４ 

屋内駐車場集合ドレーン施工例（水平投影図） 

 

(1) 

 

 

(2)  
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別添図５ 

 

(1) 正面図 

 

 

(2) 水平投影図 
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別添図６ 

 

(1) 正面図 

 

 

(2) 水平投影図 

 

＊後列の車両に通路等で接近できない場合は、前列まで車両を移動できること。 
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別添図７ 

 

(1) 正面図 

 

 

(2) 水平投影図 

 

＊後列の車両に通路等で接近できない場合は、前列まで車両を移動できること。 
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第８ 屋外消火栓設備（令第19条、規則第22条関係） 

１ 水源 

 第２ 屋内消火栓設備１を準用すること。 

２ 加圧送水装置 

 第２ 屋内消火栓設備２（(2)ウ（ア）及びエを除く。）を準用すること。 

３ 配管                                 第８－１表 

(1) 第２ 屋内消火栓設備３（(1)、(2)及び(15)を除く。）を準用 

するほか、配管径は、第８－１表によること。 

 (2) 規則第22条第８号に規定する合成樹脂製の管及び管継手は、 

認定品とすること。● 

４ 起動装置 

 第２ 屋内消火栓設備４を準用すること。ただし、４(1)ウ（ア）中の数値は、0.3ＭＰaと読み替えるものと

する。 

５ 貯水槽等の耐震措置 

 第２ 屋内消火栓設備５を準用すること。 

６ 非常電源、配線等 

 第２ 屋内消火栓設備６を準用すること。 

７ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

８ 消火栓箱等 

(1) 消火栓箱の位置● 

 屋外消火栓箱は、第２ 屋内消火栓設備７(1)イ（イ）を準用すること。原則として防火対象物の出入口又

は開口部付近で、当該防火対象物の内部に対し有効に注水活動ができる位置とすること。この場合、屋内消火

栓の設置が不要な防火対象物でも、中央部に防護漏れとなる部分が生じる場合は、当該部分に屋内消火栓を設

置すること。 

(2) 消火栓箱の構造 

 第２ 屋内消火栓設備７(1)ウを準用すること。 

(3) 消火栓開閉弁 

 第２ 屋内消火栓設備７(1)エを準用するほか、原則として屋外消火栓箱内に設けること。 

(4) 筒先及びホース 

ホースは、呼称50又は65のもので、長さ20ｍ以上のもの２本以上、ノズルは、口径が呼称19mm以上のもの

（原則として噴霧切替式のもの）を１本、それぞれ接続して設置すること。 

(5) 表示及び灯火 

ア 屋外消火栓箱内に消火栓開閉弁を設けた場合は、当該屋外消火栓箱に「屋外消火栓」と表示すること。 

イ 屋外消火栓箱内に消火栓開閉弁を設けない場合は、当該屋外消火栓箱に「ホース格納箱」と表示し、消火

栓開閉弁設置位置に「消火栓」と表示すること。 

ウ 前ア及び前イの文字の大きさは、20㎝2以上とすること。● 

エ 屋外消火栓箱又はホース格納箱の表面又は扉を開放したときの見やすい箇所に操作方法を表示すること。 

オ 屋外消火栓箱又はホース格納箱の前面又は上部に赤色の灯火を設ける場合は、規則第12条第１項第３号ロ

の例により設けること。 

同時放水の口数 使用管径 

１ 75mm以上 

２以上 100mm以上 
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第９ 動力消防ポンプ設備（令第20条関係） 

１ 設置場所 

 動力消防ポンプ（消防ポンプ自動車又は自動車によって牽引されるものを除く。）は、設置する水源ごとに、

雨水等の影響を受けるおそれのない場所に設けること。 

２ 性能 

 令第20条第３項に規定する放水量は、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」（昭和61年10月自治省令

第24号）第16条の別表に定める規格放水性能における規格放水量とすること。 

３ 水源 

 水源の有効水量の算定は、次によること。 

(1) 雑用水等の水源と併用する場合は、第２ 屋内消火栓設備１(4)イを準用すること。 

(2) 地盤面下に設ける場合は、地盤面の高さから4.5ｍ以内の範囲を有効水量とすること。 

４ 器具 

(1) 吸管は、前３の有効水量が取水できる長さのものとすること。 

(2) ホースは、設置する動力消防ポンプ設備ごとに、防火対象物の各部分から水源に部署した動力消防ポンプま

で容易に到達できる本数を設けること。 

５ 表示● 

(1) 動力消防ポンプを通常収納する部分には、当該ポンプの置き場である旨の表示をすること。ただし、明らか

に判断できる場合にあっては、この限りでない。 

(2) 水源には、動力消防ポンプ用の水源である旨の表示をすること。 
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第10 自動火災報知設備（令第21条、規則第23条から第24条の２まで、条例第51条、平成９年告示第９号関係） 

１ 受信機 

(1) 常用電源 

 常用電源は、交流電源によるものとし、次によること。 

ア 電源の電圧及び容量が適正であること。 

イ 定格電圧が60Ｖを超える受信機の金属製外箱は、努めて接地工事を施すこと。 

ウ 電源は、専用回路とし、配電盤又は分電盤により、階別主開閉器の電源側から分岐すること。ただし、他

の消防用設備等の電源を自動火災報知設備の電源と共用する場合で、自動火災報知設備に障害を及ぼすおそ

れがないときは、共用することができる。 

エ 回路の分岐点から３ｍ以下の箇所に各極を同時に開閉できる開閉器及び過電流遮断器（定格遮断電流20Ａ

以下のもの）を設けること。 

オ 開閉器の表示は見やすい箇所とし、色は赤色とすること。● 

(2) 非常電源 

 第23 非常電源の例によるほか、受信機の予備電源が当該自動火災報知設備の非常電源として必要な容量以

上である場合は、非常電源を省略することができるものであること。 

(3) 設置場所等 

ア 温度又は湿度が高い場所、衝撃、振動等が激しい場所等、受信機の機能に影響を与える場所には設けない

こと。 

イ 操作上必要な空間を次により確保すること。● 

(ｱ) 扉の開閉に支障のない位置とすること。 

(ｲ) 前面に１ｍ以上の空間をとること。 

(ｳ) 背面に扉があるものは、点検に必要な空間を有すること。 

ウ 地震動等の振動による障害がないよう堅ろうに、かつ、傾きのないように設置すること。 

エ １棟の建築物は、１台の受信機で監視するものであること。ただし、次のすべてに該当する場合は、この

限りでない。 

(ｱ) 同一敷地内に２以上の建築物（自動火災報知設備を設置するものに限る。(ｳ)において同じ。）があるこ

と。 

(ｲ) 防災センター、守衛所等の集中的な管理ができる火災受信所があること。 

(ｳ) 当該受信所と各建築物との間に、次に掲げる同時通話装置のいずれかが設けられていること。 

ａ 非常電話 

ｂ インターホン 

ｃ 構内電話で緊急割込みの機能を有するもの 

オ 放送設備を設置する防火対象物にあっては、原則として、当該放送設備の操作部（遠隔操作器を含む。）

と併設すること。● 

カ 受信機の設置場所と宿直室等が異なる場合は、当該宿直室等に副受信機又は音響装置を設けること。● 

(4) 機器 

ア 一の表示窓で複数の警戒区域を表示しないこと。 

イ 煙感知器を接続させるものにあっては、原則として、蓄積式のものとすること。ただし、次のいずれかに

該当するものにあってはこの限りでない。 

(ｱ) 中継器又は感知器に蓄積式のものを設けた場合 

(ｲ) 二信号式受信機を設けた場合 
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(ｳ) その他非火災報に対する措置を有効に講じた場合 

ウ 増設工事等が予想される場合にあっては、受信機に余裕回線を残しておくこと。● 

エ 感知器等を他の設備と兼用するものにあっては、火災信号を他の設備の制御回路等を中継しないで表示す

ること。ただし、火災信号の伝送に障害とならない方法で、兼用するものにあっては、この限りでない。 

(5) 警戒区域 

ア ２以上の独立した建築物にまたがらないこと。 

イ 表示窓等には、警戒区域、名称等が適正に記入されていること。 

ウ 警戒区域が二の階にわたる場合は、二の階にわたる警戒区域のいずれかの部分に階段、吹き抜け等が設け

られていること。 

エ 階段、傾斜路等にあっては、高さ45ｍ以下ごとに一の警戒区域とすること。ただし、地階（地階の階数が

一の防火対象物を除く。）の階段、傾斜路は、別警戒区域とすること。 

オ 階段、傾斜路、エレベーター昇降路、パイプシャフトその他これらに類する場所が同一防火対象物に２以

上ある場所で、水平距離50ｍの範囲内にあるものにあっては、同一警戒区域とすることができる。 

カ 階数が２以下の防火対象物の階段及び廊下、通路等は、当該階の居室の警戒区域とすることができる。 

キ 各階の階段がそれぞれ５ｍ未満の範囲内で異なった位置に設けられている場合は、直通階段とみなして警

戒区域を設定することができる。 

２ 感知器 

(1) 規則第23条第４項第１号ロに規定する「その他外部の気流が流通する場所」とは、外気に面するそれぞれの

部分からおおむね５ｍ以内の箇所をいうものであること。ただし、上屋等の高さ、はり、たれ壁等の形態から

判断して火災の発生を有効に感知することのできる部分を除くものとする。 

(2) 多信号感知器以外の感知器の設置適用場所は、次のア又はイによること。この場合、例示した場所に環境状

態が類似した場所を含めて取り扱うこと。 

ア 規則第23条第４項第１号ニ(ｲ)から(ﾄ)までに掲げる場所及び同号ホ(ハ)に掲げる場所に設置する感知器は、

第10－１表により設置すること。 

イ 規則第23条第５項各号又は第６項第２号若しくは第３号に掲げる場所のうち、第10－２表の環境状態の欄

に掲げる場所で非火災報又は感知の遅れが発生するおそれがあるときは、規則第23条第５項各号に掲げる場

所にあっては同表中の適応煙感知器を、規則第23条第６項第２号又は第３号に掲げる場所にあっては同表中

の適応熱感知器又は適応煙感知器を、それぞれ設置すること。ただし、煙感知器を設置したときに非火災報

が頻発するおそれ又は感知が著しく遅れるおそれのある環境状態の場合は、第10－１表のいずれかの場所の

適応熱感知器の欄に掲げる感知器を設置することができる。 

(3) 多信号感知器は、その有する種別、公称作動温度又は蓄積型・非蓄積型の別に応じ、そのいずれもが前(2)

により適応感知器とするよう設置すること。 

210



第10－１表 

設 置 場 所 適 応 熱 感 知 器 
炎
感
知
器 

備   考 
環境状態 具 体 例 

差動式 

スポット型 

差動式 

分布型 

補償式 

スポット型 
定温式 

熱アナ 

ログ式 

スポッ

ト型 

１
種 

２
種 

１
種 

２
種 

１
種 

２
種 

特
種 

１
種 

規 
則 
第 
二 
十 
三 
条 
第 
四 
項 
第 
一 
号 
ニ 
(イ) 
か 
ら
(ト) 
ま 
で 
に 
掲 
げ 
る 
場 
所 
及 
び 
同 
号 
ホ 
(ハ) 
に 
掲 
げ 
る 
場 
所 

じんあい、微粉
等が多量に滞留
する場所 

ご み 集積 場、 荷捌
所、塗装室、紡績・
製材・石材等の加工
場等 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１ 規則第23条第５項第６号の規定による地階、無窓階
及び11階以上の部分では、炎感知器を設置しなければ
ならないとされているが、炎感知器による監視が著し
く困難な場合等については、令第32条を適用して、適
応熱感知器を設置できるものであること。 

２ 差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部にじん
あい、微粉等が侵入しない措置を講じたものであるこ
と。 

３ 差動式スポット型感知器又は補償式スポット型感知
器を設ける場合は、じんあい、微粉等が侵入しない構
造のものであること。 

４ 定温式感知器を設ける場合は、特種が望ましいこ
と。 

５ 紡績・製材の加工場等火災の拡大が急速になるおそ
れのある場所に設ける場合は、定温式感知器にあって
は特種で公称作動温度75℃以下のもの、熱アナログ式
スポット型感知器にあっては火災表示に係る設定表示
温度を80℃以下としたものが望ましいこと。 

水蒸気が多量に
滞留する場所 

蒸 気 洗浄 室、 脱衣
室、湯沸室、消毒室
等 

× × × ○ × ○ ○ ○ ○ × 

１ 差動式分布型感知器又は補償式スポット型感知器は
急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること。 

２ 差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部に水蒸
気が侵入しない措置を講じたものであること。 

３ 補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナ
ログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使
用すること。 

腐食性ガスが発
生するおそれの
ある場所 

メッキ工場、バッテ
リー室、汚水処理場
等 

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

１ 差動式分布型感知器を設ける場合は、感知部が被覆
され、検出部が腐食性ガスの影響を受けないもの又は
検出部に腐食性ガスが侵入しない措置を講じたもので
あること。 

２ 補償式スポット型感知器又は熱アナログ式スポット
型感知器を設ける場合は、腐食性ガスの性状に応じ、
耐酸型又は耐アルカリ型を使用すること。 

３ 定温式感知器を設ける場合は、特種が望ましいこ
と。 

厨房その他正常
時において煙が
滞留する場所 

厨房室、調理室、溶
接作業所等 × × × × × × ○ ○ ○ × 

 厨房、調理室等で高湿度となるおそれのある場所に設
ける感知器は、防水型を使用すること。 

著しく高温とな
る場所 

乾燥室、殺菌室、ボ
イラー室、鋳造場、
映写室、スタジオ等 

× × × × × × ○ ○ ○ × 
 

排気ガスが多量
に滞留する場所 

駐車場、車庫、荷物
取扱所、車路、自家
発電室、トラックヤ
ード、エンジンテス
ト室等 

○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 

１ 規則第23条第５項第６号の規定による地階、無窓階
及び11階以上の部分で炎感知器を設置しなければなら
ないとされているが、炎感知器による監視が著しく困
難な場合等については、令第32条を適用して、適応熱
感知器を設置できるものであること。 

２ 熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火
災表示に係る設定表示温度は60℃以下であること。 

煙が多量に流入
するおそれのあ
る場所 

配 膳 室、 厨房 の前
室、厨房内にある食
品庫、小荷物専用昇
降機、厨房周辺の廊
下及び通路、食堂等 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

１ 固形燃料等の可燃物が収納される配膳室、厨房の前
室等に設ける定温式感知器は、特種のものが望ましい
こと。 

２ 厨房周辺の廊下及び通路、食堂等については、定温
式感知器を使用しないこと。 

３ 上記２の場所に熱アナログ式スポット型感知器を設
ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は60℃以下
であること。 

結露が発生する
場所 

スレート又は鉄板で
葺いた屋根の倉庫・
工場パッケージ型冷
却機専用の収納室、
密 閉 され た地 下倉
庫、冷凍室の周辺等 

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

１ 補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナ
ログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使
用すること。 

２ 補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わ
ない場所に限り使用すること。 

火を使用する設
備で火炎が露出
するものが設け
られている場所 

ガラス工場、キュー
ポラのある場所、溶
接作業所、厨房、鋳
造所、鍛造所等 

× × × × × × ○ ○ ○ × 

 

注 １ ○印は当該場所に適用することを示し、×印は当該設置場所に適応しないことを示す。 

  ２ 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近（炎感知器にあっては公称監視距離の範囲）が、「環境状

態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。 

  ３ 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型の１種は感度が良いため、非火災報については２種に比べて不利な条件にあ

ることに留意すること。 

  ４ 差動式分布型３種及び定温式２種は消火設備と連動する場合に限り使用できること。 

  ５ 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれも第10－１表により適応感知器とされたもので

あること。 
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第10－２表 

設 置 場 所 適応熱感知器 適応煙感知器 炎 

 

感 

 

知 

 

器 

備  考 
環境状態 具体例 

差
動
式
ス
ポ
ッ
ト
型 

差
動
式
分
布
型 

補
償
式
ス
ポ
ッ
ト
型 

定
温
式 

熱
ア
ナ
ロ
グ
式 

ス
ポ
ッ
ト
型 

イ
オ
ン
化
式 

ス
ポ
ッ
ト
型 

光
電
式
ス
ポ
ッ
ト
型 

イ
オ
ン
化
ア
ナ
ロ
グ

式
ス
ポ
ッ
ト
型 

光
電
ア
ナ
ロ
グ
式 

ス
ポ
ッ
ト
型 

光
電
式
分
離
型 

光
電
ア
ナ
ロ
グ
式 

分
離
型 

喫煙による煙が

滞留するような

換気の悪い場所 

会議室、応接室、

休憩室、控室、楽

屋、娯楽室、喫茶

室、飲食室、待合

室、キャバレー等

の客室、集会場、

宴会場等 

○ ○ ○    ○*  ○* ○ ○  

 

就寝施設として

使用する場所 

ホテルの客室、宿

泊室、仮眠室等 
     ○* ○* ○* ○* ○ ○  

 

煙以外の微粒子

が浮遊している

場所 

廊下、通路等 

     ○* ○* ○* ○* ○ ○ ○ 

 

風の影響を受け

やすい場所 

ロビー、礼拝堂、

観覧場、塔屋にあ

る機械室等 

 ○     ○*  ○* ○ ○ ○ 

 

煙が長い距離を

移動して感知器

に到達する場所 

階段、傾斜路、エ

レベーター昇降路

等 

      ○  ○ ○ ○  

光電式スポッ

ト型感知器又

は光電アナロ

グ式スポット

型感知器を設

ける場合は、

当該感知器回

路に蓄積機能

を有しないこ

と。 

燻焼火災となる

おそれのある場

所 

電話機械室、通信

機室、電算機室、

機械制御室等 

      ○  ○ ○ ○  

 

大空間でかつ天

井が高いこと等

により熱及び煙

が拡散する場所 

体育館、航空機の

格納庫、高天井の

倉庫・工場、観覧

席上部等で感知器

取付け高さが８メ

ートル以上の場所 

 ○        ○ ○ ○ 

 

注 １ ○印は当該場所に適応すること示す。 

  ２ ○*印は、当該設置場所に煙感知器を設ける場合は、当該感知器回路に蓄積機能を有することを示す。 

  ３ 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近（光電式分離型感知器にあっては光軸、炎感知器にあって

は公称監視距離の範囲）が「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。 

  ４ 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型及び煙式（当該感知器回路に蓄積機能を有しないもの）の１種は感度が良い

ため、非火災報の発生については２種に比べて不利な条件にあることに留意すること。 

  ５ 差動式分布型３種及び定温式２種は消火設備と連動する場合に限り使用できること。 

  ６ 光電式分離型感知器は、正常時に煙等の発生がある場合で、かつ、空間が狭い場所に適応しない。 

  ７ 大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場所で、差動式分布型又は光電式分離型２種を設ける場合にあっては15

ｍ未満の天井高さに、光電式分離型１種を設ける場合にあっては20ｍ未満の天井高さで設置するものであること。 

  ８ 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが第10－２表により適応感知器とされたもの

であること。 

  ９ 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、規則第24条第7号の規定によること。 
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(4) 取付位置の高さは、次式により計算し、適応する感知器を設けること。ただし、周囲の状況から判断して出

火が予想される収納物等が通常の状態において床面より高い位置で収納される倉庫、格納庫にあってはこの限

りでない。 

（取付面の最高部）＋（取付面の最低部） 

取付位置の高さ＝ 

２ 

(5) 感知器の取付面から下端までの距離は、天井面にルーフデッキ等を使用する場合、最頂部から感知器下端ま

でとすること。（第10－１図参照） 

 

第10－１図 

(6) 換気口等の付近については（差動式分布型及び光電式分離型を除く。）、次により設けること。ただし、吹

き出し方向が固定されている場合で、感知器に直接風圧等がかからないものは、この限りでない。 

ア 換気口等の空気吹き出し口が天井面に設けられている場合は、吹き出し口から1.5ｍ以上離して感知器を

取り付けること。（第10－２図参照） 

イ 換気口等の空気吹き出し口が、天井面から１ｍ以内の壁体に設けられている場合は、当該吹き出し口から

1.5ｍ以上離して感知器を取り付けること。ただし、吹き出し口が天井面から１ｍ以上離れた壁体に設けら

れている場合は1.5ｍ以内とすることができる。（第10－３図参照） 

 

第10－２図                    第10－３図 
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(7) 感知区域は、次によること。（炎感知器の場合を除く。） 

ア １ｍ未満のはり等により、小区域が連続する場合は、感知器の取付面の高さに応じて、第10－３表で定め

る範囲の隣接する感知区域を一の感知区域と見なすことができる。 

第10－３表            （単位：㎡） 

感知器の種別 

 

取付面の高さ 

使用 

場所の構造 

差 動 式 

分 布 型 

差 動 式 

スポット型 

補 償 式 

スポット型 

定 温 式 

スポット型 
煙 感 知 器 

１種 ２種 １種 ２種 特種 １種 １種 ２種 ３種 

耐 

火 

４ｍ未満 

20 20 
20 15 15 13 60 60 

20 

４ｍ～８ｍ 

 ８ｍ～15ｍ 
    40 

40 

15ｍ～20ｍ    

非 

耐 

火 

４ｍ未満 

20 20 
15 10 10 8 60 60 

20 

４ｍ～８ｍ 

 ８ｍ～15ｍ 
    40 

40 

15ｍ～20ｍ    

イ 細長い居室等の場合 

短辺が３ｍ未満の細長い居室等の場合は、歩行距離が第10－４表で示す数値以内ごとに１個以上設置する

ことができる。 

第10－４表           （単位：ｍ） 

感知器の 

種別 

建物構造 

差動式スポット型 定温式スポット型 
煙感知器 

１種 ２種 特種 １種 

耐   火 15 13 13 10 廊下、通路に準じて

設けること。 非 耐 火 10 ８ ８ ６ 

ウ 一の小区域が隣接している場合 

はり等の深さが0.6ｍ以上（差動式スポット型、定温式スポット型感知器にあってはO.4ｍ以上）１ｍ未満

で区切られた５㎡以下（煙感知器にあっては10㎡以下）の小区域が一つ隣接している場合は、当該部分を含

めて同一感知区域とすることができる。 

エ アコーディオンカーテン等で問仕切られた部分は、それぞれ別感知区域とすること。ただし、布製カーテ

ン等の軽微なもので間仕切られたものは、この限りでない。 

オ 取付面の下方0.6ｍ以上１ｍ未満の部分に短辺が３ｍ以上で長辺が4.5ｍ以上の棚、はり出し等がある場合

は、別感知区域とすること。● 

カ 押入等の感知区域については次によること。 

(ｱ) 押入等は、原則として居室と別感知区域とすること。 

(ｲ) 感知器は、原則として押入等の上段部分に１個以上設けること。ただし、当該押入等から出火した場合

であっても延焼のおそれのない構造とした場合又はその上部の天井裏に感知器を設けてある場合は、この

限りでない。（第10－４図から第10－13図まで参照） 
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天井裏に感知器がない場合            天井裏に感知器がない場合 

第10－４図                   第10－５図 

 

 

天井裏に感知器がある場合            天井裏に感知器がある場合 

第10－６図                    第10－７図 

 

 

天井裏に感知器がない場合            天井裏に感知器がない場合 

第10－８図                   第10－９図 

 

 

天井裏に感知器がない場合           天井裏に感知器がない場合 

第10－10図                  第10－11図 
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天井裏に感知器がない場合           天井裏に感知器がない場合 

第10－12図                  第10－13図 

 

(8) 機器 

ア 腐食性ガス等の発生する場所に設ける場合は、防食性の感知器とすること。 

イ じんあい、可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのある場所に設ける場合は、適当な防護措置を施したも

のであること。 

ウ 水蒸気等が著しく発生するおそれのある場所（厨房、殺菌室、脱衣室、湯沸室等）に設ける場合は、防水

型の感知器とすること。 

(9) 設置方法 

ア 差動式スポット型及び補償式スポット型感知器 

(ｱ) 機能試験を行うのに困難な場所及び人的危険のある場所（電気室の高圧線の上部又は取付面が高い場所

等）に設けるものにあっては、感知器の試験器を設けること。この場合、感知器と試験器の間の空気管は、

検出部に表示された指定長以内とすること。 

(ｲ) 感知区域を構成する間仕切壁、はり等（以下「間仕切等」という。）の上方におおむね全幅の空気の流

通する有効な開口部（取付面の下方0.4ｍ以上）を設けた場合は、隣接する２以上の感知区域を一の感知

区域とすることができる。 

イ 差動式分布型（空気管式）感知器 

(ｱ) 空気管を布設する場合で、メッセンジャーワイヤを使用する場合（空気管とメッセンジャーワイヤのよ

り合せ及びセルフサポートによる場合等を含む。）は、ビニル被覆が施されたものを使用すること。 

(ｲ) 10分の３以上の傾斜をもつ天井に布設する場合、その頂上部に空気管を取り付け、かつ、当該天井面の

上方にあっては２ｍ（耐火建築物にあっては３ｍ）、下方にあっては８ｍ（耐火建築物にあっては９ｍ）

を超えない範囲で設け、平均設置間隔は５ｍ（耐火建築物にあっては６ｍ）以下とすること。この場合の

平均設置間隔とは、空気管を平面天井に布設するときの間隔（一辺省略の例）である。（第10－14図参

照） 

 

第10－14図 
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なお、相対する天井面に設ける空気管は、左右対称となるように設けること。また、左右の天井面に設

ける空気管の検出部を異にする場合は、頂上部にそれぞれ異なる空気管を平行に設けること。 

(ｳ) 相対する感熱部の相互問隔は、６ｍ（耐火建築物にあっては９ｍ）以下とすること。ただし、第10－15

図から第10－19図までに示すように設けた場合はこれによらないことができる。 

 

第10－15図 １辺省略の例 (1)     第10－16図 １辺省略の例 (2) 

 

 

第10－17図 １辺省略の例 (3) 

 

 

第10－18図 ２辺省略の例 (1) 
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第10－19図 ２辺省略の例 (2) 

 

(ｴ) 空気管の露出部分は、小部屋等で空気管の露出長が20ｍに満たない場合は、２重巻き又はコイル巻きと

すること。 

(ｵ) 深さ0.3ｍ以上0.6ｍ未満のはりで区切られた小区画が連続してある場合は、はり間隔２ｍ以下の区画に

あっては区画ごとに長辺に平行して１本以上の空気管を設けること。ただし、はり間隔1.5ｍ以下の区画

にあっては、１区画おきに設けることができる。 

(ｶ) 天井面が0.6ｍ以上段違いになっている場合は、高い天井面に感知器を設けること。この場合、低い天

井面の奥行が３ｍ以上の場合は、別の感知区域とすること。 

(ｷ) 検出部を異にする空気管が平行して隣接する場合は、その相互間隔を1.5ｍ以内とすること。 

(ｸ) 一の検出部に接続する空気管の長さは100ｍ以下とすること。この場合、検出部に接続するリード用空

気管も長さに含まれるものであること。 

(ｹ) 空気管は、ステープル等により確実に止められていること。また、バインド線等で固定する場合のバイ

ンド線等は、ビニル被覆がなされたものを使用すること。 

(ｺ) 壁体等の貫通部分には、保護管、ブッシング等を設けること。 

(ｻ) 空気管は、途中で分岐しないこと。 

(ｼ) テックス又は耐火ボード等天井の目地に空気管を設ける場合は、感熱効果が十分得られるよう、天井面

に露出して設けること。 

ウ 差動式分布型（熱電対式）感知器 

(ｱ) 熱電対部の前後間隔と相互間隔の比率は１：4.5以内とすること。 

(ｲ) 熱電対部と接続電線との最大合成抵抗値は、一の検出部につき指定値以下とすること。 

(ｳ) 熱電対部の個数は、一の感知区域ごとに４個以上とすること。 

(ｴ) 接続電線は、ステープル等により、確実に止められていること。この場合、熱電対部には、ステープル

等がかからないようにすること。（第10－20図参照） 

 

第10－20図 
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(ｵ) 壁体等を貫通する部分には、保護管、ブッシング等を設けること。 

エ 差動式分布型（熱半導体式）感知器 

(ｱ) 感知区域ごとに、火災を有効に感知するよう第10－５表で定める基準により設けること。 

第10－５表     （単位：ｍ） 

感知器種別 

取付面の高さ 

感知器の種別 

○印の部分は、８ｍ

未満の数値を準用す

ること。 

１種 ２種 

８ｍ未満 
耐火建築物 65 36 

その他の建築物 40 23 

８ｍ以上15ｍ未満 
耐火建築物 50 ○ 

その他の建築物 30 ○ 

(ｲ) 感熱部と接続電線との最大合成抵抗は、一の検出部につき指定値以下とすること。 

オ 定温式感知線型感知器 

(ｱ) 感知線の全長は、受信機の機能に支障ない長さ以下とすること。 

(ｲ) １室に１個以上の端子板を設けること。 

(ｳ) 感知線は、ステープル等により確実に止められていること。 

カ 煙感知器（光電式分離型を除く。） 

(ｱ) 廊下及び通路に設ける場合は、感知器相互間の歩行距離が30ｍ以下（３種にあっては20ｍ以下）とする

こと。この場合において、歩行距離が30ｍにつき垂直距離がおおむね５ｍ以下となるような勾配の傾斜路

は、通路等に準じて設けること。 

なお、地階、無窓階及び11階以上の廊下、通路に１ｍ以上のつき出したはり等がある場合は、第10－21

図の例により設けること。 

（注）この場合、隣接する両側の２感知区域までを一の 

  感知区域として設けられる。 

 

第10－21図 

(ｲ) 風速が５ｍ／ｓ以上となるおそれのある場所に設ける場合は、感知器に直接風圧がかからないような遮

へい板を設けること。 

(ｳ) エスカレーター及び廻り階段等に感知器を設ける場合は、垂直距離15ｍにつき１個以上設けること。 

(ｴ) エレベーター昇降路、パイプシャフトその他これらに類する場所（水平断面積１㎡未満のもの又は水平

区画されたものを除く。）は、最上部に１個以上設けること。ただし、エレベーター昇降路の上部に機械

室があり、当該昇降路と機械室が完全に水平区間されていない場合は、当該機械室に設けることができる。 

(ｵ) 低い天井の居室（天井高が2.3ｍ以下）又は狭い居室（おおむね40㎡未満）に設ける場合は、出入口付

近又は換気口付近の吹き出しから離れた位置に設けること。 

(ｶ) 間仕切等の上方（取付面の下方0.6ｍ未満）に空気の流通する有効な開口部（高さ0.2ｍ以上×幅1.8ｍ

以上）を設けた場合は、隣接する２以上の感知区域を一の感知区域とすることができる。また、間仕切等

の上部に開口部（0.3ｍ以上×0.2ｍ以上）を設け、その開口部からO.3ｍ以内の位置に感知器を設けた場

合は、当該隣接する感知区域を一の感知区域とすることができる。 
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キ 光電式分離型感知器 

 傾斜形天井等、凹凸がある壁面を有する防火対象物の場合の、監視区域の設定及び感知器の設置方法は、

次によること。 

(ｱ) 傾斜等がある天井等の場合 

ａ 傾斜形天井等（切妻、片流れ、のこぎり、差掛、越屋根等の形状を有する屋根の下面等をいう。）に

おける監視区域の設定。 

(a) 傾斜形天井等（越屋根の形状を有するものを除く。）に感知器を設置する場合、一の感知器の監視

区域（１組の感知器が火災を有効に感知することのできる区域で、光軸を中心に左右に水平距離７ｍ

以下の部分の床から天井等までの区域をいう。）を、まず天井等の高さが最高となる部分を有効に包

含できるように設定し、順次監視区域が隣接するように設定していくこと。ただし、天井等の高さが

最高となる部分の80％の高さより、軒の高さが高い場合は、この限りでない。 

(b) 感知器の設定例 

① 傾斜形天井の例 

 軒の高さ（ｈ）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ）の80％未満（ｈ＜0.8Ｈ）とな

る場合。（第10－22図参照） 

 

第10－22図 

 軒の高さ（ｈ）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ）の80％以上（ｈ≧0.8Ｈ）とな

る場合、光軸の設定は、Ａ方向又はＢ方向のいずれでもよい。（第10－23図参照） 

 

第10－23図 
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② のこぎり形天井等の例 

 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、Ｈ2）の80％未満（ｈ1＜

0.8Ｈ1、ｈ2＜0.8Ｈ2）となる場合（第10－24図参照） 

 

第10－24図 

 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、Ｈ2）の80％以上（ｈ1≧

0.8Ｈ1、ｈ2≧0.8Ｈ2）となる場合（第10－25図参照） 

 

第10－25図 

③ 差掛形天井等の例 

 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、Ｈ2）の80％未満（ｈ1＜

0.8Ｈ1、ｈ2＜0.8Ｈ2）となる場合（第10－26図参照） 

 

第10－26図 
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 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、Ｈ2）の80％以上（ｈ1≧

0.8Ｈ1、ｈ2≧0.8Ｈ2）となる場合（第10－27図参照） 

 

第10－27図 

ｂ 越屋根を有する傾斜形天井等における監視区域の設定 

越屋根を有する傾斜形天井等の場合は、次によること。 

(a) 越屋根部の幅が1.5ｍ以上の場合は、天井等の傾斜にかかわらず、当該越屋根部を有効に包含でき

るように監視区域を設定するとともに、順次、監視区域を隣接するように設定すること。（第10－28

図参照） 

 

第10－28図 

(b) 越屋根が換気等の目的に使用するものにあっては、当該越屋根部の基部にそれぞれ光軸が通るよう

に監視区域を設定すること。（第10－29図参照） 

 

第10－29図 
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(c) 越屋根部の幅が1.5ｍ未満の場合は、天井等の傾斜にかかわらず、当該越屋根を支える大棟間の中

心付近に光軸が通るように監視区域を設定するとともに、順次、監視区域を隣接するように設定する

こと。（第10－30図参照） 

 

第10－30図 

ｃ アーチ、ドーム形の天井等における監視区域の設定 

(a)  アーチ形天井等を有する防火対象物に感知器を設置する場合にあっては、監視区域をアーチ形天

井等の高さが最高となる部分を有効に包含できるように設定し、順次監視区域を隣接するように設定

していくこと。（第10－31図参照） 

 

第10－31図 

(b) ドーム形天井等を有する防火対象物に感知器を設置する場合にあっては、当該感知器の光軸が、ド

ーム形天井等の各部分の高さの80％以内に収まり、かつ、未監視区域を生じないように設置すること。 

(ｲ) 凹凸がある壁面を有する防火対象物 

ａ 監視区域を設定する場合、凹凸がある壁面と光軸との水平距離は、当該壁面の最深部から７ｍ以下と

すること。この場合、凹凸の深さが７ｍを超える部分にあっては、未監視部分が生じないように当該部

分をスポット型感知器等で補完する等の措置を講じること。 

223



ｂ 感知器の光軸の設定例は、次のとおりである。 

 

第10－32図 

(ｳ) 感知器の公称監視距離を超える空間を有する防火対象物 

ａ 感知器の公称監視距離を超える空間に感知器を設定する場合にあっては、未監視部分が生じないよう

に光軸を連続して設定すること。ただし、感知器の維持、管理、点検等のために天井等の部分に通路等

を設ける場合にあっては、隣接する感知器の水平距離は１ｍ以内とすること。 

ｂ 感知器の設置例は、次のとおりである。 

(a) 下がり壁がない場合 

 

第10－33図 

(b) 下がり壁がある場合 

 

第10－34図 
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(ｴ) 感知器の設置上の留意事項 

ａ 感知器は、壁、天井等に確実に取り付けるとともに、衝撃・振動等により、容易に光軸がずれないよ

うに措置すること。 

ｂ 隣接する監視区域に設ける感知器の送光部及び受光部は、相互に影響しないように設けること。 

ｃ 感知器に受信機等から電源を供給する配線は、規則第12条第１項第５号の規定の例によること。 

ク 炎感知器 

(ｱ) 道路の用に供される部分以外に設ける場合 

ａ 感知器は、天井等又は壁の日光を受けない位置に設置すること。 

ｂ 感知器は、壁によって区画された区域ごとに監視空間の各部分から当該感知器までの距離（以下「監

視距離」という。）が公称監視距離の範囲内になるよう設けること。 

 

第10－35図 

ｃ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないよう設けること。この場合、

監視空間内にある1.2ｍ以下の障害物等は感知障害として扱わないものとし（第10－36図参照）、これ

を超える障害物等がある場合は、監視空間内に生じる未警戒区域を警戒できる感知器を別に設置するこ

と。（第10－37図参照） 

 

第10－36図 
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第10－37図 

ｄ 感知器は、屋内に設けるものにあっては屋内型のものを、屋外に設けるものにあっては屋外用のもの

を設けること。ただし、文化財関係建造物等の軒下又は床下及び物品販売店舗等の荷さばき場、荷物取

扱場、トラックヤード等の上屋の下部で雨水のかかるおそれがないように措置された場所に設ける場合

は、屋内型のものを設けることができる。 

ｅ 感知器の取付け角度により監視範囲が変化することに留意し、未警戒部分が生じないよう措置するこ

と。（第10－38図参照） 

 

第10－38図 

(ｲ) 道路の用に供される部分に設ける場合 

前(ｱ)ａ及びｂによるほか、次によること。 

ａ 感知器は、道路型とし、道路の側壁部又は路端の上部に設けること。 

ｂ 感知器は、道路面（監視員通路が設けられている場合は、当該通路面）からの高さが１ｍ以上1.5ｍ

以下の部分に設けること。（第10－39図） 

ｃ 道路の各部分から感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるよう設けること。 

ｄ 障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないよう設けること。 
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第10－39図 

３ 中継器 

(1) 常用電源 

常用電源は、交流電源によるものとし、次によること。 

ア 受信機から電源までの供給を受ける中継器 

（１(1)ア及びイを準用すること。） 

イ 受信機から電源までの供給を受けない中継器 

（１(1)を準用すること。） 

(2) 非常電源 

１(2)を準用すること。 

(3) 設置場所 

ア 裸火等を用いる火気使用設備から５ｍ以内の位置に設けないこと。 

イ 振動が激しい場所又は腐食性ガスの発生する場所等機能障害の生じるおそれのある場所に設けないこと。 

４ 発信機 

(1) 設置位置 

ア 廊下、階段、出入口付近等多数の者の目にふれやすい場所で、かつ、操作の容易な場所に設けること。● 

イ 発信機の押しボタンの位置は、床面から0.8ｍ以上1.5ｍ以下にすること。 

(2) 設置方法 

ア 階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50ｍ以下となるよう設けること。 

イ 次に掲げる場所に発信機を設ける場合は、防食型、防水型又は適当な防護措置を施すこと。 

(ｱ) 腐食性ガス等の発生するおそれのある場所 

(ｲ) 可燃性ガス、粉じん等が滞留するおそれのある場所 

(ｳ) 雨水等が浸入するおそれのある場所（屋外型発信機を設ける場所を除く。） 

ウ 屋内消火栓箱等の扉の開閉に伴って可動する部分に設けるリード線は、可とう性のあるより線等を使用す

ること。● 

(3) 機器 

ア 受信機に対し適応性に支障のないものであること。 

なお、Ｐ型２級受信機及びＧＰ型２級受信機に接続する発信機には、Ｐ型１級発信機を用いることができ

るものであること。 

イ 巡回記録装置、電話、消火設備、その他の警報設備等と共用させる場合にあっては、共用させることによ

り自動火災報知設備の機能障害を与えないこと。 

５ 主（副）音響、地区音響装置 

音響装置は、次に適合すること。 
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(1) 音響効果を妨げるような障害物のある場所には設けないこと。 

(2) 外傷を受けるおそれのある場所には設けないこと。 

(3) ベルの鳴動により、設備に振動を与えないように設けること。 

(4) 音色は他の機器の騒音等と明らかに区別できること。 

(5) 可燃性ガス、粉じん等の滞留するおそれのある場所に設けるものにあっては、適当な防護措置を講じること。 

(6) 規則第24条第５号ハ及び第５号の２ロによる区分鳴動の場合は、次によること。 

ア 出火階、直上階及び地階以外の階には火災の状況に応じ、手動操作により一斉鳴動することができるもの

であること。 

イ 階段、エレベーター昇降路等に設置した感知器の作動と連動して地区音響装置を鳴動させないこと。● 

(7) カラオケボックス等を有する防火対象物にあっては、当該カラオケボックス等の内にベルを増設すること。 

ただし、当該カラオケボックス等に自動火災報知設備の作動と連動して音響装置の音以外の音の電源遮断を有

する等の有効な措置を講じた場合又は遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用

させる役務の用に供する個室にあっては、騒音（ＢＧＭ等）のない静寂な状態で営業されている施設で各個室

の間仕切りが天井面からおおむね１ｍ以上開放されているか、若しくは第14 非常警報設備２(3)ア(ｲ)で規定

する障子、ふすま等遮音性能の著しく低いもので区画されている場合で、提供されるヘッドホンの種別により

第10－６表の距離以内ごとにベルが設置されている場合はこの限りでない。 

第10－６表        （単位：ｍ） 

(8) 規則第24条第５号ハ及び第５号の２ロに定める区分鳴動から全区域鳴動に自動的に警報を発する場合の信号

等については、次によること。 

ア 「一定の時間」については、防火対象物の用途、規模等並びに火災確認に要する時間、出火階及びその直

上階等からの避難が完了すると想定される時間等を考慮し、おおむね数分とし、最大でも10分以内とするこ

と。 

イ 「新たな火災信号」については、感知器が作動した警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、他の感知器

からの火災信号（火災信号を感知器ごとに認識できる受信機に限る。）、発信機からの信号及び火災の発生

を確認した旨の信号が該当すること。 

(9) 規則第24条第５号ト及び第５号の２ニに規定する地区音響装置は、認定品とすること。● 

(10)規則第24条第２号ホ(ﾛ)、第５号イ(ﾛ)及び第５号の２イ(ﾛ)に規定する「ダンスホール、カラオケボックス

その他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所」は、次に掲げるものとすること。 

ア ダンスホール、ディスコ、ライブハウス（コンサートホールを含む。）等で室内の音響が大きいため、他

の音響が聞き取りにくい場所 

イ カラオケボックス、カラオケルーム等で、壁、防音設備等により室外の音響が聞き取りにくい場所。ただ

し、ダンスホール、カラオケボックス等であっても、室内で音響装置等の音を容易に聞き取ることができる場

所を除くこと。また、同項同号に規定される「他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができ

る」とは、任意の場所で65ｄＢ以上の音圧があることをいうものであること。ただし、暗騒音が65ｄＢ以上あ

る場合は、次に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果のある措置を講ずること。 
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(ｱ) 音響装置の音圧が、暗騒音よりも６ｄＢ以上強くなるよう確保されていること。 

(ｲ) 音響装置の作動と連動して、音響装置の音以外の音が自動的に停止又は音響装置の音圧よりも６ｄＢ以

上低減すること。若しくは常時人がいる場所に受信機又は火災表示盤等を設置することにより、音響装置

が鳴動した場合に音響装置以外の音が手動で停止又は音響装置の音圧よりも６ｄＢ以上低減することがで

きるものであること。 

(11)規則第24条第５号イ(ハ)及び第５号の２イ(ハ)に規定する「警報音を確実に聞き取ることができる」とは、

次のいずれかに該当する場合をいうものとする。 

ア 任意の場所で65ｄＢ以上の音圧があること。ただし、暗騒音が65ｄＢ以上ある場合は、次のいずれかの措

置又はこれらと同等以上の効果のある措置を講ずること。 

(ｱ) 個室における音響装置の音圧が、通常の使用状態においてヘッドホン等から流れる最大音圧よりも６ｄ

Ｂ以上強くなるよう確保されていること。 

（注）最大音圧とは、音響機器自体において一定以上音圧が上がらないよう制限されている場合や、利用者

に音圧を一定以上に上げないよう周知徹底がなされている場合等においては、当該音圧をいう。 

(ｲ) 音響装置の作動と連動して、音響装置の音以外の音が自動的に停止又は音響装置の音圧よりも６ｄＢ以

上低減すること。若しくは常時人がいる場所に受信機又は火災表示盤等を設置することにより、音響装置

が鳴動した場合に音響装置以外の音が手動で停止又は音響装置の音圧よりも６ｄＢ以上低減することがで

きるものであること。（無停電装置が設置されている音響装置等は除く。） 

イ 前(7)の措置に加え、次のいずれかの措置を講じること。 

(ｱ) 音響装置の作動と連動して、フラッシュライト又は赤色灯等が点滅する設備を設けること。 

(ｲ) 従業員によるマイク放送（音圧は任意の場所で65ｄＢ以上とする。）及び拡声器等を用いた迅速な避難

誘導の実施ができ、かつ、各個室内の見やすい箇所に火災発生時に最大音量及び最大音圧以上で利用した

場合、火災が確認できない旨の標識を掲出する等の手段を講じること。 

６ 蓄積機能 

(1) 蓄積式受信機又は蓄積式中継器 

ア 蓄積式受信機及び蓄積式中継器に感知器を接続する場合にあっては、一の警戒区域ごとに次によること。 

(ｱ) 感知器を接続する場合にあっては、当該感知器の公称蓄積時間と当該中継器に設定された蓄積時間及び

受信機の蓄積時間の合計の最大時間（接続される感知器の種類によって当該中継器等の蓄積時間が異なる

ものにあっては、その合計の最大時間をいう。以下同じ。）が60秒を超えないこと。 

(ｲ) 煙感知器以外の感知器を接続する場合にあっては、当該中継器に設定された蓄積時間及び受信機の蓄積

時問の合計の最大時間が20秒を超えないこと。 

イ 感知器、中継器及び受信機の接続は、指定された適正なものであること。 

ウ 蓄積式中継器及び蓄積式受信機は、発信機を操作した場合、蓄積機能を自動的に解除できるものであるこ

と。 

エ 蓄積式中継器は、受信機内部又は受信機直近の外部に設けることとし、外部に設ける場合は、不燃性又は

難燃性の外箱で覆うこと。 

(2) 蓄積付加装置 

 前(1)ア、ウ及びエに準じるほか、次によること。 

ア 蓄積付加装置を接続することのできる受信機は、当該蓄積付加装置に表示されている適応受信機であるこ

と。 

イ 蓄積中である旨の表示は、受信機又は蓄積付加装置の外箱の見やすい位置に設置した灯火又は警報音によ

り行うものとすること。 
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７ 移報用装置等 

 移報用装置又は火災通報装置連動停止スイッチ箱（以下「移報用装置等」という。）は、次によること。 

(1) 機器 

ア 自動火災報知設備の受信機からの火災信号を中継し、警備保障会仕等の保有する「防災通報受信装置」に

移報するものにあっては、移報用装置（Ⅰ型）とすること。 

イ 自動火災報知設備の受信機の移報用端子がすでに使用されている場合に、誘導灯信号装置等をはじめとす

る他の消防・防災用設備等に移報するものにあっては、移報用装置（Ⅱ型）とすること。 

(2) 設置方法等 

ア 移報用装置等は、受信機の直近で点検が容易な位置に設けること。ただし、連動停止スイッチ箱にあって

は、火災通報装置等の直近とすることができる。 

イ 移報用装置等は、自動火災報知設備の機能に支障をきたさないこと。 

ウ 移報用装置等の電源は、停電時に電力を出力できる端子から供給されるものであること。この場合、自動

火災報知設備の作動に支障のない容量を有しているものであること。 

エ 受信機の移報用端子又は移報装置に移報を停止するスイッチを設け、かつ、停止している旨の表示装置が

設けられている場合は、連動停止スイッチ箱を設置しないことができる。 

(3) 接続方法 

ア 受信機に移報用端子が設けられていて、使用されていない場合 

 

（注）移報用端子には「火災通報装置等用」である旨表示すること。 

第10－40図 

イ 受信機に移報用端子が設けられていて、すでに他の設備等に使用されている場合 

 

（注）① 移報用装置は、多回路のものを使用し、受信機の移報用端子にすでに接続されていた設備等を

接続替えすること。 

② 移報用装置の当該端子には、「火災通報装置等用」である旨の表示をすること。 

第10－41図 

ウ 受信機の主音響装置端子から接続用端子を介して移報用装置が接続されていて、すでに他の設備等に使用

されている場合 
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（注）① 移報用装置は、多回路のものを使用し、受信機の移報用端子にすでに接続されていた設備等を

接続替えすること。 

② 移報用装置の当該端子には、「火災通報装置等用」である旨の表示をすること。 

③ 主音響装置停止スイッチには、「移報連動用」、である旨の表示をすること。 

④ 接続用端子が設けられない場合は、丸型圧着端子等により容易に配線が外れない措置を講じ、

主音響装置に接続できるものとする。 

第10－42図 

エ 受信機に移報用端子が設けられていない場合 

 

（注）① 新たに接続用端子を設け、当該接続用端子及び移報用装置には、「火災通報装置等用」である

旨の表示をすること。 

② 主音響装置停止スイッチには、「移報連動用」である旨の表示をすること。 

③ 接続用端子が設けられない場合は、丸型圧着端子等により容易に配線が外れない措置を講じ、

主音響装置に接続できるものとする。 

第10－43図 

８ 配線及び工事方法 

 配線及び工事方法は、第23 非常電源５によるほか、次によること。 

(1) 屋内配線 

 屋内配線の工事は、金属管工事、合成樹脂管工事、ケーブル工事、金属ダクト工事、ステープルどめ工事、

可とう電線管工事又はこれと同等以上の工事方法により行い、おのおの次に定める基準に適合したものとする

こと。 

ア 金属管工事 

(ｱ) 金属管内には電線の接続点を設けないこと。 

(ｲ) 金属管は、ＪＩＳ Ｃ 8305（電線管（鋼製））に適合するもの又はこれと同等以上の防食性及び引張強

さを有するものとし、管の厚さは1.2㎜以上とすること。 

(ｳ) 金属管の端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないようななめらかなものであること。 

(ｴ) 金属管の屈曲部の曲率半径は、管径の4.5倍以上とすること。 

(ｵ) 管路はできる限り屈曲を少なくし、１箇所のたわみ角度は90度以下とすること。 

(ｶ) 屈曲部が多い場合又は金属管の全長が30ｍ以上の場合には、適当な箇所にプルボックス又はジョイント

ボックスを設けること。 
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(ｷ) プルボックス又はジョイントボックスは、次の各号に適合するように設けること。 

ａ 電線の接続が容易に行えるような場所に設けること。 

ｂ ボックス内に水が浸入しないような措置を講じること。 

(ｸ) 金属管相互の接続は、カップリングを使用し、ねじ込み、突合せ及び締付けを十分に行うこと。 

(ｹ) メタルラス張り、ワタヤラス張り又は金属板張りの壁体等を貫通させる場合は、十分電気的に絶縁する

こと。 

イ 合成樹脂管工事 

(ｱ) 合成樹脂管内には電線の接続点を設けないこと。 

(ｲ) 合成樹脂管はＪＩＳ Ｃ 8430（硬質塩化ビニル電線管）に適合するもの又はこれと同等以上の耐電圧性、

引張り強さ及び耐熱性を有するものとすること。 

(ｳ) 合成樹脂管相互及び管とボックスの接続は、管の差込み深さを管の外径の1.2倍（接着剤を使用する場

合は0.8倍）以上とし、かつ、堅ろうに行うこと。 

(ｴ) 管の支持点間の距離は1.5ｍ以下、管端、管とボックスの接続点又は管相互の接続点の支持点間の距離

は0.3ｍ以下とすること。 

(ｵ) 温度の高い場所又は湿度の高い場所に施設する場合は、適当な防護措置を講ずること。 

(ｶ) 重量物による圧力、著しい機械的衝撃を受けるおそれのある場合等には適当な防護措置を講ずること。 

(ｷ) 壁体等を貫通させる場合は、熱的に適当な防護措置を講ずること。 

(ｸ) その他、金属管工事に準じて行うこと。 

ウ ケーブル工事 

(ｱ) ケーブルを造営材の面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を２ｍ以下とし、かつ、

ケーブルの被覆を破損しないように取り付けること。 

(ｲ) ケーブルは、水道管、ガス管、他の配線等と接触しないように施設すること。 

(ｳ) 重量物による圧力、著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場合等には、適当な防護措置を講じること。 

(ｴ) 壁体等を貫通させる場合は、熱的に適当な防護措置を講じること。 

エ 金属ダクト工事 

(ｱ) 金属ダクト内には電線の接続点を設けないこと。ただし、電線の接続点が容易に点検できる場合は、こ

の限りでない。 

(ｲ) 金属ダクトに収める電線の断面積（絶縁被覆材を含む。）の総和は、ダクトの内部断面積の20％以下と

すること。 

(ｳ) 金属ダクトの内面は、電線の被覆を損傷しないようななめらかなものであること。 

(ｴ) 金属ダクト内の電線を外部に引き出す部分に係る工事は、金属管工事又は可とう電線管工事の例による

こと。ただし、金属ダクトに収める電線がケーブルである場合は、この限りでない。 

(ｵ) 金属ダクトは、厚さ1.2㎜以上の鉄板又はこれと同等以上の機械的強度を有するものであること。 

(ｶ) 金属ダクトの支持点間の距離は３ｍ以下とすること。 

(ｷ) 金属ダクトは、さび止め等の防食措置を講ずること。 

オ ステープルどめ工事 

(ｱ) 点検できないいんぺい場所又は周囲温度が60℃以上になる場所においては、この工事方法は用いないこ

と。 

(ｲ) 外傷を受けるおそれのある場所、湿度の高い場所等に施設する場合は、適当な防護措置を講じること。 

(ｳ) ステープルの支持点間の距離は、0.6ｍ以下とすること。 

(ｴ) 壁体等を貫通させる部分は、がい管等を用いることにより保護すること。 
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(ｵ) 立ち上がり部分は、木製線ぴ、金属線ぴ等を用いることにより保護すること。 

カ 可とう電線管工事 

(ｱ) 可とう電線管内には、電線の接続点を設けないこと。 

(ｲ) 可とう電線管の内面は、電線の被覆を損傷しないようななめらかなものであること。 

(ｳ) 重量物による圧力、著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場合には、適当な防護措置を講じること。 

(2) 地中配線 

 地中配線の工事は、引入れ式、暗きょ式又は直接式工事により行い、各々次に定める基準に適合したものと

すること。 

ア 引入れ式（管路式） 

(ｱ) 地中電線を収める管は、水が浸入しないように施設すること。 

(ｲ) 地中電線を収める管は、ガス管、ヒューム管、合成樹脂管等堅ろうなものを使用し、かつ、車両その他

の重量物による圧力に耐えるように施設すること。 

イ 暗きょ式 

(ｱ) 地中電線を収める暗きょは、水が浸入しないように施設すること。 

(ｲ) 地中電線を収める暗きょは、鉄筋コンクリート等の堅ろうなもので作り、車両その他の重量物による圧

力に耐えるように施設すること。 

ウ 直接式 

(ｱ) 地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物による圧力を受けるおそれがある場所は1.2ｍ以上、その

他の場所は0.6ｍ以上とすること。 

(ｲ) 地中電線は、コンクリート製のトラフ、ガス管、ヒューム管等の堅ろうなものに収めて施設すること。

ただし、次のａ又はｂのいずれかの場合で、幅20cm以上、厚さ２cm以上の木板等で上部を覆った場合は、

この限りでない。 

ａ 地中電線にパイプ型圧力ケーブルを使用する場合 

ｂ 車両その他の重量物による圧力を受けるおそれのない場所に施設する場合 

エ 引入れ式、暗きょ式及び直接式共通事項 

(ｱ) ハンドホール及びマンホールは、ケーブルの引入れ及び曲げに適するもので、構造はコンクリート造又

はこれと同等以上の強度を有するものとし、底部には水抜きを設けること。 

(ｲ) ケーブルの接続は、ハンドホール、マンホール等容易に点検できる箇所で行うこと。 

(ｳ) 引込口及び引出口は、水が屋内に浸入しないように引入れ式又は直接式の貫通管を屋外に傾斜させるこ

と。 

(ｴ) 火災報知設備用のケーブルと電力ケーブルとは0.3ｍ以上（ケーブルが特別高圧用の場合は0.6ｍ以上）

離すこと。ただし、電磁的に遮へいを行い、かつ、耐火性能を有する隔壁を設けた場合は、この限りでな

い。 

(ｵ) 直接式の場合は、ケーブルの曲がり場所等にケーブルを施設した旨の標識を設けること。 

(3) 架空配線 

 架空配線は、次の各号に適合するものであること。 

ア 支持物 

架空配線に用いる支持物は、木柱、コンクリート柱、鋼管柱、鉄柱又は鉄塔とすること。 

イ 支持物の施設 

 支柱、コンクリート柱等の支持物は、根入れを支持物の全長の６分の１以上とし、かつ、埋設深さは30cm

以上とすること。 
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ウ 支線及び支柱 

 支線及び支柱は、次の(ｱ)及び(ｲ)に適合するものであること。 

(ｱ) 支線は、その素線の直径が2.6㎜以上の亜鉛メッキ鉄線又はこれと同等以上の防食性及び引張り強さを

有するものを用いること。 

(ｲ) 支線と支持物は、堅固に取り付けること。 

エ 架空電線と他の物体との接近又は交さ 

(ｱ) 火災報知設備に使用する架空電線（この項において「架空電線」という。）と低圧架空電線が接近する

場合、架空電線と低圧架空電線との水平距離は１ｍ以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

ａ 低圧架空電線が高圧絶縁電線又はケーブルであって、架空電線と低圧架空電線との水平距離が0.3ｍ

以上である場合 

ｂ 低圧架空電線が引込み用ビニル絶縁電線又は600Ｖビニル絶縁電線であって、架空電線と低圧架空電

線との距離が0.6ｍ以上である場合 

ｃ 架空電線と低圧架空電線との垂直距離が６ｍ以上である場合 

(ｲ) 架空電線と高圧架空電線とが接近する場合、架空電線と高圧架空電線との水平距離は、1.2ｍ以上とす

ること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 

ａ 高圧架空電線が高圧絶縁電線であって、架空電線と高圧架空電線との距離が0.8ｍ以上である場合 

ｂ 高圧架空電線がケーブルであって、架空電線と高圧架空電線との距離が0.4ｍ以上である場合 

ｃ 架空電線と高圧架空電線との垂直距離が６ｍ以上である場合 

(ｳ) 架空電線と他の架空電線路の支持物との距離は、低圧架空電線路にあっては0.3ｍ以上、高圧架空電線

路にあっては0.6ｍ以上（電線がケーブルの場合は、0.3ｍ以上）であること。 

(ｴ) 架空電線と植物との離隔距離は、0.3ｍ以上であること。 

(ｵ) 架空電線は、低圧架空電線又は高圧架空電線の上に施設しないこと。ただし、施工上やむを得ない場合

で、架空電線と低圧架空電線又は高圧架空電線との間に保護網を施設した場合は、この限りでない。 

(ｶ) 架空電線と低圧架空電線又は高圧架空電線と接近する場合で、架空電線を低圧架空電線又は高圧架空電

線の上方に施設する場合は、水平距離は、架空電線の支持の地表上の高さに相当する距離以上とすること。 

(ｷ) 架空電線の高さは、次のａからｃまでに適合するものであること。 

ａ 道路を横断する場合は、地表上６ｍ以上 

ｂ 鉄道又は軌道を横断する場合は、軌道面上5.5ｍ以上 

ｃ ａ又はｂ以外の場合は、地表上５ｍ以上。ただし、道路以外の箇所に施設する場合は、地表上４ｍ以

上とすることができる。 

(ｸ) 架空電線と低圧架空電線又は高圧架空電線とを共架する場合は、次のａからｃまでに適合するものであ

ること。 

ａ 架空電線は、低圧架空電線又は高圧架空電線の下に施設すること。 

ｂ 架空電線と他の架空電線路の距離は、架空電線路が低圧架空電線にあっては0.75ｍ以上、高圧架空電

線にあっては、1.5ｍ以上とすること。 

ｃ 架空電線は、他の架空電線路により誘導障害が生じないように施設すること。 

オ その他 

 その他架空電線は、次の各号に適合するものであること。 

(ｱ) つり線配線（メッセンジャーワイヤー）に用いるつり線は、亜鉛メッキ鋼より線とし、その太さは第10

－７表に適合するものであること。 
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第10－７表 

ケーブルの種類 つり線の太さ 

ケーブル0.65㎜   20ＰＣ以下 断面積  30mm2 

ケーブル0.65㎜   50ＰＣ以下 断面積  45mm2 

ケーブル0.65㎜  100ＰＣ以下 断面積  55㎜2 

 

(ｲ) 架空電線は、がいし、メッセンジャーワイヤー等で堅ろうに支持し、かつ、外傷、絶縁劣化等を生じな

いように施設すること。 

(ｳ) 架空電線の引込みロ及び引出しロには、がい管又は電線管を用いること。 

(ｴ) 架空電線の架空部分の長さの合計が50ｍを超える場合は、受信機の引込みロにできるだけ接近した架空

電線と屋内配線の接続点に第10－44図に掲げる保安装置を設けること。ただし、次のいずれかに適合する

場合はこの限りでない。 

ａ 架空電線が有効な避雷針の保護範囲内にある場合 

ｂ 屋外線が接地された架空ケーブル又は地中ケーブルだけの場合 

 

 

 

 

 

（注）Ｆ：定格電流７Ａ以下の自動遮断器 

Ｌ：交流500Ｖ以下で作動する避雷器 

Ｅ：Ｄ種接地工事 

第10－44図 

(4) 屋側配線 

 屋側配線は、次の各号に適合するものであること。 

ア 金属管、合成樹脂管又はケーブルを造営材に沿って取付ける場合、その支持点間の距離は２ｍ以下とする

こと。 

イ メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材に施設する場合は、十分電気的に絶縁すること。 

(5) 接地 

 接地は、次の各号に定めるところにより行うこと。 

ア 接地線は、導体直径1.6㎜以上のビニル電線又はこれと同等以上の絶縁性及び導電性を有する電線を用い

ること。 

イ 接地線には、ヒューズその他の遮断器を入れないこと。 

９ 総合操作盤 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 
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第11 ガス漏れ火災警報設備（令第21条の２、規則第24条の２の２から第24条の２の４まで、昭和56年告示第２号関

係） 

１ 受信機 

(1) 常用電源 

 第10 自動火災報知設備１(1)を準用すること。 

(2) 非常電源 

 第10 自動火災報知設備１(2)を準用すること。 

(3) 設置場所 

 第10 自動火災報知設備１(3)を準用するほか、受信機は、音声警報装置の操作部又は遠隔操作器と併置す

ること。 

(4) 機器 

 第10 自動火災報知設備１(4)（イを除く。）を準用すること。 

(5) 警戒区域 

 第10 自動火災報知設備１(5)アからウまでを準用するほか、次によること。 

ア 一の警戒区域の１辺の長さは、50ｍ以下とし、検知区域のある室（天井裏及び床下の部分を含む。）の壁

（間仕切及び天井から突き出したはりを含む。）の区画等で境界線を設定すること。 

イ 前アによるほか、天井裏又は床下の部分に設けるものを除き警戒区域の面積が600㎡以下で、かつ、１辺

の長さが50ｍ以下の部分（検知区域のない室等を含む。）に２以上の検知区域が分散してある場合は、一の

警戒区域として設定することができる。 

２ 検知器 

(1) 常用電源 

 常用電源は、交流電源によるものとし、次によること。 

ア 受信機及び中継器から電源の供給を受ける検知器 

 第10 自動火災報知設備１(1)ア及びイを準用すること。 

イ 受信機及び中継器から電源の供給を受けない検知器 

 第10 自動火災報知設備１(1)ア、ウ及びオを準用するほか、次によること。 

（ア）定格電圧が150Ｖを超える検知器の金属製外箱は、接地工事を施すこと。 

（イ）回路の分岐点から３ｍ以下の箇所に、各極を同時に開閉できる開閉器及び最大負荷電源の1.5倍（３Ａ

未満の場合は３Ａとする。）以上の電流で作動する過電流遮断器（定格遮断電流20Ａ以下のものであるこ

と。）が設けてあること。 

(2) 非常電源 

 第10 自動火災報知設備１(2)を準用すること。 

(3) 設置方法 

ア 共通事項 

 規則第24条の２の３第１項第１号イ（イ）に規定された水平距離の算定は、次に定める距離によること。 

（ア）ガス燃焼機器はバーナー部分の中心からの距離 

（イ）ガス栓は当該ガス栓の中心からの距離 

（ウ）貫通部は外壁の室内に面するガス配管の中心からの距離 

イ 検知対象ガスの空気に対する比重が１未満の場合 

（ア）燃焼器等から水平距離が８ｍ以内のガス漏れを最も有効に検知することができ、かつ、廃ガスの影響の

少ない位置に検知器を設けること。 
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（イ）燃焼器等から水平距離12ｍ以内（廃ガスの影響を受けやすい水平距離４ｍ以内を除く。）で天井面から

0.6ｍ未満の位置に吸気口がある場合は、前（ア）により検知器を設けるほか、燃焼器等から最も近い吸

気口付近（吸気口からおおむね1.5ｍ以内の場所）に検知器を設けること。（第11－１図参照）ただし、最

も近い吸気口が燃焼器等から水平距離４ｍを超え８ｍ以内にあり、かつ、当該吸気口付近に検知器を設け

た場合は、前（ア）の検知器を省略することができる。（第11－２図参照） 

 

第11－１図                     第11－２図 

ウ 検知対象ガスの空気に対する比重が１を超える場合 

（ア）燃焼器等又は貫通部の設けられている側の床面より高い段差がある場合は、当該段差の手前に検知器を

設けること。 

（イ）燃焼器等又は貫通部から水平距離４ｍ以内に床面から0.3ｍを超えるカウンター等がある場合、検知器

は燃焼器等又は貫通部の側に設けること。（第11－３図参照） 

 

第11－３図 

 (4) 機 器 

 検知器にあっては、告示に適合すること。 

３ 中継器 

(1) 常用電源 

ア 受信機及び検知器から電源の供給を受ける中継器 

 第10 自動火災報知設備１(1)ア及びイを準用すること。 
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イ 受信機及び検知器から電源の供給を受けない中継器 

 第10 自動火災報知設備１(1)を準用すること。 

(2) 非常電源 

 第10 自動火災報知設備１(2)を準用すること。 

(3) 設置方法 

ア 腐食性ガスの発生する場所等機能障害の生ずるおそれのある場所に設けないこと。 

イ 自動火災報知設備の中継器と兼用するものにあっては、第10 自動火災報知設備３(3)を準用すること。 

４ 警報装置 

(1) 音声警報装置 

 第14 非常警報設備２を準用すること。 

(2) ガス漏れ表示灯 

 ガス漏れ表示灯は、検知器の作動と連動するほか、次に適合すること。 

ア 一の警戒区域が２以上の室からなる場合又は天井裏若しくは床下を警戒する場合、検知区域のある室ごと

の主たる出入口付近（天井裏又は床下の部分にあっては点検口付近）にガス漏れ表示灯を設けること。 

イ ガス漏れ表示灯の設置位置は、床面から4.5ｍ以下とすること。 

ウ ガス漏れ表示灯の直近には、ガス漏れ表示灯である旨の標識を設けること。 

(3) 検知区域警報装置 

 検知区域警報装置は、検知器の作動と連動するほか、次に適合すること。 

ア 検知区域警報装置は、検知区域内に設けること。 

イ 機械室その他常時人のいない場所で一の警報区域が２以上の検知区域から構成される場合又は天井裏若し

くは床下の部分の検知区域にあっては、当該警戒区域ごとに検知区域警報装置を設けることができる。 

ウ 検知区域警報装置の直近には、検知区域警報装置である旨の標識を設けること。ただし、検知器が警報機

能を有する場合はこの限りでない。 

エ 警報音は、第10 自動火災報知設備５(4)を準用すること。 

５ 配線及び工事方法 

 第10 自動火災報知設備８(1)から(5)までを準用するほか、検知器の電源の供給方式は、コンセントを使用す

る場合、次によること。● 

(1) 検知器の電源の供給停止が受信機で確認できるものであること。 

(2) コンセントは、引掛け型コンセント等容易に離脱しない構造のものであること。 

(3) コンセントは、検知器専用のものとすること。 

６ 総合操作盤 

  第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

  ７ 温泉の採取のための設備に関する事項 

(1) 用語の定義 

  ア  温泉採取設備とは、規則第24条の２の２第３項に規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並び

にこれらの間の配管をいう。また、ガス分離設備については、その名称にかかわらず、貯湯タンクなど一

定量のガスを分離しているものも含まれるものであること。 

イ 令第21条の２第１項第３号及び規則第24条の２の２第１項第２号に規定する温泉法（昭和23年法律第125

号）第14条の５第１項の都道府県知事の確認を受けた温泉採取設備の場所とは、次の場所をいうものであ

ること。 
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（ア）温泉法施行規則（昭和23年厚生省令第35号）第６条の６第１項の規定により、環境大臣が定めるメタ

ン濃度（平成20年環境省告示第58号）であるもの。 

（イ）温泉法施行規則第６条の６第２項の規定により、温泉付随ガスの気泡が目視できず、近隣にあり、か

つ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認められる温泉

の採取の場所におけるメタン濃度が、環境大臣が定めるメタン濃度（平成20年環境省告示第58号）であ

るもの。 

ウ 規則第24条の２の２第３項に規定する「可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所」とは、温泉採取

設備が設けられた室が２面以上開放されている場合をいうものであること。 

(2) 検知器の設置方法 

ア 検知対象ガスの空気に対する比重が１未満の場合 

温泉の採取のための設備（規則第24条の２の２第３項に規定するものをいう。以下同じ。）の周囲の長さ

10ｍにつき１個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所（天井面等が0.6m以

上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。）に

設ける（第11-４図参照）とともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、

当該装置は、防災センター等に設けること。 

   

（第11-４図） 

イ 検知対象ガスの空気に対する比重が１を超える場合 

温泉の採取のための設備の周囲の長さ10ｍにつき１個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有

効に検知できる場所に設ける（第11－４図参照）とともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。 

この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。 
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第12 漏電火災警報器（令第22条、規則第24条の３、平成25年規格省令第24号関係） 

１ 設置方法 

(1) 漏電火災警報器は、令第22条第１項に掲げる防火対象物の電路の引込線又はＢ種接地線に設けること。ただ

し、同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である令第22条第１項に該当する２以上の建築物の

電気の引込線が共通であるときは、当該共通引込線に１個の漏電火災警報器を設置すれば足りること。（別図

１参照） 

(2) 高周波による誘導障害を排除するため、次に掲げる措置を講じること。● 

ア 誘導防止用コンデンサを、受信機の変流器接続用端子及び操作電源端子に入れること。ただし、誘導障害

対策を講じたものにあっては、この限りでない。 

イ 変流器の２次側配線は、次により設置すること。 

（ア）配線にはシールドケーブルを使用するか、配線相互間を密着して設けること。 

（イ）配線こう長をできる限り短くすること。 

（ウ）大電流回路からはできるだけ離隔すること。 

ウ その他必要に応じ静電誘導防止、電磁誘導防止等の措置を講じること。 

２ 設置場所 

(1) 漏電火災警報器は、次のアからキまでに掲げる場所以外の場所に設けること。ただし、防爆、防食、防温、

防振又は静電遮へい等設置場所に応じた適当な防護措置を施したものにあっては、この限りでない。 

ア 可燃性蒸気、可燃性ガス又は可燃性微粉が滞留するおそれのある場所 

イ 火薬類を製造し、貯蔵し、又は取扱う場所 

ウ 腐食性の蒸気、ガス等が発生するおそれのある場所 

エ 湿度の高い場所 

オ 温度変化の激しい場所 

カ 振動が激しく機械的損傷を受けるおそれのある場所 

キ 大電流回路、高周波発生回路等により影響を受けるおそれのある場所 

(2) 漏電火災警報器の受信部は、屋内点検が容易な位置に設置すること。ただし、当該設備に雨水等に対する適

当な防護措置を施した場合は、屋外の点検が容易な位置に設置することができる。 

(3) 変流器 

 変流器は、建築物に電力を供給する電路の引込部の外壁等に近接した電路又はＢ種接地線で、点検が容易な

位置に設置すること。 

３ 変流器の定格の選定 

(1) 警戒電路に設ける変流器の定格電流は、当該建築物の警戒電路における負荷電流（せん頭負荷電流を除

く。）の総和としての最大負荷電流値以上とすること。 

(2) Ｂ種接地線に設ける変流器の定格電流は、当該警戒電路の定格電圧の数値の20％に相当する数値以上の電流

値とすること。 

４ 漏電火災警報器の検出漏洩電流設定値 

 検出漏洩電流設定値は、建築物の警戒電路の負荷、電線こう長等を考慮して100ｍＡ、から400ｍＡまで（Ｂ種

接地線に設けるものにあっては400ｍＡから800ｍＡまで）を標準として誤報が生じない範囲内に設定すること。 

５ 漏電火災警報器の操作電源 

(1) 漏電火災警報器の操作電源は、電流制限器（電流制限器を設けていない場合にあっては主開閉器）の１次側

から専用回路として分岐し、その専用回路には、開閉器（定格15Ａのヒューズ付き開閉器又は定格の20Ａ以下

の配線用遮断器）を設けること。（別図２参照） 
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(2) 漏電火災警報器の専用回路に設ける開閉器の表示は赤色とすること。 

６ 配線及び工事方法 

配線（耐火耐熱保護配線を除く。）及び工事方法は、第23 非常電源５(3)イによること。 

７ 契約電流容量 

 令第22条第１項第７号に定める契約電流容量は、次によること。 

(1) 防火対象物の関係者と電気事業者間でなされた契約電流（契約上使用できる最大電流（Ａ）をいう。）、契約

容量（契約上使用できる最大容量（ｋＶＡ）をいう。）及び契約電力（契約上使用できる最大電力（ｋＷ）を

いう。）とし、契約電流（アンペア契約）にあってはその契約の電流値、契約容量又は契約電力にあっては、

標準電圧を100Ｖ又は200Ｖ、力率を1.0として第12－１式により求めた値とすること。 

（契約容量（ｋＶＡ）又は契約電力（ｋＷ））×1,000 
契約電流容量（Ａ）＝                          …（第12－１式） 

標準電圧（100Ｖ又は200Ｖ）×力率(1.0) 

（注）① 電気方式が三相３線式の場合にあっては、標準電圧に√３を乗じること。 

② 電気方式が単相３線式の場合にあっては、標準電圧を200Ｖとすること。 

(2) 同一敷地内に防火対象物が２以上ある場合で、契約種別が１である場合にあっては、当該防火対象物の契約

電流容量を当該防火対象物の低圧屋内電路に接続されている負荷設備総容量（ｋＶＡ又はｋＷ）から第12－２

式によって求めた値とすること。 

負荷設備総容量（ｋＶＡ又はｋＷ）×1,000 
契約電流容量（Ａ）＝                    ×需要係数（0.6）…（第12－２式） 

標準電圧（100Ｖ又は200Ｖ）×力率(1.0) 

（注）① 電気方式が三相３線式の場合にあっては、標準電圧に√３を乗じること。 

② 電気方式が単相３線式の場合にあっては、標準電圧を200Ｖとすること。 

(3) 高圧又は特別高圧の変電設備を有する防火対象物の契約電流容量は、低圧側において第12－２式より算出し

た値とすること。 

(4) 同一の防火対象物に、同一契約種別が２以上となる場合の契約電流容量は、その合計値とすること。 
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別図１ 各防火対象物が設けられている電力量計に至るまでの引込線が需要家の所有に係る場合の例 

引込線の接続と引込口配線の関係     変流器の設置箇所と電路との関係 

 

×印は引込線の接続点 

×印以降は引込口配線（×印以降が需要家の所有にかかるもの） 

 

２ 各防火対象物に設けられている電力量計に至るまでの引込線が電気事業者の所有に係る場合の例 

引込線の接続と引込口配線の関係     変流器の設置箇所と電路との関係 

 

×印までが電気事業者の所有にかかるもの 

別図２ 

操作電源用専用回路等の接続 

１ 電流制限器がある場合         ２ 開閉器がある場合 

 

凡例 

ＷＨＭ……電力量計 

 Ｓ ……カットアウトスイッチ又はブレーカー 

 Ｌ ……電流制限器 

 Ｆ ……受信機 
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第13 消防機関へ通報する火災報知設備（令第23条、規則第25条、平成８年告示第１号関係） 

１ 用語の定義 

(1) 火災通報装置 

 火災が発生した場合において手動起動装置を操作することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄

積音声情報により通報するとともに通話を行うことができる装置で告示基準に適合しているものをいう。 

(2) 手動起動装置 

 火災通報専用である押しボタン、遠隔起動装置等をいう。 

(3) 直接通報 

  火災通報装置を令第21条の技術上の基準に従い又は当該基準の例により設置した自動火災報知設備（以下「自

火報」という。）と連動させることにより、人を介することなく火災発生後の早い段階で消防機関へ通報を行う

ことができる体制をいう（規則第25条第３項第５号及び第４項第４号の規定による場合を含む。以下同じ。）。 

  なお、自火報との連動にあっては、感知器からの火災信号によるほか、自火報の受信機が火災表示を行う要件

（中継器からの火災信号、発信機からの火災信号等）とも連動して起動するものであること。また、令別表第１

(16)項イのうち、(6)項イ(1)若しくは(2)又はロが存するものについては、防火対象物全体の火災信号からの連

動とすること。 

(4) 強化対象物 

 令別表第１(6)項ロ（(16)項イの当該用途部分を含む。）に掲げる防火対象物のうち、令第12条第２項第３号の

２で規定する防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積

の合計が1,000㎡以上のものをいう。 

(5) 一般対象物 

 強化対象物以外の防火対象物（一般住宅を除く。）をいう。 

(6) 蓄積音声情報 

 あらかじめ音声で記憶させている火災通報に係る情報をいう。 

(7) 通信信号音 

 火災通報装置からの通報であることを示す信号音をいう。 

(8) 試験装置 

 火災通報装置の試験を局線を捕捉しない状態で行うために使用する、消防機関の119番受信装置に代わる模擬

ll9番による試験を行う装置をいう。 

(9) 防災センター 

  規則第25条第３項第５号ただし書中の「防災センター」とは、総合操作盤その他これに類する設備により防火

対象物の消防用設備等の監視、操作等を行う場所であって、常時人による監視等が行われており、確実な通報体

制が確保されているものをいうものであること。 

２ 火災通報装置の設置基準等について 

(1) 規則第25条第３項第１号の規定による火災通報装置は、認定品とすること。● 

(2) 配線及び工事方法は、第10 自動火災報知設備８(1)から(5)までを準用すること。 

(3) 規則第25条第１項に規定する「歩行距離」は、「令第23条第１項に掲げる防火対象物のすべての部分から最寄

りの消防機関の受付までの水平距離」とする。 

(4) 火災通報装置の工事（直接通報に係る自火報との配線工事を含む。）は、甲種第４類の消防設備士の資格を有

する者が行う必要があるが、電源部分の工事及び電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「電通法」とい

う。）第53条の規定に基づく工事担当者規則（昭和60年郵政省令第28号）第３条第３号に該当する電話回線、と

の接続工事については、この限りではない。 

(5) 火災通報装置の工事にあたっては、法第17条の14の規定による工事着手の届出（以下「着工届」という。）、ま

た、設置にあたっては、法第17条の３の２の規定による消防用設備等設置届出（以下「設置届」という。）が必
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要となるが、審査及び検査の基準については、別記１によること。 

(6) 火災通報装置の着工届及び設置届に係る事務処理要領については、別記２によること。 

 (7) 直接通報を行う防火対象物に設置する自火報については、次のうちいずれかの非火災報対策を講じること。● 

  ア 蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置 

  イ 二信号式の受信機の設置 

  ウ 蓄積付加装置の設置 

  エ 設置場所の環境状態に適応する感知器の設置 

３ ＩＳＤＮ回線への接続等の特例（別記３参照） 

 ＩＳＤＮ回線に火災通報装置を接続する場合は「火災通報装置のＩＳＤＮ回線への接続等の取扱について（平成

12年ll月30日消防予第266号。以下「266号通知」という。）」によるほか、次によること。 

(1) 消防機関による確認（266号通知６(2)関係） 

ア 火災通報装置の届出は、別記２により事務処理を行い、検査時に当該火災通報装置の接続方法及び通報状態

について確認すること。 

イ 着工届には、火災通報装置対応ＴＡ等の仕様、ＩＳＤＮ回線への火災通報装置の接続方法等の確認できる書

類を添付すること。 

(2) 既設の火災通報装置の取扱い（266号通知７関係） 

 火災通報装置対応ＴＡ等は、火災通報装置の附属装置ではなく、電話回線の一部とみなされるものであり、火

災通報装置対応ＴＡ等の設置等に係る工事については、消防用設備等の工事には該当しないが、既に火災通報装

置が設置されている防火対象物において、電話回線がアナログ回線からＩＳＤＮ回線に変更された場合であって

も、確実な火災通報の徹底を図る必要があることから、前(1)アに準じ、着工届及び設置届を提出させ火災通報

装置の適切な接続について確認すること。 

４ ＩＰ電話回線への接続等の留意事項について 

  ＩＰ電話回線に火災通報装置を接続する場合は「消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準

の一部を改正する件の運用上の留意事項について（平成28年８月３日消防予第240号。以下「240号通知」とい

う。」によるほか、次によること。 

(1) 消防機関による確認 

ア 前３.(1)アを準用するほか、規則第25条第３項第２号に規定する「火災通報装置の機能に支障を生ずるおそ

れのない電話回線」については、別記１．７(8)の設置通話試験及び別記第１号様式により適切な接続である

かを確認すること。 

イ 着工届には、火災通報装置に接続する回線終端装置等の予備電源（無停電電源装置等）の仕様及び回線終端

装置等の容量を確認できる書類を添付させること。 

 (2) ＩＰ電話回線に接続する場合の回線終端装置等について 

 共同住宅等の配線方式によっては、火災通報装置が設置された住戸内の回線終端装置等以外にも回線終端装置等

が共用部分等に設けられている場合があり、その場合は、当該部分の回線終端装置等にも予備電源の設置が必要

となること。 

なお、配線方式については、別記第１号様式により配線方式を把握し、必要に応じて予備電源の有無を確認する

こと。 

５ 直接通報を指導する防火対象物等●（規則第25条第３項第５号及び第４項第４号の規定による場合を除く。） 

 直接通報を行うためには、当該防火対象物に自火報が設置されるとともに、適正な維持管理及び非火災報対策が必

要となることから、指導にあたっては、直接通報の趣旨及び内容について関係者に十分説明して同意を得たうえで、

次の(1)から(3)までの区分によること。 

(1) 直接通報を指導する防火対象物は、令別表第１(6)項イ(3)（(16)項イの当該用途部分を含む。）のうち、病床

数が20以上で、かつ、令第12条の基準に従い又は当該基準の例により、スプリンクラー設備が設置されていない
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防火対象物とする。 

(2) (1)の指導対象以外（令別表第１(5)項イ、(6)項イ及びハに限る。）で自主的又は特例の適用を受けないで火災

通報装置を設置する防火対象物にあっては、原則として、直接通報とすること。 

(3) (1)及び(2)以外の防火対象物に火災通報装置を設置する場合は、原則として、手動起動による通報に限ること

としますが、消防局の呼び返しに応答ができる関係者が常時いるもの又は消防隊が現場に到着した場合に関係者

等が対応できる体制が確立されているもので、関係者から自主的に直接通報を行うことについて要望があった場

合、これを認めて差し支えないものであること。 

６ 自主設置又は特例の適用を受けないで設置される火災通報装置の取扱い 

(1) 手動起動のみの通報として用いる非常通報装置で既に令第23条第１項に規定する防火対象物以外の防火対象物

に設置されているものにあっては、自主設置の火災通報装置が設置されているものとして取り扱うこと。 

(2) 新たに令第23条第１項の規定の適用を受けない防火対象物に火災通報装置を設置する場合であっても当該規定

の内容を含めて法令基準に準じて設置すること。● 

(3) 一般住宅については、設置指導しないこと。 

７ 関係者への指導● 

 火災通報装置について設置、使用、変更又は廃止の際、関係者に対して次の項目を指導すること。 

(1) 誤操作及び非火災報による通報を防止するため、勤務員等に対して火災通報装置の取扱いについて習熟させる

こと。 

(2) 火災通報装置、接続した自火報等の維持管理を適正に行うこと。 

(3) 火災通報装置により通報した後、消防局から直ちに当該防火対象物に呼び返しが行われるので、火災状況につ

いて応答すること。 

(4) 火災通報装置により通報した後、火災でないことが判明した場合又は鎮火した場合は、速やかにその旨を119

番により通報すること。 

(5) 自火報の非火災報が発生した場合には、関係者においてもその原因を究明するよう努めるとともに、当該防火

対象物の管理、環境に適応した感知器に交換する等、非火災報の再発を防止するための措置を講ずるよう指導す

ること。 

(6) 火災通報装置は、火災の通報のみに使用できるものであり、救急要請等の通報には使用しないこと。 

(7) 火災通報装置は、当該防火対象物の火災通報のみに使用できるものであり、付近で発生した火災の通報は、一

般電話により行うこと。 

(8) 火災通報装置の設置位置、通報内容等を変更する場合は、着工届が必要となること。 

(9) 従前の非常通報装置を火災通報装置として取り扱う場合で、蓄積音声情報の通報内容が別記１、３の通報内容

と異なるものについては、通報内容を変更するよう促すこと。（例：「保０１」を「強化対象」に変更） 

(10)火災通報装置を廃止した時は、速やかに所轄消防署へ連絡すること。 

(11) 直接通報を行う防火対象物において、自衛消防訓練等を実施する場合は、連動停止スイッチ箱等を操作し、

必ず非連動として、自火報が作動したことを知らせるメッセージが送信できない状態にした後、実施すること。 

８ その他 

 「社会福祉施設における非常通報装置の設置指導要領について」（昭和62年12月19日消指導第262号。以下「262

号通知」という。）及び「手動起動のみの非常通報装置の設置について」（昭和63年8月31日消指導第124号・消指令

第89号。以下「124号通知」という。）に基づき承認されている非常通報装置を設置している場合は、火災通報装置

として取り扱って差し支えないものであること。 
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別記１ 

火災通報装置の審査及び検査の基準 

１ 火災通報装置の設置場所等 

(1) 火災通報装置は、自火報の設置対象にあっては、自火報の受信機又は副受信機と併設すること。 

(2) 火災通報装置の操作部（手動起動装置、モニター、発報表示及び非常用送受話器等）が制御部と分離している

場合、当該制御部は維持管理できる場所に設けること。 

(3) 遠隔起動装置を設ける場合は、(1)によることとし、この場合、火災通報装置を設けた場所との間で通話がで

きるインターホン等の装置を備えておくこと。 

(4) 火災通報装置の手動起動装置、非常用送受話器及び遠隔起動装置には、その旨を表示しておくこと。 

(5) 手動起動装置及び遠隔起動装置には、いたずら防止のための措置を講じておくこと。 

(6) 通常使用されている電話機を火災通報装置に設置する場合にあっては、呼び返し信号に対する応答、割り込み

通話等が支障なくできる場合に限り、当該電話機を火災通報装置本体の直近に設け、かつ、非常用送受話器と兼

用となっている旨を表示することにより、差し支えないこと。 

 表示例 非常用送受話器兼用電話 

２ 火災通報装置の接続 

(1) 火災通報装置と電話回線の接続は、試験装置の接続に対応させるため、プラグジャック方式又はアダプタ式ジ

ャック方式とすること。 

(2) 火災通報装置は、使用頻度の最も少ない加入電話回線のＰＢＸ等と分界点との間に接続し、ＰＢＸ等の内線側

には接続しないこと。 

(3) 自火報との連動をさせる場合にあっては、連動停止スイッチを介して次により接続させること。 

ア 自火報受信機の連動停止スイッチを使用する場合にあっては次によること。 

（ア）連動停止スイッチは、専用とすること。 

（イ）連動を停止した場合は、連動が停止している旨の表示灯が点灯すること。 

イ 連動停止スイッチを新たに設ける場合にあっては、次によること。 

（ア）連動停止スイッチは、専用とすること。 

（イ）連動を停止した場合は、連動が停止している旨の表示灯が点灯すること。 

（ウ）連動停止スイッチを別置する場合の電源は、受信機から供給されていること。 

   なお、特定小規模施設用自火報のうち受信機を設けないもの等受信機から電源供給ができない場合にあっ

ては、火災通報装置から供給することで差し支えないものとする。 

ウ 自火報の発信機等に消防機関へ通報する機器と連動している旨の表示を施すこと。ただし、防火対象物の管

理状況等に応じ、発信機等のいずれかに表示することで支障ないこととし、連動停止スイッチに表示すること

でもよいこととします。 

 表示例 １１９番通報と連動しています 

３ 通報内容 

 蓄積音声情報の通報内容は、次によることとし、(1)から順次行うこと。ただし、一般対象物については、(3)及

び(4)を除くものとする。 

(1) 通報信号音 

ア 手動起動の場合：「ピ、ピ、ピ」の２回繰り返し 

イ 自火報連動起動の場合：「ピン、ポーン」の２回繰り返し 

(2) 通報メッセージ 

ア 手動起動の場合：「火事です、火事です。」 

イ 自火報連動起動の場合：「自動火災報知設備が作動しました。」 

(3) 強化対象物の指定：「強化対象」 
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(4) 用途：令別表第１に掲げる用途（例：老人福祉施設） 

(5) 防火対象物の所在地：行政区から始まること 

(6) 防火対象物の名称 

(7) 呼び返し案内メッセージ 

ア 強化対象物のメッセージ例 

（ア）手動起動の場合 

ピ、ピ、ピ ピ、ピ、ピ 火事です。火事です。強化対象 老人福祉施設 

 (1)     (1)     (2)   (3)   (4) 

保土ケ谷区川辺町２丁目９番地 ○○○園 

 (5)              (6) 

わかりましたら信号を送ってください。 

(7) （※あらかじめ録音された内容でもよい。） 

（イ） 自火報連動起動の場合 

ピン、ポーン ピン、ポーン 自動火災報知設備が作動しました。強化対象 

 (1)      (1)         (2)           (3) 

老人福祉施設 保土ケ谷区川辺町２丁目９番地 ○○○園 

 (4)       (5)            (6) 

わかりましたら信号を送ってください。 

 (7) （※あらかじめ録音された内容でもよい。） 

イ 一般対象物のメッセージ例 

（ア）手動起動の場合 

ピ、ピ、ピ ピ、ピ、ピ 火事です。火事です。保土ケ谷区川辺町２丁目９番地 

 (1)     (1)    (2)          (5) 

○○銀行 わかりましたら信号を送ってください。 

 (6)    (7)（※あらかじめ録音された内容でもよい。） 

（イ）自火報連動起動の場合 

ピン、ポーン ピン、ポーン 自動火災報知設備が作動しました。 

 (1)      (1)        (2) 

保土ケ谷区川辺町２丁目９番地 ○○銀行 わかりましたら信号を送ってください。 

    (5)          (6)     (7) （※あらかじめ録音された内容でもよい。） 

４ 機器等 

(1) 火災通報装置は、告示基準及び電通法第49条の端末機器の技術基準に適合していること。 

(2) 選択信号種別 

 火災通報装置の選択信号送出方式は、火災通報装置と接続されている電話回線と同一であること。 

５ 配 線 

(1) 遠隔起動装置から火災通報装置までの配線は、規則第12条第１項第５号の規定によること。 

(2) 端子との接続は、ゆるみ、破損等がないこと。 

６ 耐震措置等 

 火災通報装置は、地震等による転倒防止のための有効な措置を講じること。 

７ 検査要領 

 火災通報装置の試験は、「(8) 設置通話試験」を除き試験装置を用いて次により行うこと。 

(1) 起動装置 

 火災通報装置を試験装置に接続した後、起動用押しボタン等を操作し、起動信号の送出を確認する。 
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(2) 強制切り替え 

 火災通報装置から分岐された内線電話を試験装置により、話中状態にして作動させた場合、話中の電話回線を

開放し、強制的に火災通報側に捕捉すること。 

(3) 自動呼び出し 

ア 不応答時の呼び出し 

 火災通報装置を起動させ、試験装置の模擬ll9番を呼び出した場合、呼び出し継続時間は180秒以上であり、

蓄積音声情報は３回以上繰り返されること。 

イ 話中時の呼び出し 

 試験装置の模擬119番電話回線を話中状態にして火災通報装置を起動させた場合、再呼び出し時間は300秒以

上であること。 

(4) 通話頭出し機能 

 火災通報装置を起動させ、試験装置の模擬119番送受話器で応答した場合、通報が常時冒頭から始まること。 

(5) 通報継続機能 

ア 一区切りの蓄積音声情報は30秒以下であり、防火対象物に応じて聞き取れる速さの記録容量を確保している

こと。 

イ 通報は、モニターにより発信者側で聞き取れること。 

ウ 受信側は、受信及び通話を完了し電話回線の開放操作をした後、再通報しないこと。 

エ 蓄積音声情報は、継続して90秒以上通報されること。 

(6) 模擬通話試験 

ア 模擬119番送受話器からの呼び出し通話試験 

 火災通報装置の起動により蓄積音声情報を通報させた場合、一区切り終了後の５秒間に送出した呼び出し信

号が発信側の非常用送受話器を呼び出し、模擬119番送受話器と通話ができること。 

イ 割り込み通話機能 

 火災通報装置の起動により蓄積音声情報を通報させ、蓄積音声情報通話中に通話割り込み操作を行った場合、

通報が停止され、試験装置の模擬119番送受話器と発信側の非常用送受話器間で通話ができること。 

(7) 予備電源 

ア 電源スイッチを操作して常用電源が遮断した時に自動的に予備電源に切り替わること。 

イ 予備電源の端子電圧が所定の電圧以上であること。 

ウ 予備電源に切り替えた状態で操作した場合、適正に作動すること。 

(8) 設置通話試験 

 通報試験は、司令課渉外担当まで直接連絡し、次により実施すること。 

ア 連絡時期 

 試験実施の連絡は、着工届等を受理し試験実施日が決定した時点及び試験実施日当日とすること。 

 （試験実施日当日の連絡は、実施10分前までに必ず連絡すること。） 

イ 連絡内容及び立ち会い 

 通報試験は、点検、訓練等と区別するため、火災通報装置の新設に伴う試験である旨（例「火災通報装置の

新規設置に伴う、最初の接続試験です。」）を伝えるとともに、職員の立ち会いのもと実施し、司令課職員と立

ち会いをする職員が双方を確認し通報試験記録に記入すること。 

ウ 火災通報装置を電話回線に接続し、手動起動装置により起動させ、蓄積音声情報の内容が当該防火対象物に

適合し、かつ、音圧、速度が容易に聞き取れること。 

エ 通報頭出し機能、通報継続機能及び通話状況等一連の作動が適正であり、消防局側で回線を開放した後は、

再通報しないこと。 

オ 手動起動、遠隔起動及び自火報による起動については、それぞれ２回以上実施すること。
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別記２ 

火災通報装置の着工届及び設置届に係る事務処理要領 

１ 事務処理要領 

(1) 届出書類の処理 

ア 火災通報装置（確実な火災通報の徹底を図る必要があるため自主設置のものを含む。(3)から(5)までにおい

て同じ。）に係る着工届を受理する際、「火災通報試験票」（別記第１号様式）を添付させ、別記１「火災通報

装置の審査及び検査の基準」中、３の通報内容が適正かどうか確認すること。 

イ 直接通報を行う対象物については、別記第１号様式中「９ 自動火災報知設備・維持管理状況」で、非火災

報対策が十分行われているか確認すること。 

ウ 火災通報装置の変更に係る着工届を受理したときは、ア又はイの手続きによること。 

エ 非常通報装置を変更する場合についても、火災通報装置に準じて処理するものとし、蓄積音声情報の内容が

別記１、３の通報内容に適合しない場合は、これを変更するよう指導すること。 

オ 火災通報装置の機種によっては、工事の際に本体設置及び電源、電話回線との接続だけで設置できる場合も

ありますが、このような軽易な工事であっても、法第17条の14の規定による着工届が必要であること。 

(2) 直接通報を行う防火対象物の非火災報対策の充実 

ア 火災通報装置の設置後においても査察等の機会を捉えて、当該防火対象物の火災通報装置の管理状況を把握

するとともに不備事項については、関係者に対して早急に改善するよう指導すること。 

イ 自火報の非火災報が発生した場合には、関係者と協力してその原因究明に努めるとともに、当該防火対象物

の管理、環境に適応した感知器への変更や誤操作の防止を図る等、必要な措置を講じるよう指導すること。 

(3) 事務の流れ 

ア 署長は、関係者が火災通報装置の着工届を提出する際、別記第１号様式を添付書類に追加させ、内容が適正

か確認した後、これを受理すること。 

イ 署長は、別記第１号様式の写し（１部）及び案内図（敷地内の建物の位置及び形状が判別できるように記載

したもの。）を司令課長あてに住居表示の決定したものを試験実施日の３日前までに到着するよう送付するこ

と。 

ウ 司令課長は、通報試験を受けた場合、別記第１号様式の写しに記載された通報メッセージ内容と照合・確認

し、その良否を呼び返しにより署長等へ伝えること。 

エ 署長は、検査の結果を別記第１号様式中、「※ 通報試験記録（消防記入欄）」に記入し、これを着工届に添

付して保管すること。 

オ 署長は、別記第２号様式により関係者から火災通報装置の廃止について連絡を受けた場合は、速やかに写し

（１部）を司令課長あてに送付すること。 

(4) 事務の取扱い 

 火災通報装置は、法第17条の基準に基づく消防用設備等に該当することから、火災通報装置の設置、変更及び

廃止に関する事務の取扱いは、局にあっては指導課消防設備係、各署にあっては総務・予防課予防係又は予防課

指導係が担当すること。ただし、直接通報を行っている既存の防火対象物において非火災報が生じた場合、原因

の究明及び改善を促す必要があることからこれらに関する事項については、各署の総務・予防課予防係又は予防

課指導係が担当すること。 
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別記３ 

ＩＳＤＮ回線に火災通報装置を接続する場合の基準（266号通知） 

１ 趣旨 

 この基準は、ＩＳＤＮ回線に火災通報装置を接続する場合の取扱い及び接続に用いる装置の設置、機能、維持管

理等について必要な事項を定める。 

２ 用語の定義 

 この基準に用いる用語の定義は、次に定めるところによる。 

(1) 端末機器 

 電話回線に接続して用いる機器をいう。 

(2) アナログ端末機器 

 端末機器のうち、火災通報装置、電話機、ファクシミリ等アナログ信号を発するものをいう。 

(3) デジタル端末機器 

 端末機器のうち、パソコン等デジタル信号を発するものをいう。 

(4) ＴＡ（ターミナルアダプター） 

 ＩＳＤＮ回線に対応する機能を持たない端末機器をＩＳＤＮ回線に接続して使用するための信号変換装置で、

ＤＳＵと組み合わせて使用するものをいう。 

(5) 火災通報装置対応ＴＡ 

 ＴＡのうち、火災通報装置が発する信号をＩＳＤＮ回線に対応するものに変換できることについて、当該火災

通報装置の製造者により確認されたものをいう。 

(6) 火災通報優先接続型ＴＡ 

 火災通報装置対応ＴＡのうち、火災通報装置が発する信号を他の端末機器が発する信号に優先してＩＳＤＮに

接続し、送出する機能を持ったものをいう。 

(7) ＤＳＵ（デジタルサービスユニット） 

 ＩＳＤＮ回線におけるデジタル通信に必要な速度変換、同期等の機能を持つ回線接続装置で、ＩＳＤＮ回線の

終端に接続するものをいう。 

(8) 火災通報装置対応ＴＡ等 

 火災通報装置対応ＴＡとＤＳＵを接続したもの（ＤＳＵ内蔵型の火災通報装置対応ＴＡを含む。）をいう。 

(9) 火災通報優先接続型ＴＡ等 

 火災通報優先接続型ＴＡとＤＳＵを接続したもの（ＤＳＵ内蔵型の火災通報優先接続型ＴＡを含む。）をいう。 

(10)アナログ端末機器用端子 

 アナログ端末機器を接続するための端子をいう。 

(11)デジタル端末機器用端子 

 ＵＳＢ端子、シリアル端子、Ｓ／Ｔ端子等デジタル端末機器及びＴＡを接続するための端子をいう。 

３ 火災通報装置対応ＴＡに必要な機能等 

(1)火災通報装置対応ＴＡの機能等は、次に定めるところによること。 

ア 火災通報装置の音声信号を正確にＩＳＤＮ回線に送出でき、かつ、消防機関からの呼返し等の音声信号を適

正に火災通報装置に伝達できる機能を有すること。 

イ 消防機関からの呼返し等の音声信号を火災通報装置以外の端末機器に伝達しない機能を有すること。 

ウ 常用電源が停電した場合においても、火災通報装置が予備電源により作動している間有効に作動する措置が

講じられていること。 

(2) 火災通報優先接続型ＴＡの優先接続機能については、火災通報装置が起動した場合、火災通報装置以外に接続

されている端末機器が使用中であっても、火災通報装置が発する信号を優先してＩＳＤＮ回線に接続し、送出す

るものであること。 
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４ ＩＳＤＮ回線への火災通報装置の接続方法 

 火災通報装置は、次の方法により火災通報装置対応ＴＡ等を介してＩＳＤＮ回線に接続するとともに、火災通報

装置が接続された端子には、その旨の表示を見やすい位置に附しておくこと。 

(1) 火災通報優先接続型ＴＡ等を介して接続する場合 

ア 火災通報装置は、優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子に接続すること。 

イ 火災通報優先接続型ＴＡ等を介して接続する場合は、アナログ端末機器用端子及びデジタル端末機器用端子

にそれぞれの端末機器を接続しても差し支えない。ただし、デジタル端末機器用端子に接続するデジタル端末

機器又はＴＡの送受信情報量を128ｋbpsとすると、火災通報装置が起動してから通報までに90秒程度要するこ

とがあるので、デジタル端末機器又はＴＡを接続する場合は、その送受信情報量を64ｋbps以下とすること。 

(2) 火災通報優先接続型ＴＡ等以外の火災通報装置対応ＴＡ等を介して接続する場合 

ア 火災通報装置は、アナログ端末機器用端子に接続すること。 

イ ＩＳＤＮ回線における１の信号チャンネルを火災通報装置専用として確保する必要があることから、火災通

報装置以外の端末機器は、アナログ端末機器用端子又はデジタル端末機器用端子のいずれかに１個のみ接続す

ること。 

ウ デジタル端末機器を接続する場合は、その送受信情報量を64ｋbps以下とすること。 

エ デジタル端末機器用端子には、他のＴＡを接続しないこと。 

５ 火災通報装置対応ＴＡ等の設置方法 

 火災通報装置対応ＴＡ等の設置方法は、次によること。 

(1) 湿気、ほこり等の影響を受けにくい箇所に設置されていること。 

(2) 地震等による転倒を防止する措置が講じられていること。 

６ 接続時の機能の確認 

(1) 火災通報装置の設置者等による確認 

 ＩＳＤＮ回線に火災通報装置を接続する場合は、次の事項について確認し、適切な接続を図ること。 

ア 火災通報装置対応ＴＡ等の仕様 

イ 火災通報装置製造メーカーが示す火災通報装置と火災通報装置対応ＴＡ等との適合 

ウ ＩＳＤＮ回線への火災通報装置の接続方法 

(2) 消防機関による確認 

 消防機関は、火災通報装置について設置の届出があった場合には、その検査のときにおいて、当該火災通報装

置の接続方法及び通報状態について確認すること。 

７ 既設の火災通報装置の取扱い 

 既に火災通報装置が設置されている防火対象物において、電話回線がアナログ回線からＩＳＤＮ回線に変更され

た場合も、上記３から６に準じて、火災通報装置の適切な接続について確認すること。 

８ 維持管理 

 ＩＳＤＮ回線に火災通報装置が接続されている防火対象物については、次に示すところにより維持管理の徹底を

図り、確実な火災通報を確保すること。 

(1) 火災通報装置の点検時には、火災通報装置対応ＴＡ等の機能及び接続状態についても確認し、その結果を火災

通報装置の点検結果と合わせて消防機関に報告すること。 

(2) 火災通報装置対応ＴＡ等の仕様、接続方法等が変更された場合も、上記３から６に準じて、適切な接続等につ

いて確認すること。 

９ 留意事項 

(1) 本基準は、火災通報装置をＩＳＤＮ回線に接続することに起因して火災通報に支障が生じないようにするため

の取扱いについて特に示したものであり、火災通報装置を設置する場合の消防用設備等としての基準については、

消防法施行令第23条及び消防法施行規則第25条に基づいて設置及び維持管理を徹底すること。 
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 また、これらの運用についても、「消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて」（平成８年２月16日付

け消防予第22号）、「火災通報装置の設置に係る指導・留意事項について」（平成８年８月19日付け消防予第164

号）に基づき行われる必要があること。 

 ただし、次の規定等については、火災通報装置の必要性能を満足するよう上記のとおり設置及び維持管理がさ

れている場合には、技術的に支障ないものとして取り扱って差し支えないと考えられること。 

ア 消防法施行規則第25条第３項第２号 

 「火災通報装置は、屋内の電話回線のうち交換機等と電話局の間となる部分に接続すること。」 

イ 消防庁予防課長通知（平成８年２月16日付け消防予第22号）１(2)接続する電話回線 

 「火災通報装置は、屋内の電話回線のうち、構内交換機等と電話局の間となる部分に接続することとされて

いるが、この場合において構内交換機等の内線には接続しないこと。 

 また、電話回線は、利用度の低い発信専用回線の１回線を使用することが望ましいこと。」 

(2) 火災通報装置対応ＴＡ等は、火災通報装置の附属装置ではなく、電話回線の一部と観念されるものであり、火

災通報装置対応ＴＡ等の設置等に係る工事については、消防用設備等の工事には該当しないこと。 

10 その他 

 火災通報装置とＩＳＤＮ回線との接続について、別紙に接続例を示すので参考とされたいこと。 
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別紙 

火災通報装置とＩＳＤＮ回線との接続例 

【例－１】火災通報優先接続型ＴＡ等を介して接続する場合 

 

※１ 火災通報装置は、①（優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子）に接続すること。 

※２ 火災通報優先接続型ＴＡ等を介して接続する場合は、②（アナログの端末機器用端子）及び③（デジタル

の端末機器用端子）にそれぞれの端末機器を接続しても差し支えない。ただし、③（デジタルの端末機器用

端子）に接続するデジタルの端末機器又はＴＡの送受信情報量を128ｋbpsとすると、火災通報装置が起動し

てから通報までに90秒程度要することがあるので、デジタルの端末機器又はＴＡを接続する場合は、その送

受信情報量を64ｋbps以下とすること。 

 

【例－２】火災通報優先接続型ＴＡ等以外の火災通報装置対応ＴＡ等を介して接続する場合 

 

※１ 火災通報装置は、①（アナログの端末機器用端子）に接続すること。 

※２ 火災通報装置以外の端末機器は、②（アナログの端末機器用端子）又は③（デジタルの端末機器用端子）

のいずれかに１個のみ接続すること。 

※３ デジタルの端末機器を接続する場合は、その送受信情報量を64ｋbps以下とすること。 

※４ ③（デジタルの端末機器用端子）には、他のＴＡを接続しないこと。 
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別記第１号様式                                      （新規・更新） 

火 災 通 報 試 験 票 

管 轄：          消防署 

（着工届出日時：  年  年  日） 

（着工届出番号：第       号） 

（ 一般対象物  ・  強化対象物 ） 

（ 全   体  ・  部   分 ） 

１ 防火対象物   名    称：                   

                 （テナント名                      ）※部分の場合 

                 （入 居 階                 階     ）※部分の場合 

住    所：横浜市        区 

用    途：政令別表第１区分（   ）項   （業態：       ） 

              テ ナ ン ト 用 途（   ）項   （業態：       ）※部分の場合 

構 造 ・ 階 数：耐火、準耐火、防火、その他・地上   階／地下   階 

面    積：建築面積        ㎡、延べ面積        ㎡ 

電 話 番 号：   （    ）    －       ※火災通報装置で使用する番号 

いずれかに○をする。→※火災通報装置の電話回線の種別：アナログ回線・IP電話回線 

いずれかに○をする。→※IP電話回線に接続する場合の当該回線の位置情報通知システムの状況：なし・有 

いずれかに○をする。→※共同住宅等においてIP電話に接続する場合の配線方式：光配線方式･VDSL方式･LAN配線方式 

２ 関係者     氏    名： 

住    所： 

電 話 番 号：   （    ）    － 

３ 設置場所    本    体：      階の 

遠隔起動装置：      階の 

４ 設置機器    製 造 会 杜： 

型    式： 

認 定 番 号： 

５ 設置予定日         ：      年    月    日 

６ 工事責任者   会  社  名： 

氏    名： 

資    格： 

７ 工事概要          ： 

８ 通報内容    所  在  地： 

名    称： 

呼び返し案内： 

９ 自動火災報知設備の設置・維持管理状況（ここは直接通報を行う防火対象物のみ記入してください。） 

(1) 受信機 ：       型       級、回線数（     ／     ） 

：製造会社名（          ）、型式番号（受第       号） 

(2) 中継器 ：       回線        個 

(3) 副受信機：       型       級、回線数（     ／     ） 

(4) 蓄積機能状況 

ア 感 知 器 ：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

イ 受 信 機 ：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

ウ 中 継 器 ：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

エ 蓄積付加装置：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

(5) 移報端子等 ：受信機・蓄積付加装置・その他（                  ） 

※通報試験記録（ここは検査時に消防署員が記入する欄です。） 

１ 検 査 日 時  ：      年    月    日 

２ 試験実施者氏名  ：                 ３ 司令課受信者職氏名： 

４ 検査立会者職氏名 ：                  

５ 試 験 結 果  ：  支障なし・不備あり（                         ） 
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別記第２号様式 

火 災 通 報 装 置 廃 止 届 

    年    月    日 

 

消防署長 

 

届出者住所 

 

氏名 

電話    （    ）    －     

 

次の防火対象物の火災通報装置の廃止について届け出ます。 

 

１ 所 在 地 

 

 

２ 名   称 

 

 

３ 電   話 （    ）    － 

 

 

４ 廃 止 日       年    月    日 

 

 

５ そ の 他(1) 
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別 添 

火災通報装置メッセージ内容 

① 火災通報ボタンを押した時（手動式） 

固定フレーズ メッセージ内容 固定フレーズ 

ピ ピ ピ 

 ピ ピ ピ 

火事です 

 火事です 

（フリガナ） 

わかりましたら信号

を送ってください 

 

＊あらかじめ録音さ

れ た 内 容 で も 良 い

（ 逆 信 し て く だ さ

い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自動火災報知設備連動時 

固定フレーズ メッセージ内容 固定フレーズ 

ピ ン ポ ン 

 ピ ン ポ ン 

自動火災報知設備

が作動しました 

（フリガナ） 

わかりましたら信号

を送ってください 

 

＊あらかじめ録音さ

れ た 内 容 で も 良 い

（ 逆 信 し て く だ さ

い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

手動のみは、未記入 

 

＊参考様式 

＊特に様式限定はしませんが、上記内容が確実に理解できるものであれば可とします。 
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別記第１号様式                                      （新規・更新） 

火 災 通 報 試 験 票 

管 轄：          消防署 

（着工届出日時：  年  年  日） 

（着工届出番号：第       号） 

いずれかに○する。→（ 一般対象物  ・  強化対象物 ） 

いずれかに○する。→（ 全   体  ・  部   分 ） 

１ 防火対象物   名    称：                   

                 （テナント名                      ）※部分の場合 

                 （入 居 階                 階     ）※部分の場合 

住    所：横浜市        区 ※最終の住居表示を記入すること。 

用    途：政令別表第１区分（   ）項   （業態：       ） 

              テ ナ ン ト 用 途（   ）項   （業態：       ）※部分の場合 

構 造 ・ 階 数：耐火、準耐火、防火、その他・地上   階／地下   階 

面    積：建築面積        ㎡、延べ面積        ㎡ 

電 話 番 号：   （    ）    －       ※火災通報装置で使用する番号 

いずれかに○する。→※火災通報装置の電話回線の種別：アナログ回線・IP電話回線 

いずれかに○する。→※IP電話回線に接続する場合の当該回線の位置情報通知システムの状況：なし・有  

いずれかに○する。→※共同住宅等においてIP電話に接続する場合の配線方式：光配線方式･VDSL方式･LAN配線方式 

２ 関係者     氏    名： 

住    所： 

電 話 番 号：   （    ）    － 

３ 設置場所    本    体：      階の 

遠隔起動装置：      階の 

４ 設置機器    製 造 会 杜： 

型    式： 

認 定 番 号： 

５ 設置予定日         ：      年    月    日 

６ 工事責任者   会  社  名： 

氏    名： 

資    格： 

７ 工事概要          ：（例）名称変更、住居表示変更によるロムの交換、病院移転等 

８ 通報内容    所  在  地： 

名    称： 

呼び返し案内：←別添として添付すること。 

９ 自動火災報知設備の設置・維持管理状況（ここは直接通報を行う防火対象物のみ記入してください。） 

(1) 受信機 ：       型       級、回線数（     ／     ） 

：製造会社名（          ）、型式番号（受第       号） 

(2) 中継器 ：       回線        個 

(3) 副受信機：       型       級、回線数（     ／     ） 

(4) 蓄積機能状況 

ア 感 知 器 ：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

イ 受 信 機 ：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

ウ 中 継 器 ：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

エ 蓄積付加装置：なし・有（製造会杜名：         型式：         ） 

(5) 移報端子等 ：受信機・蓄積付加装置・その他（                  ） 

※通報試験記録（ここは検査時に消防署員が記入する欄です。） 

１ 検 査 日 時  ：      年    月    日 

２ 試験実施者氏名  ：                 ３ 司令課受信者職氏名： 

４ 検査立会者職氏名 ： 

５ 試 験 結 果  ：  支障なし・不備あり（                         ） 
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別 添 

火災通報装置メッセージ内容 

① 火災通報ボタンを押した時（手動式） 

固定フレーズ メッセージ内容 固定フレーズ 

ピ ピ ピ 

 ピ ピ ピ 

火事です 

 火事です 

（フリガナ）ホドガヤクカワベチョウ 

わかりましたら信号

を送ってください 

 

＊あらかじめ録音さ

れた内容でも良い

（逆信してくださ

い） 

保土ケ谷区川辺町 

ニチョウメ キュウバンチ イチゴウ 

２丁目９番地１号 

カワベギンコウ 

川辺銀行 

 

②自動火災報知設備連動時 

固定フレーズ メッセージ内容 固定フレーズ 

ピ ン ポ ン 

 ピ ン ポ ン 

自動火災報知設備

が作動しました 

（フリガナ）ホドガヤクカワベチョウ 

わかりましたら信号

を送ってください 

 

＊あらかじめ録音さ

れ た 内 容 で も 良 い

（ 逆 信 し て く だ さ

い） 

保土ケ谷区川辺町 

ニチョウメ キュウバンチ イチゴウ 

２丁目９番地１号 

カワベギンコウ 

川辺銀行 

手動のみは、未記入 
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第14 非常警報設備（令第24条、規則第25条の２、条例第53条、昭和48年告示第６号関係） 

１ 非常ベル、自動式サイレン 

 非常ベル及び自動式サイレン（起動装置、音響装置（自動式サイレンにあっては、サイレン）、表示灯を任意

に組み合わせ一体として構成した一体型及びこれに非常電源（蓄電池）を内蔵した複合型を含む。）は、次によ

ること。 

(1) 規則第25条の２第２項（第２号及び第３号を除く。）の規定による非常ベル及び自動式サイレンは、認定品

とすること。● 

(2) 起動装置 

 起動装置とは、火災が発生した際手動操作により音響装置を鳴動させる装置をいい、次に適合すること。 

ア 設置位置 

（ア）操作上支障となる障害物がない箇所に設けること。 

（イ）原則として階段への出入口付近に設けること。● 

（ウ）階段相互の距離が歩行距離50ｍ以下の場合は、上下の階が異なる位置となるように設けること。●（第

14－１図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

第14－１図 

（エ）階段相互の距離が歩行距離50mを超える場合は、各階の階段付近ごとに設けること。● 

イ 機 器 

（ア）雨水又は腐食性ガス等の影響を受けるおそれのある場所に設置する機器は、適当な防護措置を講じたも

のであること。 

（イ）手動により復旧しない限り正常に作動が継続できるものであること。 

(3) 音響装置 

 音響装置とは、起動装置又は操作装置から火災である旨の信号を受信し、自動的に火災である旨の警報ベル、

サイレン又はこれと同等以上の音響を発することができ、かつ、必要な音量で報知できる装置をいい、次に適

合すること。 

ア 設置位置 

（ア）音響効果を妨げる障害物のない場所に設けること。 

（イ）取付高さは、天井面から0.3ｍ以上で床面から1.5ｍ以上の位置に設けること。●ただし、起動装置と一

体となっているものは起動装置の基準により設けることができる。 

（ウ）音量及び音色が他の設備等の音響又は騒音等と明確に判別できるように設けること。● 

（エ）屋上部分を遊技場、ビアガーデン等の用途の目的で使用する防火対象物にあっては、当該用途の使用部

分に音響装置を設けること。● 

（オ）カラオケボックス等を有する防火対象物にあっては、当該カラオケボックス等の内にベルを増設するこ

と。ただし、当該カラオケボックス等に自動火災報知設備の作動と連動して音響装置の音以外の音の電源

遮断を有する等の有効な措置を講じた場合又は遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物
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品を客に利用させる役務の用に供する個室にあっては、騒音（ＢＧＭ等）のない静寂な状態で営業されて

いる施設で各個室の間仕切りが天井面からおおむね１ｍ以上開放されているか、若しくは２(３)ア(イ)で

規定する障子、ふすま等遮音性能の著しく低いもので区画されている場合で、提供されるヘッドホンの種

別により第14－１表の距離以内ごとにベルが設置されている場合はこの限りでない。 

第14－１表 

 

（カ）規則第 25 条の２第２項第１号イ（ロ）に規定する「ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類

するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所」は、第 10 自動火災報知設備５（10）を準用す

ること。 

（キ）規則第25条の２第２項第１号イ（ハ）に規定する「警報音を確実に聞き取ることができる」とは、第10 

自動火災報知設備５（11）を準用すること。 

イ 機 器 

 雨水又は腐食性ガス等の影響を受けるおそれのある場所に設置する機器は、適当な防護措置を講じること。 

(4) 表示灯 

 表示灯とは、起動装置の所在を明示するために設けられる赤色の灯火をいい、次に適合すること。 

ア 設置位置 

（ア）天井面からおおむね0.6ｍ離れた位置にすること。●ただし、起動装置と一体となっているものは起動

装置の基準により設けることができる。 

（イ）通行に支障のない場所で、かつ、多数の者の目にふれる位置に設けること。● 

イ 機 器 

 雨水又は腐食性ガス等の影響を受けるおそれのある場所に設置する機器は、適当な防護措置を講じること。  

(5) 非常電源、配線 

 第23 非常電源の基準に準じて設けるほか、次によること。 

ア 地階を除く階数が５以上で延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物にあっては、火災の際、一の報知区域

の配線が短絡又は断線しても、他の報知区域への火災の報知に支障がないように設けること。● 

イ 複合配線の常用電源配線と連動端子間（弱電回路）の回線を同一金属管に収める場合は、次によること。 

（ア）非常警報設備以外の配線は入れないこと。 

（イ）連動端子間の電線は、600Ｖ２種ビニル絶縁電線等を使用すること。 

（ウ）常用電源線と連動端子間の電線とは、色別すること。 

ウ 端子との接続は、ゆるみ、破損等がなく確実に行うこと。 

エ 電線相互の接続は、はんだ付け、ねじ止め、圧着端子等で行うこと。 

２ 放送設備 

 放送設備とは、起動装置、表示灯、スピーカー、増幅器等、電源及び配線で構成されるものをいい、機能等は

次に定めるところとする。 

(1) 規則第25条の２第１項及び第２項（第１号を除く。）の規定による放送設備は、認定品とすること。● 
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(2) 増幅器等 

 増幅器等とは、起動装置、自動火災報知設備又はスプリンクラー設備から火災である旨の信号を受信し、ス

イッチ等を自動的に、又は手動により操作して、音声警報音及び非常用マイクの音声信号により火災である旨

の放送をスピーカーを通じて、有効な音量で必要な階に行う増幅器及び操作部をいい、次に適合すること。 

ア 常用電源 

第10 自動火災報知設備１(1)（エを除く。）を準用すること。 

イ 非常電源 

 非常電源及び非常電源回路の配線は、第23 非常電源の例によること。 

ウ 設置場所 

 第10 自動火災報知設備１(3)アからウまでによるほか、次によること。 

（ア）防災センター等常時人のいる場所に設けること。 

（イ）増幅器等は、受信機等と併設して設けること。●ただし、自動火災報知設備がない場合又は受信機等と

連動した場合で、増幅器等に出火階表示灯を有するものを設けた場合は、この限りでない。 

（ウ）避難階、その直上階及び直下階の避難上有効な出入口付近の場所に設けること。●ただし、安全に避難

でき、かつ、当該設備を設置する防火対象物のうち、壁、床及び天井が不燃材料で造られており、開口部

に防火戸を設けた場所に設置する場合は、この限りでない。 

（エ）分割型増幅器等（増幅器と操作部の部分を分離して設置する機器をいう。以下同じ）の増幅器及び操作

部は、防災センター等常時人のいる場所で、かつ、同一居室内に設置すること。 

エ 機 器 

（ア）増設、工事変更等が予想される場合は、増幅器等に余裕回線を残しておくこと。 

（イ）自動火災報知設備等と連動する場合は、無電圧メーク接点により、相互の機能に異常を生じないもので

あること。 

（ウ）増幅器の出力とスピーカー等の合成インピーダンスは、次式を満足し整合（インピーダンスマッチン

グ）したものであること。ただし、スピーカーからの音響出力が規定の音圧値を満足し、かつ、異常発振

等が生じない場合は、この限りでない。 

 

ａ 算定式 

Ｅ２（Ｖ） 
Ｐ（Ｗ）≧ 

Ｚ（Ω） 

ｂ スピーカー等の合成インピーダンスを求める計算式 

（a）並列接続の場合 

１ 

Ｚ０＝ １  １  １   １ 

Ｚ１  Ｚ２ Ｚ３   Ｚｎ 

（b） 直列接続の場合 

Ｚ０＝Ｚ１＋Ｚ２＋Ｚ３……Ｚｎ 

（エ）自動火災報知設備と連動するものにあっては、次によること。 

ａ 感知器等の作動と連動して自動的に増幅器等の電源が入り、放送が可能な状態になること。 

ｂ 音響装置を付加した放送設備にあっては、自動的に当該装置を鳴動させることができること。 

ｃ 感知器等の作動と連動して、出火階が２階以上の場合にあっては出火階及びその直上階、出火階が１

Ｐ：増幅器の定格出力 

Ｅ：スピーカーの回路電圧 

Ｚ：スピーカー等の合成インピーダンス 

Ｚ０：合成インピーダンス 

Ｚ１～Ｚｎ：スピーカーのインピーダンス ＋  ＋  …＋ 
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階の場合にあっては出火階とその直上階及び地階、出火階が地階の場合にあっては出火階とその直上階

及びその他の地階に限って、それぞれ放送できるものであること。 

（オ）自動火災報知設備と連動しないものにあっては、操作部のスイッチの操作により次によること。 

ａ 一斉作動スイッチを操作することにより全館に放送できること。 

ｂ 放送階選択スイッチを操作することにより、当該スイッチに連動する任意な報知区域への放送ができ

ること。 

（カ）放送設備を業務用の目的と共用するものにあっては、起動装置等による信号を受信し、非常放送が起動

された場合、自動的に非常放送以外の放送を直ちに停止できること。 

（キ）一の防火対象物において非常用放送設備以外の業務を目的とした放送設備が独立して設けられている場

合は、非常用放送設備の起動と連動して放送が遮断することができること。ただし、非常放送の警報音等

が有効に聞き取れる場合にあってはこの限りでない。 

オ 表示等 

（ア）放送階選択スイッチの部分には、報知区域の名称等を適正に記入すること。 

（イ）操作部等の部分には、報知区域一覧図を備えること。 

カ 遠隔操作器等から報知できる区域 

 規則第25条の２第２項第３号ヲにより、遠隔操作器からも防火対象物の全区域に火災を報知することがで

きるものであることとされたところであるが、全区域に火災を報知することができる操作部又は遠隔操作器

（以下「遠隔操作器等」という。）が１以上守衛室その他常時人がいる場所（中央管理室が設けられている

場合は、当該中央管理室）に設けられている防火対象物にあっては、令第32条の規定を適用して、次の場合

は、遠隔操作器等から報知できる区域を防火対象物の全区域としないことができるものとする。 

（ア）管理区分又は用途が異なる一の防火対象物で、遠隔操作器等から遠隔操作器等が設けられた管理区分の

部分又は用途の部分全体に火災を報知することができるよう措置された場合 

（イ）防火対象物の構造、使用形態等から判断して、火災発生時の避難が防火対象物の部分ごとに独立して行

われると考えられる場合であって、独立した部分に設けられた遠隔操作器等が当該独立した部分全体に火

災を報知することができるよう措置された場合 

（ウ）ナースステーション等に遠隔操作器等を設けて病室の入院患者等の避難誘導を行うこととしている等の

ように防火対象物の一定の場所のみを避難誘導の対象とすることが適切と考えられる場合であって、避難

誘導の対象場所全体に火災を報知することができるよう措置された場合 

 なお、これらの場合、操作部又は遠隔操作部のある場所相互間で同時に通話することができる設備にあ

っては、原則として非常電話、Ｔ型発信機又は専用のインターホンを設けること。 

キ メッセージ 

（ア）放送設備が階段、エレベーター昇降路等のたて穴部分の感知器の作動により起動した場合又は手動によ

り起動した場合は、火災が発生した場所に係るメッセージは入れなくても差し支えないものとすること。 

 なお、規則第24条第１項第５号ハの規定に該当する防火対象物にあっては、階段、エレベーター昇降路

等の感知器が作動した場合に、放送設備と連動しないことができること。 

（イ）防火対象物の利用形態、管理形態等により、通常のメッセージでは支障が生じるおそれのあるものにつ

いては、予防部指導課と協議の上内容の変更ができるものとすること。 

（ウ）エレベーターの籠内の放送については、２(3)イ（ウ）によること。 

ク 火災が発生した旨又は火災が発生した可能性が高い旨の信号に設けるタイマー 

 感知器発報放送が起動してからタイマーの遅延により火災放送を開始するまでの時間（以下「遅延時間」

という。）は、原則として次によるものとすること。 
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（ア）放送設備を設置した防火対象物全体にスプリンクラー設備が設けられている場合は、５分以内とするこ

と。 

（イ）前（ア）以外の防火対象物は、３分以内とすること。 

（ウ）特段の事情がある場合で、前（ア）又は（イ）以外の時間を設定する場合は指導課と協議すること。 

ケ 放送設備の操作要領 

 放送設備の機能については、「非常警報設備の基準」（昭和48年告示第６号。以下「告示基準」という。）

第４、４ (2)に定められているところであるが、その機能は、放送設備を次のように操作することを想定し

ていることに留意すること。 

 なお、この内容は、放送設備の表示事項である取扱方法の概要にも記載されている。 

（ア）自動火災報知設備の感知器が作動した旨の信号（火災表示をすべき火災情報信号を含む。以下同じ。）

により起動した場合 

ａ 感知器発報放送の起動 

 感知器からの信号により自動的に行うこと。 

ｂ 火災放送の起動 

（ａ）告示基準第４、４(2)イ（ロ）に定める場合は、自動的に行うこと。 

（ｂ）前（ａ）による自動起動が行われる以前に、現場確認者からの火災である旨の通報を受けた場合等、

操作者が火災が発生した旨又は火災が発生した可能性が高い旨の情報を得た場合は、手動により起動

すること。 

ｃ 非火災報放送の起動 

 現場確認者からの火災が発生していない旨の通報を受けた場合は、手動により起動すること。 

 なお、火災が発生していない旨の通報には、非常電話を使用しないものとする。 

（イ）発信機又は非常電話により起動した場合 

ａ 感知器発報放送及び火災放送の起動 

 告示基準第４、４(2)ロによること。ただし、放送設備を確実に操作できる体制が整っている防火対

象物にあっては、令第32条の規定を適用し、火災放送に限り非常電話の起動と連動せずに、手動により

操作することで支障ないものとする。この場合、告示基準第５、７に定める「取扱方法の概要及び注意

事項」にその旨を明示するよう指導すること。 

 上記以外の防火対象物のうち、発信機又は非常電話により起動する際に、感知器発報放送を省略して

直接火災放送を行うことが当該防火対象物の用途、規模等から効果的と認められるものにあっては、告

示基準第４、４(2)ロただし書の規定を適用して、直接火災放送を行うよう関係者に対して指導するこ

と。 

ｂ 非火災報放送の起動 

 （ア）ｃによること。 

（ウ）感知器発報放送を手動により起動する場合 

ａ 感知器発報放送の起動 

 内線電話等により火災が発生した可能性がある旨の通報があった場合は、手動により起動すること。 

 ただし、操作者の判断により、感知器発報放送を省略して、火災放送を起動できるものとする。 

ｂ 火災放送の起動 

（ａ）告示基準第４、４(2)ハに定める場合は、自動的に行うこと。 

（ｂ）前（ａ）による自動起動が行われる以前に、現場確認者から火災である旨の通報を受けた場合等、

操作者が火災が発生した旨又は火災が発生した可能性が高い旨の情報を得た場合は、手動により起動
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すること。 

ｃ 非火災報放送の起動 

 （ア）ｃによること。 

（エ）音声警報音による放送中のマイクロホン放送をする場合 

 告示基準第４、４(2）ホに定めるように、音声警報音による放送中であっても、操作者による放送が優

先することとなっているので、火災の状況に応じて、適宜操作者による放送を行うことができるものであ

ること。 

(3) 放送区域 

ア 放送区域とは、防火対象物の２以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸（障子、ふすま等遮音性能の著

しく低いものを除く。）で区画された部分をいう。 

（ア）部屋の間仕切壁については、音の伝達に十分な開口部があるものを除き、固定式か移動式にかかわらず、

壁として取り扱うものとする。 

（イ）障子、ふすま等遮音性の著しく低いものには、障子、ふすまのほか、カーテン（アコーディオンカーテ

ンを除く。）、つい立て、すだれ、格子戸又はこれらに類するものが該当するものとする。 

 

第14－２図 

 

（ウ）通常は開口している移動式の壁又は戸であっても、閉鎖して使用する可能性のあるものは壁又は戸で区

画されたものとして取り扱うものとする。 

 

第14－３図 

 

イ 次の（ア）から（ウ）までの部分の放送区域にあっては、それぞれの定めるところにより設定すること。 

（ア）劇場の客席等のうち吹き抜けを有する部分 

 当該吹き抜けに接する部分を一の報知区域とすること。 

（イ）特別避難階段又は屋内避難階段 

ａ 居室等の部分と別報知区域とすること。 

ｂ 高さ45ｍ以下ごとに一の報知区域とすること。 

ｃ 地階部分と地上階部分とは、別報知区域とすること。ただし、地階の階数が一である場合はこの限り

でない。 
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（ウ）エレベーター 

 居室内の部分と別報知区域とすること。この場合、自動火災報知設備と連動して起動するものにあって

は、エレベーターの停止階のすべての報知区域に設けられた感知器の作動と連動するものであること。 

(4) スピーカー 

    規則第25条の２第２項第３号イ及びロに定める設置は次によること。また、同号ハに定める設置は、「放送 

設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドラインについて」（平成11年２月２日消防予第25号。以下「25号

通知」という。別記参照）によること。 

なお、25号通知第２、１(4)イ（イ）については、規則第25条の２第２項第３号ハ（イ）及び（ロ）の規定

による音量及び明瞭度を確保しないことができる部分を、「スピーカーからの放送を受聴する可能性のない放

送区域の部分（人の立入る可能性の全くない部分）」としていますが、その具体的な場所として押入、物入、

ＰＳ、ショーウィンドウ等の人が入れない部分が該当すること。 

 

ア 放送区域毎に、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が10m以下となるように設ける

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

第14－４図 

 

イ 隣接する一定の小規模放送区域はスピーカーの設置を要しない。 

 居室及び居室から地上に通じる主たる廊下、その他の通路にあっては６㎡以下、その他の部分にあっては

30㎡以下の放送区域において、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーま

での水平距離が８ｍ以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができること。

（以下「小規模放送区域」という。） 

（注）スピーカーの設置を免除できる部分をカバーするのに、隣接する放送区域の１のスピーカーでなく、

２以上の隣接する放送区域の２以上のスピーカーによることでも差し支えない。 

（ア）居室又は居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路以外の場所でスピーカーの設置を免除できる場

合 

 

 

 

 

 

 

 

第14－５図 
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（イ）居室でスピーカーの設置を免除できる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－６図 

 

ウ 放送区域の広さに応じて３種類（Ｌ級・Ｍ級・Ｓ級）に区分されたスピーカーを設置する。 

（ア）100㎡を超える放送区域…………………………………………………………………Ｌ級 

（イ）50㎡を超え100㎡以下の放送区域………………………………………………………Ｍ級又はＬ級 

（ウ）50㎡以下の放送区域 ……………………………………………………………………Ｓ級、Ｍ級又はＬ級 

（エ）階段又は傾斜路 …………………………………………………………………………Ｌ級 

 

 

 

 

 

 

 

第14－７図 

（注）放送区域の広さに応じてスピーカーを選ぶとき、該当放送区域のスピーカーが受け持つ区域に小規

模放送区域があり、スピーカーの設置をしない場合は、スピーカーが受け持つ放送区域の合計面積

を算定したうえで、該当面積に対応する種類のスピーカーを設置すること。 
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〈スピーカーを設置した場合の具体例〉 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－８図 

 

第14－２表 各放送区域のスピーカー設置上の基準 

 ①廊下 ②応接室 ④シャワー室 ⑤寝室 ③トイレ ⑥事務所 ⑦倉庫 ⑧更衣室 

広さ(㎡) 40 5.5 6.5 ７ ７ 60 20 ８ 

合計した面積 45.5㎡ 13.5㎡ 95㎡ 

部屋の扱区分 廊下 居室 非居室 居室 非居室 居室 非居室 非居室 

スピーカーの取付け 要 免除可 免除可 要 免除可 要 免除可 免除可 

スピーカーの種類 Ｓ級、Ｍ級又はＬ級 Ｓ級、Ｍ級又はＬ級 Ｍ級又はＬ級 

 

エ 階段又は傾斜路にスピーカーを設置する場合、垂直距離15ｍにつきＬ級のものを１個以上設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－９図 

オ エレベーターの設置される防火対象物にあっては、エレベーターのかご内についてもスピーカーを設ける

こと。ただし、荷物専用エレベーター等でかご内にスピーカーを設置することが困難なものはこの限りでな

い。 
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カ カラオケボックス、カラオケルーム等の遮音性の高い居室にあっては、規則第25条の２第２項第３号ロ

（ロ）ただし書きにかかわらず、当該部屋部分を一の放送区域として取り扱い、スピーカーを設けること。

● 

  ただし、当該カラオケボックス等に自動火災報知設備の作動と連動して音響装置の音以外の音の電源遮断

を有する等の有効な措置を講じた場合又は遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客

に利用させる役務の用に供する個室にあっては、騒音（ＢＧＭ等）のない静寂な状態で営業されている施設

で各個室の間仕切りが天井面からおおむね１ｍ以上開放されているか、若しくは２(３)ア(イ)で規定する障

子、ふすま等遮音性能の著しく低いもので区画されている場合で、提供されるヘッドホンの種別により第14

－３表の距離以内ごとにスピーカーが設置されている場合は２(４)イの例によることができる。 

第14－３表 

 

 

キ 寄宿舎、下宿又は共同住宅の住戸内（一般住宅を含む。）にあっては、前ウ（注）に準じて放送区域を設

けること。 

ク 規則第 25 条の２第２項第３号イ（ロ）に規定する「ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類す

るもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所」は、第 10 自動火災報知設備５（10）を準用するこ

と。 

      ケ 規則第 25条の２第２項第３号イ（ハ）に規定される「警報音を確実に聞き取ることができる」とは、第 10

   自動火災報知設備５（11）を準用すること。ただし、スピーカー間の距離にあっては、２(４)カの表による

    こと。 

(5) 起動装置 

起動装置とは、火災が発生した際、手動操作により増幅器等に火災である旨の信号を送ることができる非常

電話、非常用押ボタン（発信機を含む。）をいい、次に適合すること。 

なお、規則第25条の２第２項第２号及び条例第53条の規定により非常電話を設置する場合を除き、放送設備

が自動火災報知設備と連動している場合は、起動装置を省略することができる。 

ア 非常用押ボタン 

（ア）設置位置 

 １(2)アを準用すること。 

（イ）機 器 

 １(2)イを準用すること。 

（ウ）通話装置 

通話装置として、次のいずれかの設備が付置されていること。 

ａ インターホン 

ｂ Ｔ型発信機 
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ｃ 構内電話で非常用の割り込み機能を有するもの 

イ 非常電話 

  非常電話とは、起動装置として用いる専用電話をいい、親機、子機（以下「非常電話器」という。）、表示 

 灯、電源及び配線により構成されているものをいい、次に適合すること。 

（ア）設置位置 

ａ 非常電話器 

 １(2)アを準用するほか、次によること。● 

（ａ）廊下等で他の消防用設備等が設置されている場所に併置すること。 

（ｂ）親機からの呼出し機能のない非常電話器にあっては、非常用放送設備等により有効に呼び出すこと

ができる位置に設けること。 

ｂ 親 機 

（ａ）増幅器等及び受信機に併設して、それぞれの機能が有効に操作できる位置に設けること。● 

（ｂ）分割された制御部と操作部は、原則として同一居室内に設けること。 

（イ）機 器 

ａ 非常電話器は、送受話器を取り上げることにより自動的に親機への発信が可能な状態になるものとす 

ること。 

ｂ 親機は、非常電話器からの発信により増幅器等を自動的に起動して必要な階に警報音を放送できるも

のとすること。 

ｃ 親機は、非常電話器の発信を受信した場合、送受話器を取り上げる等の簡単な操作で親機の火災信号

が停止し、発信者と相互に同時通話できるものとすること。 

ｄ 親機は、２回線以上の非常電話器を操作した場合、任意に選択が可能であること。この場合、遮断さ

れた回線の非常電話器には話中音が流れるものとすること。 

ｅ 親機と増幅器等との連動方式は、無電圧メーク接点等で相互の機能に異常を生じないものとすること。 

（ウ）常用電源 

 第10 自動火災報知設備１(1)を準用すること。 

（エ）表示等 

ａ 親機の選択スイッチの部分には、起動階等の名称を適正に記入すること。 

ｂ 非常電話器は、収納箱に収納しその表面又は近傍に赤地に白の１字当り２cm角以上の文字で「非常電

話」と表示し、また、非常電話器本体正面又は収納箱表面に設置階及び電話番号を表示すること。● 

ｃ 親機の部分には、起動階一覧図を備えること。● 

(6) 表示灯 

 １(4)を準用すること。 

(7) 非常電源、配線 

 第23 非常電源によるほか、次によること。 

ア 増幅器等からスピーカーまでの配線は、火災の際一の報知区域の配線が短絡又は断線しても、他の報知区

域への火災の報知に支障がないように設けること。● 

イ 放送設備のスピーカーを業務用の放送設備と兼用するもので、スピーカー回線を切り替える方式の制御配

線は、当該回路に異常が生じた場合、スピーカーは非常用の回線に接続される方式とすること。 

ウ 放送設備の起動により業務用の放送設備等を停止する方式のものにあっては、制御配線（増幅器等が設置

される部屋の外の部分に限る。）の回路に異常が生じた場合、業務用の放送等は停止される方式とすること。 

エ 端子との接続は、ゆるみ、破損等が生じないよう確実に行うこと。 
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オ 電線相互の接続は、はんだ付け、ねじ止め、圧着端子等で行うこと。 

カ 非常電話の非常電源は、非常電話器を２回線同時作動させ30分間その作動を継続できるものとすること。

● 

３ 総合操作盤   

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 
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別記  

 

  放送設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドラインについて 

（平成11年２月２日消防予第25号） 

 

 平成10年７月24日に公布された消防法施行規則の一部を改正する省令（平成10年自治省令第31号）及び非常警報設

備の基準の一部を改正する件（平成10年消防庁告示第６号）の施行については、「消防法施行規則の一部を改正する

省令の施行について」（平成10年７月24日付け消防予第118号）により通知したところであるが、これらの改正により

導入された放送設備のスピーカーの性能に応じた設置方法（消防法施行規則（以下「規則」という。）第25条の２第

２項第３号ハ関係）について円滑な運用を図るため、「放送設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドライン」（以

下「ガイドライン」という。）を別添のとおりとりまとめたので通知する。 

 貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨を通知するとともに、その

指導に万全を期されるようよろしくお願いする。 

 

記 

 

１ 放送設備のスピーカーについて、規則第25条の２第２項第３号ハの規定に基づく設置計画の事前相談等がなさ

れた場合にあっては、次の事項に留意すること。 

(1) ガイドラインは、規則第25条の２第２項第３号ハの規定に基づき放送設備のスピーカーを設置する場合の技

術基準の運用及び具体的な設置例についてまとめたものであり、関係者等に対する指導に当たって活用された

いこと。 

(2) ガイドラインにおいては、設計時の参考とするため、一般的なケースにおける数値（スピーカーの指向係数、

吸音率等）を示しているが、個別の計画に応じた数値が明らかとなっている場合にあっては、当該数値による

こと。 

(3) 規則第25条の２第２項第３号イ及びロの規定に基づく設置方法にあっては、「放送設備の設置に係る技術上

の基準の運用について」（平成６年２月１日付け消防予第22号）等により運用されているところであるが、特

殊な要件の放送区域（残響時間が著しく長い又は短い空間、大空間等）にあっては、同号ハの規定等に基づく

音量及び明瞭度の確認をすることが望ましいこと。 

２ 消防法第17条の３の２の規定に基づく消防用設備等の設置届の受理に当たっては、次の事項に留意すること。 

(1) 設置届の添付図書には、規則第25条の２第２項第３号ハの規定への適合性の確認のため、次に掲げる事項が

明示されていること。 

ア スピーカーの性能に係る事項 

○ スピーカーの種別 

○ 製造者名及び型式番号 

○ 外観図 

○ 音響パワーレベルｐ（単位 デシベル） 

○ 指向係数Ｑ 

イ 放送区域の音響条件に係る事項（設計値） 

○ 平均吸音率α 

○ 壁、床及び天井又は屋根の面積の合計Ｓ（単位 平方メートル） 

○ 残響時間（単位 秒） 
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ウ スピーカーの設置方法に係る事項（設計値） 

○ スピーカーの設置位置及び取付角度 

○ 当該スピーカーにより、75デシベル以上の音圧レベルが確保される空間的範囲（床面からの高さが１メ

ートルの箇所におけるデータで足りる。） 

○ 放送区域の残響時間が３秒以上となる場合にあっては、当該スピーカーまでの距離が規則第25条の２第

２項第３号ハ（ロ）の規定により求めた値以下となる空間的範囲（床面からの高さが１メートルの箇所に

おけるデータで足りる。） 

(2) 消防用設備等の試験においては、放送区域内におけるスピーカーの音量及び明瞭度の確認を行う必要がある

が、条件的に不利な点（スピーカーからの最遠点、開口部の近傍等）における音量及び明瞭度を確認し、非常

警報設備試験結果報告書にその結果を記録することで足りること。 

３ 放送設備のスピーカーについては、規則第25条の２第２項第３号ハの規定により設置されるものを含め、社団

法人日本電子機械工業会に設けられている非常用放送設備委員会において、あらかじめ構造、性能等の確認が行

われていること。 
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別 添 

放送設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドライン 

 

第１ 趣 旨 

 放送設備は、音声による的確な情報提供を行うことにより、火災時におけるパニック防止や円滑な避難誘導等を図

ることを目的として、不特定多数の者が存する防火対象物等に設置が義務づけられているものである。 

 放送設備のスピーカーについては、警報内容の確実な伝達を確保するため、消防法施行規則（以下「規則」とい

う。）第25条の２第２項第３号において設置方法が規定されており、スピーカーの仕様や設置間隔を具体的に定めた

同号イ及びロと、警報内容の伝達に必要な音量や明瞭度の判断基準を定めた同号ハのいずれかを選択できることとさ

れている。また、同号イ及びロの規定に基づく設置方法については、「放送設備の設置に係る技術上の基準の運用に

ついて」（平成６年２月１日付け消防予第22号）等により、従前から運用されているところである。 

 このガイドラインは、放送設備のスピーカーの性能に応じた設置方法について円滑な運用を図るため、規則第25条

の２第２項第３号ハの規定に基づき放送設備のスピーカーを設置する場合の技術基準の運用及び具体的な設置例につ

いてとりまとめたものである。 

 

第２ 技術基準の運用について 

 規則第25条の２第２項第３号ハの規定に基づく放送設備のスピーカーの設置に係る技術上の基準については、次に

より運用するものとする。 

 

１ 用語の意義等について 

 用語の意義等については、規則及び非常警報設備の基準（昭和48年消防庁告示第６号。以下「告示」とい

う。）の規定によるほか、次によること。 

(1) 音圧レベル 

ア 意 義 

 音圧レベルとは、音波の存在によって生じる媒質（空気）中の圧力の変動分（音圧）の大きさを表す量で、

一般的に次式により定義されること。 

       Ｐ'２ 
Ｐ＝10log10       
       Ｐ０' ２ 

Ｐは、音圧レベル（単位 デシベル） 

Ｐ'は、音圧の実効値（単位 パスカル） 

Ｐ０'は、基準の音圧（＝20×10－６パスカル） 

イ 運用 

 音圧レベルは、第２シグナルのうち第３音を入力した時点の値（＝騒音計で測定した場合の最大値）によ

ること。 

(2) 音響パワーレベル 

ア 意義 

 音響パワーレベルとは、音源（スピーカー等）が空間内に放射する全音響パワー（音響出力）、すなわち

１秒あたりに放射する音響エネルギーの大きさを表す量で、一般的に次式により定義されること。 

       Ｗ 
ｐ＝10log10      
       Ｗ０ 
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ｐは、音響パワーレベル（単位 デシベル） 

Ｗは、音源の音響パワー（単位 ワット） 

Ｗ０は、基準の音響パワー（＝1×10－12ワット） 

 音響パワーレベルと音圧レベルは、音源からの放射音の表示量として用いられる点において同様であるが、

音圧レベルが音源の性状のほか測定位置等により変化するものであるのに対し、音響パワーレベルは原理的

に音源の性状のみに依存する点において異なるものであること。また、音響パワーレベルは、一般的に「パ

ワーレベル」や「音響出力レベル」とも表現されること。 

イ 運 用 

 音響パワーレベルの測定方法は、告示第４第６号（一）ロの規定により、第２シグナルを定格電圧で入力

しJIS Z 8732（無響室又は半無響室における音響パワーレベル測定方法）又はJIS Z 8734（残響室における

音響パワーレベル測定方法）の例により測定することとされているが、その具体的な取扱いは次によること。 

（ア）スピーカーの音響パワーレベルは、第２シグナルのうち第３音を入力した時点の値に相当する値による

こと。 

（イ）測定に当たっては、第２シグナルを30秒間以上入力すること。この場合において、第２シグナルは下図

のような波形を有するものであることから、当該測定値に次式による補正を加えた値をもって、スピーカ

ーの音響パワーレベルとして取り扱うこと。 

ｐ＝ｐｍ＋４ 

ｐは、スピーカーの音響パワーレベル（単位 デシベル） 

ｐｍは、JIS Z 8732又はJIS Z 8734の例による測定値（単位 デシベル） 

 

図 第２シグナルの波形 

          0.5×５＋1.5 
（補正値）＝10log10        ≒４（デシベル） 
           0.5×３ 

（ウ）JIS Z 8732又はJIS Z 8734と同等以上の精度を有する測定方法についても、音響パワーレベルの測定方

法として認めてさしつかえないこと。 

(3) スピーカーの指向係数 

ア 意 義 

 スピーカーの指向係数とは、スピーカーの指向特性を表す数値で、一般的に次式により定義されるもので

あること。 

   Ｉｄ 
Ｑ＝     
   Ｉｏ 

Ｑは、スピーカーの指向係数 

Ｉｄは、スピーカーからの距離ｄの点における直接音の強さ 

Ｉｏは、スピーカーからの距離ｄの位置における直接音の強さの全方向の平均値 

イ 運 用 

 スピーカーの指向係数は、スピーカーの基準軸（スピーカーの開口面の中心を通る開口面に垂直な直線を

いう。）からの角度に応じた値とすること。また、一般的に用いられているタイプのスピーカーにあっては、

その指向特性区分に応じ、次表に掲げる値とすることができること。 
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指向特 

性区分 
該当するスピーカータイプ 

指    向    係    数 

０°以上15°未満 15°以上30°未満 30°以上60°未満 60°以上90°未満 

Ｗ コーン型スピーカー ５ ５ ３ O.8 

Ｍ 

ホーン型コーンスピーカー 

又は口径が200ミリ以下の 

ホーンスピーカー 

10 ３ １ 0.5 

Ｎ 
口径が200ミリを超える 

ホーンスピーカー 
20 ４ 0.5 0.3 

 

(4) 当該箇所からスピーカーまでの距離 

ア 意 義 

 当該箇所からスピーカーまでの距離とは、放送区域の床面からの高さが１メートルの箇所からスピーカー

の基準点までの直線距離をいい、スピーカーからの放送を受聴する代表的な位置を意味するものであること。 

イ 運 用 

 当該箇所からスピーカーまでの距離を算定するにあたり、消防法施行令第32条の規定を適用して、次によ

り取り扱うこととしてさつしかえないこと。 

（ア）放送区域の構造、設備、使用状況等から判断して、スピーカーからの放送を受聴する位置が「床面から

の高さが１メートルの箇所」と異なる部分にあっては、実際に受聴する位置からスピーカーまでの距離に

より算定することができること。 

（イ）放送区域の構造、設備、使用状況等から判断して、スピーカーからの放送を受聴する可能性のない放送

区域の部分（人の立入る可能性の全くない部分）にあっては、規則第25条の２第２項第３号ハ（イ）及び

（ロ）の規定による音量及び明瞭度を確保しないことができること。 

(5) 放送区域の平均吸音率 

ア 意 義 

 放送区域の平均吸音率とは、放送区域に音波が入射した場合において、その壁、床、天井等が吸収又は透

過する音響エネルギーと入射した全音響エネルギーの比の平均値をいうこと。 

イ 運 用 

 放送区域の平均吸音率は、厳密には放送区域の区画の構造、使用されている個々の内装材、収納物等の種

類（吸音率）及び面積、入射音の周波数等により異なる値をとるものであるが、次により取り扱うこと。 

（ア）規則第25条の２第２項第３号ハ（イ）及び（ロ）に掲げる式の算定に当たっては、放送設備の音響警報

音の周波数帯域を勘案し、２キロヘルツにおける吸音率によること。なお、残響時間の算定に当たっては、

(7)イ（ア）に掲げるとおり500ヘルツにおける吸音率によること。 

（イ）通常の使用形態において開放されている開口部（自動火災報知設備と連動して閉鎖する防火戸が設けら

れている場合を含む。）の吸音率は0.8とすること。 

（ウ）吸音率が異なる複数の建築材料が用いられている場合の平均吸音率は、次式により算定すること。（別

紙１参照）。 

  ΣＳｎαｎ 
α＝      
   ΣＳｎ 

αは、平均吸音率 

Ｓｎは、建築材料の面積（単位 平方メートル） 

αｎは、建築材料の吸音率 

275



(6) 放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計 

ア 意 義 

 放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計とは、当該放送区域を区画する壁、床及び天井又は屋根

のほか、これらの存する開口部を含めた面積の合計をいうこと。 

イ 運 用 

 通常の使用形態において複数階の部分と一体的な空間をなすアトリウム等が存する場合にあっては、防火

区画を形成するための防火シャッター等の位置により、階ごとに放送区域を設定すること。 

 

(7) 残響時間 

ア 意 義 

 残響時問とは、放送区域内の音圧レベルが定常状態にあるとき、音源停止後から60デシベル小さくなるま

での時間をいうこと。 

イ 運 用 

 残響時問は、厳密には放送区域の区画の構造、使用されている個々の内装材、収納物等の種類（吸音率）

及び面積、入射音の周波数等により異なる値をとるものであるが、(6)イ（（ア）を除く。）及び(6)イによる

ほか、次により取り扱うこと。 

（ア）残響時間は、500ヘルツにおける値とすること。 

（イ）残響時間は、次式により算定すること。 

      Ｖ 
Ｔ＝0.161    
     Ｓα 

Ｔは、残響時間（単位秒） 

Ｖは、放送区域の体積（単位立方メートル） 

Ｓは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計（単位平方メートル） 

αは、放送区域の平均吸音率 

２ スピーカーの設置方法について 

 スピーカーの設置方法については、規則第25条の２第２項第３号ハの規定によるほか、次によること。 

(1) 全般的な規定の趣旨等 

ア 規定の趣旨 

（ア）規則第25条の２第２項第３号ハ（イ）及び（ロ）の規定は、階段又は傾斜路以外の場所（居室、廊下

等）における警報内容の伝達に必要な音量及び明瞭度の判断基準を定めたものであること。したがって、

スピーカー仕様や設置間隔を具体的に定めた同号イ及びロの規定と異なり、所要の音量及び明瞭度を確保

することができれば、設置するスピーカーの仕様や放送区域内の配置については、自由に選択することが

できること。 

（イ）規則第25条の２第２項第３号ハ（ハ）の規定は、階段又は傾斜路におけるスピーカーの設置方法を定め
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たものであり、内容的には同号ロ（ハ）の規定と同一であること。 

イ 運 用 

（ア）規則第25条の２第２項第３号ハ（イ）及び（ロ）を適用する場合には、計画段階において計算により設

置するスピーカーの仕様や放送区域内の配置を決定することとなることから、竣工時における基準適合性

を確保するためには、余裕をもった設計を行う必要があること。また、放送区域内の収納物等についても、

これらの影響により実際の音量や明瞭度が著しく変化する場合があるので、設計に当たり留意する必要が

あること。 

（イ）スピーカーの設置方法を選択するに当たり、一の放送区域において規則第25条の２第２項第３号イ及び

ロの規定と同号ハの規定を併用することは認められないものであること。 

 また、同号ハの規定に基づきスピーカーを設置した放送区域に隣接する放送区域について、同号ロ

（ロ）ただし書の規定によりスピーカーの設置を免除することは、警報内容の伝達に必要な音量及び明瞭

度が確保されないおそれがあることから、一般的には認められないこと。ただし、透過損失の影響等を考

慮のうえ、(3)イ（ア）に掲げる手法等により所要の音量及び明瞭度が得られると認められる場合にあっ

ては、この限りでない。 

（ウ）防火区画を形成するための防火シャッター等が存する場合にあっても通常の使用形態において区画され

ていなければ、一般的には一の放送区域として取り扱われる（１(6)イに掲げる場合等を除く。）ものであ

るが、スピーカーの設置に当たっては、当該防火シャッター等の閉鎖時にも警報内容の伝達に必要な音量

及び明瞭度が得られるよう留意する必要があること。 

（エ）防火対象物の増築、改築、間仕切変更等の際には、スピーカーの設置に係る基準適合性を確認する必要

があること。この場合において、規則第25条の２第２項第３号ハの規定により所要の音量及び明瞭度が確

保されているときは、スピーカーの増設、移設等の措置を講じる必要はないこと。 

(2) 音量の確保 

ア 規定の趣旨 

（ア）音量の確保の観点から、規則第25条の２第２項第３号ハ（イ）の規定により、スピーカーは、放送区域

ごとに、次の式により求めた音圧レベルが当該放送区域の床面からの高さが１メートルの箇所において75

デシベル以上となるように設けることとされていること（別紙２参照）。 

          Ｑ    ４（１－α） 
Ｐ＝Ｐ＋10log10（     ＋      ） 
         ４πｒ２    Ｓα 

Ｐは、音圧レベル（単位 デシベル） 

ｐは、スピーカーの音響パワーレベル（単位 デシベル） 

Ｑは、スピーカーの指向係数 

ｒは、当該箇所からスピーカーまでの距離（単位 メートル） 

αは、放送区域の平均吸音率 

Ｓは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計（単位 平方メートル） 

（イ）当該規定は、スピーカーからの放送を受聴する代表的な位置（＝床面からの高さが１メートルの箇所）

において、警報内容の伝達に必要な音量（＝75デシベルの音圧レベル。就寝中の人を起こすために最低必

要な音量に相当）を確保することを趣旨とするものであること。 

イ 運 用 

 音圧レベルの算定については、スピーカーから放射された直接音（＝スピーカーの音響パワーレベル）の

当該方向への配分及び距離減衰（＝Ｑ/４πｒ２）と放送区域内における反射音（＝４（１－α）/Ｓα）に
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よることとしているが、実際に測定を行った場合においても、75デシベル以上の音量が確保される必要があ

ること。 

(3) 明瞭度の確保 

ア 規定の趣旨 

（ア）明瞭度の確保の観点から、規則第25条の２第２項第３号ハ（ロ）の規定により、スピーカーは、当該放

送区域の残響時間が３秒以上となるときは、当該放送区域の床面からの高さが１メートルの箇所から一の

スピーカーまでの距離が次の式により求めた値以下となるように設けることとされていること。 

 

ｒは、当該箇所からスピーカーまでの距離（単位 メートル） 

Ｑは、スピーカーの指向係数 

Ｓは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計（単位 平方メートル） 

αは、放送区域の平均吸音率 

（イ）当該規定は、残響によりメッセージの明瞭度が著しく低下するおそれのある放送区域（＝残響時間３秒

以上）について、スピーカーから放送を受聴する代表的な位置（床面からの高さが１メートルの箇所）に

おいて、警報内容の伝達に必要な明瞭度を確保することを旨とするものであること。また、距離の算定に

ついては、明瞭度確保の判断基準として一般に用いられている、臨界距離（直接音と反射音の強さが等し

くなる距離をいう。）の３倍によるものであること。 

イ 運 用 

（ア）明瞭度については、規則第25条の２第２項第３号ハ（ロ）の規定によるほか、ＩＥＣ（国際電気標準会

議）268－16のＳＴＩ（Speech Transmission Index）、ＲＡＳＴＩ（Rapid Speech Transmission Index）

等の手法により確認されたものについても認めてさしつかえないこと。 

（イ）一のスピーカーにより10メートルを超える範囲を包含することとなる場合であって、当該放送区域の残

響時間が比較的長い放送区域（残響時間が概ね１秒以上）や大空間の放送区域（一辺が概ね20メートル以

上のホール、体育館、物品販売店舗の売場、間仕切の少ないオフィスビルの事務室等）である時には、規

則第25条の２第２項第３号ハ（ロ）の規定や（ア）に掲げる手法等の例により、避難経路等を中心として

明瞭度の確保を図ることが望ましいこと。 

 

第３ 具体的な設置例について 

 規則第25条の２第２項第３号ハの規定に基づき放送設備のスピーカーを設置する場合の具体例は、別紙３のとおり

である。 

 なお、警報内容の伝達に必要な音量及び明瞭度を確保するための要件（スピーカーの仕様、配置等）は、個別の放

送区域ごとに異なるものであることから、設計を行うに当たっての参考として活用されたい。 
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別 紙 １ 

平均吸音率の計算例 

 

図－１ 室概要 

 

表－１ 建築材料および吸音力計算表 

名 称 面  積  Ｓ（㎡） 建  築  材  料 

材料吸音率α 材料吸音力Ｓα 

500 

Ｈz 

２ 

ｋＨz 

500 

Ｈz 

２ 

ｋＨz 

床  面 16×10＝160 根太床（チーク寄木張り） 0.12 0.09 19.20 14.40 

天 井 面 16×10＝160 孔あき９㎜石膏ボード 0.25 0.23 40.00 36.80 

側 壁 Ａ 16×３－７×１－１×２＝39 コンクリート打ち放し 0.02 0.03 0.78 1.17 

側 壁 Ｂ 10×３－８×１＝22 同 上 0.05 0.03 1.10 0.66 

側 壁 Ｃ 16×３－１×２＝46 同 上 0.05 0.03 2.30 1.38 

側 壁 Ｄ 10×３＝30 同 上 0.05 0.03 1.50 0.90 

ガラスＡ ７×１＝７ ガラス窓（木製サッシ） 0.18 0.07 1.26 0.49 

ガラスＢ ８×１＝８ 同 上 0.18 0.07 1.44 O.56 

ド ア Ａ １×２＝２ 扉（ビニールレザーふとん張り） 0.20 0.30 0.40 0.60 

ド ア Ｂ １×２＝２ 同 上 0.20 0.30 0.40 0.60 

合  計 476 － － － 68.38 57.56 

表１より、平均吸音率は、２キロヘルツにおける場合で計算する。 

α＝（Ｓα）TOTAL／Ｓ＝57.56／476＝0.212kHz 

また予測残響時間は、500ヘルツにおける場合で計算する。 

Ｔ＝0.161×Ｖ／Ｓα＝0.161×16×10×３／69.55＝1.13500Hz 

 

参考 主建築材料の吸音率の一例 

 125 

Ｈz 

250 

Ｈz 

500 

Ｈz 

１ 

ｋＨz 

２ 

ｋＨz 

４ 

ｋＨz  

コンクリート打ち放し 0.01 0.Ol 0.02 0.02 O.03 O.04 

ビニール系タイル 0.Ol 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 

ガラス（木製サッシ） 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

パイルカーペット 10㎜ 0.09 0.08 0.21 0.26 0.27 0.37 

石膏ボード７㎜ 空気層45㎜ 0.26 0.14 0.09 0.06 0.05 0.05 

ベ ニ ヤ 板12㎜ 空気層45㎜ 0.25 0.14 0.07 0.04 0.10 0.08 

根太床（チーク寄木張り） 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 
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別 紙 ２ 

Beranekの理論式に基づく室内における音源の距離減衰グラフ 

 

パワーレベル100ｄＢ、Ｑ＝10の場合の例 

 

 

※Ｒ（室定数） 

Ｒ（室定数）は、室の表面積Ｓおよび平均吸音率αによって定められ、下式で定義される。 

   Ｓα 
Ｒ＝     
   １－α 
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別 紙 ３－１ 

〈事務所の会議室①〉 

１．放送区域の概要及びスピーカーの仕様 

放送区域の用途 事務所の会議室 

内装仕様 天井：ロックウール化粧吸音板、 

床：ニードルパンチカーペット、壁：石膏ボード、ガラス 

放送区域の寸法 間口16メートル、奥行き16メートル、高さ３メートル 

放送区域の壁、床の面積の合計 704平方メートル 

放送区域の体積 768立方メートル 

放送区域の平均吸音率 O.20（500Ｈz）、0.39（２ｋＨz） 

スピーカーの音響パワーレベル 97デシベル 

スピーカーの指向係数 指向特性区分 Ｗ O.8 

 

２．残響時間 

        768 
Ｔ＝0.161×      ＝0.88（秒） 
      704×0.20 

 

３．スピーカーの配置 

○ 受聴点における音圧レベル（距離11.5ｍ） 

           0.8     ４（１－0.39） 
Ｐ＝97＋10log10         ＋        ＝76.7（ｄＢ） 
         ４π（11.5）２   704×0.39 

○ スピーカーの配置図（天井埋込スピーカーを使用する） 

 

４．メリット 

○ 残響時間の短い放送区域であり、かつ、音圧レベルも確保できるので、１つのスピーカーにより10メートル

を超える部分をカバーできる。 
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別 紙 ３－２ 

〈事務所の会議室②〉 

１．放送区域の概要及びスピーカーの仕様 

放送区域の用途 事務所の会議室 

内装仕様 天井：ロックウール化粧吸音板、床：塩化ビニルタイル、 

壁：コンクリート、ガラス 

放送区域の寸法 間口16メートル、奥行き16メートル、高さ３メートル 

放送区域の壁、床の面積の合計 704平方メートル 

放送区域の体積 768立方メートル 

放送区域の平均吸音率 O.17（500Ｈz）、0.31（２ｋＨz） 

スピーカーの音響パワーレベル 97デシベル 

スピーカーの指向係数 指向特性区分 Ｗ 

 

 

２．残響時間 

       768 
Ｔ＝0.161      ＝1.03（秒） 
     704×0.17 

 

３．スピーカーの配置 

○ １つのスピーカーで10メートルを超える範囲を包含する場合であって、残響時間が１秒以上であるときには、

明瞭度の確保を図ることが望ましい。したがって、スピーカーは次式で求めるrの値以下の距離となるように設

置することになる。 

 

 

角度 ０～15°未満 15°以上30°未満 30°以上60°未満 60°以上90°未満 

Ｑ ５ ５ ３ 0.8 

ｒ（ｍ） 16.8 16.8 13.0 6.7 
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○ スピーカーの配置図（壁掛型スピーカーを使用する） 

 

 

○ ｒの地点での音圧レベル 

         0.8      ４（１－0.31） 
Ｐ＝97＋10log10        ＋        ＝78.5（ｄＢ） 
         ４π（6.7）２   704×031 

となり、ｒ以内のエリアでは75ｄＢを満足する。 

 

４．メリット 

○ ｒの距離内に受聴点を配置することから、明瞭度が向上する。 
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別 紙 ３－３ 

〈ホテルの客室、廊下〉 

１．放送区域の概要及びスピーカーの仕様 

放送区域の用途 ホテルの宿泊室と廊下 

内装仕様 天井：孔あき石膏ボード、壁：モルタル、床：パイルカーペット 

放送区域の寸法 （図による。） 

放送区域の壁、床等内面積の合計 廊下１＝320平方メートル、廊下２＝441平方メートル 

客室（最大室）＝112平方メートル 

放送区域の体積 廊下１＝188平方メートル、廊下２＝262平方メートル 

客室（最大室）＝76平方メートル 

放送区域の平均吸音率（500Ｈz） 廊下１＝0.14、廊下２＝0.14、客室（最大室）＝0.25 

放送区域の平均吸音率 

（２ｋＨz） 

廊下１＝0.11、廊下２＝0.11、客室（最大室）＝0.22 

スピーカーの音響パワーレベル 97デシベル 

スピーカーの指向係数 指向特性区分 Ｗ 

 

 

２．残響時間 

Ｔ＝0.161×Ｖ／（Ｓ×α）より 

廊下１Ｔ＝0.161×188／（320×0.14）＝0.67秒 

廊下２Ｔ＝0.161×262／（441×0.14）＝0.68秒 

客 室 Ｔ＝0.161×76／（112×0.25）＝0.44秒 

 

３．スピーカーの配置 

 避難経路である廊下が20ｍ以上の空間となるため明瞭度を重視したスピーカー配置とすると、次式で求めるｒの

値以下の距離となるように設置することとなる。 

３／４×√（Ｑ×Ｓ×α／（π×（１－α）））より 

角度（°） ０～15°未満 15°以上30°未満 30°以上60°未満 60°以上90°未満 

Ｑ ５ ５ ３ 0.8 

廊下１ ｒ（ｍ） 6.06 6.06 4.70 2.43 

廊下２ ｒ（ｍ） 7.06 7.06 5.47 2.82 

客室  ｒ（ｍ） 5.43 5.43 4.21 2.17 

 

○ 受聴点における音圧レベル 

スピーカーからの最大距離点における音圧レベルの計算は、 

Ｐ＝Ｐ＋10×log（Ｑ／４×兀×ｒ２＋４×（１－α）／Ｓ×α）より、 

〈廊下１の場合〉 

Ｐ＝97＋10×log（５／４×π×６２＋４×（１－0.11）／320×0.ll）＝91.4（ｄＢ） 

〈廊下２の場合〉 

Ｐ＝97＋10×log（５／４×π×７２＋４×（１－0.11）／441×0.11）＝90.1（ｄＢ） 

〈客室の場合〉 

Ｐ＝97＋10×log（３／４×π×４２＋４×（１－0.22）／83×0.22）＝93.6（ｄＢ） 

となる。 
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メリット（廊下の場合） 

１．軸方向を受聴方向に向けられる事から、明瞭度が向上する。 
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別 紙 ３－４ 

〈学校の教室〉 

１．放送区域の概要及びスピーカーの仕様 

放送区域の用途 学  校  の  教  室 

放送区域の寸法 間口10メートル、奥行き10メートル、高さ3.0メートル 

放送区域の壁、床の面積の合計 320平方メートル 

放送区域の体積 300立方メートル 

内装仕様 天井：穴あき石膏ボード、床：板貼り 

壁：黒板、窓ガラス、板貼りドア等 

放送区域の平均吸音率 0.15（２ｋＨz）、0.20（500Ｈz） 

スピーカーの音響パワーレベル 98.8デシベル 

スピーカーの指向係数 指向特性区分 Ｗ５ 

 

２．残響時間 

Ｔ＝0.161×Ｖ／（Ｓα500Hz）＝0.161×300／（320×0.20）＝0.75秒 

 

３．スピーカーの配置 

○ 受聴点における音圧レベル 

Ｐ＝ｐ十10log｛Ｑ／４πｒ２＋４（１－α2kHz）／Ｓα2kHz｝ 

スピーカーからの最長距離Ｐ地点の音圧レベル 

Ｐ＝98.8＋10log｛５／４・π・（11.4）２＋４・（１－O.15）／320・0.15｝ 

＝87.4ｄＢ 

○ スピーカーの配置図（平面図及び側面図） 

音響パワーレベル98.8デシベルの壁掛け型スピーカーの場合 

 

 

４．メリット 

○ 残響時間の短い放送区域で、音圧レベルも確保できるので、１つのスピーカーにより10メートルを超える範囲

をカバーできる。 
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別 紙 ３－５ 

〈アトリウム〉 

１．放送区域の概要及びスピーカーの仕様 

放送区域の用途 ア  ト  リ  ウ  ム 

内装仕様 天井：ガラス、床：大理石、壁：大理石、ガラス 

放送区域の寸法 間口13.5メートル、奥行き24メートル、高さ17メートル 

放送区域の壁、床の面積の合計 1,923平方メートル 

放送区域の体積 5,508立方メートル 

放送区域の平均吸音率 0.08（500Ｈz）、0.07（２ｋＨz） 

スピーカーの音響パワーレベル 100デシベル 

スピーカーの指向係数 指向特性区分 Ｍ 

 

２．残響時間 

        5508 
Ｔ＝0.161×      ＝5.76（秒） 
      1923×0.08 

 

３．スピーカーの配置 

○ 残響時間が３秒以上のため、スピーカーまでの距離は次式で求めるｒの値以下となるように設置する必要があ

る。 

 

 

角度（°） ０～15°未満 15°以上30°未満 30°以上60°未満 60°以上90°未満 

Ｑ 10 ３ １ 0.5 

ｒ（ｍ） 16.1 8.8 5.1 3.6 
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○ スピーカーの配置（ホーン型コーンスピーカーを使用する） 

 

 

○ ｒの地点での音圧レベル 

           10     ４（１－0.07） 
Ｐ＝100＋10log10        ＋        ＝84.9（ｄＢ） 
         ４π（16.1）２  1923＋0.07 

となり、ｒ以内のエリアでは75ｄＢを満足する。 

 

４．メリット 

○ ｒの距離内に受聴点を配置することから、明瞭度が確保される。 
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別 紙 ３－６ 

〈地下駐車場〉 

１．放送区域の概要及びスピーカーの仕様 

放送区域の用途 地  下  駐  車  場 

内装仕様 天井：コンクリート、床：コンクリート、壁：コンクリート 

放送区域の寸法 間口76.5メートル、奥行き43メートル、高さ4.2メートル 

放送区域の壁、床の面積の合計 8,149.8平方メートル 

放送区域の体積 13,816立方メートル 

放送区域の平均吸音率 0.03（500Ｈz）、0.03（２ｋＨz） 

スピーカーの音響パワーレベル 97デシベル 

スピーカーの指向係数 指向特性区分 Ｗ 

 

２．残響時間 

Ｔ＝0.161×Ｖ／（Ｓ×α）より 

Ｔ＝0.161×13816／（8149.8×0.03）＝9.1秒 

上記結果から、残響時間が３秒以上の為、明瞭度を確保する必要がある。 

 

３．明瞭度を確保する計算式 

ｒ＝３／４×√（Ｑ×Ｓ×α／（π×（１－α）））より 

コーン型スピーカーの場合は 

角度（°） ０～15°未満 15°以上30°未満 30°以上60°未満 60°以上90°未満 

Ｑ ５ ５ ３ 0.8 

距離  ｒ（ｍ） 14 14 11 ６ 

 

４．受聴点における音圧レベルの計算 

スピーカーからの最大距離点（下図Ａ点）における音圧レベルの計算は、 

Ｐ＝ｐ＋10×log（Ｑ／４×π×ｒ２＋４×（１－α）／Ｓ×α）より、 

Ｐ＝97＋10×log（５／４×π×12２＋４×（１－0.03）／8149.8×0.03）＝79.4（ｄＢ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

メリット 

１．到達距離内に受 

聴点を配置するこ 

とから、明瞭度が 

向上する。 
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第15 避難器具（令第25条、規則第26条及び第27条、条例第54条及び第55条、昭和53年告示第１号、平成８年告示第

２号、平成14年告示第７号関係） 

１ セットバックしている階への設置方法 

 防火対象物の階が斜線制限等によりセットバックし、通常の避難器具の取付けが困難である場合は、原則とし

て、次のいずれかによることができる。 

(1) 避難器具用ハッチに格納した金属製はしごによる方法 

 第15－１図の例により設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15－１図 

 

(2) 固定はしごによる方法 

 第15－２図の例により、１階層ごとに下降できるよう設定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15－２図 
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２ 避難器具の機器選定等 

(1) 規則第27条第１項第11号に規定する避難器具は、認定品とすること。● 

(2) 避難器具の選定にあたっては、防火対象物の用途、構造、形態及び収容人員等を考慮し、迅速かつ、円滑な

避難に最も適すると認められるものを選定すること。 

(3) 「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」（平成８年告示第２号。以下第15において「告示

第２号」という。）第３第１号(1)チ中の「突子が有効かつ安全に防火対象物の壁面等に接することができる」

とは、おおむね全ての突子が壁面等に接している状態を指すものであること。 

  なお、降下空間上にバルコニー間の空間や窓などの開口部があることにより、突子が防火対象物の壁面等に

接することができず、降下に支障がある場合は、告示第２号第３第１号(1)チただし書中の「突子が壁面等に

接しない場合」に該当すること。 

３ 避難上有効な開口部を有しない壁の区画 

(1) 階段の個数の算出 

    令第25条第１項第５号の規定する地上に直通する階段の個数の算出については、規則第４条の２の２に規定す

る避難上有効な開口部を有しない壁で区画された部分（以下この項において「区画された部分」という。）ごと

に、地上に直通する階段の個数を算出するものであること。 

   (2) 収容人員の算定 

     ア 令第25条第２項第１号に規定する避難器具の設置個数の算定については、階全体の収容人員で判断するもの

であり、当該区画された部分ごとに収容人員を算定するものではないこと。 

   イ 区画された部分を有する階において、収容人員の算定の結果、避難器具の設置個数が一である場合等避難器

具の設置個数よりも区画された部分の数が多い場合は、当該区画された部分のいずれかに避難器具が設置され

ていればよいものであるが、できる限り区画された部分ごとに均等に避難器具を設置すること。● 

   (3) 区画された部分の取扱い 

    区画された部分の具体例は、第 15－３図及び第 15－４図によるものであること。 

        

                          

 

第15－３図 区画された部分の直通階段が１の場合  
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第15－４図 区画された部分の直通階段が２の場合 

 

４ 特定一階段等防火対象物又はその部分に設ける避難器具 

   (1) 規則第27条第１項第１号イに規定する「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」とは、お

おむね２㎡以上の床面積を有し、かつ、手すりその他の転落防止のための措置を講じたバルコニーその他これら

に準じるものであること。 

(2) 規則第27条第１項第１号ロに規定する「常時、容易かつ確実に使用できる状態」とは、緩降機等を常時、組み

立てられた状態で設置する等、避難器具が常時、使用できる状態で設置された場合をいうものであること。 

    (3) 規則第27条第１項第１号ハに規定する「一動作（開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除

く。）で、容易かつ確実に使用できるもの」とは、特定一階段等防火対象物に対応するものとして開発された一

動作で使用できる等の構造を有する金属製避難はしごとして型式承認を受けたもののほか、次のアからオまでの

すべてに適合する取付金具に設ける緩降機であること。 

      ア 組み立てる際に、過度な飛び出し及び反動等がなく安全に操作できるものであること。 

   イ 調速機の安全環が取付金具のアームの先端の吊輪に確実に取り付けて設置されているものであること。 

   ウ 当該取付金具の使用方法を示す標識が取付金具付近に取り付けられているものであること。 

   エ ほこり等の保護のためカバーをする場合は、ビニール等の簡単に取り外せるものであること。 

   オ 当該取付金具の操作に支障のない位置に設けられているものであること。 

５ 固定避難用タラップ 

  (1) 条例規則第18条第10号の表示は、次によるものとする。 

ア 表示面の大きさは、規則第28条の３第１項に定める避難口誘導灯と同等とすること。 

イ 緑地に白文字で、「避難用タラップ」又は「避難器具」とすること。 

なお、避難上支障のない場合は、白地に黒文字とすることができること。 

(2) 令別表第１(５)項ロに掲げる防火対象物で、次のすべてに適合するものについては、条例第55条のただし書

を適用し、固定避難用タラップを設置しないことができるものとする。 

ア 共同住宅等の構造等は、「特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件」（平成17年告示第２号）第３
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（３(3)ロ及びハを除く。）の規定によること。 

イ 「特定共同住宅等の構造類型を定める件」（平成17年告示第３号）第３、２(2)から(5)までの規定に適合

する避難上有効なバルコニー及び避難経路を有するほか、一住戸の専用バルコニーが存する場合は、当該バ

ルコニーに避難器具（避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。以下

この号において「避難器具」という。）を設置し、避難階までの避難経路を有すること。 

ウ 前イの避難経路については、別記「特定共同住宅等の構造類型による避難経路」によるが、この際、バル

コニー側の避難経路については、他の住戸を抜けて開放廊下へ向かう避難経路に代えて、連続バルコニーの

避難上有効な位置に避難器具を設置し、避難階までの避難経路を有すること。 

エ 前イ及びウの避難器具については、次のいずれかに適合する場合は、避難器具用ハッチに格納された金属

製避難はしご、救助袋等以外のものとすることができること。 

 （ア）避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご又は救助袋を構造上設置することができない場合で

あって、かつ、降下する高さがおおむね２階層以内である場合 

 （イ）避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご又は救助袋によらなくても安全に避難ができると認

められる場合 

オ 避難階から道路等までの避難に使う敷地内通路（青空空地を原則とし、幅員はおおむね1.0ｍ以上のも

の）を有すること。 

なお、周囲がドライエリア等に囲まれているバルコニーから地上への避難については、固定はしごによる

こともできること（１階層に限る。）。 
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第15－１表 開口部の大きさ 

避難器具の種類 開口部の大きさ 

 

救    助    袋 

（避難器具用ハッチに格納

したものを除く。） 

高さ及び幅がそれぞれ60cm以上で、

入口金具を容易に操作できる大きさ

であり、かつ、使用の際、袋の展張

状態を近くの開口部等（当該開口部

を含む。）から確認できるものであ

ること。  

 

避  難  は  し  ご 

（避難器具用ハッチに格納

したものを除く。） 

緩    降    機 

滑    り    棒 

避  難  ロ  ー  プ 

 

高さ  80cm以上 

幅   50cm以上 

  又は 

高さ 100cm以上 

幅   45cm以上 

取付部の開口部を床面に設ける場

合、直径50cm以上の円が内接できる

ものであること。 

 

 

滑    り    台 

高さ 80cm以上 

幅  滑り台の滑り面部分の最大幅

以上 

 

避 難 用 タ ラ ッ プ 

避    難    橋 

高さ 180cm以上 

幅  避難橋又は避難用タラップの

最大幅以上。ただし、ベラン

ダ等を経てタラップに通じる

開口部は、高さ80cm以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滑り面部分の最大幅以上 

又は 
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第15－２表 操作面積 

避難器具の種類 操 作 面 積 

 

救    助    袋 

（避難器具用ハッチに格納

したものを除く。） 

 

おおむね幅1.5ｍ、奥行1.5ｍ（器具

の設置部分を含む。）であること。

ただし、操作面積に支障のない範囲

（2.25㎡）内で形状を変えることが

できる。 
 

避  難  は  し  ご 

緩    降    機 

救    助    袋 

（避難器具用ハッチに格納

したもの） 

滑    り    棒 

避  難  ロ  ー  プ 

 

0.5㎡以上（当該器具を除く。）であ

ること。ただし、一辺の長さは、そ

れぞれ60cm以上であること。 

 

滑    り    台 

避 難 用 タ ラ ッ プ 

避    難    橋 

当該器具を使用するのに必要な広さを有すること。 
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第15－３表 降下空間の大きさ 

避難器具の種類 降下空間の大きさ 

救    助    袋 

（斜   降   式） 

救助袋の下方及び側面の方向に対

し上部にあっては25°、下部にあ

っては35°の右図による範囲内。

ただし、壁面に沿って降下する場

合の救助袋と壁面との間隔（最上

部を除く。）は、30cm（ひさし等の

突起物のある場合にあっては突起

物の先端から50cm（突起物が入り

口金具から下方３ｍ以内の場合に

あっては30cm））以上とすることが

できる。 

 

 

 

 

救       助    袋 

（垂   直   式） 

救助袋の中心から半径１ｍの円柱

形の範囲。ただし、救助袋と壁面

との間隔は30cm以上（ひさし等の

突起物がある場合にあっては救助

袋と突起物の先端との間隔は50cm

（突起物が入口金具から下方３ｍ

以内の場合にあっては30cm））以上 

避難器具用ハッチは、ハッチの面

積以上の降着面までの角柱形内 

 

 

緩    降    機 

器具を中心とした半径0.5ｍの円柱

形の範囲内。ただし、10cm以内の

避難上支障のない突起物又は10cm

を超える場合でもロープを損傷し

ない措置を講じてあるものは、降

下空間内に含めて差し支えない。 
 

避  難  は  し  ご 

縦棒の中心線からそれぞれ外方向

に20cm以上及び器具の前面から奥

行65cm以上で地盤その他降着面ま

での角柱形内 

避難器具用ハッチは、ハッチの面

積以上の降着面までの角柱形内  

滑    り    台 

滑り台の滑り面から上方に１ｍ以

上及び滑り台の両端から外方向に

20cm以上の範囲内 

半固定式は操作のできるものであ

ること。 
 

避 難 用 タ ラ ッ プ 

避    難    橋 

避難橋又は避難用タラップの踏面

から上方２ｍ以上及び当該器具の

最大幅以上の範囲内 

半固定式は操作のできるものであ

ること。 

 

 

滑り面 
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避  難  ロ  ー  プ 

滑    り    棒 

器具を中心とした半径0.5ｍの円柱

形の範囲内。ただし、避難ロープ

にあっては、壁面に沿って降下す

る場合の壁面側に対しては、この

限りでない。 
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第15－４表 避難空地の大きさ 

避難器具の種類 避難空地の大きさ 

救    助    袋 

（斜   降   式） 

展張した袋本体の最下端から前

方2.5ｍ及び袋の中心線から左右

１ｍ以上の幅の範囲 

 

救    助    袋 

（垂   直   式） 
降下空間の投影面積 

 

緩    降    機 

 
降下空間の投影面積 

 

避  難  は  し  ご 降下空間の投影面積 

 

滑    り    台 

滑り台の下部先端から前方1.5ｍ

以上及び中心線から左右0.5ｍ以

上の範囲 

 

避 難 用 タ ラ ッ プ 

避    難    橋 

避  難  ロ  ー  プ 

滑    り    棒 

避難上支障のない範囲 
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別 記 

 

          特定共同住宅等の構造類型による避難経路 

 

１ 廊下型 

① 二方向避難型特定共同住宅等 

 避難上有効なバルコニー 

 

 

 

 

 

 

 避難に使用できない部分 

 壁等により周囲が囲まれ、開放性が外部と同等でないと判断された廊下 

 

 

   ② 開放型特定共同住宅等 

                避難上有効なバルコニー 

 

 

 

 

 

避難に使用で 

きない部分 

      開放性が外部と同等以上であると判断された廊下 

 

 

③ 二方向避難・開放型特定共同住宅等 

 避難上有効なバルコニー 

 

 

 

 

 

 

  

 開放性が外部と同等以上であると判断された廊下 

 

 

火 

火 二方向避難不可 

火 

避難に使用で 

きない部分 
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    ④ その他の特定共同住宅等  

                避難上有効なバルコニー 

 

 

 

 

 

 

避難に使用できない部分 

      壁等により周囲が囲まれ、開放性が外部と同等でないと判断された廊下 

 

 

２ 階段室型 

 ① 二方向避難型特定共同住宅等   

避難上有効なバルコニー 

□                       □ 

 

 

 

 

 

 

 

壁等により周囲が囲まれ、開放性が外部と同等でないと判断された階段室等 

 

  

 ② 開放型特定共同住宅等   

避難上有効なバルコニー 

 

 

 

 

 

 

 

 

開放性が外部と同等以上であると判断された階段室等 

 

 

 

 

火 二方向避難不可 

火 

避難に使用で 

きない部分 

火 

避難に使用で 

きない部分 

二方向避難不可 
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 ③ 二方向避難・開放型特定共同住宅等   

避難上有効なバルコニー 

               

 

 

 

 

 

 

 

開放性が外部と同等以上であると判断された階段室等 

 

 

 ④ その他の特定共同住宅等   

避難上有効なバルコニー 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁等により周囲が囲まれ、開放性が外部と同等でないと判断された階段室等 

火 

避難に使用で 

きない部分 

火 

避難に使用で 

きない部分 

二方向避難不可 
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第16 誘導灯及び誘導標識（令第26条、規則第28条の２及び第28条の３、条例第56条、平成11年告示第２号関係） 

１ 用語の定義 

(1) 規則第28条の２に定める「居室」とは、建基法第２条第４号に定める執務、作業、集会、娯楽、その他これ

らに類する目的のため継続的に使用する室のほか駐車場、車庫、機械室及び倉庫等これらに相当する室内をい

う。 

(2) 規則第28条の２に定める「主要な避難口」とは、次に掲げる避難口をいう（以下第25において同じ。）。 

○避難階：屋内から直接地上に通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口） 

○避難階以外の階：直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口） 

(3) 規則第28条の２に定める「容易に見とおしできる」とは、建築物の構造、什器等の設置による視認の障害が

ないこととする。ただし、出入口や誘導灯が障害物により視認できない場合であっても、人が若干移動するこ

とにより（おおむね３ｍ程度）出入口や誘導灯を視認できる場合は、見とおしできるものとする（以下第25に

おいて同じ。）。 

(4) 規則第28条の３第３項第１号ロに定める「直通階段の出入口」とは、避難階若しくは地上に通ずる直通階段

（傾斜路を含む。）の階段室及びその附室の出入口をいう。 

(5) 「非常用の照明装置」とは、建基令第５章第４節に規定されるものをいうものであり、配線方式、非常電源

等を含め、建基令の技術基準に適合していること。 

(6) 規則第28条の３第３項第２号に定める「通路」とは、条例第60条から第63条までに定める避難通路及び不特

定多数の者の使用する避難経路となる居室内の通路のほか、駐車場、倉庫、作業所等で人の通行のために設定

された通路をいう。 

(7) 規則第28条の３第４項第10号に定める「乗降場（地階にあるものに限る。）並びにこれに通ずる階段、傾斜

路及び通路」とは、乗降場に存する旅客等が屋外に避難するまでの経路をいうものとする。また、法定積載荷

重を超えても踏み段が降下しない構造等の一定の安全措置を講じたエスカレーターが避難経路の一部に該当す

る場合は、当該エスカレーターを含むものとする。 

(8) 「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年告示第２号。以下この設備において「告示第２号」という。）第３

第１号（３）及び第３の２第４号に定める「性能を保持するために必要な照度」については、以下のとおりと

する。 

 ア 停電等により通常の照明が消灯してから20分間経過した後の蓄光式誘導標識の表示面において、100㎜カ

ンデラ／㎡以上の平均輝度が確保できる照度をいう。 

 イ 規則第28条の２第１項第３号、第２項第２号及び第３項第３号の規定において蓄光式誘導標識を設ける避

難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離が15ｍ以上となる場合にあっては、停電等により通常の照

明が消灯してから20分間経過した後の表示面が300㎜カンデラ／㎡以上の平均輝度を確保できる照度をいう。 

 ウ 規則第28条の３第４項第10号の規定において通路誘導灯を補完するものとして蓄光式誘導標識を設ける場

合にあっては、停電等により通常の照明が消灯してから60分間経過した後の表示面が75㎜カンデラ／㎡以上

の平均輝度を確保できる照度をいう。 

(9) 告示第２号第３の２ただし書に規定する「光を発する帯状の標示」とは、通路の床面や壁面に避難する方向

に沿ってライン状に標示を行うもの、階段等の踏面において端部の位置を示すように標示を行うもの等をいう。 

２ 規則第28条の２に定める誘導灯及び誘導標識の設置を要しない防火対象物又はその部分の運用 

(1) 階段又は傾斜路以外の部分（規則第28条の２第１項第１号、第２項第１号及び第３項第１号関係） 

ア 設置免除の単位は「階」であり、当該要件への適合性も階ごとに判断するものであること。 

イ 地階（傾斜地等で避難階に該当するものを除く。）及び無窓階は、免除要件の対象外であること。 
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ウ 主要な避難口の視認性については、居室の出入口からだけでなく、居室の各部分から避難口であることが

直接判別できることが必要であること。ただし、人が若干移動することにより（おおむね３ｍ程度）出入口

や誘導灯を視認できる場合を除く。 

 

第16－１図 

 

エ 規則第28条の２第１項第１号の規定に適合しない階（避難口誘導灯の設置を要する階）について、同条第

２項第１号の規定により通路誘導灯を免除する場合には、主要な避難口に設けられた避難口誘導灯の有効範

囲内に居室の各部分が存する必要があること。 

オ 誘導灯及び誘導標識の免除要件に係る例図は、別紙１のとおりであること。 

(1の2) 避難階にある居室（規則第28条の２第１項第３号、第２項第２号及び第３項第３号関係） 

ア 設置免除の単位は「居室」であり、当該要件への適合性も居室ごとに判断するものであること。 

イ 地階及び無窓階に存する居室であっても、免除要件に適合すれば免除の対象となること。 

ウ 規則第28条の２第１項第３号イ、第２項第２号イ及び第３項第３号イに規定する「主として当該居室に

存する者が利用する」避難口とは、当該居室に存する者が避難する際に利用するものであって、他の部分

に存する者が避難する際の動線には当たっていないものとする。ただし、主として従業員のみが使用する

バックヤード等からの避難は当該居室以外の他の部分からの避難には当たらないものであること。 

エ 上記ウの避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離がおおむね15ｍ以上となる場合において、

避難上有効な視認性を確保するためには、次式により、蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法の大きさを確保

すること。  

Ｄ≦150×ｈ  

Ｄは、避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離（単位：ｍ）  

ｈは、蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法（単位：ｍ） 

 【算定例】 

  避難口から居室内の最遠の箇所までの歩行距離が30ｍとなる場合 

  30≦150×ｈ → ｈ≧30÷150＝0.2 

  表示面縦寸法：0.2ｍ以上 

オ 誘導灯及び誘導標識の免除要件に係る例図は、別紙１の２のとおりであること。 

(2) 階段又は傾斜路に設けるもの 

 階段又は傾斜路のうち、通路誘導灯を免除する場合には、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度

が確保されるとともに、避難の方向の表示等が設けられていること。 
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３ 誘導灯の設置・維持について 

(1) 誘導灯の区分 

ア 設置場所及び主な目的 

第16－１表 

区  分 設 置 場 所 主 な 目 的 

避難口誘導灯 

避難口（その上部又は直近の避難上有効

な箇所） 

＊直近の避難上有効な箇所とは、避難口

からおおむね３ｍ以内とする 

避難口の位置の明示 

通路誘導灯 
廊下、階段、通路その他避難上の設備が

ある場所 

階段又は傾斜路に設

けるもの以外のもの 
避難の方向の明示 

階段又は傾斜路に設

けるもの 

・避難上必要な床面

照度の確保 

・避難の方向の確認 

客席誘導灯 

・令別表第１(1)項に掲げる防火対象物

及び当該用途に供される部分の客席 

・上記に掲げるほか客席を有するものに

は設置することが望ましい 

避難上必要な床面照度の確保 

 

イ 表示面の縦寸法と表示面の明るさ（＝表示面の平均輝度×面積） 

第16－２表 

区 分 表示面の縦寸法(ｍ) 表示面の明るさ(カンデラ) 

避難口誘導灯 

Ａ級 0.4以上 50以上 

Ｂ級 0.2以上0.4未満 10以上 

Ｃ級 0.1以上0.2未満 1.5以上 

通路誘導灯 

Ａ級 0.4以上 60以上 

Ｂ級 0.2以上0.4未満 13以上 

Ｃ級 0.1以上0.2未満 ５以上 

 

ウ 平均輝度の範囲 

第16－３表 

電源の別 区 分 平均照度(カンデラ／㎡) 

常用電源 

避難口誘導灯 

Ａ級 350以上 800未満 

Ｂ級 250以上 800未満 

Ｃ級 150以上 800未満 

通路誘導灯 

Ａ級 400以上1000未満 

Ｂ級 350以上1000未満 

Ｃ級 300以上1000未満 

非常電源 
避難口誘導灯 100以上 300未満 

通路誘導灯 150以上 400未満 
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(2) 誘導灯の有効範囲 

ア 避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の（ア）又は（イ）に定める

距離以下となる範囲であること。 

（ア）第16－４表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる距離 

第16－４表 

区     分 距離(ｍ) 

避難口誘導灯 

Ａ級 
避難の方向を示すシンボルのないもの 60 

避難の方向を示すシンボルのあるもの 40 

Ｂ級 
避難の方向を示すシンボルのないもの 30 

避難の方向を示すシンボルのあるもの 20 

Ｃ級＊  15 

通路誘導灯 

Ａ級  20 

Ｂ級  15 

Ｃ級  10 

＊避難口誘導灯のうちＣ級のものについては、避難口であることを示すシンボルについて一定の大きさを確

保する観点から、避難の方向を示すシンボルの併記は認められていないこと。（告示第２号第５第１号

（六）イただし書） 

（イ）次の式に定めるところにより算出した距離 

Ｄ＝ｋｈ 

Ｄは、歩行距離（単位：ｍ） 

ｈは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法（単位：ｍ） 

ｋは、第16－５表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値 

第16－５表 

区       分 ｋの値 

避難口誘導灯 
避難の方向を示すシンボルのないもの 150 

避難の方向を示すシンボルのあるもの 100 

通路誘導灯   50 

【算定例】 

ａ 区分：避難口誘導灯Ａ級（避難の方向を示すシンボルなし） 

表示面縦寸法：0.5ｍ 

150×0.5＝75ｍ 

ｂ 区分：避難口誘導灯Ｂ級（避難の方向を示すシンボルあり） 

表示面縦寸法：0.3ｍ 

100×O.3＝30ｍ 

ｃ 区分：通路誘導灯Ａ級 

表示面縦寸法：0.5ｍ 

50×0.5＝25ｍ 

イ 前アにかかわらず、誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあっ

ては、有効範囲は当該誘導灯までの歩行距離が10ｍ以下となる範囲とされているが、その具体的な例図は、

別紙２のとおりであること。 

ウ 誘導灯の有効範囲は、表示面の裏側には及ばないものであること。 
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(3) 誘導灯の設置位置等 

 誘導灯は、階ごとに次に定めるところにより設置することとし、その具体的な例図は別紙３及び４のとおり

であること。 

ア 避難口誘導灯は次に掲げるところにより設置すること。 

（ア）屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）に設け

ること。 

（イ）直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）に設けること。 

（ウ）前（ア）又は（イ）に掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口に設置すること。ただし、次

の全ての要件に適合する居室の出入口を除く。 

ａ 室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができること。 

ｂ 当該居室の床面積は100㎡（主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供

するものにあっては、400㎡）以下であること。 

（エ）前（ア）又は（イ）に掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができる

もの（くぐり戸付きの防火シャッターを含む。）がある場所に設けること。ただし、自動火災報知設備の

感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することがで

きる照度（当該防火戸の床面における照度が１ルクス以上）が確保されるように非常用の照明装置が設け

られている場合を除く。 

 なお、ただし書きを適用する場合の通路誘導灯は、当該誘導標識に係わらず避難口誘導灯又は通路誘導

灯の有効範囲内に存する必要があること。 

 

第16－２図 

（オ）避難口誘導灯は、避難口の上部や同一壁面上の近接した箇所のほか、避難口前方の近接した箇所など、

当該避難口の位置を明示することができる箇所に設置すること。 

（カ）表示面が避難口に平行となるように設置すること。ただし、廊下等から曲折して避難口に至る場合（避

難口からおおむね３ｍ以内）にあっては、矢印付のものを設置し、表示面が避難方向と対面するよう設け

ること。（ただし、Ｃ級は設置不可） 

 

第16－３図 
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（キ）避難口誘導灯の取付高さは、気付きやすさ等を考慮して、床面から誘導灯下部までの高さが、2.5ｍ以

下となるように設置すること。● 

 

第16－４図 

 

（ク）エスカレーター区画内からの出入口は規則第28条の３第３項第１号ハに該当するものとする。 

（ケ）規則28条の３第３項第１号に掲げるほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備及びガス系消火設備等を

設けた防護区画からの出入口には誘導灯を設けること。● 

（コ）直通階段（屋内に設けるものに限る。）から避難階に存する廊下又は通路に通ずる出入口（地階又は中

間階が無窓階により階単位で設置義務となる場合を含む。）には、設置すること。● 

 

第16－５図 

 

（サ）壁、天井等に、地震動等に耐えるよう堅固に固定すること。 

イ 通路誘導灯 

 通路誘導灯の設置計画にあっては、曲り角に設置し避難口誘導灯の有効範囲を考慮して設置すること。 

（ア）曲り角に設けること。 

（イ）ア（ア）及び（イ）に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に設けること。 

（ウ）前（ア）及び（イ）のほか、廊下又は通路の各部分（避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。）を通

路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所に設けること。 

（エ）規則第28条の２第２項第１号の規定に適合しない防火対象物又はその部分にあっても、廊下又は通路の

各部分が避難口誘導灯の有効範囲内に包含される場合にあっては、通路誘導灯の設置を要しないこと。 

 

第16－６図 

（オ）床面に埋込む通路誘導灯は、器具面を床面以上とし、突出した部分は５㎜以下とするとともに、耐久性

を十分考慮すること。 
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（カ）階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が１ルクス以上

となるように設けること。 

（キ）通路誘導灯の取付高さは、気付きやすさ等を考慮して、床面から誘導灯下部までの高さが、2.5ｍ以下

となるように設置すること。● 

なお、規則第28条の３第４項第３号の２により設置する場合は、床面から誘導灯下部までの高さが、１

ｍ以下となるように設置すること。（第16－７図によるほか、別紙４の２によること。） 

 

 

 

 

 

 

第16－７図 

 

（ク）壁、天井等に、地震動等に耐えるよう堅固に固定すること。 

ウ 客席誘導灯 

（ア）客席内の通路の床面における水平面について計った客席の照度がO.2ルクス以上となるように設けるこ

と。 

（イ）床面からの高さは、原則として0.5ｍ以下の箇所に設けること。 

（ウ）客席内通路が階段状になっている部分にあっては、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全

長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は、当該通路の中心線上で測定し、避難上必要な床面照

度が得られること。 

（エ）客席を壁、床面等に機械的に収納できる構造のものにあっては、当該客席の使用状態において、避難上

必要な床面照度を得られるよう設置すること。 

（オ）客席誘導灯は避難上障害とならないように設置すること。 

（カ）壁、床等に、地震動等に耐えるよう堅固に固定すること。 

(4) 誘導灯の点灯・消灯 

ア 避難口誘導灯及び通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるものを除く。）については、次に掲げる場合であ

って、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するよ

うに措置されているときは、消灯できること。 

（ア）当該防火対象物が無人である場合 

（イ）「外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所」に設置する場合 

（ウ）「利用形態により特に暗さが必要である場所」に設置する場合 

（エ）「主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供される場所」に設置する

場合 

 なお、誘導灯の消灯対象については別紙５、誘導灯の点灯・消灯方法については別紙６によること。 

イ 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯についても、前ア（ア）及び（イ）に掲げる場合にあっては、これら

の例により消灯することとして差し支えないこと。 

通路誘導灯 

天井 

床面 
高さ１ｍ以下 
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(5) 設置場所に応じた誘導灯の区分 

第16－６表 

防火対象物の区分 
設置することができる誘導灯の区分 

避難口誘導灯 通路誘導灯 

令別表第1(10)項、(16)の２項又は(16)の３項

に掲げる防火対象物 

 

令別表第１(1)項から(4)項まで若しくは(9)

項イに掲げる防火対象物の階又は同表(16)項

イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(1)

項から(4)項まで若しくは(9)項イに掲げる防

火対象物の用途に供される部分が存する階

で、その床面積が1,000㎡以上のもの 

○Ａ級 ○Ａ級 

○Ｂ級（表示面の明るさが20以

上（ＢＨ形）のもの又は点滅機

能を有するもの） 

○Ｂ級(表示面の明るさが25以

上(ＢＨ形)のもの) 

※廊下に設置する場合であっ

て、当該誘導灯をその有効範

囲内の各部分から容易に識別

することができるときは、こ

の限りでない。 

上記以外の防火対象物又はその部分 

○Ａ級 ○Ａ級 

○Ｂ級 ○Ｂ級 

○Ｃ級 ○Ｃ級 

＊ 点滅機能又は音声誘導機能を有する誘導灯は、規則第28条の３第３項第１号イ又はロに掲げる避難口について

のみ設置可能とされていること。（規則第28条の３第４項第６号イ） 

＊ Ｂ級にあっては、さらに細分化されていることに注意すること。 

○Ｂ級ＢＨ形：表示面の明るさが避難口誘導灯は20カンデラ以上、通路誘導灯は25カンデラ以上のもの 

○Ｂ級ＢＬ形：表示面の明るさが避難口誘導灯は20カンデラ未満、通路誘導灯は25カンデラ未満のもの 

(6) 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能 

ア 点滅機能又は音声誘導機能は、規則第28条の３第３項第１号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘

導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。 

イ 点滅機能又は音声誘導機能の起動、停止等は、別紙７によること。 

ウ 令別表第１(6)項に掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難

経路となる部分には、点滅機能又は音声誘導機能を有する誘導灯を設置すること。● 

エ 次に掲げる防火対象物又はその部分には、点滅機能を有する誘導灯を設置すること。● 

（ア）百貨店、ホテル、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板等により誘

導灯の視認性が低下するおそれのある部分 

（イ）横浜市福祉のまちづくり条例施行規則（平成10年１月横浜市規則第１号）別表第９に定める防火対象物

（別紙８参照） 

(7) 誘導灯の構造及び性能 

    規則第28条の３第６項に規定する誘導灯は、認定品とすること。● 

４ 誘導標識の設置・維持について 

 誘導標識の設置・維持については、令第26条第２項第５号及び第３項、規則第28条の３第５項及び第６項並び

に告示第２号の規定によるほか、次によること。 

(1) 誘導標識の区分 

第16－７表 

誘導標識 
避難口誘導標識（避難口に設けるもの） 

通路誘導標識（廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に設けるもの） 

(2) 誘導標識の設置位置等 

ア 避難口誘導標識の設置にあっては避難口誘導灯の例により設けること。 

イ 附室内に複数の出入口があるため、階段への出入口が識別できない場合には、当該出入口に誘導標識を設
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置すること。● 

 

第16－８図 

ウ 通路誘導標識（階段又は傾斜路に設けるものを除く。）については、階ごとに、次の箇所に設けること。 

（ア）廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5ｍ以下となる箇所 

（イ）曲がり角 

エ 階段又は傾斜路に設ける通路誘導標識にあっては特に避難の方向を指示する必要がある箇所に設けること。 

 なお、誘導灯の有効範囲内の部分については、誘導標識を設置しないことができること（令第26条第３

項）。 

オ 自然光による採光が十分でない場合には、照明（一般照明を含む。）を設けること。 

なお、蓄光式誘導標識を設ける場合にあっては、求められる輝度を確保できるだけの照度を確保すること。 

カ 扉、床等に塗料を用いて、誘導標識に準じ表示したものにあっては、誘導標識とみなし取り扱うこと（蓄

光式誘導標識を除く。）。 

キ 規則第28条の３第４項第３号の２及び第10号で定める通路誘導灯を補完するために設けられる通路蓄光式

誘導標識については、告示第２号第３の２の規定によるほか、次によることとし、具体的な例図にあっては

別紙４の２のとおりであること。 

（ア）告示第２号第３の２第２号に規定する「床面又はその直近の箇所」とは、通路蓄光式誘導標識下部まで

の高さが１ｍ以下の避難上有効な箇所をいうものとする。 

（イ）通路誘導灯の直下付近に設けること。● 

（ウ）階段、傾斜路、段差等のある場所においては、転倒、転落等を防止するため、その始点及び終点となる

箇所に、通路蓄光式誘導標識を設けること。この場合において、通路蓄光式誘導標識上の「避難の方向を

示すシンボル」（告示第２号別図第２）の向きを、避難時の上り・下りの方向に合わせたものとすること。 

（エ）規則第28条の３第４項第３号の２及び第10号の規定においては、通路誘導灯を補完するものとして通路

蓄光式誘導標識を設けることが定められているものであり、通路蓄光式誘導標識が設けられていることを

もって、当該箇所における通路誘導灯を免除することはできないこと。 

(3) 誘導標識の構造及び性能 

ア 壁、床等に固定、貼付け等が確実にできるものであること。 

イ 床面に設けるものにあっては、耐水性、耐薬品性、耐摩耗性等を有するものであること。 

ウ 高輝度蓄光式誘導標識を設ける場合にあっては、次によること。 

 （ア）通行、清掃、風雨等による摩耗、浸水等の影響が懸念される場所に設ける場合は、認定品を、認定取得

時の設置環境・設置場所の区分に応じて設けること。認定品でないものを設ける場合にあっては、耐摩耗

性や耐水性について認定基準と同等（別紙９）の性能を有しているものであること。● 

 （イ）避難口に設ける避難口蓄光式誘導標識については、蓄光材料が誘導標識の縁の部分についていることで、

より明確に誘導標識を認識することができるため、縁の部分も光る枠有りのものを設けること。● 
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第16－９図 

 

（ウ）規則第28条の３第４項第３号の２及び第10号で定める通路誘導灯を補完するために設ける通路蓄光式誘

導標識については、他の誘導表示と混同しないようにピクトグラムの入ったものとするほか、標識の大き

さが120㎜×120㎜以上又は短辺100㎜以上・面積300㎠以上となるものを設けること。● 

 

 

 

 

 

 

第16－10図 

 

４の２ 光を発する帯状の標示の設置・維持について 

光を発する帯状の標示の設置・維持については、次によることとし、具体的な例図にあっては別紙４の２のと

おりであること。 

(1) 光を発する帯状の標示の設置位置等 

 ア 光を発する帯状の標示にあっては、当該標示下部までの高さが１ｍ以下となるように設けること。 

イ 光を発する帯状の標示を設ける場合にあっては、曲がり角等の必要な箇所に通路高輝度蓄光式誘導標識を

設けること。また、曲がり角等の必要な箇所以外の部分にあっては、避難の方向を明示するために、停電等

により通常の照明が消灯してから20分間（規則第28条の３第４項第10号の規定において通路誘導灯を補完す

るものとして設ける場合にあっては60分間）経過した後における当該表面の平均輝度が７㎜カンデラ／㎡以

上となる通路蓄光式誘導標識を、廊下及び通路の各部分から一の通路蓄光式誘導標識までの歩行距離が５ｍ

以下（通路高輝度蓄光式誘導標識が設置されている箇所にあっては、その有効範囲内を除く。）、かつ、床面

から通路蓄光式誘導標識下部までの高さが１ｍ以下となるように設けること。 

なお、曲がり角等の必要な箇所に設ける通路高輝度蓄光式誘導標識については、上記４（３）ウ（ウ）に

よることとし、曲がり角等の必要な箇所以外の部分に設ける通路蓄光式誘導標識については、他の誘導表示

と混同しないようにピクトグラムの入ったものとするほか、標識の大きさが100㎜×210㎜以上となるものを

設けること。●  

(2) 光を発する帯状の標示の構造及び性能 

ア 壁、床等に固定、貼付け等が確実にできるものであること。 

イ 通行、清掃、風雨等による摩耗、浸水等の影響が懸念される場所に設ける場合は、性能評定品を、性能評

定取得時の設置環境・設置場所の区分に応じて設けること。性能評定品でないものを設ける場合にあっては、

耐摩耗性や耐水性について性能評定基準と同等（材質等により性能評定基準が異なるため、製品ごとに個別

に判定する。）の性能を有しているものであること。● 

ウ 停電等により通常の照明が消灯してから20分間（規則第28条の３第４項第10号の規定において通路誘導灯

を補完するものとして設ける場合にあっては60分間）経過した後における当該表面の平均輝度が、次式によ

枠有り 枠無し 

ピクトグラムが入っていないもの ピクトグラムが入っているもの 
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り求めた値を確保すること。 

  Ｌ’≧Ｌ100／ｄ’ 

  Ｌ’：当該標示の表面における平均輝度（単位：㎜カンデラ／㎡） 

  Ｌ ：２（単位：㎜カンデラ／㎡） 

  ｄ’：当該標示の幅（単位：㎜） 

 

 【算定例】 

  使用する光を発する帯状の標示の幅が10㎜の場合 

  Ｌ’≧２×100／10 → Ｌ’≧20 

  光を発する帯状の標示の表面における平均輝度：20㎜カンデラ／㎡以上  

５ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

６ 電源及び配線 

(1) 常用電源からの配線は、配電盤又は分電盤から専用回路とし、途中に開閉器又は点滅器等を設けないこと。 

(2) 常用電源からの専用回路は、２以上の階（小規模な防火対象物を除く。）にわたらないよう設置することが

望ましい。ただし、階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、階段系統ごととすることができる。● 

(3) 非常電源と常用電源との切替装置及び常用電源の停電検出装置の取付場所は、原則として誘導灯回路を分岐

している配電盤若しくは分電盤又は各誘導灯器具内とすること。ただし、切替装置を内蔵する浮動充電方式の

蓄電設備を用いるものにあっては、これによらないことができる。 

(4) 誘導灯の常用電源回路には、地絡により電路を遮断する装置を設けないこと。 

(5) 専用回路の開閉器には、誘導灯用である旨の表示をすること。 

７ 非常電源 

(1) 非常電源については、蓄電池設備によるものとし、その容量は誘導灯を有効に20分間作動できる容量以上と

すること。 

(2) 次のいずれかに該当する大規模・高層等の防火対象物については、非常電源の容量を60分間以上とすること。 

ア 令別表第１(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかを満たすもの 

（ア）延べ面積50,000㎡以上 

（イ）地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積が30,000㎡以上 

イ 令別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの 

ウ 令別表第１(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物（同表(16)項に掲げる防火対象物にあっては、同表

第１(10)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）で、乗降場が地階にあり、か

つ、消防長が避難上必要があると認めて指定したもの。 

  なお、告示第２号第４第３号の規定により、消防長が避難上必要があると認めて指定したものとは、別紙

10の「誘導灯及び誘導標識の基準第４第３号に規定する防火対象物の指定」（平成22年９月１日消防局告示

第３号）によること。 

(3) 非常電源の容量を60分間以上としなければならない主要な避難経路は、次の場所とし、その具体的な例図は

別紙11のとおりであること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火

対象物又はその部分の通路誘導灯については、非常電源の容量を20分間以上とすることができる。 

ア 屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口） 

イ 直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口） 

ウ 避難階の廊下及び通路（アの避難口に通ずるものに限る。） 
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エ 乗降場（地階にあるものに限る。）並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路 

オ 直通階段 

(4) 非常電源の容量を60分間以上とする場合、20分間を超える時間における作動に係る容量にあっては、直交変

換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によることができること。 

(5) 非常電源の容量は、誘導灯に設ける点滅機能及び音声誘導機能についても必要であること。 

 (6) 規則第28条の２第２項第４号の規定により、(2)に掲げる防火対象物の乗降場に通ずる階段及び傾斜路並び

に直通階段に、建基令第126条の４に規定する非常用の照明装置で、60分間作動できる容量以上のものを設け

た場合の技術基準については、建基令第126条の５に規定する非常用の照明装置の基準（予備電源容量に係る

基準を除く。）を満たす必要があること。 

８ 防火管理体制等 

 誘導灯の点滅若しくは音声誘導又は消灯を行う防火対象物については、消防計画に次に掲げる事項を記載させ、

適正な防火管理体制等を図ること。 

(1) 点滅又は音声誘導機能の起動・停止方法 

(2) 点灯・消灯方法 
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別紙１ 

誘導灯及び誘導標識の設置を要しない防火対象物又はその部分について 

（階段又は傾斜路以外の部分） 

１ 規則第28条の２第１項第１号に定める避難口誘導灯の設置を要しない防火対象物又はその部分の免除要件に係

る例は次のとおりである。 

(1) 避難階（無窓階を除く。）の場合 

＊地階であっても避難階の場合は該当する。 

（例１） 

 

(2) 避難階以外の階（地階及び無窓階を除く。）の場合 

（例２） 

 

２ 規則第28条の２第２項第１号に定める通路誘導灯の設置を要しない防火対象物又はその部分の免除要件に係る

例は次のとおりである。 

(1) 避難階（無窓階を除く。）の場合 

（例３） 

 

（注）ただし、Ｃ級にあっては15ｍ、Ｂ級（避難の方向を示すシンボルのあるもの）にあっては20ｍ、Ｂ

級（避難の方向を示すシンボルのないもの）にあっては30ｍ以下とする。 
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(2) 避難階以外の階（地階及び無窓階を除く。）の場合 

（例４） 

 

（注）ただし、Ｃ級にあっては15ｍ、Ｂ級（避難方向を示すシンボルのあるもの）にあっては20ｍ以下と

する。 

３ 規則第28条の２第３項第１号に定める誘導標識の設置を要しない防火対象物又はその部分の免除要件に係る例

は次のとおりである。 

  （例５） 

 

（注）避難階にあっては、通路誘導灯の設置を要しない防火対象物又はその部分であっても避難口に至る

歩行距離が30ｍを超え、かつ、避難口誘導灯の有効範囲外となる部分については、誘導標識の設置

が必要である。 
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別紙１の２ 

誘導灯及び誘導標識の設置を要しない防火対象物又はその部分について 

（避難階にある居室） 

１ 規則第28条の２第１項第３号に規定する誘導灯の設置を要しない防火対象物又はその部分の免除要件に係る例は

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）【例１】避難口から居室内の最遠の箇所までの歩行距離が15ｍ未満となる場合にあっては、蓄光式誘導標識

が以下の性能を保持するために必要な照度を採光又は照明により確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室内の各部分から、規則第

28条の３第３項第１号イの

避難口を容易に見とおし、

かつ、識別することがで

き、室内の各部分から当該

避難口に至る歩行距離が30

ｍ以下であること。 

規則第28条の３第３項

第１号イの避難口があ

り、当該避難口に蓄光

式誘導標識が設置され

ていること。 

主として従業員のみが使用

するバックヤード等からの

避難は、当該居室以外のそ

の他の部分からの避難には

当たらない。 

蓄光式誘導標識 
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【例２】避難口から居室内の最遠の箇所までの歩行距離が15ｍ以上30ｍ以下となる場合にあっては、蓄光式

誘導標識が以下の性能を保持するために必要な照度を採光又は照明により確保すること。また、蓄光

式誘導標識の表示面の縦寸法の大きさを次式により求め、確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 規則第28条の２第２項第２号に規定する通路誘導灯及び規則第28条の２第３項第３号に規定する誘導標識の設置

を要しない防火対象物又はその部分の免除要件に係る例は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄光式誘導標識 

室内の各部分から、規則第

28条の３第３項第１号イの

避難口又はこれに設ける避

難口誘導灯若しくは蓄光式

誘導標識を容易に見とお

し、かつ、識別することが

でき、室内の各部分から当

該避難口に至る歩行距離が

30ｍ以下であること。 

規則第28条の３第３項

第１号イの避難口があ

り、当該避難口に避難

口誘導灯又は蓄光式誘

導標識が設置されてい

る。 

主として従業員のみが使用

するバックヤード等からの

避難は、当該居室以外のそ

の他の部分からの避難には

当たらない。 
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別紙２ 

誘導灯を容易に見とおしかつ識別することができない例 

誘導灯を容易に見とおしかつ識別することができない例 備   考 

○壁面があり陰になる部分がある場合 

 

 

○階段により階数がかわる場合 

 

 

○0.4m以上のはりがある場合    ○防煙壁がある場合 

 

吊具等により表示上部が障害物より下

方にある場合は見とおせるものとする

が、そうでない場合は見とおしはきかな

いものとすること。 

○一定以上の高さのパーテー

ションがある場合 

○一定以上の高さのショーケ

ース、棚がある場合 

一定以上の高さとは通常1.5ｍ程度と

する。 

なお、誘導灯がこれらの障害物より高

い位置に、避難上有効に設けられている

場合には、見とおせるものとすること。 

 

○一定以上の高さの可動間仕切がある場合 

 

 

○吊広告、垂れ幕がある場合 

 

吊広告等により表示上部が障害物より

下方にある場合は見とおせるものとする

が、そうでない場合は見とおしはきかな

いものとすること。 

吊り広告を設置することが予想される

場合にはあらかじめ留意すること。 
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別紙３ 

誘導灯の設置箇所 

１ 避難口誘導灯の設置箇所（規則第28条の３第３項第１号） 

(1) 屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口） 

 

(2) 直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口） 

 

(3) (1)又は(2)に掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口（室内の各部分から容易に避難することが

できるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。） 
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【避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件】告示第２号第３、２ 

 

(4) (1)又は(2)に掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの（くぐり

戸付き防火シャッターを含む。）がある場所（自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に

誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常照明が設けら

れている場合を除く。） 

 

避難口誘導灯の設置が除外される例 
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２ 通路誘導灯の設置箇所（規則第28条の３第３項第２号） 

(1) 曲り角 

 

(2) 前１(1)及び(2)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所 

 

 

 

(3) (1)及び(2)のほか、廊下又は通路の各部分（避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。）を通路誘導灯の有

効範囲内に包含するために必要な箇所 

ア 廊下又は通路の各部分への通路誘導灯の配置 

 

 

イ 避難口ヘの廊下又は通路の各部分への通路誘導灯の配置 
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別紙４ 

避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置する場合の手順 

１ 規則第28条の３第３項第１号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける（（ａ））。 

２ 曲り角に通路誘導灯を設ける（（ｂ））。 

３ 主要な避難口（規則第28条の３第３項第１号イ及びロに掲げる避難口）に設置される避難口誘導灯の有効範囲

内の箇所に通路誘導灯を設ける（（ｃ））。 

４ 廊下又は通路の各部分について、（ａ）から（ｃ）までの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部

分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける（（ｄ））。 

５ 以上のほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有

効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する。 

 

（例） 
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別紙４の２ 

規則第28条の３第４項第３号の２及び第10号の規定により 

誘導灯、蓄光式誘導標識、光を発する帯状の標示等を設置する場合について 

 

図１ 規則第28条の３第４項第３号の２により誘導灯を設置した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 避難口誘導灯の有効範囲で通路を包含できる場合で、通路誘導灯・高輝度蓄光式誘導標識の設置を要しない場 

  合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 屋内から直接地上に通ずる出入口又は直通階段の出入口に面していて、通路誘導灯の設置高さが１ｍを超える 

場合に、高輝度蓄光式誘導標識を設置した場合（床面に設置する場合も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高輝度蓄光式誘導標識、光を発する帯状の標示はあくまで通路誘導灯を補完するものであるため避難口誘導灯の 

有効範囲内は設置を要しないことができる。（図３から図６までにおいて同様） 

※ 高輝度蓄光式誘導標識の設置位置はできるだけ通路誘導灯の下付近に設置することが望ましいため、通路誘導灯 

の設置位置を基準に蓄光式誘導標識の設置位置を決定していく。（図３から図６までにおいて同様） 

 

 

図４ 図３以外の避難口に通ずる廊下又は通路の出入口に面していて、通路誘導灯の設置高さが１ｍを超える場合に、 

高輝度蓄光式誘導標識を設置した場合（壁に設置する場合も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難口誘導灯の有効範囲内 

 

 

 

 

下端が１ｍ以下 

床面から１ｍ以下の壁 

又は 

床面に通路誘導灯を 

設置する。 

避難口誘導灯の有効範囲内 

 

 

 

 

   有効範囲(15ｍ) 

 

 

有効範囲(7.5ｍ) 

 

 

有効範囲(7.5ｍ) 

通路誘導灯 

高輝度蓄光式誘導標識 

できるだけ通路誘導灯の 

下付近に設置する。 

下端が１ｍ以下 

避難口誘導灯の有効範囲内 

 

 

 

 

   有効範囲(15ｍ) 

 

 

有効範囲(7.5ｍ) 

 

 

床面から１ｍ以下の壁 

又は 

床面に高輝度蓄光式 

誘導標識を設置する。 

高輝度蓄光式誘導標識 

通路誘導灯 

避難口誘導灯の有効範囲内は設

置を要しないことができる。 
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図５ 屋内から直接地上に通ずる出入口又は直通階段の出入口に面していて、通路誘導灯の設置高さが１ｍを超える 

場合に、光を発する帯状の標示を設置した場合（床面に設置する場合も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 図５以外の避難口に通ずる廊下又は通路の出入口に面していて、通路誘導灯の設置高さが１ｍを超える場合に、 

光を発する帯状の標示を設置した場合（壁に設置する場合も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ Ｔ字路（又は十字路）に、高輝度蓄光式誘導標識を設置する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｔ字路（又は十字路）の壁に高輝度蓄光式誘導標識等を設置する場合は、どちら側から避難してきても高輝度蓄

光式誘導標識を視認できるように両側の壁に設置します。また、光を発する帯状の標示等を設置する場合も、Ｔ字

路（又は十字路）には同様に高輝度蓄光式誘導標識を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下端が１ｍ以下 

避難口誘導灯の有効範囲内 

 

 

 

 

通路誘導灯 

有効範囲(10ｍ) 

 

 

有効範囲(10ｍ) 

 

 

有効範囲(5ｍ) 有効範囲(10ｍ) 

 

 

光を発する帯状の標示 

７㎜カンデラ／㎡以上の輝度を有す

る蓄光式誘導標識 

避難口誘導灯の有効範囲内 

 

 

 

 
有効範囲(10ｍ) 

 

 

有効範囲(10ｍ) 

 

 

通路誘導灯 

光を発する帯状の標示 

下端が１ｍ以下 

７㎜カンデラ／㎡以上の輝度を有す

る蓄光式誘導標識 
有効範囲(5ｍ) 

 

 

壁の場合は、容易に視認 

できる両側の壁に設置する。 

高輝度蓄光式誘導標識 

高輝度蓄光式誘導標識 

高輝度蓄光式誘導標識 

床の場合は中央 

に設置する。 
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図８ 曲がり角に、高輝度蓄光式誘導標識を設置する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 光を発する帯状の標示等を設置する場合も、曲がり角には同様に高輝度蓄光式誘導標識を設置する。 

 

 

図９ 階段、傾斜路、段差等のある場所に高輝度蓄光式誘導標識を設置する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 転倒、転落等を防止するため、その始点及び終点となる箇所に設ける。また、標識上の「避難の方向を示すシン 

ボル」（平成11年告示第２号別図第２）の向きを、避難時の上り・下りの方向に合わせたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床の場合は中央 

に設置する。 

高輝度蓄光式誘導標識 

高輝度蓄光式誘導標識 

壁の場合は、容易に視認

できる壁に設置する。 

高輝度蓄光式誘導標識 
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別紙５ 

誘導灯の消灯対象 

１ 防火対象物が無人である場合 

(1) ここでいう「無人」とは、当該防火対象物全体について、休業、休日、夜間等において定期的に人が存しな

い状態が繰り返し継続されることをいうこと。この場合において、防災センター要員、警備員等によって管理

を行っている場合も「無人」とみなすこと。 

(2) したがって、無人でない状態では、消灯対象とはならないこと。 

２ 「外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所」に設置する場合 

(1) ここでいう「外光」とは、自然光のことであり、当該場所には採光のための十分な開口部が存する必要があ

ること。 

(2) また、消灯対象となるのは、外光により避難口等を識別できる間に限られること。 

３ 「利用形態により特に暗さが必要である場所」に設置する場合 

 通常予想される使用状態において、映像等による視覚効果、演出効果上、特に暗さが必要な次票の左欄に掲げ

る用途に供される場所であり、消灯対象となるのは同表の右欄に掲げる使用状態にある場合であること。 

用     途 使 用 状 態 

遊園地のアトラクション等の用に供される部分

（酒類、飲食の提供を伴うものを除く。）など常時

暗さが必要とされる場所 

当該部分における消灯は、営業時間中に限り行うこと

ができるものであること。したがって、清掃、点検中

のため人が存する場合には、消灯はできないものであ

ること。 

劇場、映画館、プラネタリウム、映画スタジオ等

の用途に供される部分（酒類、飲食の提供を伴う

ものを除く。）など一定時間継続して暗さが必要と

される場所 

当該部分における消灯は、映画館における上映時間

中、劇場における上映中など当該部分が特に暗さが必

要とされる状態で使用されている時間中に限り行うこ

とができるものであること。 

集会場等の用に供される部分など一時的（数分程

度）に暗さが必要とされる場所 

当該部分における消灯は、催し物全体の中で特に暗さ

が必要とされる状態で使用されている時間内に限り行

うことができるものであること。 

４ 「主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所」に設置する場合 

(1) ここでいう「当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物（特に避難通

路）について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。 

(2) また、当該規定においては、令別表第１(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から(15)項までに掲げ

る防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。 
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別紙６ 

誘導灯の点灯・消灯方法 

１ 消灯方法 

(1) 誘導灯の消灯は、手動で行う方式とすること。ただし、「利用形態により特に暗さが必要である場所」に設

置する場合であって、当該必要性の観点から誘導灯の消灯時間が最小限に設定されているときは、誘導灯の消

灯を自動で行う方式とすることができること。 

(2) 個々の誘導灯ごとではなく、消灯対象ごとに、一括して消灯する方式とすること。 

(3) 「利用形態により特に暗さが必要である場所」において誘導灯の消灯を行う場合には、当該場所の利用者に

対し、①誘導灯が消灯されること、②火災の際には誘導灯が点灯すること、③避難経路について、掲示、放送

等によりあらかじめ周知すること。 

２ 点灯方法 

(1) 「自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯」する場合には、消灯しているすべての避難口誘導灯及

び通路誘導灯を点灯すること。 

(2) 「当該場所の利用形態に応じて点灯」する場合には、誘導灯を消灯している場所が別紙５の要件に適合しな

くなったとき、自動又は手動により点灯すること。この場合において、消灯対象ごとの点灯方法の具体例は、

次表のとおりであること。 

消 灯 対 象 
点 灯 方 法 

自   動 手   動 

当該防火対象物が無人である場所 ○照明器具連動装置 

○扉開放連動装置 

○施錠連動装置 

○赤外線センサー  等 

防災センター要員、警備員、宿直

者等により、当該場所の利用形態

に応じて、迅速かつ確実に点灯す

ることができる防火管理体制が整

備されていること。 「外光により避難口又は避難の方向が識

別できる場所」に設置する場合 

○照明器具連動装置 

○光電式自動点滅器 等 

「利用形態により特に暗さが必要である

場所」に設置する場合 

○照明器具連動装置 

○扉開放連動装置  等 

「主として当該防火対象物の関係者及び

関係者に雇用されている者の使用に供す

る場所」に設置する場合 

○照明器具連動装置 等 

＊１ 当該場所の利用形態に応じた点灯方法としては、上表に掲げるもの等から、いずれかの方法を適宜選択す

ればよいこと。 

＊２ 自動を選択した場合にあっても、点滅器を操作すること等により、手動でも点灯できるものであること。 

３ 配線等 

(1) 誘導灯を消灯している間においても、非常電源の蓄電池設備に常時充電することができる配線方式とするこ

と。 

(2) 操作回路の配線は、規則第12条第１項第５号の規定の例によること。 

(3) 点灯又は消灯に使用する点滅器、開閉器等は、防災センター等に設けること。ただし、「利用形態により特

に暗さが必要である場所」に設置する場合には、防災センター等のほか、当該場所を見とおすことができる場

所又はその付近に設けることができること。 

(4) 点灯又は消灯に使用する点滅器、開閉器等には、その旨を表示すること。 
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別紙７ 

点滅機能又は音声誘導機能の起動・停止方法 

１ 起動方法 

(1) 感知器からの火災信号のほか、自動火災報知設備の受信機が火災表示を行う要件（中継器からの火災表示信

号、発信機からの火災信号等）と連動して点滅機能及び音声誘導機能が起動するものであること。 

(2) 規則第24条第５号ハに掲げる防火対象物又はその部分においては、地区音響装置の鳴動動範囲（区分鳴動／

全区域鳴動）について、点滅機能及び音声誘導機能を起動することができるものとすること。 

(3) 音声により警報を発する自動火災報知設備又は放送設備が設置されている防火対象物又はその部分において

は、点滅機能及び音声誘導機能の起動のタイミングは、火災警報又は火災放送と整合を図ること。 

 

図１ 起動するイメージ図 

 

２ 停止方法 

(1) 熱・煙が滞留している避難経路への（積極的な）避難誘導を避けるため、規則第28条の３第３項第１号イ及

びロに掲げる避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避

難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止することとされていること。この場合において当該要件に

該当するケースとしては、①直通階段（「特別避難階段及び屋内避難階段等の部分を定める件」（平成14年告示

第７号）に規定する開口部を有する屋内階段を除く。）に設けられた煙感知器の作動により、②当該直通階段

（又はその附室）に設けられた避難口誘導灯の点滅機能及び音声誘導機能が停止すること等が、主に想定され

るものであること。また、熱・煙が滞留するおそれがないことにより、自動火災報知設備の感知器の設置を要

しない場所（屋外等）については、当該規定のために感知器を設置する必要はないこと。 

(2) 音声により警報を発する自動火災報知設備又は放送設備により火災警報又は火災放送が行われているときは、

「非常放送中における自動火災報知設備の地区音響装置の鳴動停止機能について」（昭和60年９月30日消防予

第110号）に準じて、誘導灯の音声誘導が停止するよう措置すること。ただし、誘導灯の設置位置・音圧レベ

ルを調整する等により、火災警報又は火災放送の内容伝達が困難若しくは不十分となるおそれのない場合にあ

っては、この限りでない。 
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図２ 停止するイメージ図 

 

329



別紙８ 

点滅形誘導灯を設置指導する対象物 

１ 建築物 

区   分 用   途 設置指導対象物 

福祉施設 

(1) 障害者支援施設 

(2) 福祉ホーム 

(3) 身体障害者社会参加支援施設 

(4) 老人福祉施設 

(5) 介護老人支援施設 

(6) 地域ケアプラザ、デイサービス施設、有料老人

ホーム 

(7) 児童福祉施設 

(8) 保護施設 

(9) 授産施設 

1,000㎡以上のもの 

病院 病院（ベッド20床以上の病床数を有するもの） 

診療所 診療所 

教育施設 

(1) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大

学、特別支援学校、幼稚園、専門学校、予備校、

専修学校、各種学校  

(2) 自動車教習所 

集会施設 

不特定かつ多数の者が集会等のために利用する施設 

(1) 斎場、結婚式場、火葬場（式場がない場合を除

く。）、霊堂（式場がない場合を除く。） 

(2) 地区センター、コミュニティハウス 

(3) 公会堂、区民文化センター、貸ホール 

地下街 地下街 

物品販売業を営む店舗 

物品販売を主用途とする店舗、百貨店、スーパーマ

ーケット、ガソリンスタンド、ディーラーのショー

ルーム、自動車整備工場、コンビニ等 

飲食店 
飲食を主用途とする店舗（遊興を主とするバー、キ

ャバレー等を除く。）、喫茶店、食堂、レストラン等 

興行施設 

主として演劇、音楽、映画、演芸、スポーツ等を鑑

賞・観覧する目的で不特定かつ多数の人が集合する

施設 

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場 

(2) 客席を有する運動施設の客席部分 

遊興施設 

マージャン、パチンコ、ゲームその他これらに類す

る遊技又は遊興を行わせる施設 

(1) パチンコ屋、マージャン屋、ゲームセンター、

勝馬投票券発売所、カラオケボックス、キャバレ

ー、ナイトクラブ、バー 

(2) 遊園地、アミューズメント施設 

運動施設 
体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、テニ

ス場、ゴルフ練習場、フィットネスクラブ 

宿泊施設 
(1) ホテル、旅館、簡易宿所 

(2) 宿泊施設を持つ研修所、保養所等 

展示場 
目的をもって資料や商品を展示陳列する施設 

多目的展示場等 

複合施設 雑居ビル 
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２ 公共交通機関の施設 

区   分 用   途 設置指導対象物 

鉄道の駅 鉄道の駅 

すべての施設 
軌道の停留所 軌道の停留所 

港湾旅客施設 港湾法第２条第５項第７号に規定する旅客施設 

バスターミナル等 バスターミナルなど 

※ 設置指導対象物の面積は、用途に供する部分の床面積の合計とする。 
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別紙９ 

 

高輝度蓄光式誘導標識の耐摩耗性、耐水性の試験方法及び判定基準 

 

 

試験項目 試験方法 判定基準 

耐摩耗性 １ 床用の試験は、ＪＩＳ Ａ 1451 

（建築材料及び建築構成部分の摩耗 

試験方法）の規定による回転円盤式 

の試験を1,000回転行う。 

２ １ｍ未満の壁用の試験は、ＪＩＳ 

Ｈ 8682-1（アルミニウム及びアルミ 

ニウム合金の陽極酸化皮膜の耐摩耗 

性試験方法－第１部：往復運動平面 

摩耗試験）によって研磨紙ＣＣ＃320 

を用い、摩耗回数（ダブルストローク） 

を600回行う。 

 試験後の試料の表示面のシンボル、 

文字が判別でき、かつ、この試験後に 

輝度の性能を満たすこと。 

 

耐水性  試験体を20±５℃の水中に24時間 

浸した後取り出し、室内に１時間放置 

する。 

 試験後の試料の表示面のシンボル、 

文字が判別でき、かつ、この試験後に 

輝度の性能を満たすこと。 

 

  ※（一財）日本消防設備安全センター認定基準抜粋 
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別紙10 

消防局告示第３号 

誘導灯及び誘導標識の基準第４第３号に規定する防火対象物の指定 

 

 誘導灯及び誘導標識の基準（平成11年消防庁告示第２号）第４第３号の規定に基づき、消防長が指定する防火対象

物を次のとおり指定し、平成22年９月１日から施行する。 

      平成22年９月１日  

                                                  横浜市消防局長  鈴 木   洋 

１  複数の路線が乗り入れている駅 

２ 地下３層以上に乗降場を有する駅 
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別紙11 

誘導灯の非常電源の容量を60分間以上としなければならない主要な避難経路 

 

１ 大規模・高層対象物の場合 

(1) 通路誘導灯の非常電源の容量を60分間確保する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 蓄光式誘導標識を設置し、通路誘導灯の非常電源の容量を20分間確保する場合 

下端が床面か

ら１ｍ以下 
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２ 地下駅舎の場合 

(1) 通路誘導灯の非常電源の容量を60分間確保する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 蓄光式誘導標識を設置し、通路誘導灯の非常電源の容量を20分間確保する場合 
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第17 消防用水（令第27条関係） 

１ 消防用水の形態等 

 消防用水は、防火水槽又はプールその他これらに類する形態（河川、海等は、原則として除く。）を有するも

のとすること。 

２ 構造等 

(1) 地盤面下4.5ｍ以内の部分に設ける消防用水で吸管投入孔を設けるもの 

ア 吸管投入孔● 

（ア）消防用水に設ける吸管投入孔は、直径0.6ｍ以上の円形とし、所要水量が80ｍ3未満のものにあっては１

個以上、80ｍ3以上のものにあっては２個以上設けること。 

（イ）吸管投入孔には、鉄蓋等を取り付けること。この場合、設置場所が車両の通行に供される場所にあって

は、車両通行に耐える強度のものとすること。 

イ 水源 

（ア）水源水量 

   第２ 屋内消火栓設備１(1)を準用すること。 

（イ）有効水源水量の確保● 

   吸管投入孔の直下には、集水ピット（釜場）を設けること。この場合、集水ピットは、一辺が0.6ｍ以

上の長方形若しくは正方形又は直径0.6ｍ以上の円形とし、深さ0.5ｍ以上とすること。 

（ウ）水源水槽の構造 

   第２ 屋内消火栓設備１(6)を準用すること。 

(2) 地盤面下4.5ｍ以内の部分に設ける消防用水で採水口を設けるもの● 

ア 採水口 

（ア）消防用水に設ける採水口は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に

使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第23号。以下「結合金具の

規格省令」という。）に規定される呼称75のめねじに適合する単口とし、設置個数は、第17－１表による

こと。 

第17－１表 

所要水量 20ｍ3 40～100ｍ3 120ｍ3以上 

採水口の数 １個 ２個 ３個 

 

（イ）採水口は、地盤面から高さが0.5ｍ以上１ｍ以下の位置に設けること。 

（ウ）採水口には、覆冠等を取り付けること。 

 （エ）採水口は、（一社）日本放水器具工業会の自主認定品を設けること。 

イ 水源 

水源は、前(1)イを準用すること。 

ウ 配管等 

採水口に接続する配管は、第２ 屋内消火栓設備３(8)から(10)、(14)及び(20)を準用するほか、次に

よること。 

（ア）呼び径は、100Ａ以上とすること。 

（イ）配管は、採水口１口ごとの単独配管とすること。 
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(3) 地盤面下4.5ｍを超える部分に設ける消防用水 

 次により、ポンプを用いる加圧送水装置（以下「加圧送水装置」という。）及び採水口を設けた場合は、令

第27条第３項第１号の規定にかかわらず、令第32条の規定を適用し、地盤面下4.5ｍを超える部分に設ける有

効水量を消防用水とすることができる。 

ア 加圧送水装置の吐出量及び採水口の個数 

加圧送水装置の吐出量及び採水口の個数は、第17－２表によること。 

第17－２表 

所要水量 20ｍ3 40～100ｍ3 120ｍ3以上 

加圧送水装置の 

吐 出 量 
1100Ｌ/min 2200Ｌ/min 3300Ｌ/min 

採水口の数 １個 ２個 ３個 

  

イ 加圧送水装置 

加圧送水装置は、第２ 屋内消火栓設備２（(2)ウ及びエを除く。）を準用するほか、次によること。 

（ア）加圧送水装置の位置は、採水口からの取水に支障の生じない位置とすること。 

（イ）加圧送水装置の全揚程は、前アに定める吐出量時において採水口までの落差及び配管摩擦損失水頭に15

ｍを加えた数値以上とすること。 

ウ 採水口 

採水口は、結合金具の規格省令に規定される呼称65の差し口に適合する単口とするほか、前(2)ア（イ）

から（エ）までを準用すること。 

エ 水源 

水源は、第２ 屋内消火栓設備１を準用すること。 

オ 配管等 

  採水口に接続する配管は、呼び径65Ａ以上とし、第２屋内消火栓設備３(8)から(10)、(12)～(15)及び

(17)～(20)までを準用すること。 

カ 起動装置 

（ア）採水口の位置には、加圧送水装置の遠隔起動装置を設けること。ただし、防災センター等から加圧送水

装置を起動できる場合において、防災センター等と相互に通話できる連絡装置を設ける場合は、遠隔起動

装置を設けないことができる。 

（イ）遠隔起動装置又は連絡装置の直近には、規則第12条第１項第３号ロの規定に準じた赤色の灯火を設ける

こと。 

（ウ）採水口の直近には、加圧送水装置の始動を明示する赤色の起動表示灯を設けること。ただし、前（イ）

により設けた赤色の灯火を点滅させることにより、加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設

けないことができる。 

 キ 貯水槽等の耐震措置 

   貯水槽等の耐震措置は、第２ 屋内消火栓設備５を準用すること。 

 ク 非常電源、配線等 

   非常電源、配線等は、第２ 屋内消火栓設備６を準用するほか、非常電源の容量は、加圧送水装置を有効

に60分以上作動できる容量とすること。 
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(4) 地盤面より高い部分に設ける消防用水● 

ア 採水口からの吐出圧力が0.15ＭＰa未満の場合 

  （ア）採水口 

    ａ 採水口は、前(2)アを準用すること。 

    ｂ 採水口の直近には、止水弁を設け、当該位置で止水弁の操作が容易にできるものとすること。 

  （イ）水源 

     水源は、第２ 屋内消火栓設備１を準用すること。 

  （ウ）配管 

     配管は、前(3)オを準用すること。 

  （エ）貯水槽等の耐震措置 

     貯水槽等の耐震措置は、第２ 屋内消火栓設備５を準用すること。 

  イ 採水口からの吐出圧力が0.15ＭＰa以上の場合 

  （ア）貯水槽等からの吐出量及び採水口の個数 

     貯水槽等からの吐出量及び採水口の個数は、前(3)アを準用すること。 

（イ）採水口 

    ａ 採水口は、前(3)ウを準用すること。 

    ｂ 採水口の直近には、止水弁を設け、当該位置で止水弁の操作が容易にできるものとすること。 

  （ウ）水源 

     水源は、第２ 屋内消火栓設備１を準用すること。 

  （エ）配管 

     配管は、前(3)オを準用すること。 

  （オ）貯水槽等の耐震措置 

     貯水槽等の耐震措置は、第２ 屋内消火栓設備５を準用すること。 

（カ）吐出圧力が1.6ＭＰaを超えないための措置 

     採水口からの吐出圧力が1.6ＭＰaを超えないための措置は、第２ 屋内消火栓設備２(2)エ（ア）、（エ）、

（オ）（ｄを除く。）及び（カ）を準用すること。 

３ 表示等 

(1) 消防用水を設けた場所の付近の見やすい位置に第17－１図の例により標識を設置することとし、「消防用

水」の表示とともに当該消防用水の容量を併記すること。 

(2) 吸管投入孔の蓋上部には、「吸管投入孔」と表示すること。 

(3) 採水口には、「採水口」又は「消防用水採水口」と表示すること。 

(4) 前２(3)により加圧送水装置を設けたものにあっては、採水口付近に当該加圧送水装置の起動方法を表示す

ること。 

４ 水 量 

 一の消防用水は40ｍ3以上の水量とすること。● 

５ 蓄熱槽水との兼用 

 消防用水を空調用蓄熱槽水と兼用する場合は、上記のほか、次によること。 

(1) 温度は、おおむね40℃以下であること。 

(2) 水質は、原水を上水道水とする等消防活動上支障がないものであること。 

(3) 吸管投入孔及び採水管の取水部分は、空調用蓄熱水槽部分のうち水温の低い部分に設けること。 

(4) 採水口は、消防ポンプ自動車が２ｍ以内に接近できる位置に設けること。 
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(5) 吸管投入孔及び採水口の付近には、見やすい個所に次の事項を掲示すること。 

ア 消防用水である旨 

イ 採水可能水量 

ウ 注意事項 

(6) 採水又は採水後の充水により、当該空調用蓄熱水槽に係る空調設備の機能に影響を及ぼさないようにするた

め、電磁棒又はフート弁等により有効水量を確保するなど、必要な措置が講じられていること。 

 なお、採水により冷暖房に支障を生じない目安は、蓄熱槽容量の８分の１以下であることから、消防用水と

しての使用可能量については関係者と協議して決定すること。 

(7) 消火設備の水槽又は指定消防水利として使用する場合には、次によることとし、それぞれの使用に支障を生

じないように必要な措置が講じられていること。 

ア 他の消火設備の水源と兼用する場合は、それぞれの規定水源水量を加算して得た量以上を確保すること。 

イ 消防水利と兼用する場合は、消防水利又は消防用水それぞれの必要量のうち、大なるものの水量以上を確

保すること。 
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消防用水標識参考図（第17－１図） 

 

※ 消防水利の標識とする場合は、「消防用水」及び「容量」の部分を「消防水利」に改めること。 
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第18 排煙設備（令第28条、規則第29条及び第30条関係） 

１ 建基法に基づき設置される排煙設備との関連 

建基法と整合が図られている技術基準の運用については、建基法の例によることとして差し支えないこと。た

だし、排煙設備の主な設置目的は、消防法にあっては消防隊の安全・円滑な消火活動の確保、建基法にあっては

在館者の安全・円滑な初期避難の確保であり、両方の趣旨が異なること等から次の点については、特に差違が設

けられていること。 

    (1) 建基法では、一定の区画・内装制限を行った部分に係る排煙設備については、設置が免除されているが、煙

が滞留しやすい地階・無窓階において、盛期火災における安全・円滑な消火活動を確保するため、消防法では

設置免除の対象外としていること。 

  (2) 建基法では、排煙機又は給気機と接続していない煙突状の風道も認められているが、消防法では、消火活動

上必要な風量を確実に担保するため、風道は排煙機又は給気機と接続されている必要があること。 

  (3) 消防法では、風道にダンパーを設ける場合において、排煙機の機能を確保するための要件を規定している。

特に、消火活動拠点については、自動閉鎖装置を設けたダンパーの設置を禁止していること。 

  (4) その他、消防法では、消防用設備等として必要な要件を補足していること。（排煙機・給気機の被災防止、

風道等への耐震措置等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18－１図 排煙機による排煙設備の構成例 

 

２ 防煙区画 

 (1) 防煙区画は、可能な限り単純な形状とし、２以上の階にわたらないこと。● 

  (2) 防煙壁は、耐火構造又は不燃材料（アルミニウム、ガラス（線入りガラス又は網入りガラスを除く。）等加熱 

により容易に変形又は破損するものを除く。）とすること。 

  (3) 同一防煙区画内や防煙壁で区画された２以上の防煙区画には、排煙機による排煙口と直接外気に接する排煙口

を併用しないこと。                                   

   (4) 可動式の防煙壁を設置する場合は、次によること。                                               
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   ア 防煙壁は、材質・構造等が火災時に有効かつ確実に作動しなければならないこと。                 

   イ 防煙壁の幅は 50cm以上とするとともに、作動後、床面から 1.8ｍ以上の空間を確保して避難上支障ないも 

のとすること。                                                                           

      ウ 煙感知器連動による作動方法とし、かつ、防煙壁の近接した部分に手動降下装置を設けること。     

      エ 条例第68条の２第１項の各号に掲げる防火対象物にあっては、その作動が防災センターで制御でき、かつ、 

監視ができるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排煙機による防煙区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接外気に接する防煙区画 

 

第 18－２図 防煙区画の断面 

 

３ 排煙口の配置 

  防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離は次によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 排煙機による排煙口 
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直接外気に接する排煙口 

 

第18－３図 排煙口の配置例 

 

４ 排煙機の排出口等 

 (1) 排煙機の排出口は、次によること。 

  ア 防火対象物の周囲の状況、気象条件等を考慮して、排出された煙が避難あるいは消火活動の妨げとならない 

位置に設けること。 

  イ 排出された煙が、給気風道の外気取り入れ口から流入しない位置に設けること。 

 (2) 給気機の外気取り入れ口は、煙の再吸入を防止するために、原則、防火対象物の低層階に設けること。 

５ 起動装置 

  規則第30条第４号に規定するほか、次によること。 

 (1) 手動起動装置 

一の防煙区画内に複数の排煙機による排煙口を設ける場合においては、各々の排煙口に近接して手動起動装置 

を設けることを原則とし、その手動起動装置を操作すると当該防煙区画内のすべての排煙口が起動されるように 

すること。 

(2) 自動起動装置 

 ア 防災センター等に設ける起動等の制御及び作動状態の監視ができる装置は、次によること。 

（ア）明瞭に判別でき、かつ、速やかに操作することができる位置に配置すること。 

（イ）当該防火対象物の階、作動状態等を系統別に表示できること。 

イ 防災センター等には、排煙口を明記した防煙区画図及び排煙設備操作説明書を掲出すること。 

６ 消火活動拠点    

(1) 消火活動拠点に排煙口を設ける場合 

消火活動拠点に排煙口を設ける場合については、次図を参考とすること。 
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構成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断 面                   平 面  

 

第 18－４図 消火活動拠点に排煙口を設ける場合の例 

 

(2) 消火活動拠点に排煙口を設けない場合（加圧排煙） 

    消火活動拠点に排煙口を設けない場合（加圧排煙）については、次の事項に留意すること。 

   ア 給気加圧の圧力差は、消火活動拠点＞消火活動拠点に通ずる廊下＞その他の部分の順とすること。 

   イ 消火活動拠点及びこれに通ずる廊下扉の開閉困難等の障害を防止するため、余剰空気を排出させる装置等を

設けること。 

 ウ 消防活動拠点への加圧給気量は、加圧空間に面する扉、エレベーターシャフト等の隙間から漏れる量等を考

慮して求めること。 
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第 18－５図 消火活動拠点に排煙口を設けない場合（加圧排煙）の例 

  

７ 非常電源、配線等 

   第２ 屋内消火栓設備６を準用すること。 

８ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

９ その他 

 規則第29条第２号の規定に適合しない駐車場等にあっては、消火設備は排煙によって消火効果の低下しない水

噴霧消火設備又は泡消火設備とすること。● 

 

 

345



第19 連結散水設備（令第28条の２、規則第30条の２及び第30条の３、昭和48年告示第７号、平成13年告示第37号関

係） 

１ 配管 

 配管は、第２ 屋内消火栓設備３(9)、(10) 、(12)、(13)、(18)から(20)までによるほか、次によること。 

(1) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いる連結散水設備の配管にあっては、次によること。 

ア 配管の口径とヘッドの関係は、第19－１表によるものであること。この場合、枝管に取り付けるヘッドの

数は、配水管から片側５個までを限度とするものであること。 

第19－１表 

ヘッドの合計個数 ２個以下 ３個以下 ５個以下 10個以下 20個以下 

配管の呼び径（Ａ） 32 40 50 65 80 

イ 第２ 屋内消火栓設備３(3)から(5)までによるほか、高架水槽等へ連結する配管径は、呼び径40Ａ以上と

すること。● 

(2) 損失水頭は、送水口のホース接続口から配管の末端ヘッドまでの損失水頭にヘッドの吐出水頭を加算して

100ｍ以下となるようにすること。この場合におけるヘッドの放水圧力及び放水量は、それぞれ0.5MPa、180Ｌ

／min以上とすること。 

(3) 送水口の直近の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。● 

(4) 配管の材質は、規則第30条の３第３号の規定によるほか、定格全揚程時における配管部分の圧力が1.6MPa以

上となるものにあっては、ＪＩＳ Ｇ 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）又はこれと同等以上の強度、耐食性及び

耐熱性を有する配管を使用すること。 

２ 送水口 

 送水口は、第３ スプリンクラー設備７(1)及び(2)イ、ウによるほか、次によること。 

(1) 規則第30条の３第４号ホに規定する送水口は、認定品とすること。● 

(2) 送水口は、地階に至る出入口付近で、前面道路等から容易に識別できる位置に設けること。● 

(3) 送水口のホース接続口は、送水区域ごとに設けること。ただし、次のア及びイに該当する場合は、この限り

でない。 

ア 任意の送水区域を選択できる選択弁を設けてあること。 

イ 各送水区域が耐火構造の壁、床及び特定防火設備である防火戸で区画されていること。 

３ 選択弁 

 前２(3)アにより設ける選択弁は、次によること。 

(1) 一斉開放弁を制御する選択弁を用いる場合にあっては、送水区域に放水することなく一斉開放弁の作動試験

ができるものであること。 

(2) 選択弁及び一斉開放弁は、火災の際延焼のおそれの少ない場所で、点検に容易な位置に設けること。 

４ 散水ヘッド 

(1) 規則第30条の２第２号から第５号までに掲げる散水ヘッドの設備を要しない部分の運用については、第３ 

スプリンクラー設備10(1)アからオまでをそれぞれ準用すること。 

(2) 散水ヘッドは、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いること。●ただし、次のいずれか

に該当する場所にあっては、開放型散水ヘッド（認定品に限る。）を用いることができるものとする。 

ア 散水ヘッドの取り付け面の高さが床面から８ｍ以上となる場所 

イ 大規模な空間を有し、一斉散水による消火の方が適当な場所 
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５ 散水ヘッドの設置位置及び送水区域 

(1) 閉鎖型ヘッド（閉鎖型スプリンクラーヘッドに限る。）を用いるもの 

 第３ スプリンクラー設備10(2)及び(3)ア（ア）から（エ）までを準用するほか、次によること。 

ア 各送水区域が接する部分のヘッドの間隔は、第３ スプリンクラー設備12(2)ウの例によること。ただし、

各送水区域を耐火構造の壁、床又は特定防火設備である防火戸で区画した場合は、この限りでない。 

イ 送水区域の末端には、規則第14条第１項第５号の２イからハまでの規定及び第３ スプリンクラー設備９

（(4)を除く。）の例により末端試験弁を設けること。 

(2) 開放型散水ヘッド又は閉鎖型散水ヘッドを用いるもの 

 前(1)アによるほか、配置形ごとの散水ヘッド間隔は、第３ スプリンクラー設備第３－５図から第３－７

図まで及び次の数値を参照すること。● 

ア 正方形に配置する場合  5.2ｍ 

イ 長方形に配置する場合  7.4ｍ 

６ 表示 

(1) 送水口に設ける標識は、「連結散水設備送水口」又は「連結散水送水口」と表示するものとし、大きさを

30cm×10cm以上とすること。● 

(2) 送水口付近には、各送水区域、選択弁、送水系統を明示した大きさ20cm×20cm以上の標識板を設けること。

● 

(3) 選択弁設置位置には、当該弁である旨及び受持ち送水区域を明示した標識板を設けること。 
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第20 連結送水管（令第29条、規則第30条の４及び第31条、条例第57条、平成13年告示第37号、平成25年告示第２号

関係） 

１ 送水口 

(1) 規則第31条第３号に規定する送水口の結合金具は、差込式のものとすること。 

 (2) 規則第31条第４号の２に規定する送水口は、認定品とすること。● 

 (3) 第３ スプリンクラー設備７(2)イ及びウを準用すること。  

２ 配管等 

 第２ 屋内消火栓設備３（(1)、(2)、(11)、(14)から(17)までを除く。）を準用するほか、次によること。 

(1) 配管は、専用とすること。ただし、第２ 屋内消火栓設備３(1)に該当し、かつ、次により設ける場合にあ

っては、屋内消火栓設備の配管と兼用することができる。 

ア 屋内消火栓設備の開閉弁は、減圧機構付とし、最大使用圧力が当該開閉弁に加わる圧力値を超えるものと

すること。 

イ 逆止弁はポンプと連結送水管の送水口の間に設け、連結送水管の送水圧力がポンプに直接かからないよう

に措置すること。 

ウ 連結送水管と同等の圧力が加わる部分は、屋内消火栓設備と連結送水管の両基準に適合すること。 

(2) バルブ類の材質は、規則第31条第５号ニ（イ）の規定によるほか、当該バルブ類の設置場所の使用圧力値以

上の圧力値に適用するものを設けること。 

(3) 設計送水圧力が1.0ＭＰaを超える場合に用いるバルブ類は、規則第31条第５号ニ（ロ）の規定によるものの

うち、呼び圧力16Ｋ以上の耐圧性が確認されているものとすること。 

(4) 送水口直近の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。● 

(5) 別記１「消防法施行規則第30条の４第１項並びに第31条第５号ロ及び第６号イ（ロ）に規定する防火対象物

等の指定」（平成13年３月23日、消防局告示第１号）に基づき、主管の内径を100mm未満にする場合は、水力計

算式（別記２「主管の内径の特例適用に伴う水力計算及び計算方法」及び別記３「摩擦損失水頭一覧表」参

照）に選定した100mm未満の主管径（65Ａ以上に限る。）の流量に対する数値を入れ設計送水水頭の値を求め、

この時の値が160ｍ以下である場合、選定した100mm未満の主管が使用できること。 

３ 放水口 

(1) ホース接続口は、呼称65の差込式とすること。 

(2) 放水口の開閉弁は、最高使用圧力が当該開閉弁に加わる圧力の圧力値を超えるものとすること。 

(3) 放水口は、階段（屋外階段が設けられる場合は、努めて当該階段とする。）、非常用エレベーターの乗降ロビ

ーその他これらに類する場所に設けること。ただし、直接外気に開放された廊下等に設ける場合で、消防隊の

使用に支障ないと認める場合は、階段等から５ｍ以内の場所とすることができる。 

(4) 放水口は、原則として各階の同一位置とするように設けること。● 

(5) 格納箱に収納する場合は、第２ 屋内消火栓設備７(1)ウに準じた格納箱とすること。 

４ 表示 

(1) 送水口に設ける標識は、「連結送水管送水口」と表示するものとし、大きさ30cm×10cm以上のものとするこ

と。●（第20－１図参照） 

(2) 設計送水圧力が1.OＭＰaを超えるものにあっては、前(1)の標識に「高圧仕様型」と併記するか近接する見

やすい箇所にその旨を表示すること。●（第20－２図参照） 

(3) 主管の内径を100mm未満にしたものにあっては、前(2)のほかに主管の内径を表示すること。●（第20－３図

参照） 
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(4) 放水口又は格納箱には「放水口」と表示するか、又は「消防章」を設けること。この場合、放水口の表示文

字の大きさは、１字につき20c㎡以上、消防章の大きさは、直径10cm以上とすること。 

(5) 放水口を屋内消火栓箱に設けたものにあっては、前(4)の表示を当該屋内消火栓箱に併記すること。 

(6) 放水口を前３(3)ただし書の場所に設ける場合にあっては、放水口の上部に規則第12条第１項第３号ロの規

定により赤色の灯火を設けること。ただし、放水口を屋内消火栓箱内に設けたものは、この限りでない。 

 

第20－１図 連結送水管の送水口である旨の標識例 

 

第20－２図 設計送水圧力が１ＭＰaを超える場合の標識例 

 

主管内径には、85、65等の口径を

記入する。 

 

 

第20－３図 主管の内径を100mm未満にした場合の標識例 

５ 設計送水圧力 

 規則第31条第５号ロに定める設計送水圧力は、次の(1)から(3)により、それぞれのノズル先端圧力で放水量を

満足できるものとすること。ただし、設計送水圧力の上限は1.6ＭＰaとすること。（別記４「設計送水圧力計算

方法」参照） 

(1) 主管の内径を100mm未満にする防火対象物 

 ノズル先端圧力1.OＭＰaで放水量800Ｌ／min 

(2) 放水圧力を1.OＭＰaに指定した防火対象物（(1)を除く。） 

ア ノズル先端圧力1.OＭＰaで放水量800Ｌ／min 

イ ノズル先端圧力0.6ＭＰaで放水量1600Ｌ／min 

(3) その他の防火対象物 

 ノズル先端圧力0.6ＭＰaで放水量1600Ｌ／min 

６ 地階を除く階数が11以上の防火対象物に設ける連結送水管 

 １から４までによるほか、次によること。 

(1) 放水用器具は、噴霧切替ノズル（結合金具呼称50mmグリップ付に限る。）１本及び呼称50mm長さ20ｍのホー

ス２本以上を媒介金具により放水口に接続させ、収納しておくこと。 

(2) (1)の放水用器具は、各階又は１階層おきに分散しておくことができる。 
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(3) ホース格納箱に放水口を収納すること。ただし、放水口直近に設ける場合は、この限りでない。 

(4) ホース格納箱の構造、材質等、第２ 屋内消火栓設備７(1)ウを準用すること。 

(5) ホース格納箱には、その前面に赤地に白文字又は白地に赤文字で「ホース格納箱」と表示するものとし、大

きさを50cm×８cm以上とすること。 

(6) 非常用エレベーターが設置されている場合（11階以上のすべての階に乗降ロビーがある場合に限る。）には、

ホース格納箱を設置しないことができる。 

 なお、この場合には、送水口付近に「非常用エレベーター設置」と表示すること。（第20－４図参照） 

 

第20－４図 ホース格納箱を設置しない場合の標識例 

(7) 規則第31条第６号イに規定する加圧送水装置を設けるものにあっては、次によること。 

ア 加圧送水装置の設置場所 

 第２ 屋内消火栓設備２(1)によるほか、送水口における設計送水圧力を1.6ＭＰa以下に設定して、規定

のノズル先端水頭が得られるように設けること。また、70ｍ以下の防火対象物であっても、設計送水圧力が

1.6ＭＰaを超えるものにあっては、加圧送水装置を設けることが望ましいこと。● 

イ 加圧送水装置等 

 加圧送水装置にポンプを用いるものにあっては、第２ 屋内消火栓設備２(2)（ウ、エを除く）を準用す

るほか、次によること。 

（ア）主管の内径を100mm未満にする防火対象物のポンプの吐出量は、規則第31条第６号イ（イ）の条文中の

かっこ内の「水力計算に用いた量」を400Ｌ／minとして取り扱うこと。 

（イ）ポンプの全揚程は、規則第31条第６号イ（ロ）の規定による式により、次に掲げる防火対象物ごとの放

水量及びノズル先端水頭で求めた値以上とすること。 

ａ 主管の内径を100mm未満にする防火対象物 

 放水量800Ｌ／min（一のポンプで２以上の立管に接続する場合は、1,200Ｌ／min）時にノズル水頭

100ｍ以上 

ｂ 放水圧力を1.OＭＰaに指定した防火対象物（ａを除く。） 

 次の（ａ）及び（ｂ）により計算して求めた数値のいずれか大きい方の値とすること。 

（ａ）放水量800Ｌ／min（一のポンプで２以上の立管に接続する場合は、1,200Ｌ／min）時にノズル水頭

100ｍ以上 

（ｂ）放水量1600Ｌ／min（一のポンプで２以上の立管に接続する場合は、2,400Ｌ／min）時にノズル水

頭60ｍ以上 

（ウ）ポンプの押込圧は、設計送水圧で送水した場合にポンプの設計押込圧以下とすること。 

（エ）ポンプの締切揚程に押込揚程を加えた値が170ｍ以上となる場合にあっては、複数のポンプを直列に設

けること。 

（オ）ポンプ運転時の放水の際に1.6ＭＰaを超える放水口にあっては、1.6ＭＰaを超えないような措置を講じ

ること。 

（カ）配管の構造等は、次によること。 

ａ 加圧送水装置の吸水側配管と吐出側配管との間にバイパスを設け、バイパスには、逆止弁を設けるこ
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と。（第20－５図参照） 

ｂ 立上り配管を２以上設置した場合は、各送水口から送られた水が合流する加圧送水装置の吸水側配管

及び吐出側配管の口径を、呼び径150Ａ以上とすること。 

ｃ ポンプ廻りの配管には、一次側には放水口を、二次側は送水口又は放水ロを設置すること。（第20－

６図参照） 

ｄ ポンプ一次側及び二次側の止水弁は、ポンプと主管を分離できるように主管側に設置すること。 

（第20－６図参照） 

ｅ ポンプの一次側の配管に、圧力調整及び止水弁を設置しバイパス配管とすること。ただし、高圧押込

み仕様のポンプを使用する場合は、この限りでない。（第20－６図参照） 

（キ）加圧送水装置の起動方法は、次のいずれかの方法によることとし、防災センターで起動が確認できるも

のであること。 

ａ 防災センターから遠隔操作により起動することができ、かつ、送水口の直近から防災センターと相互

に連絡できる装置を有するもの 

ｂ 送水口から遠隔操作により起動することができるもの 

ｃ 流水検知装置又は圧力装置によるもの 

（ク）加圧送水装置を設置した機械室又はその直近部分並びに送水口及び防災センターに相互に連絡できる装

置（インターホン等）を設置すること。 

（ケ）非常電源、配線等は、第２ 屋内消火栓設備６を準用すること。 

ウ 表示 

（ア）加圧送水装置を設置したものは、ポンプ運転時に最上階において必要なノズル圧力を得るための設計送

水圧力を送水口付近に表示すること。 

（イ）ポンプ方式の加圧送水装置を設置した機械室の扉には、「連結送水管用ブースターポンプ」と表示する

とともに、ポンプ一次側の止水弁には、「連結送水管用止水弁」と表示すること。 

７ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 
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超高層連結送水管の配管図例 

 

第20－５図 

 

第20－６図 
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別記１ 

消防局告示第１号 

消防法施行規則第30条の４第１項並びに第31条第５号ロ及び 

第６号イ（ロ）に規定する防火対象物等の指定 

 

 消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号。以下「規則」という。）第30条の４第１項並びに第31条第５号ロ及び

第６号イ（ロ）の規定に基づき、消防長が指定する防火対象物等を次のとおり指定する。 

 消防法施行規則第31条第５号ロ及び第６号イ（ロ）の規定に基づく連結送水管に関する技術上の基準の細目（平成

２年11月消防局告示第５号）は、廃止する。 

平成13年３月23日 

横浜市消防局長 西村 浩 

 

１ 規則第30条の４第１項の規定に基づき、消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべて

の階が次のいずれかに該当するものとする。 

(1) 消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第１(5)項ロの用途に供されているもの（共

同住宅に限る。） 

(2) スプリンクラー設備が令第12条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例

により設置されているもの 

２ 規則第31条第５号ロの規定に基づき、消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとし、当該防火対象物

における消防長が指定する放水圧力は、１メガパスカルとする。 

(1) 令第29条第１項第１号及び第２号に規定する防火対象物 

(2) 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）第57条第１項第１号及び第３号に規定する防火対象

物 

３ 規則第31条第６号イ（ロ）の規定に基づき、消防長が指定するノズル先端における放水時の水頭は、100メー

トルとする。 
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別記２ 

主管の内径の特例適用に伴う水力計算 

 

 主管径を100mm未満にする場合は、次の水力計算に選定した100mm未満の主管径（65Ａ以上に限る。）の流量に対す

る数値を入れて、設計送水水頭の値を求め、その値が160ｍ以下である場合に、選定した100mm未満の主管径とするこ

とができることとする。 

送水水頭の上限≧設計送水水頭＝配管等の摩擦損失水頭＋落差＋ノズル先端水頭 

（ｈ1＋ｈ2＋ｈ3＋ｈ4＋ｈ5） 
計算式 Ｈmax（160）≧Ｈ＝               ＋ｈａ＋ｎ 

100 

※ 計算式に選定した100mm未満の主管径（65Ａ以上に限る。）の流量に対する数値を入れる。 

配管等の摩擦損失水頭 

Ｈmax：160ｍ（1.6ＭＰa） 

ｈ１：送水口の水頭長（130ｍ） 

ｈ２：Ｌ1×ａ    ｈ3：Ｌ2×ｂ 

Ｌ1、Ｌ2：配管の直管の長さ＋管継手等の直管相当長さ 

ａ、ｂ：配管径の流量に対する数値 

◇配管（JIS G3454、Sch40）の摩擦損失水頭（100ｍ当たり） 

ａ：配管流量800L／min→65Ａ（28.97ｍ）、80Ａ（12.67ｍ） 

ｂ：配管流量400L／min→65Ａ（8.04ｍ）、80Ａ（3.51ｍ） 

ｈ４：放水口の水頭長（65Ａ玉型弁相当、配管流量400Ｌ／min） 

ｈ６：ホース（ホース２本（50mm×20ｍ）） 

ｈａ：落差（送水口から最上部の放水口までの高さ：ｍ） 

ｎ ：流量可変型ノズル等のノズル先端水頭長（100ｍ：1.0ＭＰa） 
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主管の内径の特例適用に伴う水力計算方法 

 

 階数が８階（階高を３ｍとし、送水口から最上階の放水口までの高さを21ｍとする。）の建築物で主管の内径を65

Ａと80Ａを仮定する。 

 

（ｈ1＋ｈ2＋ｈ3＋ｈ4＋ｈ5） 
計算式 Ｈmax（160）≧Ｈ＝               ＋ｈａ＋ｎ 

100 

 

配管等の摩擦損失水頭（別記３「摩擦損失水頭一覧表」参照） 

Ｈmax：160ｍ（1.6ＭＰa） 

ｈ1：送水口（130ｍ≒38.3×3.4） 

ｈ2：Ｌ1（配管直管+管継手等）×a 

＊Ｌ1［配管流量800Ｌ/min（200Ｌ/min×４口）の配管長さ］ 

縦引き配管：18ｍ＋１ｍ 

横引き配管：２ｍ＋３ｍ 

管継手（エルボ×２）：ｍ 

バルブ類（仕切弁、逆止弁）：ｍ 

ｈ3：Ｌ2（配管直管+管継手等）×b 

＊Ｌ2［配管流量400Ｌ/min（200Ｌ/min×２口）の配管長さ］ 

縦引き配管：３ｍ 

横引き配管：２ｍ 

管継手（チーズ×１）：ｍ 

ｈ4：放水口（22×8.04） 

＊65Ａ玉型弁相当、配管流量400Ｌ/min 

ｈ5：ホース等（５×40ｍ＋22×8.04） 

＊ホース２本×20ｍ（50mmホース、配管流量200Ｌ/min） 

分岐金具（65Ａ玉型弁相当、配管流量400Ｌ/min） 

ｈａ：落差（送水口から最上部の放水口までの高さ：ｍ） 

ｎ ：流量可変型ノズル等のノズル先端水頭長（100ｍ：1.0ＭＰa） 

ａ、ｂ：単位当たりの摩擦損失水頭 

 

 

(1) 主管径を65Ａと仮定 

 

 

 
設計送水水頭が138.3ｍ（160ｍ以下）であるため、主管径を65Ａにできる 
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(2) 主管径を80Ａと仮定 

 

 

 
設計送水水頭が132.7ｍ（160ｍ以下）であるため、主管径を80Ａにできる 
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別記３ 

摩擦損失水頭一覧表 

 

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ Ｇ 3454）、Ｓｃｈ40を使用する場合 

大きさの呼び 

種  別 
65 80 100 150 

管 
 

継 
 

手 

ね
じ
込
み
式 

45°エルボ 0.9  1.1  1.4  2.1 

90°エルボ 2.0  2.4  3.1  4.5 

リタンベント（180°） 4.8  5.7  7.5 11.O 

チーズ又はクロス（分流90°） 4.0  4.7  6.1  9.1 

溶 

接 

式 

45°エルボ ロング 0.4  0.5  0.6  0.9 

90°エルボ 
ショート 1.1  1.3  1.6  2.4 

ロング 0.8  0.9  1.2  1.8 

チーズ又はクロス（分流90°） 3.0  3.5  4.6  6.8 

バ
ル
ブ
類 

仕 切 弁 0.4  0.5  0.7 1.0 

玉 形 弁 22.0 26.0 34.O 50.3 

アングル弁 11.0 13.1 17.1 25.2 

逆止弁（スイング型） 5.5 6.5  8.5 12.5 

 

送  水  口 38.3 

 

配管の摩擦損失水頭表（100ｍ当たり）ＪＩＳ Ｇ 3454、Ｓｃｈ40 

呼び径 

流量Ｌ／min 
65 80 100 150 

 400 8.04 3.51 O.94 0.14 

 800 28.97 12.67 3.40 0.51 

1200 61.33 26.82 7.20 1.08 

1600 104.43 45.67 12.27 1.84 

2400 221.11 96.69 25.97 3.90 

 

ホースの摩擦損失水頭表（100ｍ当たり） 

ホースの呼称 

流量Ｌ／min 
50 65 

200 ５ ― 

400 20 ７ 
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別記４ 

設計送水圧力計算方法 

 

１ 設計送水圧力 

 設計送水圧力は、ノズル先端における放水圧力が指定（もしくは規定）された放水圧力以上となるように送水

した場合における送水口における圧力をいう。 

設計送水圧力＝摩擦損失水頭＋背圧（落差）＋放水圧力 

２ 計算方法 

 設計送水圧力は、次に掲げる防火対象物により、それぞれのノズル先端圧力及び放水量から摩擦損失水頭等を

計算して求めた値とする。 

(1) 主管内径を100mm満にできる防火対象物 

 ノズル先端圧力1.OＭＰaで、放水量が800Ｌ/min 

  設計送水圧力＝摩擦損失水頭換算圧＋背圧＋1.0ＭＰa…（a） 

(2) 放水圧力を指定された防火対象物 

 次の①及び②の数値のいずれか大きい方の値とする。 

① ノズル先端圧力1.OＭＰaで、放水量が800Ｌ/min 

 設計送水圧力は（ａ）式による。 

② ノズル先端圧力0.6ＭＰaで、放水量が1,600Ｌ/min 

 設計送水圧力＝摩擦損失水頭換算圧＋背圧＋0.6ＭＰa…（b） 

(3) その他の防火対象物 

 ノズル先端圧力0.6ＭＰaで、放水量が1,600Ｌ/min 

 設計送水圧力は（ｂ）式による。 

 

［放水圧力1.0ＭＰaの場合］         ［放水圧力0.6ＭＰaの場合］ 
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３ 計算例 

 加圧送水装置の設置に伴う設計送水圧力の計算は、前述の式により行い、設計送水圧力が1.6ＭＰaを超えた場

合、加圧送水装置の設置が望ましい。 

 なお、次の条件で各主管径に伴う階別の設計送水圧力を表としたので参考とされたい。 

 

設計送水圧力＝摩擦損失水頭換算圧＋背圧＋1.OＭＰa 

ｈｌ＋ｈ２＋ｈ３＋ｈ４＋ｈ５ 
100Ｈ＝ 

100 

 

Ｈ：摩擦損失水頭換算圧 

hl：送水口（130ｍ≒38.3×3.4） 

h2：Ｌ1（配管直管＋管継手等）×ａ 

＊Ｌ1[配管流量Ｌ／min（Ｌ／min×４口）の配管長さ] 

縦引き配管：ｍ（階高３ｍ、送水口の高さ0.5ｍ） 

横引き配管：２ｍ 

管継手（エルボ×２）：ｍ 

バルブ類（仕切弁、逆止弁）：ｍ 

h3：Ｌ2（配管直管＋管継手等）×ｂ 

＊Ｌ2[配管流量Ｌ／min（Ｌ／min×２口）の配管長さ] 

縦引き配管：３ｍ 

横引き配管：２ｍ 

管継手（チーズ×１）：ｍ 

h4：放水口（177又は637ｍ≒22×8.04又は28.97） 

＊65Ａ玉型弁相当、配管流量400又は800Ｌ／min 

h5：ホース（200又は800ｍ≒５又は20×40ｍ） 

＊ホース２本×20ｍ（50mmホース、配管流量200又は400Ｌ／min） 

 

※ａ、ｂ：配管の単位当たりの摩擦損失水頭 

 

 

(1) 放水圧力0.6ＭＰaで送水量1,600Ｌ/minの場合 

 
12階 

33ｍ 

13階 

36ｍ 

19階 

54ｍ 

20階 

57ｍ 

25階 

72ｍ 

26階 

75ｍ 

28階 

81ｍ 

29階 

84ｍ 

65Ａ 1.56 L62       

80Ａ   1.60 1.65     

100Ａ     1.58 1.62   

150Ａ       1.58 1.61 

 

359



(2) 放水圧力1.0ＭＰaで送水量800Ｌ/minの場合 

 
13階 

36ｍ 

14階 

39ｍ 

15階 

42ｍ 

16階 

45ｍ 

17階 

48ｍ 

18階 

51ｍ 

19階 

54ｍ 

20階 

57ｍ 

65Ａ 1.55 1.58 1.62      

80Ａ   1.54 1.57 1.60    

100Ａ     1.55 1.58 1.61  

150Ａ       1.59 1.62 
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第21 非常コンセント設備（令第29条の２、規則第31条の２、条例第58条関係） 

１ 設置位置 

 非常コンセントの設置位置は、第20 連結送水管３(3)及び(4)の例に準じること。 

２ 電気の配給容量 

 非常コンセントの電気の配給容量は、１個あたり1.5ｋＶＡ以上とし、一の幹線に３個以上の非常コンセント

が接続されている場合にあっては、最大３個の容量として算定することができる。 

３ 接地 

 規則第31条の２第４号に定める接地工事は、電気設備の技術基準の解釈第17条に定めるＤ種接地工事（以下第

21において「接地」という。）とすること。 

４ 保護箱 

 規則第31条の２第２号に定める保護箱は、耐火構造の壁等に埋め込むか、「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56

年告示第10号。以下第21において「告示」という。）第３、１(2)に準じたものとするほか、次によること。 

(1) 保護箱の大きさは、長辺が25cm以上、短辺が20cm以上であるものとすること。 

(2) 保護箱に用いる材料は、防せい加工を施した厚さ1.6mm以上の鋼製のものとすること。 

(3) 保護箱には、容易に開閉できる扉を設けること。 

なお、当該扉にあっても、告示第３、１(2)に準じた措置を施すこと。● 

(4) 保護箱内には、差込プラグの離脱を防止するためのフック（Ｌ型又はＣ型）等を設けること。 

(5) 保護箱には、接地を施すこと。 

５ 電源及び配線 

 電源及び配線は、次によること。 

(1) 電源からの回路は、各階の主配電盤から専用とすることとし、回路上には地絡により電路を遮断する装置を

設けないこと。 

(2) 専用の幹線から各階の非常コンセントに分岐する場合は、保護箱内に分岐用の配線用遮断器（15Ａ）の充電

部を露出しないように設けること。 

 分岐する場合等に用いるプルボックスは、前４(2) に準じたものであること。 

６ 非常電源、配線 

 第23 非常電源の基準によるほか、規則第31条の２第９号ハに規定する灯火の回路の配線は、前５(2)の配線

用遮断器の一次側から分岐するものとし、当該分岐回路に自動遮断器等を設けること。この場合、充電部を露出

しない構造とすること。 

７ 表示 

 規則第31条の２第９号イの規定による表示は、１字につき２cm角以上ですること。● 

８ 保護箱と消火栓箱等の接続 

 非常コンセントの保護箱を消火栓箱等に接続する場合は、次によること。 

(1) 保護箱は、消火栓箱等の上部とすること。 

(2) 消火栓部分、放水口部分及び弱電流電線等と非常コンセントは、不燃材料で区画すること。 

(3) 消火栓箱部分の扉の保護箱の扉は、別開きができるようにすること。 

(4) 非常コンセント設備の赤色の灯火は、規則第12条第１項第３号ロに定める赤色の灯火と兼用することができ

る。 

９ 総合操作盤 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 
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第22 無線通信補助設備（令第29条の３、規則第31条の２の２関係） 

１ 無線通信補助設備の方式 

 無線通信補助設備の方式は、漏えい同軸ケーブル、空中線、同軸ケーブル、中継器、分配器、接続端子その他

これらに類する器具で構成される漏えい同軸ケーブル方式又は空中線方式とすること。（別図参照） 

２ 機能等 

 無線通信補助設備の機能等は、次によること。 

(1) 無線通信補助設備は、電波をふく射する漏えい同軸ケーブル及び空中線を防火対象物の屋内の部分に設ける

こととするほか、次によること。 

ア 当該防火対象物以外の部分への電波の漏えいは、できる限り少なくし、他の無線局の運用に支障を与えな

いものであること。 

イ 放送受信設備に妨害を与えないものであること。 

ウ その他、有線電気通信設備令（昭和28年政令第131号）に定める規定に適合するものであること。 

(2) 無線通信補助設備に使用する周波数帯は、別記「消防法施行規則第31条の２の２第１号に規定する周波数帯

の指定」（平成25年12月13日、消防局告示第１号）により400ＭＨz帯（災害共通波）とするほか、260ＭＨz帯

（方面波）とすること。 

(3) 無線通信補助設備に他の用途を共用する場合には、次の用途以外の接続端子を設けないこと。 

ア 警察用の無線通信 

イ 防災管理用の無線通信 

ウ ア及びイ以外の用途に使用するもので、総務大臣又は関東総合通信局長が認める無線通信又は有線通信 

(4) 前(3)の用途と共用する場合には、共用器を設けること。ただし、共用器を設けなくとも使用周波数から感

度抑圧、相互変調等による相互の障害を生じないものにあっては、この限りでない。 

(5) 接続端子に無線機を接続し、防火対象物を移動する無線機と通信を行った場合、全区域にわたり無線連絡が

できること。ただし、次に掲げる部分については、この限りでない。 

ア 耐火構造の壁若しくは床又は特定防火設備である防火戸で区画された床面積の合計が100㎡以下の倉庫、

機械室、電気室、その他これらに類する部分 

イ 室内の各部分から一の出入口までの歩行距離が20ｍ以下の室で、各出入口のシャッター及び扉が閉じられ

た状態における当該室内の部分 

ウ 柱、壁、金属物等のある場所のうち電波が著しく遮へいされる部分で床面積が100㎡以下の部分 

(6) 一の接続端子に無線機を接続した場合、他の接続端子に接続した無線機と通話ができること。 

３ 接続端子 

 無線通信補助設備の接続端子は、次によること。 

(1) 規則第31条の２の２第８号イにより、地上に設けなければならない接続端子の数は、一の出入口から他の出

入口までの歩行距離が300ｍ以上となる場合、２箇所以上とすること。 

(2) 地上に設ける接続端子は、次によること。 

ア 前２(3)のアからウまでの用途に供する接続端子から５ｍ以上隔離して設けること。 

イ 設置場所は、消防活動上有効な場所で消防車両が容易に接近できる場所とすること。 

(3) 規則第31条の２の２第８号ニに規定する保護箱は、次によること。 

ア 保護箱の材質は、防せい加工を施した厚さ1.6mm以上の鋼板製又はこれと同等以上の強度を有するもので

あること。ただし、屋内に設けるものにあっては、厚さ0.8mm以上とすることができる。 

イ 保護箱は、容易に開閉できる扉を有し、かつ、操作が容易に行える大きさのものであること。 

ウ 地上に設けるものは、施錠できる構造（統一鍵仕様とする。）であること。 
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エ 保護箱内の見やすい箇所に最大許容入力電力、使用できる周波数帯域、注意事項等を表示すること。 

オ 規則第31条の２の２第８号ニ（ロ）の規定による表示は、１字につき、２cm角以上とすること。 

カ 保護箱内には、接続用の同軸ケーブルを収容すること。 

キ 前カの接続用の同軸ケーブルは、保護箱扉の開閉に支障がなく、ケーブルに無理のかからないように収納

すること。 

(4) 接続端子のコネクタは、ＪＩＳ Ｃ 5411（高周波同軸ＣO1形コネクタ）のうち、コネクタ形状が接せん座に、

コンタクト形状がめすのものに、それぞれ適合するものであること。 

(5) 端子の末端には、電気的、機械的保護のために無反射終端抵抗器又はキャップを設けること。ただし、(6)

に規定する接続用の同軸ケーブルを常時接続しているものについては、この限りでない。 

(6) 接続用同軸ケーブルは、次によること。 

ア 可とう性のある長さ２ｍ以上のものであること。 

イ 両端にＪＩＳ Ｃ 5411 ＣO1形状及びＪＩＳ Ｃ 5411 ＣO2形状に適合するものが設けられていること。 

ウ 無線機側接続コネクタ（変換コネクタ）は、ＴＮＣ-Ｐ型とし、設置された周波数帯の接続端子に設ける

こと。 

４ 分配器等 

 無線通信補助設備に用いる分配器、混合器、中継器、その他これらに類する器具は、次によること。 

(1) ほこり、湿気等によって機能に異常を生じないこと。 

(2) 腐食によって機能に異常を及ぼすおそれのある部分は、防食措置が講じられていること。 

(3) 公称インピーダンスは、50Ωのものであること。 

(4) ２(2)の使用周波数において、電圧定在波比は、1.5以下であること。ただし、共用器にあっては、この限り

でない。 

(5) 厚さ0.8㎜以上の鋼板製又はこれと同等以上の強度を有する箱に収納すること。 

(6) 設置位置は、保守点検及び取扱いが容易にできる場所であるほか、次のいずれかによること。● 

ア 防災センター、中央管理室、電気室等で壁、床、天井が不燃材料で造られており、かつ、開口部に防火戸

を設けた室内 

イ 不燃材料で区画された天井裏 

ウ 耐火性能を有するパイプシャフト（ピット等を含む。）内 

エ 建基令第123条に規定する特別避難階段の階段室内又は附室 

オ その他これらに類する場所で延焼のおそれの少ない場所 

５ 漏えい同軸ケーブル 

 漏えい同軸ケーブル、同軸ケーブル及び空中線（以下「漏えい同軸ケーブル等」という。）は、４(1)及び(2)

を準用するほか次によること。 

(1) 漏えい同軸ケーブル及び同軸ケーブルの性能及び材質は、第22－１表によること。 

第22－１表 

項   目 基   準 

引張り強さ及び伸び 漏えい同軸ケーブル及び同

軸ケーブルのシース（以下

「シース」という。） 

ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル）

又は、日本電線工業会規格（以下「ＪＣＳ」という。）第

287号Ａ（市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンケーブル）

のシースと同等以上であること。 

導電性、引張り強さ

及び純度 

中心導体及び外部導体 ＪＩＳ Ｃ 3101電気用硬銅線 

ＪＩＳ Ｃ 3102電気用軟銅線 

ＪＩＳ Ｃ 3108電気用硬アルミニウム線 
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ＪＩＳ Ｃ 3151すずめっき硬銅線 

ＪＩＳ Ｃ 3152すずめっき軟銅線 

ＪＩＳ Ｈ 2102アルミニウム地金 

ＪＩＳ Ｈ 3300銅及び銅合金継目無管 

ＪＩＳ Ｈ 4000アルミニウム及びアルミニウム合金の板及

び条 

ＪＩＳ Ｈ 4080アルミニウム及びアルミニウム合金の継目

無管 

ＪＩＳ Ｈ 4090アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管 

ＪＣＳ 205電気用半硬銅線 

と同等以上であること。 

燃 焼 性 シース 難燃性能を有すること。 

耐 電 圧 内部導体と外部導体間 交流電圧1,000Ｖを連続して１分間加えた場合これに耐える

こと。 

特性インピーダンス 内部導体と外部導体間 50±5Ωであること。 

電圧定在波比 内部導体と外部導体間 使用周波数帯域において1.5以下であること。 

(2) 空中線の性能及び材質は、次によること。 

ア 指定された一の周波数において電圧定在波比は1.5以下であること。 

イ 不燃材料又は難燃性の材質のものを使用したものであること。 

ウ 利得は、標準ダイポールに比して、－１ｄＢ以上であること。 

エ 垂直偏波で水平面無指向性であること。 

オ 形状は平板形又は棒状形とし、消防隊の活動上支障のない大きさのものであること。 

カ 入力端子はＪＩＳ Ｃ 5411（高周波同軸ＣO1形コネクタ（コンタクト形状がめすのものに限る。））に適合

するものであること。 

(3) 規則第31条の２の２第４号に定める「耐熱性を有するよう設置する」とは、漏えい同軸ケーブル等に石綿、

けいそう土等を巻くこと、不燃材料で区画された天井裏に布設すること又はこれと同等以上の耐熱措置を講じ

るものであること。 

(4) 規則第31条の２の２第５号に定める「支持金具等で堅固に固定する」とは、次のア又はイによる固定方法を

いうものであること。 

ア 漏えい同軸ケーブル及び同軸ケーブル 

 火災により同軸ケーブルの外装が焼失した場合、ケーブル本体が落下しないよう金属製又は磁器製等の支

持具で５ｍごとに壁、天井、柱等に堅固に固定すること。ただし、不燃材料で区画された天井裏に設ける場

合は、この限りでない。 

イ 空中線 

 壁、天井、柱等に金属又は不燃材料の支持具で堅固に固定すること。 

(5) 接続部分には、接せんが用いられ、かつ、接せん相互の接続には、可とう性のある同軸ケーブルを用い適度

な余裕をもって接続すること。 

(6) 露出して設ける場合は、避難上及び通行上障害とならない位置とすること。 

(7) 漏えい同軸ケーブルの曲げ半径は、当該ケーブルの外径30倍以上とすること。 

(8) 漏えい同軸ケーブル及び空中線は、特別高圧又は高圧の電路から1.5ｍ以上離すこと。ただし、当該電話に

静電気遮へいを有効に施している場合は、この限りでない。 

(9) 漏えい同軸ケーブルの終端末には、無反射終端抵抗器を堅固に取り付けること。 

６ 増幅器 

 増幅器を設ける場合は、４(1)、(2)及び(6)を準用するほか、次によること。 
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(1) 増幅器の外箱は、厚さ0.8mm以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有するもので造られていること。 

(2) 増幅器の内部に主電源回路を開閉できる開閉器及び過電流遮断器を設けること。ただし、遠隔操作で自動的

に電源が入るものにあっては、開閉器を設けないことができる。 

(3) 増幅器の前面には、主回路の電源が正常であるかどうかを表示する灯火又は電圧計を設けること。 

(4) 増幅器は、双方向性を有するもので、送信及び受信に支障のないものであること。 

(5) 増幅器の電源電圧が定格電圧の90％から110％までの範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないもので

あること。 

７ 非常電源及び配線 

 第23 非常電源の基準によること。 

８ 総合操作盤等 

 第２ 屋内消火栓設備８を準用すること。 

 

別図 無線通信補助設備の方式 

 

 

＊ ＬＣＸ方式とアンテナ方式の併用でＬＣＸを通過させアンテナに分配させるときは、ＬＣＸとアンテナ

の周波数帯域を同じにしておくこと。 
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別記 

消防局告示第１号 

消防法施行規則第31条の２の２第１号に規定する周波数帯の指定 

 

消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第31条の２の２第１号の規定に基づき、消防長が指定する周波数帯を

次のとおり指定し、平成26年４月１日から施行する。 

  平成25年12月13日 

             横浜市消防局長 荒 井   守  

400メガヘルツ帯 
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第23 非常電源（規則第12条、昭和48年告示第１号及び第２号、昭和50年告示第７号、昭和56年告示第10号、平成９

年告示第10号及び第11号、平成18年告示第８号関係） 

１ 非常電源の種別 

 非常電源は、消防用設備等の種別に応じ第23－１表により設置すること。 

第23－１表 

消防用設備等 非常電源の種別 容   量 

屋内消火栓設備 

スプリンクラー設備 

水噴霧消火設備 

泡消火設備 

非常電源専用受電設備（注①②に掲げる防火対象物を除く。） 

自家発電設備 

蓄電池設備 

燃料電池設備 

30分間以上 

不活性ガス消火設備 

ハロゲン化物消火設備 

粉末消火設備 

自家発電設備 

蓄電池設備 

燃料電池設備 

60分間以上 

屋外消火栓設備 

非常電源専用受電設備（注①に掲げる防火対象物を除く。） 

自家発電設備 

蓄電池設備 

燃料電池設備 

30分間以上 

自動火災報知設備 

非常警報設備 

（非常ベル、自動式サイレン、

放送設備） 

 

非常電源専用受電設備（注①に掲げる防火対象物を除く。） 

蓄電池設備（直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。） 

 
10分間以上 

ガス漏れ火災警報設備 

直交変換装置を有しない蓄電池設備 

自家発電設備（注③の場合に限る。） 

直交変換装置を有する蓄電池設備（注③の場合に限る。） 

燃料電池設備（注③の場合に限る。） 

誘導灯 

直交変換装置を有しない蓄電池設備 20分間以上 

直交変換装置を有しない蓄電池設備 

注④の場合は 

60分間以上 

直交変換装置を有しない蓄電池設備＋直交変換装置を有する

蓄電池設備 

直交変換装置を有しない蓄電池設備＋自家発電設備 

直交変換装置を有しない蓄電池設備＋燃料電池設備 

排煙設備 

非常コンセント設備 

非常電源専用受電設備（注①に掲げる防火対象物を除く。） 

自家発電設備 

蓄電池設備 

燃料電池設備 

30分間以上 

連結送水管の加圧送水装置 

非常電源専用受電設備（注①に掲げる防火対象物を除く。） 

自家発電設備 

蓄電池設備 

燃料電池設備 

120分間以上 

無線通信補助設備 蓄電池設備（直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。） 30分間以上 

（注）① 延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物 

② 地階を除く階数が11以上で延べ面積が3,000㎡以上又は地階を除く階数が７以上で、延べ面積が6,000㎡

以上の防火対象物（特定防火対象物を除く。） 

③ ２回線を１分間有効に作動させ、同時にその他の回路を１分間監視状態にすることができる容量を有す

る予備電源又は直交変換装置を有しない蓄電池設備を設ける場合 

④ 次に掲げる防火対象物の規則第28条の３第３項第１号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに通ず

る廊下及び通路、乗降場（地階にあるものに限る。）並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直
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通階段に設けるもの（20分間を超える時間における作動に係る容量にあっては、直交変換装置を有する蓄

電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。） 

・令別表第１(1)項から(16)項までのうち延べ面積50,000㎡以上のもの又は地階を除く階数が15以上であ

り、かつ、延べ面積30,000㎡以上のもの 

・令別表第１(16の２)項で延べ面積1,000㎡以上のもの    

・令別表第１(10)項又は(16)項に掲げる防火対象物（同表(16)項に掲げる防火対象物にあっては、同表

(10)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）で、乗降場が地階にあり、か

つ、消防長又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの 

    【消防長が避難上必要があると認めて指定したもの】 

     複数の路線が乗り入れている駅 

     地下３層以上に乗降場を有する駅 

 

２ 非常電源専用受電設備 

(1) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備 

 ア 設置場所等 

  （ア）点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれの少ない箇所に設けること。 

（イ）次のいずれかにより設置すること。 

  ａ 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井（天井のない場合は屋根）で区画され、かつ、窓及び出入口

に防火戸を設けた専用の室（以下「不燃専用室」という。）に設けること。 

  ｂ 「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」（昭和50年告示第７号。以下この２において「告示

第７号」という。）に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備（以下この２において「キュービ

クル式」という。）は、不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これ

らに類する室（以下「機械室等」という。）又は屋外若しくは建築物の屋上に設けること。 

  ｃ 前ｂ以外のものを屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合にあっては、隣接

する建築物又は工作物（以下「建築物等」という。）から３ｍ以上の距離を有して設けること。ただし、

当該設備から３ｍ未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開

口部に防火戸その他の防火設備が設けられている場合は、この限りでない。 

（ウ）屋外に通ずる有効な換気設備が設けられていること。 

（エ）配線、空調用ダクト等が区画を貫通する箇所の間隙は、不燃材料で防火上有効に埋戻してあること。 

（オ）水が浸入し、又は浸透するおそれのない構造であること。 

（カ）非常電源の周囲には火災を発生するおそれのある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等

が置かれていないこと。 

（キ）可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのないこと。 

（ク）点検及び操作に必要な照明設備が設けてあること。 

（ケ）非常電源専用受電設備である旨の標識が設けられていること。   

イ 構造・性能 

  （ア）キュービクル式にあっては、告示第７号に適合するもの又は認定品とし、その表示が貼付されているこ

と。 

  （イ）キュービクル式以外にあっては、告示第７号に適合するほか、関係法令等にも適合するものであること。 

ウ 保有距離 

非常電源専用受電設備は、第23－２表に掲げる数値以上の保有距離を有して設置されていること。 
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第23－２表                 （単位：ｍ） 

（注）①  ()内は、操作面が相互に面する場合 

   ② 屋外に設ける場合に限る。 

   ③  ３ｍ未満の範囲を不燃材料とし、開口部を防火戸とした場合は３ｍ未満にできる。 

備考 欄中の／は、保有距離の規定が適用されないものを示す。 

 

エ 設置方法 

（ア）供給方式及び供給電圧に応じ別図１に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によ

って遮断されないよう施工されていること。 

（イ）配線・附属機器等は、確実に、かつ、緩みなく接続されていること。 

（ウ）開閉器には、消防用設備等用である旨の表示がしてあること。 

（エ）地震等により、変形、損傷等が生じないように措置されていること。 

（オ）高圧回路各部の絶縁距離は、第23－３表又は第23－４表に示す値以上であること。 

 

               第23－３表 キュービクル式のもの          （単位：mm） 

絶縁距離を確保すべき部分 最小絶縁距離 

高圧充電部(1) 
相     互     間 90 

大地間（低圧回路を含む。） 70 

高圧用絶縁電線非接続部(2) 
相     互     間 20 

大地間（低圧回路を含む。） 20 

高圧充電部と高圧用絶縁電線非接続部相互間(2) 45 

電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離 130 

注(1) 単極の断路器などの操作にフック棒を用いる場合は、操作に支障のないように、その充電部相互間

及び外箱側面との間を120mm以上とすること。ただし、絶縁バリヤのある断路器においては、この限り

でない。 

(2) 最小絶縁距離は、絶縁電線外被の外側からの距離をいう。 

備考 高圧用絶縁電線の端末部の外被端から50mm以内は、絶縁テープ処理を行っても、その表面を高圧充電部

とみなす。 

保有距離を確保しなければ

ならない部分 

 

 

 

機 器 名 

（

前

面

） 

操

作

面 

点

検

面 

換

気

面 

そ

の

他

の

面 

自家発電設備又は蓄電池設備 建

築

物

等 

キ

ュ

ー

ビ

ク

ル

式 

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
以
外 

キ ュ ー ビ ク ル 式 1.0 

0.6 

0.2 0 0 1.0 
1.0 

注② 

キ ュ ー ビ ク ル 式 以 外 

閉 鎖 型 1.0 

(1.2) 

注① 

0.6 

0.2 1.0 

／ 
3.0 

注③ 
オ ー プ ン 式 0.8 ／ ／ 
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第23－４表 キュービクル式以外のもの 

 高圧屋内配線と他の配線又は金属体との接近、交さ                （単位：mm） 

 

    接近 

高圧    対象物 

屋内配線 

低圧配線 高圧配線 
管灯回路の電線、弱

流電流電線、光ファ

イバーケーブル、水

管、ガス管又はこれ

らに類するもの 

がいし引 

き配線 

がいし引 

き以外の 

配線 

がいし引 

き配線 

ケーブル 

配線 

がいし引き配線 ①150  150  150  150       150 

ケーブル配線 ②150 ②150 ②150   －      ②150 

   注１ ①は、低圧屋内電線が、裸電線である場合は、300mm以上とすること。 

    ２ ②は、高圧屋内配線を耐火性のある堅ろうな管に収め、又は相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設

け、かつ、接触しないように設けるときは、この限りでない。 

    ３ 他の部分にあっては、電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合して設けられていること。 

（カ）電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合して設けられていること。 

 

 

別図１ 非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）の分岐方法 

(1) ネットワーク方式配電又はループ方式配電（予備線方式で自動的に切替わるものを含む。）により受電するも 

 の 

ア ネットワーク方式の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注１）ＬＢＳ又はＣＢは、一般負荷の過負荷及び短絡時において、ＭＣＣＢより先に遮断しないものであ

ること。 

（注２）略号の名称は附表のとおりとする（以下同じ。）。 
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     附表 

        略号の名称        

 略  号      名        称 

ＶＣＴ 

ＤＳ 

ＰＦ 

ＣＢ 

ＴＣ 

ＬＢＳ 

ＰＣ 

 

ＺＣＴ 

ＧＲ 

ＯＣＲ 

ＣＴ 

ＶＴ 

Ａ 

ＡＳ 

Ｔ 

ＳＲ 

Ｃ 

ＭＣＣＢ 

 

 

電力需給用計器用変成器 

断路器 

限流ヒューズ 

遮断器 

引外しコイル 

高圧交流負荷開閉器 

高圧カットアウトスイッチ（変圧器容量300kVA

以下の場合に限る。） 

零相変流器 

地絡継電器 

過電流継電器 

変流器 

計器用変圧器 

電流計 

電流計切替スイッチ 

変圧器 

直列リアクトル 

進相コンデンサ 

配線用遮断器 

キュービクル、不燃専用室、分電盤等の不燃専

用区画 

 

 

イ ループ方式の例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注） ＬＢＳ又はＣＢは、一般用負荷の過負荷及び短絡時において、ＭＣＣＢより先に遮断しないもの

であること。   
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(2) 特別高圧又は高圧により受電するもの 

 ア 特別高圧の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注） ＣＢは、一般負荷の過負荷及び短絡時において、ＬＢＳ又はＦＰＣより先に遮断しないものである

こと。 

 

 

イ 高圧の例 

（ア）非常電源専用の変圧器から供給する例 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） Ｔの一次側の開閉器は、省略することができること。 

（注２） ＶＴを設置する場合にあっては、ＶＴに取り付けるヒューズは限流ヒューズを使用すること。 

（注３） キュービクル引込口の電源側に存するＧＲ及びＴの二次側から供給する場合にあっては、専用の開閉

器（保護装置付き）を設けること。 

 

   （イ）変圧器の二次側から供給する例 

     その１ 
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     その２ 

         

 

 

 

 

 

 

 

  （注） 一般負荷の過負荷及び短絡時において、一般負荷のＭＣＣＢで遮断すること。 

 

(2) 低圧で受電する非常電源専用受電設備 

  ア 設置場所等 

  （ア）点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれの少ない箇所に設けること。 

（イ）設置場所に応じて第23－５表により設置するものであること。 

第23－５表 

 

 

 

 

 

 

 

 備考１ 一種耐熱形配電盤等とは、１種配電盤又は１種分電盤をいう。 

   ２ 二種耐熱形配電盤等とは、２種配電盤又は２種分電盤をいう。 

   ３ 一般形配電盤等とは、一般形配電盤又は一般形分電盤をいう。   

 

イ 構造・性能 

    「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年告示第10号。以下この設備において「告示第10号」という。）に適

合するもの又は認定品とし、その表示が貼付されていること。 

  ウ 保有距離 

    配電盤等は、第23－６表により設置するものであること。 

第23－６表                 （単位：ｍ） 

保有距離を確保しな 

ければならない 

部分 

配電盤等の種別 

操 作 面 

（前  面） 
点 検 面 

屋外・屋上で建築物

等と相対する面 

一種耐熱形配電盤等 
1.0（操作を行う面が相互

に面する場合1.2） 

0.6（点検の支障とならな

い部分についてはこの限り

でない。） 

1.0 

二種耐熱形配電盤等 
3.0 

一般形配電盤等 
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エ 設置方法 

  （ア）供給方式及び供給電圧に応じ別図２に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によ

って遮断されないよう施工されていること。 

  （イ）配線、機器等は、確実に、かつ、緩みなく接続されていること。 

  （ウ）開閉器には、消防用設備等用である旨の表示があること。 

  （エ）地震等により、変形、損傷等が生じないように措置されていること。 

  （オ）１種配電盤等に収納する機器は１種耐熱形機器を、２種配電盤等に収納する機器は２種耐熱形機器を、

それぞれ用いること。一般形配電盤等に収納する機器は電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合

して設けられていること。 

 

別図２ 低圧で受電する非常電源専用受電設備の分岐方法 

 ア 電気事業者よりの受電点に使用する場合の例 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

      （注１） 電気事業者と協議のうえ消防用設備等の回路を、Ｌの電源側から分岐することもできる。 

      （注２） 略号の名称は、附表のとおりとする（以下同じ。）。 

 

附表 

            略号の名称 

  略  号      名        称 

Ｆ－ＴＢ 

Ｆ－ＳＬ 

Ｈ－ＭＣＣＢ 

Ｈ－ＳＬ・Ｔ 

Ｈ－ＦＨ 

Ｗｈ 

ＴＢ 

ＳＬ（ＲＬ） 

ＭＣＣＢ 

Ｆ 

Ｌ 

耐火形端子台 

耐火形表示灯 

耐熱形配線用遮断器 

耐熱形表示灯用変圧器 

耐熱形ヒューズホルダ 

電力量計 

端子台 

表示灯（赤色） 

配線用遮断器 

ヒューズ 

電流制限器 

 

 

電気事業者の供給
区域によっ 
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イ 他棟で受電している場合の引込みの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

３ 自家発電設備 

  (1) 設置場所等 

  ア 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれの少ない箇所に設けること。 

イ 次のいずれかにより設置すること。 

（ア）不燃専用室に設けること。 

（イ）「自家発電設備の基準」（昭和48年告示第１号。以下この３において「告示第１号」という。）に適合す

るキュービクル式自家発電設備（以下この３において「キュービクル式」という。）は、不燃材料で区画

された機械室等又は屋外若しくは建築物の屋上に設けること。 

（ウ）前（イ）以外のものを屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合にあっては、隣

接する建築物等から３ｍ以上の距離を有して設けること。ただし、当該設備から３ｍ未満の範囲の隣接す

る建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸その他の防火設備が設けら

れている場合は、この限りでない。 

ウ 屋外に通ずる有効な換気設備が設けられていること。 

エ 配線、空調用ダクト等が区画を貫通する箇所の間隙は、不燃材料で防火上有効に埋戻してあること。 

オ 水が浸入し、又は浸透するおそれのない構造であること。 

カ 火災を発生するおそれのある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置かれていないこと。 

キ 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し又は滞留するおそれのないこと。 

ク 点検及び操作に必要な照明設備が設けてあること。 

ケ 自家発電設備である旨の標識が設けられていること。 

(2) 構造・性能 

告示第１号に適合するもの又は認定品とし、その表示が貼付されていること。 

  (3) 保有距離 

自家発電設備は、第23－７表に掲げる数値以上の保有距離を有して設置されていること。 
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                        第23－７表                 （単位：ｍ） 

保有距離を確保しなければ

ならない部分 

 

 

 

機 器 名 

（

前

面

） 

操

作

面 

点

検

面 

換

気

面 

そ

の

他

の

面 

周

囲 

相

互

間 

相 対 す る 面 
変電設備又は蓄

電池設備 

建

築

物

等 

操

作

面 

点

検

面 

換

気

面 

そ

の

他

の

面 

キ

ュ

ー

ビ

ク

ル

式 
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
以
外 

キ ュ ー ビ ク ル 式 1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ 

1.2 1.0 0.2 0 

0 1.0 
1.0 

注① 

キュービ

クル式以

外 

自家発電装置注② ／ ／ ／ ／ 0.6 1.0 
1.0 ／ 

3.0 

注② 制 御 装 置 1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ 

燃 料 タ ン ク 

・ 原 動 機 
／ ／ ／ ／ ／ 

0.6 

注③ 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

（注）① 屋外に設ける場合に限る。 

② ３ｍ未満の範囲を不燃材料とし、開口部を防火戸とした場合は３ｍ未満にできる。 

③ 予熱する方式の原動機にあっては2.0ｍとすること。ただし、燃料タンクと原動機の間に不燃

材料で造った防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。 

備考 欄中の／は、保有距離の規定が適用されないものを示す。 

 

(4) 設置方法 

ア 供給電圧に応じ別図３に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されな

いように設けられていること。 

イ 配線、附属機器等は、確実に、かつ、緩みなく接続されていること。 

ウ 回路表示が、電源切替装置以降の配電盤部にされていること。 

エ 開閉器には、消防用設備等用である旨の表示があること。 

オ 地震等により、変形、損傷等が生じないように措置されていること。 

カ 電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合して設けられていること。 

(5) その他 

ア 自家発電設備の点検等により、当該自家発電設備からの電力が供給できなくなる場合であっても、火災時

の対応に支障がないようにするため、防火対象物の実態に即して、次に掲げる措置を講ずること。 

（ア）非常電源が使用不能となる場合が短時間である場合 

ａ 巡回の回数を増やす等の防火管理体制の強化を図ること。 

ｂ 防火対象物が休業等の状態にあり、出火危険性が低く、また、避難すべき在館者が限定されている間

に自家発電設備の点検等を行うこと。 

ｃ 火災時に直ちに非常電源を立ち上げることができるような体制にするか、又は消火器の増設等により

初期消火が適切に実施できるようにすること。 

（イ）非常電源が使用不能となる時間が長時間である場合 

   前アで掲げた措置に加え、必要に応じて代替電源（可搬式電源等）を設けること。 

イ 告示第１号第２、１(13)ロ（ハ）の規定のただし書により蓄電池設備を設ける場合にあっては、マイクロ
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ガスタービンのガス圧縮機が安定して圧縮ガスを供給する等により、定格運転が開始されるまでの間も、防

火対象物に設置されている各消防用設備等が有効に作動するための容量を蓄電池設備で確保しなけれぱなら

ないこと。 

 

別図３ 自家発電設備の分岐方法 

  １ 高圧発電設備で供給するもの 

   (1) 自動切替装置を設けた例  

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ ＬＢＳは、過負荷及び短絡時においてＭＣＣＢより先に遮断しないものであること。 

         ２ ＣＯＳは、過負荷及び短絡時においてＬＢＳより先に遮断しないものであること。 

         ３ ＵＶＲは、ＣＢ２の二次側から自動切替装置までの間に設けること。 

         ４ 略号の名称は、附表のとおりとする（以下同じ。）。  

       

 

    附表   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 略  号      名        称 

ＵＶＲ 

ＣＢ 

ＣＯＳ 

ＬＢＳ 

ＭＣ 

ＭＣＣＢ 

ＤＳ 

Ｔ 

ＤＥ 

ＧＳ 

 

 

 

交流不足電圧継電器 

遮断器 

自動切替装置 

ヒューズ付負荷開閉器 

電磁接触器 

配線用遮断器 

断路器 

変圧器 

原動機 

発電機 

 

不燃専用室等の区画 
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   (2) 自動遮断器等でインターロックして設けた例 

    

     

 

 

 

 

    （注）１ ＣＢ１は、過負荷及び短絡時においてＬＢＳより先に遮断しないものであること。 

       ２ ＵＶＲは、ＣＢ２からＣＢ３まで又はＣＢ１からＣＢ３までの間に設けること。    

 

２ 低圧発電設備で供給するもの 

  (1) 低圧幹線に自動切替装置を設けた例 

 

    

 

 

 

 

 

    （注）ＵＶＲは、変圧器の二次側から自動切替装置までの間に設けること。 

 

    (2) 自動遮断器等でインターロックして設けた例 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）ＵＶＲは、ＭＣＣＢ１から自動切替装置までの間に設けること。 

 

４ 蓄電池設備 

 (1) 設置場所 

ア 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれの少ない箇所に設けること。 

イ 次のいずれかにより設置すること。 

（ア）不燃専用室に設けること。 

（イ）「蓄電池設備の基準」（昭和48年告示第２号。以下この４において「告示第２号」という。）に適合する

キュービクル式蓄電池設備（以下この４において「キュービクル式」という。）は、不燃材料で区画され

た機械室等又は屋外若しくは建築物の屋上に設けること。 

（ウ）前（イ）以外のものを屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合にあっては、隣

接する建築物等から３ｍ以上の距離を有して設けること。ただし、当該設備から３ｍ未満の範囲の隣接す
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る建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸その他の防火設備が設けら

れている場合は、この限りでない。 

ウ 屋外に通ずる有効な換気設備が設けられていること。 

エ 配線、空調用ダクト等が区画を貫通する箇所の間隙は、不燃材料で防火上有効に埋戻してあること。 

オ 水が浸入し、又は浸透するおそれのない構造であること。 

カ 火災を発生するおそれのある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置かれていないこと。 

キ 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのないこと。 

ク 点検及び操作に必要な照明設備が設けてあること。 

ケ 蓄電池設備である旨の標識が設けられていること。 

(2) 構造・性能  

  ア 告示第２号に適合するもの又は認定品とし、その表示が貼付されていること。 

  イ 直交変換装置の構造及び性能については、次の例図を参考とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 保有距離 

蓄電池設備は、第23－８表に掲げる数値以上の保有距離を有して設置されていること。 
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                       第23－８表                  （単位：ｍ） 

保有距離を確保しなけ

ればならない部分 

 

 

 

機 器 名 

（

前

面

） 

操

作

面 

点

検

面 

換

気

面 

そ

の

他

の

面 

周

囲 

相

互

間 

相 対 す る 面 
変電設備又は蓄

電池設備 

建

築

物

等 

操

作

面 

点

検

面 

換

気

面 

そ

の

他

の

面 

キ

ュ

ー

ビ

ク

ル

式 
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
以
外 

キ ュ ー ビ ク ル 式 1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ 1.2 1.0 0.2 0 0 1.0 
1.0

注 

キ ュ ー ビ

ク ル 式 以

外 

蓄 電 池 ／ 0.6 ／ 0.1  
☆ 

0.6 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

充 電 装 置 

逆 変 換 装 置 

直交変換装置 

1.0 0.6 0.2 0 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

（注） 屋外に設ける場合に限る。 

 備考 欄中☆印は、架台等を設けることによりそれらの高さが1.6ｍを超える場合にあっては、1.0ｍ以上 

   離れていること。 

    欄中の／は、保有距離の規定が適用されないものを示す。 

(4) 設置方法 

ア 別図４に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されないように施工さ

れていること。 

  イ 配線、附属機器等は、確実に、かつ、緩みなく接続されていること。 

  ウ 開閉器には、消防用設備等用である旨の表示があること。 

  エ 地震等により、変形、損傷等が生じないように措置されていること。 

オ 蓄電池、充電装置、逆変換装置及び直交変換装置等は、電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合

して設けられていること。 

(5) その他 

   ＮaＳ電池又はＲＦ電池は、常用運転（電力負荷平準化運転（電力料金の安い夜間に充電を行い、昼間に放

電を行うこと））と非常用運転を兼用する設備であるが、このように一般負荷にも電力を供給している蓄電池

設備については、非常用負荷に用いるために必要な電力を常時確保すること。 

なお、当該ＮaＳ電池又はＲＦ電池の点検等により、電力の供給ができなくなる場合であっても、火災時の

対応に支障がないようにするため、防火対象物の実態に即して、次に掲げる措置を講ずること。 

ア 非常電源が使用不能となる場合が短時間である場合 

（ア）巡回の回数を増やす等の防火管理体制の強化を図ること。 

（イ）防火対象物が休業等の状態にあり、出火危険性が低く、また、避難すべき在館者が限定されている間に

ＮaＳ電池又はＲＦ電池の点検等を行うこと。 

（ウ）火災時に直ちに非常電源を立ち上げることができるような体制にするか又は消火器の増設等により初期

消火が適切に実施できるようにすること。 

イ 非常電源が使用不能となる時間が長時間である場合 

  前アで掲げた措置に加え、必要に応じて代替電源（可搬式電源等）を設けること。 
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別図４ 蓄電池設備からの分岐方法 

(1) 主遮断器の一次側より分岐する場合の例 

  

 

 

 

 

（注）略号の名称は、ＭＣＣＢは配線用遮断器を、ＭＣは電磁開閉器を示す。 

 

 

 

(2) 主遮断器の二次側より分岐する場合の例 

 

 

                

 

    

 

（注）主遮断器ＭＣＣＢ１は過負荷及び短絡時にＭＣＣＢ３、ＭＣＣＢ４より先に遮断しないものとする。 

 

(3) 蓄電池設備と自家発電設備と併用する場合の例 

           

               

 

 

 

 

(4) 直交変換装置と接続する場合の例１ 

 

 

 

 

              

 

 

 

 （注）略号の名称は、ＣＢは高圧用遮断器を示す（以下同じ。）。 
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(5) 直交変換装置と接続する場合の例２ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 直交変換装置と接続する場合の例３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 燃料電池設備 

(1) 設置場所等 

ア 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれの少ない箇所に設けること。 

イ 次のいずれかにより設置すること。 

（ア）不燃専用室に設けること。 

（イ）「燃料電池設備の基準」（平成18年告示第８号。以下この５において「告示第８号」という。）に適合す

るキュービクル式燃料電池設備（以下この５において「キュービクル式」という。）は、不燃材料で区画

された機械室等又は屋外若しくは建築物の屋上に設けてあること。 

（ウ）前（イ）以外のものを屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合にあっては、隣

接する建築物等から３ｍ以上の距離を有して設けること。ただし、当該設備から３ｍ未満の範囲の隣接す

る建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸その他の防火設備が設けら

れている場合は、この限りでない。 

ウ 屋外に通ずる有効な換気設備が設けられていること。 

エ 配線、空調用ダクト等が区画を貫通する箇所の間隙は、不燃材料で防火上有効に埋戻してあること。 

オ 水が浸入し、又は浸透するおそれのない構造であること。 

カ 火災を発生するおそれのある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置かれていないこと。 

キ 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し又は滞留するおそれのないこと。 

ク 点検及び操作に必要な照明設備が設けてあること。 

ケ 燃料電池設備である旨の標識が設けられていること。 

(2) 構造・性能  

   告示第８号に適合するもの又は認定品とし、その表示が貼付されていること。 
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 (3) 保有距離 

   燃料電池設備は、第23－９表に掲げる数値以上の保有距離を有して設置されていること。 

第23－９表                （単位：ｍ） 

 

 

保有距離を確保しなければ

ならない部分 

（

前

面

） 

操

作

面 

点

検

面 

換

気

面 

そ

の

他

の

面 

相 対 す る 面 

変電設備、自家

発電設備又は蓄

電池設備 

建

築

物

等 

操

作

面 

点

検

面 

換

気

面 

そ

の

他

の

面 
キ

ュ

ー

ビ

ク

ル

式 

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
以
外 

保 有 距 離 1.0 0.6 0.2 0 1.2 1.0 0.2 0 0 1.0 
1.0

注 

    （注） 屋外に設ける場合に限る。 

 

(4) 設置方法 

ア 供給電圧に応じ、別図５に示す方法等により結線され、他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断さ

れないように設けられていること。 

  イ 配線、附属機器等は、確実に、かつ、緩みなく接続されていること。 

  ウ 回路表示が、電源切替装置以降の配電盤部にされていること。 

  エ 開閉器には、消防用設備等用である旨の表示があること。 

  オ 地震等により、変形、損傷等が生じないように措置されていること。 

  カ 電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合して設けられていること。 

 (5) その他 

燃料電池設備の点検等により、電力の供給ができなくなる場合であっても、火災時の対応に支障がないよう

にするため、防火対象物の実態に即して、次に掲げる措置を講ずること。 

ア 非常電源が使用不能となる場合が短時間である場合 

（ア）巡回の回数を増やす等の防火管理体制の強化を図ること。 

（イ）防火対象物が休業等の状態にあり、出火危険性が低く、また、避難すべき在館者が限定されている間に

燃料電池設備の点検等を行うこと。 

（ウ）火災時に直ちに非常電源を立ち上げることができるような体制にするか、又は消火器の増設等により初

期消火が適切に実施できるようにすること。 

イ 非常電源が使用不能となる時間が長時間である場合 

  前アで掲げた措置に加え、必要に応じて代替電源（可搬式電源等）を設けること。 
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別図５ 低圧発電設備で供給するもの 

(1) 低圧幹線に自動切替装置を設けた例 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自動遮断器等でインターロックして設けた例 

 

 

 

 

 

 

 

 

        附表 

略号の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 配線 

(1) 電源回路の開閉器・遮断器等 

ア 設置場所等 

（ア）告示第10号に適合するものに収納されているか、又は不燃専用室に設けられていること。 

（イ）電動機の手元開閉器（電磁開閉器、金属箱開閉器、配線用遮断器等）は、当該電動機の設置位置より見

やすい位置に設けてあること。 

 略  号      名        称 

ＵＶＲ 

ＣＢ 

ＣＯＳ 

ＬＢＳ 

ＭＣ 

ＭＣＣＢ 

ＤＳ 

Ｔ 

 

 

交流不足電圧継電器 

遮断器 

自動切替装置 

ヒューズ付負荷開閉器 

電磁接触器 

配線用遮断器 

断路器 

変圧器 

 

不燃専用室等の区画 
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イ 開閉器 

（ア）専用であること。 

（イ）開閉器には、消防用設備等用である旨（分岐開閉器にあっては個々の消防用設備等である旨）の表示が

付されていること。 

ウ 遮断器 

（ア）電源回路には、地絡遮断装置（漏電遮断器）が設けられていないこと。 

（イ）分岐用遮断器は、専用のものであること。 

（ウ）過電流遮断器の定格電流値は、当該過電流遮断器の二次側に接続された電線の許容電流値以下であるこ

と。 

(2) 耐火・耐熱保護配線（電源回路・操作回路・表示灯回路・警報回路） 

ア 保護配線の系路 

別図６に示す配線の部分が耐火耐熱保護配線となっていること。 

イ 電線の種類・太さ 

（ア）耐火耐熱保護配線に使用する電線の種類は、第23－10表に示すものであること。 

（イ）消防用設備等の回路に使用する電線の太さは、その回路に接続された機器の定格電流の合計値以上の許

容電流を通じることができるものであること。 

ウ 配線方法 

（ア）電気工作物に係る法令により確実に施工されていること。 

（イ）ガス漏れ検知器（以下「検知器」という。）の電線と電源回路との接続にコンセントを用いるもの（検

知器の電力供給停止が受信機で確認できるものに限る。）にあっては、容易に離脱しない構造のコンセン

トであること。 

（ウ）放送設備のスピーカーに音量調整器を設けた場合は、３線式配線にしてあること。 

エ 接続 

（ア）端子との接続は、ゆるみ等がなく確実であること。 

（イ）電線相互の接続は、はんだ付け、ねじ止め、圧着端子等で確実に接続されていること。 

（ウ）所要の保護措置が講じてあること。 

オ 工事方法 

第23－10表に掲げる工事方法となっていること。 

(3) 配線（耐火耐熱保護配線を除く。） 

ア 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の配線 

（ア）電線の種類・太さ 

電線の種類及び太さは、第23－11表によるものであること。ただし、これらと同等以上の防食性、絶縁

性、導電率、引張強さ等を有するものを用いる場合は、この限りでない。  

   （イ）配線方法 

     ａ 電気工作物に係る法令により確実に施工されていること。 

     ｂ 60Ｖ未満の弱電流回路に接続する電線を除き、配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダ

クト（絶縁効力のあるもので仕切った場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみな

す。）若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けていないこと。 

     ｃ 常時開路方式の配線にあっては、容易に導通の有無がわかるように、その回路の末端に終端器等が設

けられているとともに送り配線となっていること。 

     ｄ 次に掲げる回路方式が用いられていないこと。 
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      (a) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式 

      (b) 自動火災報知設備にあっては、感知器、発信機又は中継器の回路と他の設備との回路とが同一配線

で共用する回路方式（火災信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。） 

(c) ガス漏れ火災警報設備にあっては、検知器の接続される外部配線と他の設備（当該設備を接続した

ことによりガス漏れ信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。）への外部配線とを共用する回路方

式 

(d) 消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、信号回路と他の設備との回路とが同一配線で共用す

る回路方式（火災信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。） 

（ウ）接続 

  ａ 端子との接続は、ゆるみ、破損等がなく確実であること。 

  ｂ 電線相互の接続は、はんだ付け、ねじ止め、圧着端子等で確実に接続されていること。 

イ 漏電火災警報器の配線 

   （ア）電線の種類・太さ 

      配線ごとに使用される電線の種類及び太さは、第23－12表によるものであること。ただし、これらと同

等以上の防食性、絶縁性、導電率、引張強さ等を有するものを用いる場合は、この限りでない。 

   （イ）配線方法 

      電気工作物に係る法令により確実に施工されていること。 

   （ウ）接続 

     ａ 端子との接続は、ゆるみ等がなく確実であること。 

     ｂ 電線相互の接続は、はんだ付け、ねじ止め、圧着端子等で確実に接続されていること。 

   （エ）耐震措置 

      地震等により、変形、損傷等が生じないように措置されていること。 
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別図６ 耐火耐熱保護配線 

        は耐火配線、    は耐熱配線、   は一般配線、     は水管又はガス管を示す。 

① 屋内消火栓設備 

   

 

 

 

 

   

 

 

  ② スプリンクラー設備（水噴霧消火設備及び泡消火設備を含む。） 

    

    

 

 

 

 

 

 ③ 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 屋外消火栓設備 
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⑤ 自動火災報知設備     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥ ガス漏れ火災警報設備 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦ 非常ベル及び自動式サイレン 

     

 

 

    

 

 

  ⑧ 放送設備 
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  ⑨ 誘導灯 

      

 

 

 

  ⑩ 排煙設備 

     

 

  ⑪ 連結送水管（消防用水に加圧送水装置を設置する場合を含む。） 

  

 

 

 

 

 

  ⑫ 非常コンセント設備 

      

 

 

 

  ⑬ 無線通信補助設備 
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別図７ 常用電源の分岐方法（規則第24条第１項第３号） 

 

電源は、下図のように交流低圧屋内幹線で、電源までの配線の途中で他の配線を分岐させていないものからとるこ

と。 

 

 

 

※ 消防用設備等で漏電火災警報器の電源は、電流制限器（電流制限器を設けていない場合にあっては主開閉器）の

電源側から分岐すること。 
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第23－10表 耐火耐熱保護配線の工事方法 

電 線 の 種 類 工 事 方 法 

耐 

 

 

火 

 

 

配 

 

 

線 

・600ボルト２種ビニル絶縁電線 

・ハイパロン絶縁電線 

・四ふっ化エチレン絶縁電線 

・シリコンゴム絶縁電線 

・ポリエチレン絶縁電線 

・架橋ポリエチレン絶縁電線 

・ＥＰゴム絶縁電線 

・アルミ被ケーブル 

・鋼帯がい装ケーブル 

・ＣＤケーブル 

・鉛被ケーブル 

・クロロプレン外装ケーブル 

・架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケ

ーブル 

・ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブ

ル 

・ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・ＥＰゴム絶縁クロロプレンシースケーブル 

・バスダクト 

１ 金属管、２種金属製可とう電線管又は合成樹

脂管に収め耐火構造で造った壁、床等に埋設さ

れていること。ただし、不燃専用室、耐火性能

を有するパイプシャフト及びピットの区画内に

設ける場合（他の配線と共に施設する場合は、

相互に 15cm以上隔離するか、不燃性の隔壁を

設けたものに限る。）にあっては、この限りで

ない。 

２ 埋設工事が困難な場合は、前１と同等以上の

耐熱効果のある方法により保護されているこ

と。 

・耐火電線 

・ＭＩケーブル 
ケーブル工事等により施設されていること。 

耐 

 

 

熱 

 

 

配 

 

 

線 

・600ボルト２種ビニル絶縁電線 

・ハイパロン絶縁電線 

・四ふっ化エチレン絶縁電線 

・シリコンゴム絶縁電線 

・ポリエチレン絶縁電線 

・架橋ポリエチレン絶縁電線 

・ＥＰゴム絶縁電線 

・アルミ被ケーブル 

・鋼帯がい装ケーブル 

・ＣＤケーブル 

・鉛被ケーブル 

・クロロプレン外装ケーブル 

・架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケ

ーブル 

・ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブ

ル 

・ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・ＥＰゴム絶縁クロロプレンシースケーブル 

・バスダクト 

金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工

事又はケーブル工事（不燃性のダクトに布設する

ものに限る。）により施設されていること。 

ただし、不燃専用室、耐火性能を有するパイプシ

ャフト及びピットの区画内に設ける場合（他の配

線と共に施設する場合は、相互に15cm以上隔離す

るか、不燃性の隔壁を設けたものに限る。）にあ

っては、この限りでない。 

・耐熱電線 

・耐火電線 

・ＭＩケーブル 

ケーブル工事等により施設されていること。 
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第23－11表 電線の種類・太さ（自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備） 

工事の種類 電  線  の  種  類 電線の太さ 

屋内配線に使用する

電線 

ＪＩＳ Ｃ 3306（ビニルコード） 断面積0.75mm２以上 

ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）） 導体直径1.0mm以上 

ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線ビニルシースケー

ブル（ＶＶ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 3416（600Ｖ耐熱性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－

ＩＥ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 3417（600Ｖ耐熱性架橋ポリエチレン絶縁電線（Ｅ

Ｍ－ＩＣ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 4418（600Ｖ耐熱性ポリエチレンシースケーブル） 導体直径1.0mm以上 

屋側又は屋外配線に

使用する電線 

ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）） 導体直径1.0mm以上 

ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線ビニルシースケー

ブル（ＶＶ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 3416（600Ｖ耐熱性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－

ＩＥ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 3417（600Ｖ耐熱性架橋ポリエチレン絶縁電線（Ｅ

Ｍ－ＩＣ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 4418（600Ｖ耐熱性ポリエチレンシースケーブル） 導体直径1.0mm以上 

架空配線に使用する

電線 

ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）） 
導体直径2.0mm以上 

の硬銅線＊ 

ＪＩＳ Ｃ 3340（屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）） 導体直径2.0mm以上 

ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線ビニルシースケー

ブル（ＶＶ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 4418（600Ｖ耐熱性ポリエチレンシースケーブル） 導体直径1.0mm以上 

地中配線に使用する

電線 

ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線ビニルシースケー

ブル（ＶＶ）） 
導体直径1.0mm以上 

ＪＣＳ 4418（600Ｖ耐熱性ポリエチレンシースケーブル） 導体直径1.0mm以上 

使用電圧60Ｖ以下の

配線に使用する電線

＊＊ 

ＪＣＳ 4396（警報用ポリエチレン絶縁ケーブル） 導体直径0.5mm以上 

     （注） ＪＩＳ Ｃ：日本産業規格   ＪＣＳ：日本電線産業会規格 

     備考 ＊は、径間が10ｍ以下の場合は導体直径2.0mm以上の軟銅線とすることができる。 

        ＊＊は、使用電圧60Ｖ以下の配線に使用する電線については、本表の電線の種類の欄に掲げる導体

直径又は導体の断面積を有するものを使用できるものとする。 
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第23－12表 電線の種類・太さ（漏電火災警報器） 

工事の種類 電  線  の  種  類 電線の太さ 

操作電源の配線に用いる電線 

ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線
（ＩＶ）） 
 
ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線
ビニルシースケーブル（ＶＶ）） 

導体直径1.6mm以上 
 
 
導体直径1.6mm以上 

変流器の二次側屋内配線に使用す

る電線 

ＪＩＳ Ｃ 3306（ビニルコード） 
 
ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線
（ＩＶ）） 
 
ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線
ビニルシースケーブル（ＶＶ）） 
 
ＪＣＳ 4396（警報用ポリエチレン絶縁
ビニルシースケーブル）＊ 

断面積0.75mm２以上 
 
導体直径1.0mm以上 
 
 
導体直径1.0mm以上 
 
 
導体直径0.5mm以上 
 

変流器の二次側屋側又は屋外配線

に使用する電線 

ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線
（ＩＶ）） 
 
ＪＩＳ Ｃ 3340（屋外用ビニル絶縁電線
（ＯＷ）） 
 
ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線
ビニルシースケーブル（ＶＶ）） 
 
ＪＣＳ 4396（警報用ポリエチレン絶縁
ビニルシースケーブル）＊ 

導体直径1.0mm以上 
 
 
導体直径2.0mm以上 
 
 
導体直径1.0mm以上 
 
 
導体直径0.5mm以上 
 

変流器の二次側架空配線に使用す

る電線 

ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線
（ＩＶ）） 
 
ＪＩＳ Ｃ 3340（屋外用ビニル絶縁電線
（ＯＷ）） 
 
ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線
ビニルシースケーブル（ＶＶ）） 
 
ＪＣＳ 4396（警報用ポリエチレン絶縁
ビニルシースケーブル）＊ 

導体直径2.0mm以上 
の硬銅線＊＊ 
 
導体直径2.0mm以上 
 
 
導体直径1.0mm以上 
 
 
導体直径0.5mm以上 

地中配線に使用する電線 
ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線
ビニルシースケーブル（ＶＶ）） 

導体直径1.0mm以上 

 
音響装
置の配
線に使
用する
電線 

使
用
電
圧
が
60 
Ｖ 
を
超
え
る
も
の 

地中配線のもの 
ＪＩＳ Ｃ 3342（600Ｖビニル絶縁電線
ビニルシースケーブル（ＶＶ）） 

導体直径1.6mm以上 

架空配線のもの 
ＪＩＳ Ｃ 3340（屋外用ビニル絶縁電線
（ＯＷ）） 

導体直径2.0mm以上 

前記以外のもの 
ＪＩＳ Ｃ 3307（600Ｖビニル絶縁電線
（ＩＶ）） 

導体直径1.6mm以上 

使用電圧が60Ｖ以下のも

の＊＊＊ 

ＪＣＳ 4396（警報用ポリエチレン絶縁

ビニルシースケーブル） 
導体直径0.5mm以上 

     備考 ＊は、屋内型変流器の場合に限る。 

        ＊＊は、径間が10ｍ以下の場合は導体直径2.0mm以上の軟銅線とすることができる。 

        ＊＊＊は、使用電圧60Ｖ以下の配線に使用する電線については、本表の電線の種類欄に掲げる 

        ＪＣＳ4396以外の規格に適合する電線で、それぞれ電線の太さ欄に掲げる導体直径又は導体の断 

面積を有するものを使用できるものとする。 

（注） ＪＩＳ Ｃ：日本産業規格   ＪＣＳ：日本電線産業会規格 
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第24 総合操作盤（規則第12条、平成16年告示第７号及び第８号関係） 

 １ 用語の意義 

  (1) 防災監視場所 

    防火対象物内の防災センター（規則第 12 条第１項第８号に規定するものをいう。）、中央管理室（建基令第

20 条の２第２号に規定する中央管理室をいう。以下同じ。）、守衛室及びこれらに類する場所であって総合操

作盤が設置されているものをいう。 

    (2) 副防災監視場所 

    防火対象物内の防災監視場所のうち、当該防火対象物の部分（防火対象物の部分のうち、用途、管理区分等が

同一である一団の部分をいう。以下同じ。）に設置されている消防用設備等に係る総合操作盤が設置されている

場所（防災管理を行うために一定の時間帯のみ人が常駐するものを含む。）をいう。 

    (3) 監視場所 

    防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うことのできる場所のうち、当該防火対象物と同

一敷地内にある場所をいう。 

    (4) 遠隔監視場所 

    防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うことのできる場所のうち、当該防火対象物の敷

地外にある場所（警備会社その他の場所を含む。）をいう。 

    (5) 防災設備等 

    排煙設備（消防用設備等以外のものに限る。）、非常用の照明装置、非常用エレベーターその他これらに類す

る防災のための設備をいう。 

    (6) 一般設備 

    電力設備、給排水設備、空気調和設備その他のビル管理設備をいう。 

  (7) 防災要員 

    防災監視場所において、総合操作盤により、消防用設備等の監視、操作等に従事する者（警備業者その他の委

託を受けた者を含む。）をいう。 

  ２  構造及び機能等 

    (1) 規則第 12条第１項第８号に規定する総合操作盤は、認定品とすること。●  

    (2) 自動火災報知設備の受信機の機能が組み込まれているか、又は受信機の機能を有していること。       

(3) 総合操作盤に附置される予備電源又は非常電源の容量は、おおむね２時間以上、複数の消防用設備等の監視、

制御等を行うことができるものとすること。                                                         

     なお、総合操作盤以外の部分（例えば、屋内消火栓設備のポンプ、自動火災報知設備の地区音響装置等）の火

災の感知、避難誘導、消防用設備等の監視・制御等に係る部分については、火災時等に所要の活動等を行うため

に必要な時間有効に作動できる容量とすることが望ましいこと。 

(4) 「総合操作盤の基準」（平成 16 年告示第７号。以下「告示第７号」という。）に規定されていない設備等の

シンボルマーク等については、告示第７号別表第一で規定されている設備項目ごとのシンボル等と紛らわしく

ないものであれば、使用して差し支えないが、シンボルの意味する内容がわかるように措置すること。 

    なお、この場合において（一社）日本火災報知機工業会が「ＣＲＴ等における防災設備等のシンボル運用基

準」を定めているので、当該運用基準によるシンボルマーク等を用いることが望ましいこと。 

  (5) 警報音又は音声警報音は、システム異常を示す警報と各消防用設備等の作動等の警報との区分、消防用設備

等ごとの区分が明確となるよう、音声、鳴動方法等を適切に設定すること。 

  (6) 操作スイッチについては、当該防火対象物に設置される消防用設備等の設置状況や使用頻度、操作パネルの

構造等により、１対１対応の個別式、テンキーとスイッチの組合せ方式、ＣＲＴのライトペンやタッチパネル
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方式等の中から適切なものを選択すること。 

  (7) システム構成要素の異常及び故障が全体機能の障害につながる可能性があるため、電源、ＣＰＵ等の機能分

散を図ったハード構成、フェイルセーフを考慮した機能設定、自己診断機能等による異常や故障の早期発見、

システム判断、ユニット交換等の方法により設置されていること。 

  (8) 消防隊への情報提供が円滑に行えるとともに、ＣＲＴ等の表示が容易に理解できるよう設計されていること。 

    なお、消防隊到着後においても原則として、総合操作盤に係る操作については、消防隊の指示により防災要

員が行うこと。 

 ３ 設置場所等 

   消防用設備等に係る監視、操作等は、当該消防用設備等を設置している防火対象物の常時人がいる防災監視場所

に総合操作盤を設置して行うものとすること。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合にあっては、

この限りでない。 

                                                                                    
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                              
                                                                                                         
                                                                                              

                                                                                                  

第 24－１図 防災監視場所のイメージ図 

   

(1) 副防災監視場所 

副防災監視場所において、当該防火対象物の部分に設置されている消防用設備等の監視、操作等を行うことが

でき、かつ、当該部分の火災発生時に必要な措置が次に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、

防火対象物の部分に設置されている消防用設備等に係る監視、操作等を副防災監視場所において行うことができ

ること。 

                                                                                            
                                                                                                          
                                                                                    
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                
                                                                                                         
                                                                                      
                                                                                                         
                                                                               
                                                                                  
                                                                                            
                                                                                    
                                                                                                         
                                                                                                         
  
 

第 24－２図 副防災監視場所のイメージ図 

 

ア 副防災監視場所に、当該場所において監視、操作等を行う消防用設備等の総合操作盤が設けられていること。

   イ  防火対象物の防災監視場所（常時人がいるものに限る。以下(1)において同じ。）に、総合操作盤が設置さ

消防用設備等 

防災監視場所 

総合操作盤 
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    れていること。ただし、副防災監視場所に、当該防火対象物の部分に設置されている消防用設備等の総合操作

    盤が前アにより設けられている場合にあっては、防災監視場所に設置される総合操作盤に、当該防火対象物の

    部分における火災の発生を表示（火災発生に係る代表表示）及び警報することで足りることとする。 

   ウ 防災監視場所と副防災監視場所の相互間で同時に通話することができる設備が設けられていること。 

   エ 次に掲げる防火対象物全体に係る火災発生時の必要な措置を含む所要の計画が作成されていること。 

      （ア）防災監視場所と副防災監視場所の役割分担、代表指揮権、管理体制等                             

   （イ）副防災監視場所が無人となった場合における管理体制  

   （ウ）副防災監視場所において監視している部分で火災が発生した場合の火災確認（駆けつけ方法）、初期対 

     応（通報連絡、避難誘導等）  

   オ 防災監視場所には、次に掲げる体制が確保されていること。 

   （ア）火災発生時において所要の措置を講じることができる要員（令第４条の２の８第３項各号のいずれかに掲

げる者。以下「防災センター要員」という。）が確保されていること。 

   （イ）防災監視場所に設置されている総合操作盤により副防災監視場所が監視、操作等を行っている消防用設 

     備等の監視、操作を行うことができない場合には、速やかに、当該防火対象物の防災監視場所の防災セン 

     ター要員が副防災監視場所に到着できること。 

      なお、この場合の防火管理体制については、「高層複合用途防火対象物における防火管理体制指導マニ 

     ュアルについて」（平成３年５月 14 日付け消防予第 98 号。以下「防火管理体制指導マニュアル」という。

     「別紙１」参照）に準じた実効ある体制を確保するものであること。 

また、防火管理体制指導マニュアル７(2)の検証方法を行うことができない場合は、別紙２の「出火区画

等での各対応事項所要時間」を参考とし、各対応事項の所要時間を算定すること。 

   カ 消防用設備等の操作が防災監視場所及び副防災監視場所の双方において行うことができる場合については、

    当該操作時点における操作の優先権を有する場所を明確に表示すること。 

   キ 前アからカまでに掲げるほか、防火対象物の位置、構造及び設備の状況、副防災監視場所の状況並びに防 

    火管理体制の状況に応じ、火災発生時に必要な措置が講じられていること。 

(2) 監視場所 

監視場所において、防火対象物に設置されている消防用設備等の監視を行うことができ、かつ、当該防火対象

物の火災発生時に必要な措置が次に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物に設置さ

れている消防用設備等に係る監視等を監視場所において行うことができること。 

                                                                               
                                                                                                         
                                                                                               
                                                                                                         
                                                                                                  
                                                                                       
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                         
                                                                                                         
                                           
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                   
                                                         
                                                                                                          
                                          
                                                                                                         
                                                                                                         
 

 第 24－３図 監視場所のイメージ図 

      ア 監視場所において監視等を行う防火対象物（以下「監視対象物」という。）の防災監視場所には、総合操作

盤が設置されていること。 
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          なお、令第８条の規定による区画がなされている場合を除き、当該対象物全体を一の監視対象とすること。 

    この場合において一の監視対象物の監視等は、一の監視場所において行うこと。 

   イ 監視対象物には、スプリンクラー設備が設置されていること。ただし、監視対象物が 10 階以下の非特定用

    途防火対象物であって、火気の使用がなく、多量の可燃物が存置されていない場合等、当該監視対象物の位置、

    構造、設備等の状況から、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最

    少限度に止めることができると認められる場合にあっては、この限りでない。 

          なお、次に掲げる部分については、スプリンクラー設備が設置されているものとして取り扱って差し支えな

いこと。 

      （ア）規則第 13 条第３項に掲げるスプリンクラーヘッドを設置することを要しない部分（規則第 13 条第３項第

     11号及び第 12号に掲げる部分を除く。）                                                       

      （イ）令第 12 条に定める技術上の基準により、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備が設

     置されている部分                                                                           

      （ウ）令第 12 条に定める技術上の基準により、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備が設置されている

     部分                                                                                       

      （エ）令第 13 条から令第 18 条までに定める技術上の基準により、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消

     火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されている部分                           

   ウ 監視対象物が備えるべき要件は、次によること。 

   （ア）監視場所は、敷地内の監視対象物に対し円滑な対応ができ、かつ、消防隊が容易に接近できる位置とする

こと。 

      （イ）監視場所には、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うための監視盤（以下「監視

盤」という。）が設置されていること。 

   （ウ）監視盤は、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うために、消防用設備等ごとに告

示第７号第５及び第６に規定する表示及び警報ができる機能を有すること。ただし、監視対象物に設置され

ている総合操作盤から移報されるものなど、監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合にあ

っては、当該事項に係る表示及び警報で足りることとする。 

      エ 監視場所と監視対象物の防災監視場所の相互間で同時に通話することができる設備が設けられていること。 

   オ 監視対象物において火災が発生した場合における次に掲げる必要な措置を含む敷地全体に係る所要の計画が

作成されていること。 

      （ア）監視場所と監視対象物の防災監視場所の役割分担、代表指揮権、管理体制等 

   （イ）監視対象物の防災監視場所が無人となった場合における管理体制  

   （ウ）監視対象物において、火災が発生した場合の火災確認（駆けつけ方法）、初期対応（通報連絡、避難誘

導） 

   カ 監視場所には、次に掲げる体制が確保されていること。 

   （ア）監視対象物の火災発生時において、所要の措置を講じることができる防災センター要員が確保されている

こと。 

   （イ）監視場所の防災センター要員が、速やかに監視対象物の防災監視場所に到着できること。 

      なお、この場合の防火管理体制については、防火管理体制指導マニュアルに準じた実効ある体制を確保す

るものであること。 

また、防火管理体制指導マニュアル７(2)の検証方法を行うことができない場合は、別紙２の「出火区画

等での各対応事項所要時間」を参考とし、各対応事項の所要時間を算定すること。 

   キ 前アからカまでに掲げるほか、防火対象物の位置、構造及び設備の状況、防災監視場所の状況並びに防火管
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理体制の状況から判断し、火災発生時に必要な措置が講じられていること。 

(3) 遠隔監視場所 

    遠隔監視場所において、防火対象物に設置されている消防用設備等の監視を行うことができ、かつ、当該防火

対象物の火災発生時に必要な措置が次に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物に設

置されている消防用設備等に係る監視等を遠隔監視場所において行うことができる。 

                                                                           
                                                                                                         
                                                               
                                                                                                         
                                                              
                                                                   
                                                              
                                                             
                                                                                                         
                                                                                                         
                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                
                                                                                                         
                                                 
                                                                                                         
                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 

 第 24－４図 遠隔監視場所のイメージ図 

 

   ア 遠隔監視場所において監視等を行う防火対象物（以下「遠隔監視対象物」という。）の防災監視場所には、

    総合操作盤が設置されていること。 

          なお、令第８条の規定による区画がなされている場合を除き、当該対象物全体を一の監視対象とすること。 

    この場合において一の遠隔監視対象物の監視等は、一の遠隔監視場所において行うこと。 

   イ  遠隔監視対象物には、スプリンクラー設備が設置されていること。 

          なお、(2)イ（ア）から（エ）までに掲げる部分については、スプリンクラー設備が設置されているものと

    して取り扱って差し支えないこと。 

      ウ 遠隔監視場所が備えるべき要件は次によること。 

      （ア）遠隔監視場所には、遠隔監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うための監視盤（以

下「遠隔監視盤」という。）が設置されていること。 

      （イ）遠隔監視盤は、遠隔監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うために、消防用設備等

ごとに告示第７号第５及び第６に規定する表示及び警報ができる機能を有すること。ただし、遠隔監視対象

物に設置されている総合操作盤から移報される火災が発生した旨及び発生場所に係る情報を受信できる機能

を有するものなど、遠隔監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合にあっては、当該事項に

係る表示及び警報で足りることとする。 

      エ 遠隔監視場所と遠隔監視対象物の防災監視場所の相互間で同時に通話することができる設備が設けられてい

ること。 

   オ 遠隔監視対象物において火災が発生した場合における次に掲げる必要な措置を含む所要の計画が作成されて

いること。 

      （ア）遠隔監視場所と遠隔監視対象物の防災監視場所の役割分担、代表指揮権、管理体制等 

   （イ）遠隔監視対象物の防災監視場所が無人となった場合における管理体制（遠隔監視対象物が夜間、休日（店

舗等が存するものにあっては、当該店舗等が営業していない時間帯）等で無人となる時間帯に限る。） 
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   （ウ）遠隔監視対象物において、火災が発生した場合の火災確認（駆けつけ方法）、初期対応（通報連絡、避難

誘導） 

   カ 遠隔監視場所には、次に掲げる体制が確保されていること。 

   （ア）遠隔監視対象物の火災発生時において、所要の措置を講じることができる防災センター要員が確保されて

いること。 

   （イ）遠隔監視場所の防災センター要員が速やかに遠隔監視対象物の防災監視場所に到着できること。 

      なお、遠隔監視対象物の防災監視場所には、一定時間以内に遠隔監視場所の防災センター要員が到着でき

ることが必要とされるが、この場合における防火管理体制等については、「遠隔監視システム等における火

災通報の取扱い」（昭和 62 年８月 10 日付け消防予第 134 号。「別紙３」参照）、「遠隔移報等に関する要

綱」（平成元年４月 26 日制定。「別紙４」参照）及び「遠隔移報等に関する要綱の運用について」（平成

元年４月 26日付け消予第８号。「別紙５」参照）に準じて実効性のある体制が確保されていること。 

   キ 前アからカまでに掲げるほか、防火対象物の位置、構造及び設備の状況、防災監視場所の状況並びに防火管 

理体制の状況から判断し、火災発生時に必要な措置が講じられていること。 

４ その他                                                                                           

   防火対象物の用途、管理形態、区画の状況等を踏まえ、一の防火対象物の火災関連情報を複数の総合操作盤によ

り、監視、制御するシステムで、火災監視及び火災制御機能を複数の総合操作盤に機能を分散させているもの（一

の総合操作盤の監視及び制御範囲が規則第 12 条第１項第８号（消防長が指定するものにあっては、「消防法施行

規則第 12 条第１項第８号ハに規定する防火対象物の指定」（平成 19 年３月 23 日安全管理局告示第１号））の規

定によるもので、当該部分が複数あるものに限る。）については、特殊消防用設備等に該当する場合があるので留

意すること。                                       

     なお、初動体制を円滑に行うために単に火災関連情報を表示するだけの設備が附加されているものは、特殊消防

用設備等には、該当しないこと。 
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別紙１  

 

                      高層複合用途防火対象物における防火管理体制マニュアル 

             （平成３年５月 14 日消防予第 98号抜粋） 

 

１ 目 的 

    このマニュアルは、高層複合用途建築物における防火管理の一環として、火災が発生した場合に従業員及び来客者

（以下「従業員等」という。）の安全確保を図れるようにするために、適切に対応すべき防火管理体制の整備に関す

る指導方法を示すことを目的とする。 

２ 対 象 

    このマニュアルの対象は、高さ 31ｍを超える高層建築物のうち、構成用途が主に事務所及び飲食店舗である複合

用途防火対象物とする。 

３ 考え方 

  このマニュアルの基本的考え方は、火災発生時に自衛消防隊員（以下「隊員」という。）がとるべき対応事項を示

すとともに、個々の防火対象物について建築構造、内装、消防防災設備等に応じて限界時間を設定し、この時間内に

所要の対応事項が行われるかどうかを検証し、これによって防火管理体制の整備に資するものである。 

４ 対応事項 

  火災発生時に隊員が取るべき対応事項は、おおむね次のとおりであるが、個々の防火対象物の実態に応じたものと

なるよう配慮することが必要である。 

   また、個々の対応事項の実施状況については、防災センター等で情報を一元化して管理する必要がある。 

 (1) 出火場所の確認 

   自動火災報知設備（以下「自火報」という。）の受信機又は副受信機により出火場所を確認すること。 

 (2) 現場の確認 

   実際に出火場所に行き、現場の状況を確認すること。 

 (3) 消防機関への通報 

   電話又は非常通報装置により火災である旨を消防機関へ通報すること。 

 (4) 初期消火 

   消火器及び屋内消火栓（設置されている場合）により初期消火を行うこと。 

 (5) 区画の形成 

   防火戸及び防火シャッターを閉鎖して、出火区画（注１）、隣接区画（注２）、竪穴隣接区画（注３）の防火区

画等（注４）を形成すること。 

    （注１）出火区画とは、出火場所を含む防火区画（各室ごとに防火区画をしているものを除く。以下同じ。）をい

う。 

    （注２）隣接区画とは、出火区画と防火戸又は防火シャッターが設けられている開口部を介して接する防火区画を

いう。 

    （注３）竪穴隣接区画とは、隣接区画となるいわゆる竪穴区画（エレベーター、エスカレーター等の部分及び一定

のアトリウム（注５）に限ることとする。通常の階段室は除くこととするが、特に開口部が大きいなど特別

な階段室については個別に検討することとする。）と防火戸又は防火シャッターが設けられている開口部を

介して接している防火区画をいう。 

    （注４）防火区画とは、建基令第 112 条に定める基準により設けた区画のほか、耐火構造の区画を形成するものも

     含むものとする。 
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    （注５）アトリウム空間が存在する場合のアトリウム空間及びアトリウム空間に面する開口部を有する区画につい

ては、アトリウム空間に面する開口部の構造により次により取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 情報伝達及び避難誘導 

  ① 火災を確認後、従業員等及び隊員に火災である旨及び避難すべき旨を伝達・指示するとともに、従業員等を安

全な場所へ避難させること。 

    ② 火災による煙等の拡散を防ぐため、排煙設備を作動させるとともに、空調設備を停止させること。 

 (7) 消防隊への情報提供 

   消防隊の活動が効率的に行われるよう、消防隊に対し情報の提供を行うこと。 

５ 限界時間の設定 

  火災の比較的早期に火煙が危険なレベルに達することが想定される出火区画、隣接区画及び竪穴隣接区画に限界時

間を設定するものとする。 

   出火場所の感知器の発報から、出火区画内が危険なレベルに達すると想定されるまでの時間を「出火区画の限界時

間」、隣接区画内が危険なレベルに達すると想定されるまでの時間を「隣接区画の限界時間」、竪穴隣接区画が危険

なレベルに達すると想定されるまでの時間を「竪穴隣接区画の限界時間」とする。 

  5･1 出火区画の限界時間 

   出火区画の限界時間（Ｔｆ）は、当該建築物の条件により、次表のとおりとする。 
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    （注６）「スプリンクラー設備設置の場合」には、消防法施行規則第 13 条第３項に基づきスプリンクラー設備の

     ヘッドが設置されていない部分がある場合を含むものとする。（以下同じ。） 

    （注７）内装制限がなされている場合とは、建築基準法施行令第 129 条第１項、第５項及び第６項の基準により、

又は基準の例により居室及び通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げがなされている場合をいう。 

 

5･2 隣接区画の限界時間 

  隣接区画の限界時間（Ｔｎ）は、当該建築物の条件により、次表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5･3 竪穴隣接区画の限界時間 

  竪穴隣接区画の限界時間については、次表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 ６ 訓練・検証に当たっての対応事項の実施方法 

   訓練及び検証に当たっての対応事項の実施方法は、おおむね次のとおりであるが、個々の防火対象物の実態に

応じたものとなるよう配慮することが必要である。 

   検証を行う際には、避難誘導の指示があった時点から避難所要時間の経過後までに、逃げ遅れの確認、防火戸

等の最終的な閉鎖、隊員の避難等を行うものとする。 

  (1) 出火場所の確認 

   ① 火災が発生した場合に避難が困難となると想定される階、確認に要する時間が長くなると想定される階等

を出火点と想定し、出火点に最も近い場所に設置されている感知器を発報させ、自火報を作動させる。この

時、出火点の周囲に旗等の目印を設置しておく。 

   ② 隊員は正規に勤務する場所（防災センター、各階の事務室等）に待機しているものとする。 

   ③ 受信機又は副受信機で火災表示が点灯した場所を警戒区域一覧図と照合し、自火報発報場所を確認する。 

  (2) 現場の確認 

   ① 受信機又は副受信機で出火場所を確認した者は、自ら又は他の隊員に指示（放送設備、肉声、電話、無線

機等を用いて）して、発報した感知器の設置されている場所に行き、火災発生の有無を確認する動作を行う。 
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   ② 火災発生の確認をした者は、その場で「火事だー！」と２回叫ぶ。 

   ③ 隊員の移動の際のエレベーターの使用については、次による。 

    ア 非常用エレベーターは、使用できるものとする。 

    イ 常用エレベーターは、停電時最寄り階停止装置付きのものに限り使用できるものとする。 

      この場合、火災発生の確認を行う隊員は、出火区画の直下階まではエレベーターを使用できるが、それ

より上階へは階段を利用しなければならないものとする。 

  (3) 消防機関への通報 

   ① 対応計画上通報を行うこととされている者が、消防機関への模擬通報を行う。この場合事前に了解を得て、

実際に消防機関へ連絡することが望ましいが、訓練用の電話機、内線電話等を利用することでもよい。 

   ② 非常通報装置が設置されている場合には、非常通報装置の起動用押しボタンを押す動作を行い（事前に消

防機関の了解を得た場合は、実際に押しボタンを押す。）③は省略できるものとする。 

     なお、ボタンを押す時点の判断については、非常通報装置と自火報の作動が連動されている場合にあって

は現場確認後とし、非常通報装置と自火報の作動が連動されていない場合にあっては④によるものとする。 

   ③ 消防機関への模擬通報の内容は、おおむね次のとおりとする。なお、検証の際には通報内容の細部にこだ

わらず、おおむね必要事項が通報されていることを確認すればよいものとする。 

      通報者 １１９番をする。 

      消 防 「はい、消防です。火事ですか、救急ですか。」 

      通報者 「火事です。」 

      消 防 「場所はどこですか。」 

      通報者 「○○市○○町○○丁目○番○号○○ビルです。」 

      消 防 「その○○ビルは何階建てですか。燃えているところは何階ですか。」 

      通報者 「○階建ての○階が燃えています。」 

      消 防 「近所に目標となる建物はありますか。」 

      通報者 「○○○○○○○」 

      消 防 「わかりました。すぐいきます。」 

   ④ 消防機関への通報を、現場確認の後にするか、自火報発報後直ちにするかについては、当該防火対象物の

非火災報対策の進捗状況と消防機関の指導の実態から、消防機関がそれぞれ判断するものとする。 

  (4) 初期消火 

   ① 模擬初期消火は、消火器及び屋内消火栓を用いて行うものとする。（屋内消火栓設備が設置されていない

場合には、消火器の操作のみを行う。） 

   ② 消火器は、消火薬剤を実際に放出するか、放出のための動作を行った上で放出体勢を取り、15秒間維持す

る。 

   ③ 屋内消火栓は、放出のための動作をおこなった上で放水体勢を取り、30秒以上維持する。消火開始までの

操作は、２人以上（注８）で実施することとする。 

    （注８）２号消火栓を使用する場合は、１人操作でもよい。 

  (5) 区画の形成 

   ① 出火区画、隣接区画及び竪穴隣接区画を構成する防火戸は、火災により温度が急激に上昇した場合又は煙

が発生した場合に自動的に閉鎖する構造の防火戸であっても自動閉鎖を待つことなく従業員等の避難終了後

直ちに閉鎖する。 

     なお、従業員等が避難を行う前に、防火戸、防火シャッターが煙により自動的に閉鎖される場合があるの

で、その際の避難誘導についても考慮すること。 
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   ② 上記以外の箇所の防火戸で竪穴区画又は水平区画を形成するものは、火災により煙が発生した場合自動的

に閉鎖する構造の防火戸にあっては、閉鎖障害がないことを確認すれば足りることとし、その他の防火戸に

あっては、手動で閉鎖する。 

   ③ エレベーターは、火災発生後の早い時点で従業員が避難階に呼び戻す。 

   ④ エレベーター前に防煙のための区画がある場合には、エレベーターを使用停止にしたことを確認した上で

直ちに区画を形成する。 

   ⑤ エスカレーターを囲む竪穴区画については、それぞれに隊員を配置し、エスカレーターに乗っている従業

員等に対してエスカレーターを停止する旨を大声で知らせた上でエスカレーターを停止させ、従業員等を区

画から避難させた後直ちに区画を形成する。 

  (6) 情報伝達及び避難誘導等 

   ① 火災発生の情報伝達は、火災時の混乱を防止するため、原則として隊員に周知した後に、隊員以外の者に

行うこととし、その具体的な方法は次による。 

    ア 隊員への情報伝達は、館内電話、放送設備等を用いて、火災の発生によって、従業員以外の者の行動に

混乱が起きる以前に速やかに知らせる。 

    イ 隊員以外の者への情報伝達は、非常放送設備を用いて行い、全館に知らせることとするが、その際の文

例については、次のとおりとし、２回以上繰り返すものとする。（当該防火対象物の独自の文例、方法が

ある場合にはそれによることとする。）また、放送の間に、適宜、警報音を挿入することとする。 

    （ア）出火階及びその上下階への情報伝達文例（特別避難階段又は屋外避難階段が全くない場合は全館に 

放送する。） 

       「ただ今、○階○○で火災が発生しました。消火作業を行っています。誘導員の指示にしたがって落

ち着いて避難を行って下さい。」 

    （イ）その他への情報伝達文例 

       「ただ今、○階○○で火災が発生しました。消火作業を行っています。危険が迫っている状況ではあ

りませんので、次の放送があるまで待機して下さい。」 

   ② 避難誘導は、出火区画の避難誘導を優先し、次に隣接区画、火災階の上階の竪穴隣接区画の避難誘導を行 

うことを原則として、その後に下階の竪穴隣接区画の避難誘導を行うものとする。 

ア 各階の避難開始は、非常放送又は各階の責任者の避難指示によるものとする。 

イ 事前に計画された階段及び避難通路への避難誘導を行うこととするが、火点に最も近い階段には避難誘 

導しないこととする（階段室が直接出火区画に面していない場合は除く。）。 

    ウ 誘導係員は、所定の計画にしたがって従業員等を誘導する。 

    エ 誘導終了後、各室に逃げ遅れがないかを確認する。 

    オ 避難終了後、階段室等の防火戸、防火シャッター、くぐり戸等の閉鎖を確実に行う。 

   ③ 出火点の直近の排煙設備及び出火点直近の特別避難階段の附室の排煙設備（出火階に限る。）を出火後速

やかに起動させる。 

   ④ 空調設備は直ちに停止する。 

  (7) 消防隊への情報提供 

    消防隊員に対しおおむね次の内容の情報を提供する。 

    ・出火場所     「○階の○○○○」 

    ・避難の状況    「○～○階（出火階等）の避難状況は○○です。」 

    ・自衛消防活動状況 「現在、自衛消防隊は○～○階の避難誘導と消火活動を行っています。」 
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７ 検証 

  (1) 検証の範囲 

検証範囲は、特別避難階段が存する場合又は基準階が竪穴部分を除き２以上の防火区画に区画されている場

合は、出火階及びその上下階とし、その他の場合は全館を対象とする。 

  (2) 検証の方法 

個々の防火対象物の通常の勤務態勢において、自火報発報以降の対応を６のとおり行った結果、自火報発報

から、出火区画での対応事項完了（注９）までに要した時間をＲｔｆ 、隣接区画での対応事項完了（注10）ま

でに要した時間をＲｔｎ 、竪穴隣接区画での対応事項完了（注11）までに要した時間をＲｔｕ 、とした場合 

    Ｒｔｆ ≦ Ｔｆ 、Ｒｔｎ ≦Ｔｎ かつ Ｒｔｕ ≦ Ｔｕ 

      であること。（出火区画、隣接区画、竪穴隣接区画それぞれの対応事項完了までに要した時間すべてが、出火

区画、隣接区画、竪穴隣接区画それぞれの限界時間に収まること。）を確認すること。 

    （注９）出火区画での対応事項完了とは、６の(1)から(6)までの対応事項のうち出火区画に係る部分の完了

をいう。 

    （注10）隣接区画での対応事項完了とは、６の(2)から(6)までの対応事項のうち隣接区画に係る部分の完了

をいう。 

（注11）竪穴隣接区画での対応事項完了とは、６の(2)から(6)までの対応事項のうち竪穴隣接区画に係る部

分の完了をいう。 
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別紙２  

 

                          出火区画等での各対応事項所要時間 

 

防災センター要員が行う出火区画等での各対応事項については、次の表の数値を参考として、所要時間の算出を行う

こと。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応事項項目 所要時間 

 
 
 
 
移
動
時
間 

防災センター要員の水平移動 
（現場駆け付け時に水平移動する速度） ２ｍ／秒 － 

防災センター要員の階段昇降時間 
   上り：Ｈ／0.32（ｍ／秒） 
   下り：Ｈ／0.40（ｍ／秒） 
   （Ｈ：垂直移動距離（ｍ）） 

－ 

非常用エレベーターの昇降速度 
（設置される非常用エレベーターが目的階に到着するまでに要する時間は、下式
で算出する。） 

速を求めるため）ｍ／分）／６０秒（秒エレベーターの速度（

　（階数－１）（１階層の高さ）　×
 

－ 

総合操作盤の発報表示箇所の確認時間 
（防災ＬＣＤ等により発報箇所を確認するのに要する時間） ２０秒 

役割分担の指示、携行品の準備等に要する時間 
（消火器、マスターキー、非常用エレベーター消防運転専用キー） ２０秒 

非常用エレベーターに乗り込んでから動き出すまでの時間 
（専用キーを差し込んでＯＮにし、エレベーターの扉が閉まって動きだすまでの時間） １０秒 

非常用エレベーターが目的階に到着し、扉が開いて降りるまでの時間 
(消防運転を解除、防災センターへ連絡する。) １０秒 

火点を探す時間（警戒区域内の鳴動箇所を確認する。） ２０秒 

非常電話等で現場の状況を防災センターへ連絡するのに要する時間 ２０秒 

消火器による消火時間 １５秒 

屋内消火栓設備等を延長するための準備に要する時間 ２０秒 

屋内消火栓設備による消火時間 ３０秒 

防火区画の形成及び避難状況の確認に要する時間（出火場所を含む防火区画を１周する
歩行距離をＹｍとし、防火区画を形成している防火扉、防火シャッター等が煙感知器等
の作動の有無の確認に要する時間（作動していない場合の手動閉鎖及び障害物の除去等
を行う時間を含む。））は下式で算出する。 
Ｙｍ／歩行速度（0.5ｍ／秒） 

※複数人の場合は、分担して行える。 

－ 

排煙設備の起動に要する時間（起動装置までの移動時間を含む。） ２０秒 

その他（防災センター勤務員が、仮眠室で仮眠中の勤務員を起こすような場合） 
ア 防災センターから仮眠室へ連絡 
イ 仮眠状態から行動開始 

 
２０秒 
１５秒 

 

406



別紙３  

 

                        遠隔監視システム等における火災通報の取扱い 

（昭和 62年８月 10日付け消防予第 134 号） 

 

 自動火災報知設備の発報の後、火災確認を行う前にできるだけ早期に通報することは、火災の早期覚知の観点か

ら本来望ましいものであり、消防機関としても、将来の目標として、防火対象物に設置された自動火災報知設備と消

防機関とを通信回線で直結し、火災が発生した場合に自動的に通報することにより、消防機関が迅速かつ機動的に対

応することができる「火災情報等の自動通報システム」の構築を図ることを検討していく必要がある。 

 また、先の松寿園火災等を契機として、社会福祉施設等災害弱者の入所する施設については、先行的に自動通報シ

ステムを導入することが検討されているところである。 

 一方、自動火災報知設備の火災情報を、まず、警備業者、第三セクター等の第三者機関に移報し、これらの機関の

火災対応の一環として消防機関に通報する遠隔移報システムについては、これらの通報が火災確認を経ていない場合

は、非火災報の発生確率からみて、消防法第24条に規定する「火災発見の通報」とはいいがたいものであり、非火災

であった場合の消防対応についても困難な問題が存することが従来から指摘されてきたところである。 

 今般、これらの状況を踏まえ、かつ、技術的にも、適切な非火災報対策を施すことにより、非火災報の発生確率を

相当程度縮減し得る見込みがたってきていることを考慮し、自動火災報知設備から直接消防機関へ通報される「直接

通報」、自動火災報知設備から外部の第三者機関を介して火災確認を経ることなく消防機関に通報される「即時通

報」に対する消防機関の当面の対応方針を下記のとおり定めることとしたので、内容御了知のうえ、貴管下市町村に

もこの旨示達され、今後の消防対応の指針とするようよろしく御指導願いたい。 

                          記 

第１ 「即時通報」及び「直接通報」を認めるための条件 

  夜間、休日等において無人となる防火対象物が、(1)及び(2)に掲げる条件を満たす場合には即時通報を、(1)及 

び(3)に掲げる条件を満たす場合には直接通報を、それぞれ認めるものとすること。 

 (1) 共通の条件 

  ① 自動火災報知設備について、十分な非火災報対策が講じられていること。 

  ② 遅くとも消防隊到着後一定時間内に、警備業者、第三セクター等（以下「業者等」という。）で夜間、休日

等の防火管理業務の委託を受けた者、又は防火対象物の関係者が現場に到着し、非火災である場合、真火災で

ある場合、いずれにおいても適切な対応ができる体制がとられていること。 

  ③ 事前の破壊消防への同意、自動火災報知設備連動解錠、又は業者等若しくは防火対象物の関係者による消防

機関よりも早い現場到着等、消防隊が到着後速やかに自動火災報知設備の受信機に到着し、対応できる手段が

確保されていること。 

  ④ 自動火災報知設備の受信機からＮＴＴ回線へ移報する装置・機器が一定の性能を有し、適正な維持管理がな

されているものであること。 

 (2) 即時通報に係る付加条件 

   以下に掲げる条件を満たす業者等に、火災確認、初期消火等の対応を委託し、これらの業者等から消防機関に 

通報がなされるものであること。 

① 防火管理及び火災対応に関する十分な知識及び経験を有する者であること。 

② 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。 

③ 自動火災報知設備から遠隔移報された火災情報を受信する機器等の維持管理が適正であること。 

  なお、①に掲げる条件については、昭和58年消防予第227号通知に示した教育担当者講習会の受講者を配置
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すること等により担保するよう指導されたいこと。 

(3) 直接通報に係る付加条件 

  (1)②の対応が適切に行えるよう、当該防火対象物の関係者の所在地へも、同時に移報するものであること。 

第２ 条件適合性に係る審査 

(1) 第１に掲げる条件に適合しているか否かの審査は、即時通報又は直接通報を行おうとする防火対象物ごとに、

各消防機関において行うものとすること。 

  なお、第１(2)に掲げる業者等側の条件については、各消防機関において登録制度を設け、あらかじめ業者等

ごとに審査を行い、条件に適合した業者等を登録しておくことができるものであること。 

  この場合において、当該登録を受けた業者等については、個別の防火対象物ごとの審査のうち、第１(2)に掲

げる業者等側の条件についての審査を省略する等の便宜を与えることとされたいこと。 

(2) 条件適合性に係る審査及び登録は、３年ごとに行うものとすること。 

  ただし、３年の期限内であっても、条件に適合しないものであることが明らかとなった場合においては、即時

通報又は直接通報を認める旨及び業者等の登録を取り消すこととして差し支えないものであること。 

第３ 運用方法 

(1) 消防機関は、第１に掲げる条件についての適合性が証明されている防火対象物については即時通報及び直接通

報を認めるが、この場合の出動等の対応については、当分の間、非火災であるかもしれないことを考慮した体制

によって差し支えないものであること。 

(2) 消防機関は、即時通報及び直接通報がなされた防火対象物については、真火災・非火災の別、非火災報の原因、

業者等の対応状況等について調査を行い、その結果を非火災報対策の一層の充実、業者等への指導等に役立てる

こととすること。 

(3) 消防機関は、追って通知する調査・報告要領に基づき、第２(1)の登録に係る事項及び(2)の調査結果等を、定

期的に、消防庁に報告するものとすること。 

第４ 地域性の考慮 

  即時通報及び直接通報に係る消防機関の対応は、非火災報の発生確率、当該消防機関の管内の防火対象物数等に

より、異なって当然であるため、各消防機関の実情により、以下に掲げる方法等により、適宜運用して差し支えな

いものであること。 

 (1) 即時通報及び直接通報を認める防火対象物を消防法第８条に規定する防火管理義務対象物に限り、又は、火災

情報を移報する自動火災報知設備を消防法第17条により義務設置されたものに限る等、対象範囲の限定を行う。 

 (2) 適合すべき条件として、地域性を勘案した独自の条件を付加する。 

 (3) 即時通報又は直接通報を認める防火対象物の用途を当面限定し、又は即時通報に限って認める等、段階的な実

施を図る。 

第５ その他 

  今回の基準の設定にあたっては、無人化が進み、当面、即時通報及び直接通報に関する対応の明確化の必要性の 

高いものについて検討したものであるため、基本的に夜間、休日等においても有人であり、火災確認が容易である 

一般住宅等については、高齢者、身障者等に対する福祉対策の観点から考慮を含めて、今後検討することとするの 

で、その結果が得られるまでの間は、各消防機関の実態に応じて、適宜、適切な対応を図られたいこと。 
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別紙４  

                             遠隔移報等に関する要綱 ＜抜粋＞ 

（平成元年４月 26 日制定） 

  （平成24年３月１日最近改正） 

（趣旨） 

第１ この要綱は、夜間、休日等において無人となる防火対象物の火災を早期に覚知することの目的から、遠隔移報

システム等による火災通報を、一定条件を満たす場合に限って承認するに必要な事項について定めるものとする。 

 

（用語の意義） 

第２ この要綱における用語の意義は、次によるものとする。 

１ 即時通報 

夜間、休日等において無人となる防火対象物に設置された自動火災報知設備（以下「自火報」という。）の作

動を、直接監視によらず電話回線等により移報する装置等を経て関係者等が遠隔監視している場合において、作

動信号を受信した関係者等が現場を確認することなく当該内容を即時に119番通報することをいう。 

２ 直接通報 

夜間、休日等において無人となる防火対象物に設置された自火報の作動信号を、直接監視によらず、かつ、遠

隔監視もしていない場合において、当該作動信号を関係者等の手を経ないで火災通報装置により直接119番通報

することをいう。 

３ 遠隔移報システム等 

即時通報及び直接通報（以下「即時通報等」という。）を行うシステムをいう。 

４ 警備会社等 

防火対象物における自火報の作動信号の受信等を受託している警備会社、ビルメンテナンス会社等の機関をい

う。 

５ 関係者等 

防火対象物の管理権原者及び当該防火対象物の事業所の従業員並びに当該防火対象物の管理権原者が、自火報

の作動信号の受信等を警備会社等に委託している場合における当該警備会社等の従業員をいう。 

６ 現場派遣者 

即時通報等を行った場合に、現場対応行動等の必要な活動を行うため、当該信号を発した防火対象物に出動す

る関係者等をいう。 

７ 承認 

即時通報等を行おうとする防火対象物の管理権原者が事前にその旨の申請を行った場合に、所轄消防署長（以

下「署長」という。）が当該申請内容を認めることをいう。 

８ 登録 

警備会社等が即時通報に係る登録申請を行った場合に、消防局長（以下「局長」という。）が当該申請内容を

認めることをいう。 

 

（防火対象物の範囲） 

第３ 即時通報等を認める防火対象物は、次によるものとする。 

１ 夜間、休日等において無人となる防火対象物であること。 

２ 消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）第17条の規定により、自火報が設置及び維持されている

防火対象物であること。 
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３ 防火対象物の全体（同一敷地内を含む。）にわたって承認申請がなされる防火対象物であること。ただし、防

火対象物の一部から承認申請がなされる場合にあっても、当該防火対象物の全体から消防隊の進入に必要な破壊

等の事前承諾が得られる等、一定の条件に適合するときは、この限りではないものとする。 

 

（即時通報承認条件） 

第４ 即時通報は、次の条件を満たす場合に認めるものとする。 

１ 予防技術に関する事項 

(1) 自火報は、感知器の適材適所とともに、次のいずれかによる非火災報防止対策が講じられていること。 

ア 蓄積式受信機の設置 

イ 蓄積式中継器の設置 

ウ 蓄積付加装置の設置 

(2) 即時通報に用いる機器等の設置及び維持管理が適正であること。 

(3) 防火管理が適正に行われていること。 

２ 消防活動に関する事項 

(1) 消防隊到着後20分以内に、関係者等が当該防火対象物に到着できるものであること。 

(2) 消防隊が現場到着後、速やかに自火報の受信機に到達できる対応として、次のいずれかの方策が講じられて

いること。 

ア 当該防火対象物の関係者等による消防機関よりも早い現場到着 

イ 消防隊による当該防火対象物の異常の有無を確認するために必要な破壊の事前承諾 

ウ 自火報連動若しくは遠隔操作による出入口又はキーボックス等の解錠装置の設置。ただし、この場合であ

っても、その状況により進入に必要な破壊もやむを得ない場合があることの事前承諾 

３ 警備会社等に業務委託するものにあっては、当該警備会社等が、次に掲げる全ての事項に適合していること。 

(1) 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。 

(2) 自火報から遠隔移報された火災情報を受信する機器等の設置及び維持管理が適正であること。 

(3) 警備会社等又はその営業所ごとに「消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（昭和58年12月

２日消防予第227号消防庁次長通知）に基づく教育担当者講習会の修了者（以下「教育担当者」という。）によ

る組織的、計画的な防火・防災教育を実施していること。 

 

（直接通報承認条件） 

第５ 直接通報は、次の条件を満たす場合に認めるものとする。 

１ 予防技術に関する事項 

(1) 第４-１-(1)及び(3)に適合するものであること。 

(2) 直接通報に用いる機器等は、法第17条の規定により又は当該規定に準じて設置される消防機関へ通報する火

災報知設備のうち、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第25条第２項第１号に規定する火災通報装置

で、同条第３項第１号の規定に適合するものとし、かつ、設置及び維持管理が適切であること。 

２ 消防活動に関する事項 

第４-２に適合するものであること。 

３ 移報に関する事項 

第４-２-(1)の対応が適切に行なえるよう、119番通報の後、当該防火対象物の関係者等の所在地へも速やかに

移報（常時受信できる場所をあらかじめ２箇所以上指定）するものであること。 

                       －以下省略－ 
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別紙５  

 

                        遠隔移報等に関する要綱の運用について ＜抜粋＞ 

（平成元年４月 26 日付け消予第８号） 

 

１ 趣 旨 

「遠隔移報等に関する要綱」（平成元年４月26日消予第７号。以下「要綱」という。）第11の規定に基づき、即

時通報及び直接通報の事務について、必要な事項を要綱の運用として定めるものである。 

２ 対応の基本方針 

即時通報等の承認の諸対応は、自火報の非火災報防止対策の推進及び警備会社等の現場対応行動等の適正化の確

保等を前提とし、防火対象物の防火管理対策の強化を期することを目的として実施することとする。 

なお、これにより管理権原者及び防火管理者等の消防上の防火管理責任には、何らの変動もないものであること。 

３ 削除 

４ 防火対象物の範囲関係（要綱（以下省略）第３） 

消防法（昭和23年法律第186号）第17条第１項に規定する自火報の義務設置対象物のほか、横浜市火災予防条例

（昭和48年12月横浜市条例第70号）第51条第１項の規定による自火報の義務設置対象物が含まれるものであること。 

５ 即時通報承認通報関係（第４） 

(1) 「即時通報に用いる機器等の設置が適正」とは、当面、自火報の作動信号は、受信機、中継器又は蓄積付加装

置の移報端子によるもののほか、一般社団法人 日本火災報知器工業会の自主認定試験に合格した装置を用い

るものであればよいものとする。 

(2) 「防火管理が適正に行われていること」とは、防火管理者の選任及び消防計画の作成が適正に行われ、届出さ

れていること（防火管理者選任義務の生じる防火対象物に限る。）、並びに避難施設及び防火設備の維持管理

が適正であることをいうものであること。 

(3) 現場派遣者が常時勤務する場所から当該防火対象物までの走行距離は、次の数値以内とする。 

ア 車両（バイクを含む。）・・・・・・・１０㎞ 

イ 自転車・・・・・・・・・・・・・・・・６㎞ 

ウ 徒歩・・・・・・・・・・・・・・・・・３㎞ 

(4) 「必要な破壊の事前承諾」とは、承諾を得たことにより、無差別の破壊が可能であることを意味するものでは

なく、内部進入にあたり、諸対策を検討した結果、他に進入する手段が得られない場合において、やむを得ない

手段として、施錠の破壊などの方策がとれるものであり、その対応には、慎重を期する必要があること。 

(5) 「即時通報に適切に対応できる体制」とは、警備会社等が防火対象物に設置された自火報の作動信号を適切に

受信し、消防機関へ確実な119番通報が確保でき、また、現場派遣者の数、車両の有無及び運行など十分な現場

到着体制等が確立されているものをいうものであること。 

(6) 「自火報から遠隔移報された火災情報を受信する機器等の設置及び維持管理が適正であること。」とは、機器

等については、当面、警備会社等が現在、使用しているものでよいものとするが、維持管理に関してその製造会

社等の職員等により定期的に機能点検が実施され、その結果が記録されている必要があるものであること。 

(7) 「組織的、計画的な防火・防災教育を実施していること。」の確認は、講習修了証及び教育計画書により行う

こと。 

  なお、教育計画書には、おおむね次に掲げる事項が満たされ、かつ、当該記載事項に基づく教育の実施状況に

ついて確認すること。 

ア 即時通報制度の概要 
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イ 即時通報による１１９番通報要領                                                                                                             

ウ 現場派遣者による、消防隊等への応対要領 

エ 自火報復旧等の応急措置及び事故報告要領 

(8) 教育担当者が在籍していない警備会社等から登録申請があった場合については、「昭和5 8年1 2月２日消防予

第2 2 7 号消防庁次長通知」に基づく教育担当者講習会の受講申込を確認できる書類等の提出をもって教育担当

者が在籍しているとみなすことができるものであること。この場合、受講後速やかに講習修了証を提出させる等

により、受講した旨を確認すること。 

 

 －以下省略－ 
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第25 パッケージ型消火設備（令第29条の４、平成16年告示第12号関係） 

１ 用語の定義 

パッケージ型消火設備とは、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」（平

成16年総務省令第92号）及び「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」（平成

16年告示第12号。以下第25において「告示第12号」という。）で規定するものをいう。 

なお、この章において、パッケージ型消火設備には、当該消防用設備等と同じ消防の用に供する設備等を含む

ものとする。 

２ 設置することができる防火対象物の要件 

(1) 告示第12号第３の規定によるほか、条例第47条第１項第１号及び第２号に掲げる防火対象物又はその部分の

うち、５に適合するものについても設置することができる。 

 (2) 告示第12号第３に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」とは、「初期消火及び避難

を行う上で有効な、外気に直接開放された開口部又は随時容易に開放できる開口部」（ピロティ、開放廊下、

窓、排煙口等、排煙上有効な開口部。以下「有効な開口部」という。）を有しない場所を指す。 

     なお、有効な開口部を有しない場所であっても、「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」に該

当しないものとして取り扱うことができる場合の例は、次によること。（第25－１図参照） 

ア 避難口を容易に見とおしでき、かつ、当該場所を警戒しているパッケージ型消火設備の設置場所が次の

(ｱ)及び(ｲ)に該当する場所 

    (ｱ) 当該階の主要な避難口を容易に見とおしできるなど、避難経路が明確であり、避難上支障ないこと。 

    (ｲ) 有効な開口部を有すること。 

   イ 次に掲げる場所 

(ｱ) 階段、浴室、便所その他これらに類する場所 

(ｲ) エレベーター及びエスカレーターの昇降路並びにリネンシュート及びパイプダクトその他これらに類す

る部分 

(ｳ) 人の立ち入る可能性の全くない部分 

(ｴ) その他出火のおそれが著しく少ないと認められる場所 

３ 設置場所 

  告示第12号第４の規定のほか、次によること。● 

 (1) 容易に使用でき、かつ、避難口又は階段に近い場所に設置すること。 

(2) 防護する部分に対して有効に放射できること。この際、ホースを延長する経路、ホースの長さ、放水距離等

を総合的に勘案し判断すること。 

４ 機器 

  認定品とすること。● 

５ 条例の規定により設置する場合の取扱い 

条例の規定により設置義務が生じる通常用いられる消防用設備等に代えて、パッケージ型消火設備を設置する

場合、次に掲げる条件により、条例第59条の規定に基づく消防用設備等の基準に係る特例を適用するものとする。 

  (1) 令第11条の規定による設置義務である要件を除き、告示第12号に適合していること。 

  (2) 設置にあたっては、甲種消防設備士により法第17条の14の規定に準じた届出を行うこと。 

  (3) 設置したときは、法第17条の３の２の規定に準じた届出を行い、検査を受けること。 

  (4) 設置後は、法第17条の３の３の規定に準じた点検を定期に行い、その結果を報告すること。 
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：避難口 ：主要な避難口 ：パッケージ型消火設備   ：有効な開口部

：有効な開口部を有しない場所 ：有効な開口部を有しない場所の警戒経路

：有効な開口部（排煙口） ：天井開放部分

【設置例１】

【設置例２】

【設置例３】
　

　
　

【設置例４】

便所

駐車場

・駐車場及び作業所は、有効な開口部を有するため、２(2)の
　「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場
　所に該当
・事務室は、避難口を容易に見とおし、かつ、設備設置場所が主
　要な避難口を容易に見とおしでき、有効な開口部を有するた
　め、２(2)アに適合し「火災のとき煙が著しく充満するおそれ
　のある場所」以外の場所に該当
・物入れは、人が立ち入らない部分のため、２(2)イに適合し
　「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場
　所に該当

物入れ

事務室
作業所

(12)項イ　作業場

(５)項ロ　共同住宅

ピ
ロ
テ
ィ

バ
ッ

ク

ヤ
ー

ド

・共用廊下は、有効な開口部（排煙口）を有するため、２(2)の
　「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場
　所に該当
・売場及びバックヤードは、避難口を容易に見とおしでき、か
　つ、設備設置場所が主要な避難口を容易に見とおしでき、有効
　な開口部（排煙口）を有するため、２(2)アに適合し「火災の
　とき煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場所に該当
・PSは、２(2)イに適合し「火災のとき煙が著しく充満するおそ
　れのある場所」以外の場所に該当

共用廊下

PS
売場

(４)項　物品販売店

浴室

居室廊下

「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場所の例

・事務室は、有効な開口部を有するため、２(2)の「火災のとき
　煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場所に該当
・倉庫は、避難口を容易に見とおしでき、かつ、設備設置場所が
　主要な避難口を容易に見とおしでき、有効な開口部を有するた
　め、２(2)アに適合し「火災のとき煙が著しく充満するおそれ
　のある場所」以外の場所に該当

事務室

倉庫

(15)項　その他の事業場

屋外階段

便所

　

　
　
　
　
　
開
放
廊
下

・居室は、有効な開口部を有するため、２(2)の「火災のとき煙
　が著しく充満するおそれのある場所」以外の場所に該当
・廊下は、避難口を容易に見とおしでき、かつ、設備設置場所が
　主要な避難口を容易に見とおしでき、有効な開口部（開放廊
　下）を有するため、２(2)アに適合し「火災のとき煙が著しく
　充満するおそれのある場所」以外の場所に該当
・浴室及び便所は、２(2)イに適合し「火災のとき煙が著しく充
　満するおそれのある場所」以外の場所に該当

浴室

居室
バ
ル
コ
ニ
ー

廊下

凡例

ｖ ｖ

ｖ

ｖ

第25－１図 
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第26 パッケージ型自動消火設備（令第29条の４、平成16年告示第13号関係） 

１ 用語の定義 

パッケージ型自動消火設備とは、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」

（平成16年総務省令第92号）及び「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める

件」（平成16年告示第13号。以下第26において「告示第13号」という。）で規定するものをいう。 

なお、この章において、パッケージ型自動消火設備には、当該消防用設備等と同じ消防の用に供する設備等を

含むものとする。 

２ 設置することができる防火対象物の要件 

(1) Ⅰ型 

告示第13号第３第１号の規定によるほか、令第12条第１項第１号、第３号、第４号及び第９号から第12号

まで並びに条例第48条第１項第３号及び第４号に掲げる防火対象物又はその部分(令第12条第２項第２号ロに

規定する部分を除く。)のうち、令別表第１(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる

防火対象物の同表(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、延べ面積が10,000㎡以

下のもの（５に適合するものに限る。）についても設置することができる。 

(2) Ⅱ型 

告示第13号第３第２号の規定によることとし、「易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるもの」とは、

表面が合成皮革製のソファ等で特に燃焼速度が速いものとして次のいずれにも該当するものが設置されてい

る防火対象物又はその部分が考えられること。 

ア 座面(正面幅がおおむね800㎜以上あるもの)及び背面からなるもの 

  イ 表面が合成皮革、クッション材が主にポリウレタンで構成されているもの 

なお、布団又はベッドが設置されている防火対象物又はその部分(上記に該当するものを除く。)は、「易燃

性の可燃物が存し消火が困難と認められるもの」に該当しないと考えられること。 

３ 設置基準 

  告示第13号第４及び第５の規定のほか、次によること。 

(1) 同時放射区域が隣接する場合の取扱い 

告示第13号第４第３号により、パッケージ型自動消火設備の防護面積が同時放射区域の面積以上であるもの

を設置するよう規定されているが、同時放射区画が隣接する場合におけるパッケージ型自動消火設備の防護面

積は、隣接する部分（壁、戸等により区画されない部分をいう。）に限り0.6ｍ長くすることができるものであ

ること。ア １の居室等を２の同時放射区域とする場合 

同時放射区域 Ｌ×ＬＡ＝Ｌ×(ＬＣ＋0.6) 

この場合において、防護面積は、Ｌ×(ＬＣ＋0.6)とすることができる。（第26－１図参照） 
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第26－１図 

    イ 廊下、通路等を２以上の同時放射区域とする場合 

      第１同時放射区域 Ｌ×ＬＡ＝Ｌ×(ＬＣ＋0.6) 

      第２同時放射区域 Ｌ×ＬＢ＝Ｌ×(0.6＋ＬＣ＋0.6) 

この場合において、防護面積は、それぞれＬ×((ＬＣ＋0.6)又は(0.6＋ＬＣ＋0.6))とすることができ

る。(第26－２図参照) 

 

第26－２図 

416



 

(2) 告示第13号第４第６号(1)に規定する「隣接する同時放射区域」とは、火災が発生した場合において延焼す

るおそれのあると考えられる当該同時放射区域に接している区域等を全部含むものであること。（第26－３図

参照） 

 

第26－３図 

(3) Ⅰ型の場合において、告示第13号第４第６号(1)に規定する「隣接する同時放射区域間の設備を共用」とは、

次によること。 

ア 第26－４図の左欄に応じ、それぞれ右欄に適合すること。(第26－４図参照) 

ａ  

417



 

①Ａ室とＢ室間において共用できる場合(ａ－ｃ間

が右の事項を満たす場合) 

 耐火構造、準耐火構造又はこれらと同等以上の防

火性能を有する壁等で区画されていること。 

なお、Ａ室とＢ室間に開口部があるときは、当該

部分に防火設備が設けられていること。 

②Ａ室又はＢ室と廊下において共用できる場合(ｂ

－ｃ間又はｃ－ｄ間が右の事項に該当する場合) 

 耐火構造、準耐火構造又はこれらと同等以上の防

火性能を有する壁等で区画されていること。 

なお、Ａ室又はＢ室と廊下の間に開口部があると

きは、当該部分に防火設備が設けられていること。 

第26－４図 

  イ 告示第13号第４第６号(1)ハに規定する防火対象物又はその部分に設置されるⅠ型で、同規定の「火災が

発生した同時放射区域以外の同時放射区域に対応する防護区域に設ける放出口から消火薬剤が放射されない

ように設置する場合」とは、１の同時放射区域が隣接する同時放射区域と壁、床、天井、戸（ふすま、障子

その他これらに類するものを除く。以下同じ。）等で区画されている場合のほか、次のいずれかにより火災

が発生した同時放射区域以外には消火薬剤を放射させない措置をした場合が考えられること。 

   (ｱ) １の同時放射区域に対し消火薬剤を放射した後、他の同時放射区域から異なる２以上の火災信号を受信

しても当該他の同時放射区域に係る選択弁等が作動しないように受信装置が制御されたもの 

   (ｲ) 火災信号の受信を遮断する機能等を用いることにより、受信装置が１の同時放射区域において異なる２

以上の火災信号を受信した後に、他の同時放射区域から火災信号を受信しないように措置されたもの 

(ｳ) ウにより同時放射区域を重複させる部分の中央付近に天井面から35cm以上下方に突出した難燃性の垂れ

壁が設置されたもの 

   ウ 告示第13号第４第６号(1)ハに規定する防火対象物又はその部分に設置されるⅠ型で、同規定により隣接

する同時放射区域間で設備を共用する場合におけるそれぞれの同時放射区域は、隣接する同時放射区域と壁、

床、天井、戸等で区画されている場合を除き、境界部分を0.9ｍ以上重複させて設定すること。また、イ(ｳ)

の場合にあっては、同時放射区域の重複が２を超えないこと。(第26－５図参照) 

418



 

第26－５図 
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４ 機器 

  認定品とすること。● 

５ 条例の規定により設置する場合の取扱い 

条例の規定により設置義務が生じる通常用いられる消防用設備等に代えて、パッケージ型自動消火設備を設置

する場合、次に掲げる条件により、条例第59条の規定に基づく消防用設備等の基準に係る特例を適用するものと

する。 

(1) 令第12条の規定による設置義務である要件を除き、告示第13号に適合していること。 

(2) 設置にあたっては、甲種消防設備士により法第17条の14の規定に準じた届出を行うこと。 

(3) 設置したときは、法第17条の３の２の規定に準じた届出を行い、検査を受けること。 

(4) 設置後は、法第17条の３の３の規定に準じた点検を定期に行い、その結果を報告すること。 
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第27 特定駐車場用泡消火設備（令29条の４、平成26年総務省令第23号関係） 

１ 用語の定義 

特定駐車場用泡消火設備とは、「特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備

等に関する省令」（平成26年総務省令第23号。以下第27において「省令第23号」という。）及び「特定駐車場用泡

消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準」（平成26年告示第５号。以下第27において「告示第５号」とい

う。）で規定するものをいう。 

なお、この章において、特定駐車場用泡消火設備には、当該消防用設備等と同じ消防の用に供する設備等を含む

ものとする。 

２ 設置することができる防火対象物の要件 

省令第23号第２条第１号の規定によるほか、条例第49条第１項第１欄に掲げる部分のうち、床面から天井までの

最高高さが10ｍ以下の部分で、６に適合するものについても設置することができる。 

３ 設備の区分 

特定駐車場用泡消火設備とは、省令第23号第２条第２号に規定するものであって、別紙に示す同条第３号から第

８号までに区分される。（別紙参照） 

４ 機器 

認定品とすること。● 

５ 認定品 

(1) 認定において確認される性能等 

認定の対象となる機器は、特定駐車場用泡消火設備のうち、閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及

び感知継手であるが、当該認定においては、次のアとともにイからエまでの性能等について確認されることとな

り、イからエまでについては、付帯条件が付される。 

ア 告示第５号第３に掲げる閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手の性能等 

イ 有効感知範囲（開放型泡水溶液ヘッドを除く。） 

ウ 有効放射範囲（感知継手を除く。） 

エ 最大開放個数（閉鎖型泡水溶液ヘッドに限る。） 

(2) 付帯条件に係る留意事項 

(1)イからエまでの性能等は、使用する泡消火薬剤や泡消火薬剤混合装置等により変動する可能性があること

から、特定駐車場用泡消火設備を設置する際に、当該性能等が確認された条件を満たしていない場合は、認定に

より確認された技術基準に適合していないものとして取り扱うこと。 

ア 泡消火薬剤 

付帯条件と同一の泡消火薬剤であること。 

イ 泡消火薬剤混合装置 

消火に有効な泡水溶液の放射に必要な流量の範囲のいずれにおいても、アの泡消火薬剤を付帯条件の希釈容

量濃度に適正に混合できるものであること。 

なお、当該流量の範囲の下限値及び上限値の算出方法は、次のとおりとする。 

(ｱ) 下限値（同時に放射する閉鎖型泡水溶液ヘッド等が最小(１個)の場合における流量） 

Ｑ´min＝Ｋ�1０Ｐ 

Ｑ´min：流量の下限値（Ｌ／min) 

Ｋ：閉鎖型泡水溶液ヘッド等の流量定数（以下同じ。） 

Ｐ：閉鎖型泡水溶液ヘッド等の使用圧力範囲の下限値（ＭＰａ。以下同じ。） 
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(ｲ) 上限値（同時に放射する閉鎖型泡水溶液ヘッド等が最大の場合における流量） 

Ｑ´max＝Ｋ�1０Ｐ×Ｎ 

Ｑ´max：流量の上限値(Ｌ／min) 

Ｎ：設置される特定駐車場用泡消火設備の区分に応じ、省令第23号第４条第２号イ、第５条第４号イ又は

第７条第４号イの規定により決定される閉鎖型泡水溶液ヘッド等の開放個数 

(3) 有効感知範囲等に係る留意事項 

ア 有効感知範囲 

有効感知範囲は、発生した火災を有効に感知することができる最大の高さに、閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感

知継手を設置して確認されたものであるため、閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、その高さを付帯条件と

して、当該高さ以下の範囲に設置する必要があること。 

イ 有効放射範囲 

有効放射範囲は、使用する泡消火薬剤及びその希釈容量濃度、放射圧力により影響を受けるため、閉鎖型泡

水溶液ヘッド及び開放型泡水溶液ヘッドに対し、使用する泡消火薬剤及び泡消火薬剤混合装置の組み合わせが

適正である必要があること。また、発生した火災を有効に消火することができる最大の高さに、閉鎖型泡水溶

液ヘッド及び開放型泡水溶液ヘッドを設置して確認されたものであるため、閉鎖型泡水溶液ヘッド及び開放型

泡水溶液ヘッドは、その高さを付帯条件として、当該高さ以下の範囲に設置する必要があること。 

ウ 最大開放個数 

最大開放個数は、発生した火災を有効に消火することができる最小の高さに、閉鎖型泡水溶液ヘッドを設置

して確認されたものであるため、閉鎖型泡水溶液ヘッドは、その高さを付帯条件として、当該高さ以上の範囲

に設置する必要があること。 

６ 条例の規定により設置する場合の取扱い 

条例の規定により設置義務が生じる通常用いられる消防用設備等に代えて、特定駐車場用泡消火設備を設置す

る場合、次に掲げる条件により、条例第59条の規定に基づく消防用設備等の基準に係る特例を適用するものとす

る。 

(1) 令第13条の規定による設置義務である要件を除き、省令第23号に適合していること。 

(2) 設置にあたっては、甲種消防設備士により法第17条の14の規定に準じた届出を行うこと。 

(3) 設置したときは、法第17条の３の２の規定に準じた届出を行い、検査を受けること。 

(4) 設置後は、法第17条の３の３の規定に準じた点検を定期に行い、その結果を報告すること。 
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別紙 

条文 図 機器 

第３号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖型泡水

溶液ヘッド 

第４号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖型泡水

溶液ヘッド 

 

開放型泡水

溶液ヘッド 

 

感知継手 

単純型平面式泡消火設備 

末
端
試
験
弁 

閉鎖型泡水溶液ヘッド 

感知継手開放ヘッド併用型

平面式泡消火設備 

閉鎖型泡水溶液ヘッド 

開放型泡水溶液ヘッド 

末
端
試
験
弁 

感知継手 

ダクト 
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条文 図 機器 

第５号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖型泡水

溶液ヘッド 

 

泡ヘッド 

 

感知継手 

 

 

第６号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖型泡水

溶液ヘッド 

 

開放型泡水

溶液ヘッド 

 

火災感知用

ヘッド・閉

鎖型スプリ

ンクラーヘ

ッド(標準型

(小区画型を

除く。)) 

 

一斉開放弁 

 

 

感知継手泡ヘッド併用型 

平面式泡消火設備 
感知継手 

閉鎖型泡水溶液ヘッド 

泡ヘッド 

末
端
試
験
弁 

一斉開放弁開放ヘッド併用型 

平面式泡消火設備 

ダクト 

ダクト 

閉鎖型泡水溶液ヘッド 

開放型泡水溶液ヘッド 末
端
試
験
弁 

一斉開放弁 

火災感知用ヘッド等 
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条文 図 機器 

第７号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖型泡水

溶液ヘッド 

 

泡ヘッド 

 

火災感知用

ヘッド・閉

鎖型スプリ

ンクラーヘ

ッド(標準型

(小区画型を

除く。))  

 

一斉開放弁 

 

第８号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉鎖型泡水

溶液ヘッド 

 

開放型泡水

溶液ヘッド

※ 

 

泡ヘッド※ 

 

火災感知用

ヘッド・閉

鎖型スプリ

ンクラーヘ

ッド(標準型

(小区画型を

除く。))※ 

 

一斉開放弁

※ 

 

感知継手※ 

 

一斉開放弁泡ヘッド併用型

平面式泡消火設備 

閉鎖型泡水溶液ヘッド 

火災感知用ヘッド等 

泡ヘッド 

一斉開放弁 

末
端
試
験
弁 

ダクト 

機械式泡消火設備 

末
端
試
験
弁 

※ 開放型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド、火災感知用ヘッド等、一斉

開放弁、感知継手選択可） 

閉鎖型泡水溶液ヘッド 
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